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大学での学び

本学の学位授与に係る課程には、学士課程、修士課程、博士前期課程、博士後期課程の４つの
教育課程があります。これらを卒業または修了すると学士、修士、博士という学位が授与されます。
どのような力が身に付けば、それぞれの学位が授与されるのかは、ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
に明記してあります。

これらの教育課程をそれぞれの専門分野で組み立てているのが、学部・学科、研究科・専攻と
いう組織の枠組みです。

本学の学部は学科目制によって、組織しており、教育学部も教員養成課程ではなく、教育学科
という学科組織になっています。

さらに、本学では、原則として、学士課程（学部）においては、卒業論文・卒業研究を課しています。
その取組のための枠組みがゼミです。「ゼミ」という単位は、学則にも規定がありませんが、ほと
んどの学部で３・４年生に履修する演習科目履修者のグループと捉えてよいと思います。

なお、これらとは別の学位に関わらない課程として専攻科を設けています。専攻科を修了すると
修了証書が授与されます。

さて、大学で何を学ぶのか、についてですが、これは、一言で言えば「方法を学ぶ」ということ
になります。教員は、これまでに開発された方法を教授します。これに基づいて、みなさんがその
方法を使って自らが設定した課題の解決に取組みます。ここまでが基本的な学士課程のレベルで
す。さらに、大学院の研究科レベルでは、新たな方法の開発に取組むわけです。

これらの教育課程では、学修者本位の教育が行われています。従来の大学教育では、ともすれば、
教授の専門領域に偏った教育が行われたりすることがありました。たとえば、私の専門である
国語学であれば、国語学の分野全体にわたって講じなければならないところを、自らの得意とする
音声の領域だけを講じて、他の文法、語彙、文字表記には触れないといった場合です。これでは、
国語学を学びたいという学修者にとって満足できるものといえるでしょうか。このように学修者が
求めている学びに応じる大学教育が学修者本位の教育ということです。

そして、何よりも判断の拠り所としての根本に神道精神を有するのが、本学の特色です。
教室だけの学びではなく、さまざまな人々と交流を深め、課外活動での体験を重ねて、判断力に

磨きをかけることを大いに期待しています。

学　長　　齋　藤　　平
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令 旨 に つ い て

令
りょうじ

旨とは、皇太子・三后（皇后・皇太后・太皇太后）・女院・親王らの御意志・御意向を意味します。ここに掲
げた令旨は、本学の前身である神宮皇學館で自ら学ばれ、そののち本館総裁となられた賀

かやのみやくにのり

陽宮邦憲王より賜った
ものです。「令旨とその時代」について紹介をしておきます。

 2月18日という日 
わたしたちの令旨は、明治33（1900)年2月18日に賀陽宮邦憲王〈慶応3（1867)年～明治42（1909)年〉からいた

だきました。なぜこの日だったのでしょうか。邦憲王は、当時、伊勢神宮の祭主、そして皇學館の総裁というい
ずれも最重要の地位におられました。前日の2月17日は、神宮で祈年祭という、その年のみのりが豊かで、国家
が平安であることをお祈りする祭りが行われ、邦憲王は京都から祭りの奉仕にお越しでした。滞りなく祭典が終
了した翌日に、ご自身もかつて学ばれた母館へ来られたのです。そして、教職員・学生がお迎えするなか、馬車
が到着したのは午後1時。当時の校舎は、内宮を流れる五十鈴川の右岸、宇

うじたちちょう

治館町にありました。この跡は現在、
神宮の宇治工作所となっており、館町校舎の旧跡碑が建てられています（P.11参照）。

 皇學館の創設と令旨 
4月30日は本学園の創立記念日となっています。明治15（1882)年のこの日に、わたしたちの学園の基となる「皇

學館」は、宇治橋の向い側に位置する林
はやしざきぶんこ

崎文庫に設置されました。江戸時代を通して、図書館であり、神宮祠
し

官
かん

たちの研学の場所として名高かったこの文庫は、講堂と書庫とからなる風格のある建物です。皇學館の開設を
令
れいたつ

達されたのは、神宮祭主久
くにのみやあさひこしんのう

邇宮朝彦親王〈文政7（1824)年～明治24（1891)年〉で、邦憲王の父君にあたられます。
しかしながら、設置からしばらくの間、生徒はいませんでした。皇學館の教育活動が本格的にはじまるのは、

明治18年のことです。
神宮の鹿

か し ま の り ふ み

島則文宮司〈天保10（1839)年～明治34（1901)年・第2代館長〉がその推進役として活動されました。
当時の生徒は6～7人で、「神典・国史・律令・格式・地理・物理・語学・体操等」を習い、また午後には小学校
放課後の児童をも受け入れていました。開校後も次々と、鹿島宮司は本学の発展をめざして、組織の整備、授業
科目の内容や教員の充実を図られました。やがて明治30年、館町に寄宿舎付きの新校舎を開館し、同36年に本学
は内務省管轄の官立専門学校として飛躍するところとなりました。

 令旨の時代と日本 
令旨には、本学の学生が果たすべき使命が述べられています。わが国の学問をしっかり学び、人として歩むべ

き道を豊かにした卒業生が、その成果を実際に社会で応用させ、文明の進展に貢献するようにとあります。この
内容は、明治維新以降の日本の状況と深くかかわっています。新たな国家づくりをめざすわが国は、政治・軍事・
産業などの近代化をはじめ、「文明開化」として知られるように、教育・思想・学芸・風俗など各方面で日本文
化を高度化し、西洋の先進文明に追いつこうとしていました。これによって旧来の風習は一新されましたが、反
対にわが国の歴史や伝統を軽視する風潮もおこりました。鹿鳴館時代と呼ばれる時もありました。

こうした時代性、世界の中の日本という状況のもと、伝統を大切にして、わが国での近代的な学問発展の上に
立脚した教育展開の中での学びが大切であると、あらためて自覚されたのが、百年前の本学の意識であったわけ
です。国際化、グローバル化時代に、一人一人がこの令旨の趣旨をいかに活かして社会に活躍するかが、いま問
われているといってよいでしょう。

（『K-らいふ』121号を加筆転載）

令
旨
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建 学 の 精 神

昭和37年に新制の大学として再発足した本学は、その建学の精神を、もとの神宮皇學館および神宮皇學館大學
にうけています。明治15（1882）年に、神宮の鎮座される伊勢に発足した皇學館は、当時の文明開化、旧物破壊
の風潮に対して、わが国の歴史と伝統にもとづいた学問の維持発展を目指しました。その教育精神を明瞭に示さ
れたのが、明治33年２月18日、当時の神宮祭主・本館総裁賀陽宮邦憲王から賜わった令旨です。そのなかに、

	 神宮皇學館教育ノ旨趣ハ、皇国ノ道義ヲ講ジ、皇国ノ文学ヲ修メ、之ヲ実際ニ運用セシメ、以テ
	 倫常ヲ厚ウシ、文明ヲ補ハントスルニ在リ

と述べられており、わが国の歴史に根ざした学問を明らかにし、これを実践して中正健全な倫理道徳を確立し、
文明の豊かな進展に寄与することを、教育の根幹として受け継いできました。そして再興された本学の掲げると
ころもこの根本精神であり、学則第１条に、

	 本学は、わが国民族の歴史と伝統とに基づく文化を究明し、洋の東西に通ずる道義の確立を図り、
	 　　　祖国愛の精神を教育培養するとともに、社会有為の人材を育成することを使命とする。

と規定を見ているとおりです。開学以来、毎年の入学式・卒業式に、また記念の行事が行われるごとに賀陽宮邦憲王
令旨が奉読されるのも、神宮皇學館以来の精神を継承しているという自覚に基づくものですが、本学の設立は、
戦後の混乱と動揺を克服して、国家の発展に役立ち、激動する世界に道義と平和とをもたらそうと努める、わが
国の要請に応えるものにほかならないのです。

また、開学に際して、神宮祭主北
きた

白
しら

川
かわ

房
ふさ

子
こ

さまから、

	 たぐひなき　神の御国の　みち直く　きよく正しく　学びはげめよ

という御歌をいただきましたが、これは、学則第１条にいう「わが国民族の歴史と伝統とに基づく文化」及び「洋
の東西に通ずる道義」の源泉であり、日本人が古来持ち伝えてきた特有の信仰の姿である神道を基調とし、使命
に向って前進しようとする本学に対する力強い励ましのお言葉です。

昭和57年４月30日に挙行された、皇學館創立百周年記念式典にお迎えした、高松宮宣仁親王殿下より賜わった
お言葉は、本学創立以来の歴史を述べられたのち、

	 今日、神宮の浄域に生活し、皇学の大精神を学ぶという皆さんは、益々研鑚をつみ、歴史と伝統
	 をかえりみて、時勢のおもむくところの広大な地球を一つにおおう状勢を理解展望されまして、
	 学業の成就に邁進することを、私、切に希望いたします。

と結ばれていて、本学が建学の精神を踏まえつつ、世界的視野で新しい時代に向って躍進することへの期待と励
ましのお言葉でした。

文学部、教育学部及び現代日本社会学部の３学部６学科体制と大学院文学研究科及び教育学研究科を擁する大
学となった本学が、常に立ち返るのはこの建学の精神であり、それを受けついだ歴史と伝統への信頼です。

建
学
の
精
神

建
学
の
精
神
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 「建学の精神」の明確化  

平成17年度、中期計画策定委員会が設置され、本学の安定的な発展を期するための中期計画が検討されました。
その中で、最初に審議されたのが「建学の精神」の明確化でした。平成17年12月の第1次中期計画答申において
示された「精神の基本」及び「大学の目標」は次のとおりです。
「日本の神々を祀る神道を基盤として、皇室や神宮を崇め、祖先を敬い、国を愛し、歴史・伝統・文化を尊ぶ

心を育む。この精神を中核として、学生は国家社会に貢献できる人物に成長できるように努力し、教員は世界に
通用する学問と教育成果をあげられるように努める。この原点を忘れないと同時に、時代状況に応じて国家社会
を適切に導いて行くための柔軟な精神もまた尊重される。」

さらに、「皇學館大学将来ビジョン150　第３期中期行動計画（前期）令和７年度～令和10年度」に掲げられた
本学の「教育目標」と「養成する人材像」は次のとおりです。

本学は、「建学の精神」である賀陽宮邦憲王令旨とともに、明確化された「精神の基本」と「大学の目標」を
実現するために、学生諸君とともに邁進していきます。

房
子

た
ぐ
ひ
な
き
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御
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北白川房子様
明治 23 年～昭和 49 年
明治天皇第 7 皇女

■ 昭和 37 年本学開学によせて戴いたお歌

「大学の目標」
① わが国の歴史・伝統を継承・究明・応用して社会の要請に応える学園の創造
② 神道精神に基づく人間性豊かな立派な日本人の育成
③ 自立心に富み、社会の各領域においてリーダーとして貢献できる人材の養成

（教 育 目 標）
① 神道の精神に則り、我が国の歴史・伝統に基づく文化を究明し、祖国を愛する心を教育培

養するとともに、社会有為の人材を育成します。
② 生涯を通じて学び続ける意欲を持ち、主体的に考える力を持った人材を育成します。
③ 教育・保育、公務員、福祉、企業、神社、地域貢献等社会の様々な領域で、他者と協働し、

中核的人材として貢献できる人材を育成します。
（養成する人材像）
① わが国の歴史と伝統・文化を深く理解し、それを基盤として、異なる歴史と伝統・文化を

持つさまざまな世界をも尊重することができる。
② 神道精神に基づく高い倫理観と寛容な精神を備えている。
③ 社会において必要とされる知識・技能と、課題解決のための思考力・判断力・表現力等の

汎用的な能力を備えている。
④ 生涯にわたり学び続ける意欲を持ち、主体的に考え、自ら積極的に行動することができる。
⑤ 地域・職域等社会の様々な領域において、身につけたコミュニケーション能力を用いて他

者と協働し、中核的存在として貢献できる。
⑥ 専攻する専門領域における基礎的かつ体系的な知識・技能を身につけるとともに、それを

実社会において活用することができる。

建
学
の
精
神

建
学
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精
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本学をさらに知るために

明治15年に、本学の前身である皇學館が開設された林崎文庫は、伊勢市宇治今
いま

在
ざい

家
け

町の林崎と呼ばれる地にあ
ります。伊勢神宮の内宮を流れる、五十鈴川に架かる宇治橋の西側、鼓

つづみがたけ

嶽の山裾に現在もその建物が史跡として
残されています。この文庫は、貞享4年（1687年)に、内宮の神官の学問研鑽の場として、講堂・図書館からなる
施設として設立されました。伊勢には、神宮を中心とした長い教学研究の歴史があり、また林崎文庫へは本居宣長
をはじめ多くの著名な学者・文人が訪れ、古典の講義や学問交流がさかんになされていました。こうした本学の
ルーツをはじめ、発展の歴史を知る刊行物などを紹介しておきます。

（1）本学の歴史を知る本
大学史誌として『神宮皇學館五十年史』（昭和7年）・『創立九十年・再興十年皇學館大學史』（昭和47年)

『皇學館百二十周年記念誌』（平成14年）・『皇學館大學百三十年史』全５冊―総説篇、資料篇1～3、年
表・写真篇―（平成24年～26年）があります。年表と写真で綴られた『皇學館大學百年小史』（昭和57年）
は親しみやすい本で、百十周年記念出版の『林崎のふみぐらの詞』（平成4年)は貴重な資料集です。

（2）館友会の歩みを知る本
本学卒業生の会を「館友会」と称します。本会刊の『神宮皇學館創立六十周年記念誌』（『館友』409号・

昭和17年）は興味深い内容です。『館友選集―皇學館館友会百年の歩み―』（平成5年)として重要な関係雑
誌の復刻がなされています。『館友総目次』（全2巻・史料編纂所百年史編纂室・昭和60年)もレファレ
ンスとして役立ちます。

（3）講演・随筆などから知る
本学出版部の講演叢書に、佐藤通次元学長『皇學の旨趣』、谷省吾元学長『皇學館の出発点』『林崎文

庫と皇學館』、伴五十嗣郎元学長『建学の精神について』が収まっています。
櫻 井 勝 之 進 元 理 事 長『 続 カ ミ・ く に・ 人 』、

田中卓名誉教授『歴史と伝統―この大学を見よ―』、
谷省吾元学長『神道・自然・皇學館』は一読して
おきたい書物です。学園誌『K-らいふ』（全学一体)
にも関係記事の掲載があります。

（4）記念館展示室を訪れる
記念館には大学の歴史がビジュアルに綴られて

います。

（5）神宮皇學館旧趾碑（宇治館町、右掲）
旧趾碑の場所については、「皇學館大学発祥の地」

マップをご参照ください。

（6）令旨について
P. ３参照『K-らいふ』121号（平成12年９月）
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皇學館大学記念館 （登録有形文化財）

「皇學館大学記念館」 は、 神宮皇學館時代、 「本館」 と呼ばれた中心的建物であった。 神宮皇學館は、 大正７
年１月宇治館町より、 ここ倉田山の校舎に移転したが、 館長室・貴賓室・事務室などからなるこの 「本館」 は、 
翌８年10月18日落成した。 

当初は、 現記念講堂前広場あたりにあったが、 神宮皇學館時代の学舎として貴重な遺構であり、 大正期の特色
を伝える優れた建築であるので、 本学が創立90年・再興10年を迎えた昭和47年10月、 記念館として現在地より北
西側に移築され、 保存が図られてきた。 その際、 内部に若干の改築を加え、 祭式教室として整備し、 多くの学生
がここで祭式作法を学び、 神職として全国に巣立った。 

その後、 次第に老朽化が進み、 平成19年12月、 全面的改築を施し、 現在地に移建した。 館長室・貴賓室を復元
して、 大学史関係の資料を展示し、 茶室・和室を設けて、 我国伝統の文化や技芸・精神を教育する場としての活
用も、 一層充実させることとなった。 

大 学 旗
昭和41年第１回卒業式にあたり館友から寄贈されました。白地綴

織、 校章 （花菱）・校名は金糸の刺繍で、 文化財保護委員会専門委員
の龍村謙氏が作成しました。 

皇學館大学記念館
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9号館

総合体育館

芝生広場

自転車

駐輪場

駐輪場

第１グラウンド

正門

4号館

倉陵会館

記念講堂
大学本部

2号館

伊勢高校へ

至  外宮・宇治山田駅

至  内宮・五十鈴川駅

神宮文庫 黒門

神宮司庁神宮文庫

5号館

6号館

7号館

8号館

皇學館高校・中学
精華寮・貞明寮・弓道場へ

駐輪場

バイク

バイク武道場

記念館

皇學館 クラブ合宿所

倉風ハウス

祭式教室

3号館

佐川記念神道博物館

図書館

学内記念碑・記念樹マップ

彬子女王殿下お手植え記念樹（創立130周年）

　彬子女王殿下の御台臨を
仰ぎ、平成24年４月30日
に創立130周年・再興50
周年記念式典が盛大に挙行
され、「何を為すべきかを真
摯に熟考され、以って我が
国の真の発展の為に努力さ
れることを心から祈念す

る。」とのお言葉を賜った。記念樹として、父君
であられる寛仁親王殿下のお印である「柏」を植
樹された。柏は秋に枯れた葉が新芽の出る春ま
で落ちず、代が途切れない縁起物とされている。

敬宮愛子内親王御生誕記念樹
　平成13年12月１日
に皇太子殿下、同妃殿
下に内親王がご誕生さ
れた。本学としても奉
祝の意を表し、国旗を
掲揚すると共に、高貴
な方の衣服の萌黄色に
近いことから御衣黄桜

と呼ばれる桜の一種を記念植樹した。４月
下旬には八重咲の珍しいサクラを見ること
が出来る。花を眺めながら、敬宮さまの健
やかなご成長と皇室の弥栄を願いたい。

悠仁親王殿下御生誕記念樹
　平成18年９月
６日に秋篠宮文仁
親王殿下、同妃殿
下に第一男子がご
誕生された。本学
としても奉祝の意
を 表 す る こ と か
ら、国旗掲揚と共

に、悠仁親王殿下のお印である「高
野槇」を記念植樹した。木を眺めな
がら、皇室の弥栄を願ってはどうで
しょうか。

神宮皇學館大學講堂跡
　神宮皇學館大學の象
徴として、昭和３年５
月16日落成した重厚な
講堂で、夢殿を模した
という八角の外観から
八角講堂、また一見し
て六角に見えたことか
ら 六 角 講 堂 と 呼 ば れ

た。幾多の式典、講義等が実施され、戦火
からも逃れたが、残念ながら昭和41年５
月失火の為烏有に帰した。階段部分のみ現
存している。

※自然に落ちる前に枯葉を取り除くと木が弱るため放置しています

高松宮殿下、同妃殿下お手植え記念樹
　昭和57年４月30
日、創立100周年の佳
節を迎え、高松宮宣仁
親王、同妃殿下の御台
臨を仰ぎ、記念式典が
挙行され、「神宮の浄
域に生活し、皇学の大
精 神 を 学 ぶ 皆 さ ん は

益々研鑽をつみ、歴史と伝統をかえりみ
て、時勢のおもむくところの広大な地球を
一つにおおう状勢を理解展望されまして、
学業の成就に邁進することを切望しま
す。」とのお言葉を賜った。記念樹として
高松宮殿下が「神宮杉」、妃殿下が「欅」
をそれぞれ植樹された。

皇后宮行啓記念碑
　大正11年11月６
日、祭祀と教育に御心
を注がれていた貞明皇
后が皇學館に行啓にな
られるという光栄に浴
した。授業を御覧あそ
ばされ、特に祭式教室
においては、祭式授業

をつぶさに台覧あって皇學館の特色として
御心にとどめられた。昭和17年４月30
日、創立60周年にあたり、この光栄を後
世に伝えるために記念碑を建立した。

惟 神 道 場 跡
　皇學館大学の前身である神宮皇學館
は、昭和14年（1939）に神道と国
体の調査研究を行う神道研究室を設置
する計画を立て、また神道研究に基づ
く修養講習の開催を目指した。筑豊の
貝島炭礦社長の貝島太市は、惟神道場
を神宮に献納し、神宮皇學館の付属施

設として神職や公務員などが神道関係の講習を受講する場と
なった。昭和20年の宇治山田市空襲で大半が焼失し、現在
は門柱のみが残る。昭和37年に皇學館大学が再興すると、
跡地には校舎（旧一号館）が建設された。

戦 歿 学 生 顕 彰 碑
　大東亜戦争が熾烈を
極めた昭和18年10
月、文科系学徒の徴兵
猶予停止が発令され、
神宮皇學館大學から在
学 生 の ４ 割 を 超 え る
151名の学生が出征。
うち23名が尊い命を祖

国のために捧げられた。戦後60周年の節
目にあたり、平成18年２月11日に建立さ
れた。木陰に建つ慰霊碑を前に、国難に殉
じた先輩方を想い、平和への思いを新たに
したい。

寮 　 歌 　 碑
　精華寮は、戦前は学
部・予科の学生が入寮
し、師友間の礼節を重
視しつつ、生活を通じ
て切磋琢磨し人間形成
をはかってきた。幾多
の場面で熱唱された精
華寮寮歌は、現在まで

連綿と受け継がれている。末永く本学教育
の象徴として伝承されることを冀うものと
して、寮歌碑は昭和61年８月３日に竣功
された。

清 明 寮 碑
　清明寮は、昭和４年
２ 月 に 建 設 さ れ 、 戦
前、普通科（昭和４年
４月～昭和19年３月）
及び専門部（昭和16年
４月～昭和22年３月）
の学生・生徒が入寮し
ていたが、昭和20年７

月29日の空襲により残念ながら焼失し
た。寮跡地に足跡を残すことを目的に、昭
和61年12月12日に建立された。

大東亜戦争出陣記念樹
　学徒動員により、神
宮皇學館大學から学業
半ばにして出征する学
生が、入隊を前に、自
分 が 在 学 し た 証 と し
て、また、刈込にも耐
える樹木であることか
ら、艱難辛苦にも耐え

る意気込みでラカンマキを昭和18年11月
5日に植えられた。戦没学生が、後輩であ
る皇學館の学生を温かく見守ってくれてい
るであろう。

皇學館大学１号館跡（芝生広場）

　昭和37年４月に再興
された当時、校舎とし
てただ一棟建築された
１号館（当時は本館と
呼ばれていた｡）であ
り、皇學館大学再興の
歴 史 と 共 に 歩 み 、 教
育・研究の中心的施設

として多くの卒業生を輩出してきた。しか
し、建物の老朽化により解体せざるを得
ず、平成24年創立130周年・再興50周
年の節目の年に、芝生広場として、新たな
活動拠点として生まれ変わった。

おきつもの杜
　名張市にあった社会
福祉学部を伊勢に統合
するにあたり、名張学舎
にあった歌碑と代々の
卒業生による記念植樹
を、名張から移し整備し
たものである。おきつも

（沖津藻）、または、おく
つも（奥つ物）とは名張（隠る）にかかる枕詞
であり、それから「おきつもの杜」と命名す
る。おきつもの杜は、社会福祉学部卒業生の
帰ってくる場所として、心に刻みたい。

なば

彬子女王殿下お手植え記念樹（創立140周年）

　彬子女王殿下の御台臨
を仰ぎ、令和４年４月30
日に創立140周年・再興
60周年記念式典が挙行
された。「改めて建学の精
神に思いをいたし、我が国
の文明の発展のためにお
一人お一人が力を尽くし
て下さることを祈ります」

とのお言葉を賜った。記念樹として、「彬姫
桜」を植樹された。十六夜桜の新種にお気づ
きになられた殿下のお名前から一字を賜っ
た桜である。

倉 陵 会 館 壁 画　
 会館前の陶
画「心」は、
陶芸家吉田喜
久一氏ご協力
のもと、古伊
賀の古き良き
伝統の磨きが

かかった美を持つ素材を用いて、新しい感
覚の抽象的な表現をし、伝統と新しさとの
調和美の表現をした。

ゆい しん
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彬子女王殿下お手植え記念樹（創立130周年）

　彬子女王殿下の御台臨を
仰ぎ、平成24年４月30日
に創立130周年・再興50
周年記念式典が盛大に挙行
され、「何を為すべきかを真
摯に熟考され、以って我が
国の真の発展の為に努力さ
れることを心から祈念す

る。」とのお言葉を賜った。記念樹として、父君
であられる寛仁親王殿下のお印である「柏」を植
樹された。柏は秋に枯れた葉が新芽の出る春ま
で落ちず、代が途切れない縁起物とされている。

敬宮愛子内親王御生誕記念樹
　平成13年12月１日
に皇太子殿下、同妃殿
下に内親王がご誕生さ
れた。本学としても奉
祝の意を表し、国旗を
掲揚すると共に、高貴
な方の衣服の萌黄色に
近いことから御衣黄桜

と呼ばれる桜の一種を記念植樹した。４月
下旬には八重咲の珍しいサクラを見ること
が出来る。花を眺めながら、敬宮さまの健
やかなご成長と皇室の弥栄を願いたい。

悠仁親王殿下御生誕記念樹
　平成18年９月
６日に秋篠宮文仁
親王殿下、同妃殿
下に第一男子がご
誕生された。本学
としても奉祝の意
を 表 す る こ と か
ら、国旗掲揚と共

に、悠仁親王殿下のお印である「高
野槇」を記念植樹した。木を眺めな
がら、皇室の弥栄を願ってはどうで
しょうか。

神宮皇學館大學講堂跡
　神宮皇學館大學の象
徴として、昭和３年５
月16日落成した重厚な
講堂で、夢殿を模した
という八角の外観から
八角講堂、また一見し
て六角に見えたことか
ら 六 角 講 堂 と 呼 ば れ

た。幾多の式典、講義等が実施され、戦火
からも逃れたが、残念ながら昭和41年５
月失火の為烏有に帰した。階段部分のみ現
存している。

※自然に落ちる前に枯葉を取り除くと木が弱るため放置しています

高松宮殿下、同妃殿下お手植え記念樹
　昭和57年４月30
日、創立100周年の佳
節を迎え、高松宮宣仁
親王、同妃殿下の御台
臨を仰ぎ、記念式典が
挙行され、「神宮の浄
域に生活し、皇学の大
精 神 を 学 ぶ 皆 さ ん は

益々研鑽をつみ、歴史と伝統をかえりみ
て、時勢のおもむくところの広大な地球を
一つにおおう状勢を理解展望されまして、
学業の成就に邁進することを切望しま
す。」とのお言葉を賜った。記念樹として
高松宮殿下が「神宮杉」、妃殿下が「欅」
をそれぞれ植樹された。

皇后宮行啓記念碑
　大正11年11月６
日、祭祀と教育に御心
を注がれていた貞明皇
后が皇學館に行啓にな
られるという光栄に浴
した。授業を御覧あそ
ばされ、特に祭式教室
においては、祭式授業

をつぶさに台覧あって皇學館の特色として
御心にとどめられた。昭和17年４月30
日、創立60周年にあたり、この光栄を後
世に伝えるために記念碑を建立した。

惟 神 道 場 跡
　皇學館大学の前身である神宮皇學館
は、昭和14年（1939）に神道と国
体の調査研究を行う神道研究室を設置
する計画を立て、また神道研究に基づ
く修養講習の開催を目指した。筑豊の
貝島炭礦社長の貝島太市は、惟神道場
を神宮に献納し、神宮皇學館の付属施

設として神職や公務員などが神道関係の講習を受講する場と
なった。昭和20年の宇治山田市空襲で大半が焼失し、現在
は門柱のみが残る。昭和37年に皇學館大学が再興すると、
跡地には校舎（旧一号館）が建設された。

戦 歿 学 生 顕 彰 碑
　大東亜戦争が熾烈を
極めた昭和18年10
月、文科系学徒の徴兵
猶予停止が発令され、
神宮皇學館大學から在
学 生 の ４ 割 を 超 え る
151名の学生が出征。
うち23名が尊い命を祖

国のために捧げられた。戦後60周年の節
目にあたり、平成18年２月11日に建立さ
れた。木陰に建つ慰霊碑を前に、国難に殉
じた先輩方を想い、平和への思いを新たに
したい。

寮 　 歌 　 碑
　精華寮は、戦前は学
部・予科の学生が入寮
し、師友間の礼節を重
視しつつ、生活を通じ
て切磋琢磨し人間形成
をはかってきた。幾多
の場面で熱唱された精
華寮寮歌は、現在まで

連綿と受け継がれている。末永く本学教育
の象徴として伝承されることを冀うものと
して、寮歌碑は昭和61年８月３日に竣功
された。

清 明 寮 碑
　清明寮は、昭和４年
２ 月 に 建 設 さ れ 、 戦
前、普通科（昭和４年
４月～昭和19年３月）
及び専門部（昭和16年
４月～昭和22年３月）
の学生・生徒が入寮し
ていたが、昭和20年７

月29日の空襲により残念ながら焼失し
た。寮跡地に足跡を残すことを目的に、昭
和61年12月12日に建立された。

大東亜戦争出陣記念樹
　学徒動員により、神
宮皇學館大學から学業
半ばにして出征する学
生が、入隊を前に、自
分 が 在 学 し た 証 と し
て、また、刈込にも耐
える樹木であることか
ら、艱難辛苦にも耐え

る意気込みでラカンマキを昭和18年11月
5日に植えられた。戦没学生が、後輩であ
る皇學館の学生を温かく見守ってくれてい
るであろう。

皇學館大学１号館跡（芝生広場）

　昭和37年４月に再興
された当時、校舎とし
てただ一棟建築された
１号館（当時は本館と
呼ばれていた｡）であ
り、皇學館大学再興の
歴 史 と 共 に 歩 み 、 教
育・研究の中心的施設

として多くの卒業生を輩出してきた。しか
し、建物の老朽化により解体せざるを得
ず、平成24年創立130周年・再興50周
年の節目の年に、芝生広場として、新たな
活動拠点として生まれ変わった。

おきつもの杜
　名張市にあった社会
福祉学部を伊勢に統合
するにあたり、名張学舎
にあった歌碑と代々の
卒業生による記念植樹
を、名張から移し整備し
たものである。おきつも

（沖津藻）、または、おく
つも（奥つ物）とは名張（隠る）にかかる枕詞
であり、それから「おきつもの杜」と命名す
る。おきつもの杜は、社会福祉学部卒業生の
帰ってくる場所として、心に刻みたい。

なば

彬子女王殿下お手植え記念樹（創立140周年）

　彬子女王殿下の御台臨
を仰ぎ、令和４年４月30
日に創立140周年・再興
60周年記念式典が挙行
された。「改めて建学の精
神に思いをいたし、我が国
の文明の発展のためにお
一人お一人が力を尽くし
て下さることを祈ります」

とのお言葉を賜った。記念樹として、「彬姫
桜」を植樹された。十六夜桜の新種にお気づ
きになられた殿下のお名前から一字を賜っ
た桜である。

倉 陵 会 館 壁 画　
 会館前の陶
画「心」は、
陶芸家吉田喜
久一氏ご協力
のもと、古伊
賀の古き良き
伝統の磨きが

かかった美を持つ素材を用いて、新しい感
覚の抽象的な表現をし、伝統と新しさとの
調和美の表現をした。

ゆい しん
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皇學館大学発祥の地
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※見学の際は許可が必要です。
 （春と秋の特定期間のみ一般公開されます）

※「神宮ばら園」内にあります。

※宇治北山墓地内にあります。

※石碑は、岩戸屋百鱗房の奥に
　あります。

※頒布部第二奉製所内にあります。
　見学の際は許可が必要です。

写真提供：神宮司庁

五ヶ所街道道標

宇治橋

 内宮
（皇大神宮）

五十鈴川
五十鈴川

宇治橋
　供養塔

至
外
宮 猿田彦神社

荒木田守武
墓碑

藤波松

浦田橋

赤福本店

新橋

宇治
法楽舎跡

宇治年寄
会合所跡

おかげ横丁

乗合バス
内宮前停留場

神宮司庁

神宮道場

祭主職舎

（旧慶光院）

神宮相撲場

大宮司職舎
五十鈴川
幼稚園

神宮会館

荒木田守武句碑

荒木田守武碑

R23

R23
神宮ばら園碑

磯部百鱗邸跡磯部百鱗邸跡

お は ら い  町 通 り

内宮周辺へは…

三交バス

● 外宮内宮循環
　① 内宮前下車
　② 猿田彦神社前下車
● 浦田町行
　③ 浦田町下車

　内宮周辺は皇學館大学発祥の地や
歴 史 的 建 造 物、遺 跡 な ど 見 ど こ ろ
盛りだくさん。
ゆっくり歩いて文化にふれてみましょう。

神宮司庁宇治工作所

神宮皇學館旧址

皇
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⓫　総務担当　TEL 0596-22-6308
	 理事会等諸会議、儀式及び行事、諸規程の制定・改廃、

スクールバスの使用に関すること
⓬　人事担当	 TEL 0596-22-6323
	 職員（アルバイト含む）の任免、給与、マイナンバー

等に関すること

⓭　教育開発センター　　TEL 0596-22-6331
　　地域課題学修支援室　TEL 0596-22-8542

	 入学準備教育、補習教育、導入教育、キャリア教育、
eラーニング、ICT活用教育、学習支援、カリキュラ
ム開発、教材開発、教育効果の測定、授業改善活動、
地域の課題解決支援、地（知）の拠点大学による地
方創生推進事業

⓮　アドミッション・オフィス
　　入試担当　TEL 0596-22-6316
	 学生募集・広報、入学案内・願書配布、入試に関す

る相談、オープンキャンパス

⓯　情報担当　TEL 0596-22-6328
	 本学情報ネットワーク（インターネット、電子メー

ルほか）及び情報機器（パソコンほか）の管理運営、
利用等の各種相談

⓰　企画担当　TEL 0596-22-6496
　　広報担当　TEL 0596-22-8600
　　地域連携推進室　TEL 0596-22-8635

	 地域連携、イベント広報、公開講座、ホームページ、
学園報、学内データの収集及び分析に関すること

⓱　附属図書館　TEL 0596-22-6322
	 貸出、返却、閲覧、データベースの利用等に関すること

⓲　研究開発推進センター　TEL 0596-22-6466
	 神道研究所、史料編纂所、佐川記念神道博物館、館

史編纂業務、プロジェクト研究及び研究助成に関す
ること

⓳　皇學館サービス株式会社　TEL 0596-22-8561
	 下宿探しのお手伝い・自動車学校（割引あり）・貸衣

装（成人式・卒業式/特典あり）の紹介

⓴　受　付　
	 ノートパソコン、デジタルカメラ、ビデオカメラ、

CDデッキ、プロジェクター・雨傘等の貸出

●　窓口の受付時間
	 月～金	 9：00～17：00
　	 　土	 9：00～13：00

　　⓱は、P37～P38参照
　　⓳は、月～金 9：00～17：00

各 部 署 案 内
大学生としてスタートをきった誰もが、新しく始まるキャンパスライフに夢や希望を抱いていること

でしょう。しかし、その一方で大学生活に不安や疑問もあるのでは?　まずは、事務組織及び業務内容
を把握し、大学の概要を知ることから始めましょう。

●    代　表	 TEL 0596-22-0201
			   FAX 0596-27-1704
❶　学生担当　TEL 0596-22-6317
	 学友会、クラブ・同好会、奨学金、学内の施設利用、

通学証明書発行、保険（学研災・学研賠）関係、学生
寮、怪我や病気の救急措置（保健室）、悩みごと等の
カウンセリング（学生相談室）、障がいのある学生へ
の支援（障がい学生支援室）、ボランティアのコーディ
ネート等（ボランティアルーム）、萼の会（保護者会）、
アルバイトなど

❷　教務担当　TEL 0596-22-6315
	 転学部、転科、大学行事（参拝見学・山室山参拝、フィー

ルドワーク）、入学、休学、退学、卒業、履修、授業・
試験、各種証明書、博物館実習、心理実習、ソーシャ
ルワーク実習、産業社会実習、社会調査実習など

❸　国際交流担当　TEL 0596-22-6353
	 留学（派遣・受入）等、国際交流全般に関すること

❹　神職養成部　TEL 0596-22-6312
	 神務実習、階位申請、明階総合課程の履修、神社奉仕、

神社関係の奉職（就職）相談、求人情報の提供、求人
開拓、奉職斡旋、階位検定講習会

❺　就職担当　TEL 0596-22-6319
	 進路・就職相談、企業求人、公務員試験情報の提供、

福祉情報の提供、各種対策講座・模擬試験、就職斡旋、
求人開拓

❻　教職支援担当　TEL 0596-22-6049
	 教育実習関係（幼稚園・小学校・中学校・高等学校・

特別支援学校・介護等体験実習）、保育実習（保育所・
児童福祉施設等）、教育アシスタント、教員採用試験
対策、保育士試験対策、教育職員免許状申請、保育士
登録

❼　会計担当　TEL 0596-22-6311
	 授業料等各種納付金の収納、学生金庫

❽　管財担当　TEL 0596-22-6314
	 施設・備品の貸出、鍵の貸出

❾　出版部　TEL 0596-22-6320
	 出版に関すること

❿　記念事業・教学振興担当　TEL 0596-22-6313
	 記念事業・寄付に関すること

各部署の業務内容

（　　　　　　　　　　　　　）日曜・祝日・振替休日・年末年始等、
学校指定の休業日は 休みになります。
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4号館へ

3号館へ

5号館

講義室
（212）

ロビー

ＥＶ

保健室

ボランティアルーム

アドミッション・オフィス

アドミッション・オフィス室長室

入試担当

講義室
（211）

出入口

学生相談室

●�

3
号
館

中庭上部

女子トイレ

男子トイレテラス
教育開発
センター

心理
検査室

心理
実験室

（屋外階段）

情報処理
教室-2
＜523＞

情報処理教室-1
＜522＞

講義室
＜521＞情報処理

準備室

2号館

テラス 多目的
トイレ

廊下
心理面接室

●�

女子トイレ

書庫へ

通用口

男子トイレ

館長室

特　別
資料室

受
付
カ
ウ
ン
タ
ー

会
議
室

附属図書館事務室

集密書庫

EV

多目的
トイレ

出
入
口

●�

面談室面談室

面談室面談室
小会議室１

皇學館サービス
株式会社

管理室
兼
テレビ
スタジオ

テレビ
スタジオ

学習支援室
UNIVAS

主体的
学修スペース
「百　船」

教職支援担当

EV

給　湯
コーナー

男
子
ト
イ
レ

女
子
ト
イ
レ

出入口

●�
●❻

大学院
演習室
＜921＞

地域課題
学修支援室

大学院
研究室
1

特別招聘
教授室

エントランス
ホール

講師控室

給湯室

現代日本
社会学科
研究室

現代日本
社会
学部長室

多目的
トイレ

教育学科
研究室 EV

女子トイレ

教育学
部長室

男子トイレ

出入口

7号館へ

●�

出
入
口

4
号
館
へ

学
生
担
当

教
務
担
当

企
画
担
当

広
報
担
当

地
域
連
携
推
進
室

管財担当

会計担当

受　　付

出版部

人事担当

グローバル
ラウンジ 国際交流担当

総務担当
記念事業・
教学振興担当

障
が
い
学
生

支
援
室

出入口 出入口

●�

●�

●�

●�
●❾
●❽
●❼

●� ●❷ ●❶

3

多目的
トイレ

EV機械室

女子トイレ

男子トイレ

ホール

本　館　へ

資料室

就
職
担
当

神
職
養
成
部

面談室面談室

面談室

面談室
面談室

面談室

出
入
口

●❹ ●❺

EV

情報担当

女子トイレ

男子トイレ

講堂（2階へ）

2号館へ

マルチメディア
教室

＜421＞

●�

研究開発推進センター事務室

EV講義室

男 子
トイレ

女 子
トイレ 会議室

階段

多目的
トイレ

エントランス
ホール

神道研究所・
神道博物館

書　庫
研究室 研究室研究室 研究室 共　同

研究室
研究開発
推進センター
長室

閲覧室

貴賓室前室

湯沸室

トイレ

中　庭

資
料
室

出
入
口

●�

15

事務室配置図
●２号館１階

● ５号館２階

● ９号館１階

● ９号館２階

● 図書館１階

● 記念講堂大学本部

● ４号館１階

● ４号館２階

● 佐川記念神道博物館　１階
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掲 示 板 の 案 内

● その他掲示場所： ロータリー、 2号館通路 （2号館から倉陵会館への通路）、７号館１階玄関ホール前
倉陵会館1階ロビー 

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ

・学生生活についての
　　　　　　　お知らせ
・奨学金関係 
（日本学生支援機構　他）
　　　　　　　　　等

・授業関係等
・資格関係
・博物館実習
・ソーシャルワーク実習
・産業社会実習　２

号
館
　
１
階
ロ
ビ
ー

２
号
館
　
２
階
ロ
ビ
ー

　企業､官公庁・福祉施設向けの

・就職対策講座
・模擬試験等

・教育実習
・保育士資格関係
　実習
・ボランティア等
・教員、保育士
　就職対策講座
・模擬試験 等

･ 神務実習
･ 神社奉仕
･ 求人情報
･ 就職指導 等 

教室変更
授業時間割

補講

大学院・専攻科

出入口

附属図書館
出　版　部

情 報 担 当

研究開発推進センター
・神道博物館
・史料編纂所
・神道研究所

・試験関係
・レポート関係

・各種留学・研修
・国際交流関係全般

・受験無資格者
　不可者一覧表
・卒論主査
　副査一覧表
・各学科からの
　　　　　お知らせ
・ゼミ関係

出入口

教
務
担
当

学
生
担
当

学
生
担
当

教
職
支
援
担
当

就
職
担
当

国
際
交
流
担
当

アルバイト・家庭教師

教
務
担
当

教
務
担
当

神
職
養
成
部

出入口

出入口

● ６号館１階ロビーの掲示について
　教務・学生・就職・教職支援担当の掲示（アルバイトを除く）は、２号館１階・２階ロビーと同じ
　ものが貼られています。（掲示内容は、上記の「２号館１・２階ロビー」を参照してください）

教室変更
授業時間割
補講 等

教職支援担当 就 職 担 当 そ の 他

教 育 学 会 ボランティアルーム 地域課題学修支援室

国際交流担当 教 務 担 当 教 務 担 当

学
生
担
当

学
生
担
当

教
務
担
当

教
務
担
当

６号館　１階ロビー

２号館　１階ロビー ２号館　２階ロビー
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学 生 証

学生証に関する注意事項

⃝他人に貸与または譲渡してはならない。
⃝紛失したときは再交付を受け、失効したときは返却
すること。

学生証は次の場合に必要です。（一例）
⃝教室・研究室・図書館などの入退室
⃝試験を受けるとき
⃝証明書発行機を利用するとき
⃝遺失物などを受け取るとき　など。

学生証の取り扱いには気をつけてください。
学生証は、裏面の読み取り部分（黒い帯）に異常が生

じると使えなくなりますので、下記のことに注意してくだ
さい。

※学生証が読み取れないなどの不具合が生じた場合は、
学生担当窓口に申し出てください。

学生番号を覚えてください。
学生証には、あなたの学生番号が付いています。学生

番号は原則として（転学部・転科した場合は除き）在学中
変わりません。大学では、様々な場面で学生番号を記入す
る機会がありますから、必ず覚えておきましょう。
※試験の際、誤って記入すると他の学生に迷惑をかけ
る場合があるので特に注意をしてください。

学生証はキャンパスライフをより快適で楽しいものにするために、大学生活に欠かすことのできない
大切な役割を果しています。皇學館大学生としての身分を証明するものであり、大学生活を送るうえで、
あらゆる場面で必要になってきますので、学生証の役割と関連する事柄について、これだけは覚えてお
きましょう。

学生番号の見方

（令和８年度文学部国文学科入学生の記入例）

⃝年　号	 Ｄ=平成
	 	 Ｅ=令和
⃝学部等	 文学部=１
	 教育学部=３
	 現代日本社会学部=５
	 大学院博士前期課程
	 修士課程
	 大学院博士後期課程=７
	 神道学専攻科=４
⃝学　科	 神道学科=１
	 	 国文学科=２
	 	 国史学科=３
	 	 コミュニケーション学科=５
	 	 教育学科（教育学部）=１
	 	 現代日本社会学科（現代日本社会学部）= １

学生証を紛失したとき
すぐに学生担当に届け出て、所定の申込用紙に理由を記入

し再発行の手続きをしましょう。その際、手数料（2,000円）
が必要となります。

学籍を離れるとき
卒業・退学等で学籍を離れる時、転学部・転科の許可

があった時は必ず学生担当に返してください。

E 0 8 1 2 7 7 7
年号 入学年度 学部等 学科 個人番号

倉田　のぞみ
Ｅ0812777

（令和８年度学部入学生の見本）

平成19年 7月 7日
令和8年 4月 1日
令和12年 3月 31日
三重県伊勢市神田久志本町1704所 在 地

⃝常に携帯し、求めに応じ呈示すること。
　特に、学生証を携帯していない場合は、試験を受
けることができません。

⃝磁石（磁気を帯びたもの）と一緒に置かないでく
ださい。

　例えば、携帯電話、スマートフォン、ヘッドホン・
イヤホン等の音声出力部分、鞄の止め金具、マグ
ネットクリップ、定期券　など

⃝折り曲げないでください。
⃝高温の場所に置かないでください。
⃝裏面の読み取り部分（黒い帯）に傷をつけないで
ください。
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● 公共交通機関及び公共の場の利用
・大声での会話は控えましょう。
・席の場所取りや歩道で広がって歩く、自転車での並列
走行などの迷惑行為はやめましょう。

・ごみ出しは決められたルールを守りましょう。
伊勢市の場合は伊勢市のホームページでよく確認して
ください。
https://www.city.ise.mie.jp/kurashi/gomi/index.html

● 通学について（P.24）
・危険行為や私有地を通ってのショートカットはやめま
しょう。

・正門の周辺は自動車及び歩行者の交通が多いので通過
する際は十分に注意しましょう。

〈自動車〉
・許可車両以外の自家用車等の構内乗入れは禁止されて
います。身体的な理由や通学困難等理由がある場合は
学生担当に相談してください。

・大学周辺の商店や私有地への無断駐車はやめましょう。
〈原付バイク・自転車〉
・原付バイクには自賠責保険が必要ですが、自転車にお
いても自転車損害賠償責任保険等への加入が三重県を
はじめ多くの県で義務化されています。必ず加入しま
しょう。

・学外の駐輪場に止める際は所定の位置に止め、通行の
邪魔にならにようにしてください。7日以上の連続駐輪
は市の条例により放置自転車等とみなされ撤去対象に
なります。
※駐輪場所によって日数は異なります。

・電動キックボード・スケートボード等の使用は禁止し
ています。（路面を損傷した場合は弁償）

〈電車〉
・乗降時の扉付近での妨げ、足を広げて座る、混雑時に
荷物を座席の上に置くなど周りの方への配慮に欠ける
行動はやめましょう。

● 飲酒について（P.35）
・20歳未満は法律で禁止されています。
また、飲酒の強要・イッキ飲ませ・意図的な酔いつぶ
し・飲めない人への配慮を欠くこと・酔ったうえでの
迷惑行為はアルコールハラスメントにあたります。

● 喫煙について
・20歳未満は法律で禁止されています。
学内でも所定の場所以外の喫煙は禁止されています。
学内外問わず歩きタバコやポイ捨てはやめましょう。

悪質な事例は処分（懲戒）の対象になります。
また、事件に巻き込まれそうである、不審者に遭遇した

等の緊急時はすぐに 110番通報し、学生担当にも相談し
てください。
有意義な学生生活を送るためにも、以上のマナー以外

にも本冊子に記載されている内容に留意し日々の生活を
送ってください。

● 学生への連絡
学生ポータルサイト
各種アナウンスや、学年暦・キャンパスガイト等の学生

生活に関わること、履修要項・シラバス・時間割・休講・補
講・教室変更等の授業に関わることなど、必要な情報を一元
化して掲載しています。
学生ポータルサイトへは、大学公式HP（https://www.

kogakkan-u.ac.jp/）もしくは、以下の２次元コードからア
クセスすることができます。ブックマーク等に登録し、毎日
確認できるようにしておいてください。

学生メール（Gmail）
全学生に大学のメールアドレスが付与されます。
アドレスは、学生番号＠stu.kogakkan-u.ac.jp です。
　（例）e0811999@stu.kogakkan-u.ac.jp
パソコン、スマートフォン等で利用できます。
下記URLまたは右の２次元コードを読み込むと
直接アクセスできます。
　https://mail.google.com/a/stu.kogakkan-u.ac.jp/
※大学からの連絡等はこのアドレスに配信します。
　定期的に確認するよう習慣付けてください。

相互の連絡

学生生活を送るうえでの基本的なマナー

利己的な行動は厳に慎み、本学学生として品位ある行動をしましょう。

キャンパスライフ

 ※パスワードの管理には十分気を付けてください。
 ※不明な点は情報担当までお問い合わせください。

https://sp.kogakkan-u.ac.jp/

学生ポータルサイト
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manaba
本学では、学習管理システム（LMS）として「manaba」

を活用しています。インターネットが利用できる環境にあ
れば、manabaを使って、受講している授業の教材・資料
の取得やレポートの提出、担当教員からの連絡事項の確認
等を行うことができます。
manabaにログインすると、利用できるコースが表示

されますので、授業の予習・復習等に活用してください。
掲示板
各担当からの重要事項の伝達は、学内掲示板で行いま

す。登学したら必ず掲示板を確認するよう習慣づけてくだ
さい。掲示の内容について確かめたいときは、担当の窓口
に問い合わせてください。
電話等の取り次ぎについて
学生個人あての私的郵便物、学生個人や学生団体に対

する電話の取り次ぎは、大学では取り扱いません。また、
学生個人に関する情報（電話・住所等）の問い合わせがあっ
ても、相手方に教えることはありません。くれぐれも不審
な電話に注意して、むやみに相手に情報を与えないように
注意してください。

● 学生からの連絡
欠席届
授業を欠席した場合には授業担当教員に欠席届（所定

の用紙があります）を必ず提出してください。これは就職
後、欠勤の際に欠勤届を出すことと同じように、基本的な
ルールであり、社会的常識といえましょう。その習慣を身
につけるようにしてください。
集会・行事その他の諸活動
下記のような学生の行う諸活動については、それぞれ

定められた規則があります。その趣旨をよく理解し、定め
られたルールに従って行動してください。
① 集会・行事　② 刊行物　③ 学外活動
④ 学内施設利用　⑤ 寄附募集　⑥ 掲示
⑦ 立て看板
また、これらの諸活動が学業に支障をきたし、学内の

秩序を乱し、本学の教育機能を阻害する恐れがあると認め
たときは、制限又は禁止することがあります。さらに、教
育基本法第14条の理念の通り、大学は研究と教育の場で
あり、政治活動の場ではありません。したがって、大学本
来の目的と使命を達成するため、学内における政治活動は
厳に禁止されています。

● 大学公式ホームページの活用
大学公式ホームページをクラブ・同好会の広報活動等

で活用したい場合は、学生担当に相談してください。

自分の持ち物は自分で管理し、教室・部室などに放置
しないでください。
盗難にあったときや遺失・拾得物は、速やかに学生担

当に届け出てください。
所有者不明の拾得物は、３ヶ月経過すると処分します。
（持ち物に氏名等を記入しておいてください）

● 指導教員
所属学部、学科の教員から割り当てられ、学業の問題

だけに限らず、課外活動などの学生生活全般にわたって皆
さんのよき助言者です。より一層充実した学生生活を送れ
るよう、何でも気軽に相談してください。

● クラス担任
所属学部、学科の各学年に置かれ、クラス単位で行わ

れる行事などの指導・助言を行います。
また、学生生活に関する相談にも応じています。

● クラブ部長と同好会顧問
部（クラブ）の部長は教員が受け持ち、同好会も必ず

教員が顧問として指導・監督にあたっています。部長や顧
問は、所属クラブや同好会自体に関する問題に限らず、学
生生活全般にわたり、皆さんの相談や助言にもあたってい
ます。

● 怪しい集団からサークル活動等に誘われた。
SNSで自己啓発セミナーに誘われた（参加
した）。

⇒宗教的・政治的に偏った価値観を押し付ける「カル
ト集団」が正体を隠したまま、SNSや大学のキャン
パスや街頭で、楽しそうな活動（ボランテイア活動
やセミナー）を装って勧誘し、悪質な活動に誘導す
る場合があります。また、マルチ商法の場合もあり
ます。

・少しでも怪しいと思ったら断る。親切にされても
「NO」という勇気、たとえ入会していても脱退する
勇気を持ちましょう。

・氏名や連絡先などの個人情報を無暗に教えてはいけ
ません。

・「誰にも相談してはいけない」と言われたら要注意で
す。一人で悩まず、友達や家族、学生担当や学生相
談室に相談しましょう。

日常生活の助言と相談

遺失物と盗難防止

１人で悩まず相談しましょう

その他にも案内ツールは種々あります。情報を見落と
したために諸手続きが遅れ、なんらかの不利益が生じたと
しても、その責任は見落とした個人が負うこととなります。
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● キャンパス内で居場所が見つからない。他人
との違いに戸惑っている。コロナ禍の不安を
引きずっている。

⇒大学ではカリキュラムも生活も自分でコントロール
できます。講義についていけるか、友達ができるか、
大勢の人の中で自分だけが取り残されて居場所が見つ
からないという不安や孤独に感じることがあります。

・入学時春学期に必修科目となっている「初年次ゼミ」
があります。講義の中で、主体的な学びの基礎的な
方法と意欲を学ぶと共に、指導教員ごとに少人数で
受講するので友達づくりの場にもなっています。

・相談できる友達の存在は大切です。積極的に友達を
作ったり、課外活動やボランティア活動、学内研究
団体（学科会や研究部会）に参加して世界を広げ、
自分の居場所を確保しましょう。

・図書館や６号館１階にある学生ラウンジでクールダ
ウンしたり、図書館が催している学修支援企画に参
加したりしてみてはいかがでしょうか。

・１週間のリズムを自分で管理できるようになりま
しょう。

・他人と違うことは個性です。多様な個性や価値観を尊
重し、いろいろな考えに触れて視野を広げましょう。

● ゲームやSNSなど、スマホが手放せない。
ネット依存かもしれない。

⇒SNSだけで繋がっている顔を知らない人では、本
当の意味で交流はできません。スマホに頼りすぎて
SNS上の関係に縛られず、現実世界での繋がりを大
切にしましょう。

・リアルな友達を増やし、状況によってはビデオ通話
や直接会える機会を調節しながら会話を楽しみ知識
や視野を広げましょう。

・一人で悩まず、学生相談室で生の声で相談すること
をお勧めします。

● 嫌がらせやいじめを受けているかもしれない。

⇒特定の人（又は人達）からSNS上もしくは現実世界
で批判や揶揄されるなどの不快な言動をされる場合
があるかもしれません。

・自身が不快に思っていること、中止を要求すること
を伝えることが大切です。逆に他人を誹謗中傷する
内容のSNS等の情報発信は、刑法上の罰則に該当す
ることがありますので、よく考えてください。

やむを得ない事情により、修学中に学籍を異動しなけ
ればならない場合（休学・退学・復学）は、指導教員に事
情を話し、自己の進退についてよく相談し、生涯に悔い

学籍の異動

を残さないよう解決しなければなりません。
学籍の異動に関することは、履修要項や学則その他の

規程をよく読み教務担当で所定の手続きをしてください。

安否確認システムは、大規模地震等の災害発生時や緊
急時に、学生メール（学生番号@stu.kogakkan-u.ac.jp）
アドレス宛に、安否確認メールを一斉配信し、安否を確認
するシステムです。
三重県で震度６弱以上の地震が発生すると、大学から

自動的に安否確認メールが一斉配信されます。学生は届い
たメールに、簡単な操作で返信することで安否を確認する
ことができます。火災や台風などの緊急確認にも使われる
ことがあります。
防災訓練時に、安否確認メール配信訓練が行われます。

配信されたメールを必ず確認し、以下の通り返信してくだ
さい。

安否確認システムについて

安否確認システム

安否確認メール

「こちらは皇學館大学自衛消防隊本部です。三重
県において震度６弱以上の地震が発生しました。
安否確認のため、ただちにこのメールに返信して
ください。」

（返信方法）

①学内で避難している場合は「あ」の１文字のみを
本文内に入力

②学外で避難している場合は「か」の１文字のみを
本文内に入力

※なお、本メールタイトル内の「英数字」は管理
番号ですので、返信時、タイトル（「ＲＥ：」
を含む）を絶対に編集や削除せず、そのまま送信
してください。誤ってタイトルに「あ｣「か」の
入力もしないでください。

各自の携帯電話等
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平成27年10月以降に、住民票を有する全ての人に１人
１つのマイナンバー（「個人番号」）が通知（「通知カード」
が送付）されました。

●マイナンバーとは何のこと？
国民一人ひとりが持つ１２桁の番号のことです。番号

が漏洩し、不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変
更されませんので大切にしてください。

●どうしてマイナンバーが必要なの？
１．行政の効率化

　行政機関などの業務に要している時間や労力や、作
業の重複などの無駄が削減されます。

２．国民の利便性の向上
　行政手続きが簡素化され、国民の手続きが軽減。行
政機関が持つ自分の情報が確認できます。

３．公平・公正な社会の実現
　納税を不当に免れることや給付を不当に受けるこ
とを防止します。

●マイナンバーカードとは何のこと？
マイナンバーの通知後（「通知カード」の送付を受けた

後）、市区町村に申請を行えば身元証明や様々なサービス
に利用できる「マイナンバーカード」が公布されます。
詳細は住民票のある市区町村にお問い合わせください。

●いつマイナンバーが必要？
社会保障、災害対策、税の行政手続きを行うときにマ

イナンバーが必要になります。
・マイナ保険証として医療機関で利用
・マイナ免許証
・年金の資格取得や給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・医療保険の給付請求
・福祉分野の給付、生活保護など
・被災地生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務など
・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに

　　記載
・税務当局の内部事務など
　　　　↓
大学生もアルバイト先にマイナンバーを提供しなけれ

ばなりません！

マイナンバーについて ●なぜアルバイト先にマイナンバーを提供しな
　ければならないの？

通常アルバイトの給与は源泉徴収（所得税等を天引き）
されて支給されています。それは、従業員に代わって会社
が税金を納めているからです。その際に必要な源泉徴収票
などの書類にマイナンバーを記載しなければならないた
め、学生もアルバイト先にマイナンバーを提供することが
義務となります。

●マイナンバー提供の際の注意点
働くことが決まってから提供しましょう。
企業はまだ雇うか雇わないか決まっていない人からマ

イナンバーをもらってはいけないという決まりがありま
す。就職活動などの面接時にマイナンバー提供を求められ
ることはありません。

アルバイト先に初めてマイナンバーを提供する際はま
さに本人であることの身元確認と、番号確認ができる書類
も提出しなければなりません。番号確認は「通知カード」
を提示してください。身元確認は運転免許証やパスポート
などの写真の入った公的身分証明証を提示してください。

既に「マイナンバーカード」を取得していて、これを
提示する場合は身元確認書類の提出は必要ありません。

●カードを紛失したら
　万が一、カードを紛失した場合は、速やかに住民票のあ
る市区町村にそのことを報告し、相談してください。

●詳しいことは人事担当へ
　その他、マイナンバーについてご不明な点がありました
ら、事務局総務部人事担当までお問い合わせください。

マイナンバーカードの様式について
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●通学証明書についての注意事項
大学に登録している住所の最寄り駅(または停留所)から

の通学に限り発行しています。
自宅以外（下宿生）・アルバイトによる通学証明書は発

行できません。
また、電車の待ち時間、急行を利用するため、家庭の事

情、駐輪場及び送迎の都合上等で、現住所の最寄り駅より
遠方の駅を利用することはできません。
実習に伴う通学や寮生が閉寮期間中に講座・クラブ活

動のために自宅から通学を希望する場合は、別途申請が
必要になります。
詳細については学生担当で確認してください。

定期券についてＱ＆Ａ
Ｑ、定期券を無くしてしまいました。どうしたらいいで

すか。
Ａ、定期券の種類によっては、返金される場合があります

ので、一度最寄り駅の係員にお尋ねください。

Ｑ、通学証明書を無くしてしまいました。どうしたらいい
ですか。

Ａ、再度、申請していただく必要があります。学生担当で
手続きをしてください。

Ｑ、転居等により通学区間が変更になりました。どうした
らいいですか。

Ａ、通学証明書を変更する必要があります。学生担当で変
更手続きをしてください。なお、大学に無断で通学
区間を記入したり、変更する等の行為は公文書改ざ
んとなり、懲戒処分の対象となりますので絶対にし
ないでください。

Ｑ、下宿（学生寮）から自宅通学に変更になりました。ど
うしたらいいですか。

Ａ、新規に申請していただく必要があります。学生担当で
手続きをしてください。

　皇學館大学へ通学するための、電車やバス等の通学定期
券を購入するには、大学発行の「通学証明書」が必要にな
ります。
　入学の際、４年間有効の通学証明書を発行しています。
　発行された「通学証明書」は、学生証裏面に必ず貼って
ください。
　原則、再発行はしませんので丁寧に取扱ってください。
　定期券についての Q&A を参考にしていただき、通学証明
書の発行が必要になった時は、学生担当にお尋ねください。

●通学定期券購入時に必要な書類

新規で購入する場合
各交通機関の定期券窓口又は定期券自動発売機にて対応
・学生証呈示
・通学証明書提出
・所定の申込用紙に記入・提出

継続して購入する場合
各交通機関の窓口又は定期券自動発売機にて対応
・旧通学定期券の呈示・提出
・学生証呈示
※旧通学定期券を紛失した場合や、各交通機関により通
学証明書の提出を求められます。

通学証明書の申請方法
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学生８名以上とそれを引率する教職員で構成された団
体が、JRを利用して授業・課外活動等の目的で同じ発着
駅経路の旅行をするとき、「学生団体」扱いとなり、学生
の運賃が５割引の団体乗車券が利用できます。申し込み
に際しては、引率教員が署名・捺印した「団体旅行届・計
画書」とJR駅または旅行代理店発行の「団体旅行申込書」
を学生担当に提出してください。なお、詳しくはJR等に
問い合わせてください。

● JR線の列車又は連絡線利用の場合
　　　　学　生………………５割引
　　　　引率者………………３割引

● JRバス利用の場合

　　　　学生・引率者共……２割引

自主学修やクラブ・サークル等の課外活動を行う学生・
生徒・教職員の帰宅時の利便性向上のために、以下のとお
り宇治山田駅のスクールバスを運行しています。（無料）

● 運行期間

　　通常講義期間中の月曜日～金曜日

● 乗車場所

　　学内ロータリー付近の停留所（P.131参照）

● 発車時間

　　19時～21時台に宇治山田駅行4本を運行していま
す。出発時間は、停留所に設置の時刻表にて確認
してください。

　下記の博物館・美術館は、本学との連携等により学生証
を提示することで、無料で入館することができますが、特
別展などは有料となることがありますので、事前に確認し
てください。皆さんの学習、研究等に大いに役立ちますの
で、ぜひ、積極的に活用してください。

● 神宮徴古館、農業館、美術館　　（P.129参照）
● 三重県総合博物館（MieMu）
● 海の博物館

乗車船区間が片道100kmを越える公共交通機関を利用する
場合、下記により学割証を利用すれば運賃が割引されます。

●  割 引 率　普通乗車船運賃の２割引
●  有効期間　発行日から３ヶ月
●  交　　付　証明書発行機にて発行
●  使用目的　実習、実験、課外活動、就職試験、
　　　　　　研究旅行、帰省など。
　（詳細は学割証の裏面を参照してください）
● 同じ鉄道会社なら１枚の学割証で往復分を購入できます。
● 片道ずつ購入する場合は、２枚必要です。
● 違う鉄道会社の場合は、それぞれ１枚ずつ学割証が必

　　要です。

● 距離表 （km）

学生割引証明書（学割証）について

難波

鶴橋

八木

名張

松阪

津

伊勢
尾鷲

賢島

京都

熊野

新宮

名古屋
豊橋

JR
近鉄

団体乗車券について

学生証の提示により無料になる
博物館・美術館

スクールバスの夜間運行について
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9号館

武道場

祭式教室

倉
風
ハ
ウ
ス

第２クラブ
ハウス

第3クラブ
ハウス

テニスコート

佐川記念
神道博物館

弓道場

武道場

祭式教室
正門

総合体育館

記念館

倉
風
ハ
ウ
ス

第２クラブ
ハウス

第3クラブ
ハウス

テニスコート伊勢高等学校へ

第 1 グラウンド 倉陵会館

万葉遊歩道

精華寮・貞明寮
皇學館高等学校へ

記念講堂
（本部）

３
号
館

佐川記念
神道博物館

図書館

4号館

５号館

２号 館

弓道場
第２グラウンドへ

住 宅 地

住 宅 地
6号館

7号館

9号館

芝生広場

8号館

自転車駐輪場

第②駐輪場

クラブハウス１階
第①駐輪場

自転車駐輪場自転車駐輪場

皇學館 クラブ合宿所

第1クラブハウス第1クラブハウス

第③駐輪場

バイク置き場

● 美しく整列して駐輪しましょう
位置と向きをそろえて、美しく駐輪しましょう。
乱れている姿があったなら、自分のものでなくても、率
先して整えましょう。

● 安全運転につとめましょう
一般車両も通ります。ロータリーでは事故の無いよう
に、左右をよく確認。歩行者に注意し、構内は最徐行で
通行してください。
バイクはヘルメット着用。二人乗り禁止。自賠責保険
（強制保険）だけでなく、任意保険にも加入しておいて
ください。
※道路交通法の一部改正（令和5年4月1日施行）により、
全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務になり
ました。

● 防犯対策につとめましょう
たとえ短時間でもその場から離れる時は、必ず鍵（ツー
ロック）をかけるようにしてください。また、防犯登録
も必ずしてください。

自転車・バイクによる通学の際の注意事項

本学では、キャンパスの美しい景観を守るため、自転車・バイクの駐輪場を下の地図のように定めています。決められた
駐輪場以外は、どこであっても駐輪禁止です。

　本学では、駐車場が少ないことと、構内事故防止の観
点から、自動車通学を原則として禁止しています。許可
なく自動車を構内に乗り入れた場合、大学周辺駐車場へ
の無断・違反駐車をした場合は下記のとおり処分します。

ただし、下記に該当する者は、所定の手続きのうえ、
構内への自動車乗入を許可することがあります。
①障がい等の身体的理由により、自動車でなければ通
学できない者（運転操作に支障がない者に限る）

②鳥羽市、志摩市、度会町、南伊勢町、大紀町、また
はそれらの市町に隣接する地域に在住する者で、自
宅から大学まで公共交通機関を利用して通学する場
合、片道おおむね2時間30分以上かかる者
※駐車スペースの都合により、許可できる車両はおお
よそ30台です。（通学が困難な者より優先されます）

※申請期日は、毎年４月上旬です。（掲示等でお知ら
せします）

③学外活動等で一時的に構内乗入が必要な場合（詳し
くはP.48を参照）

自動車通学は禁止です

１回目 乗り入れ禁止警告
タイヤロック

学生担当で「誓約書」を記入し
提出する。学生担当課長より指導
注意。保証人へ次回は停学処分と
なることを通達する。

２回目 停学処分 学生委員会の審議を経て、学長が
停学処分とする。

悪質な交通違反による交通事故について
悪質な交通違反によって重大な交通事故を招いた場合は、

「学生の懲戒に関する規程」及び「学生の交通事故に関する懲
戒基準」により懲戒処分の対象となります。詳細については、
P.97～99に掲載してある各規程を参照してください。

大学周辺には絶対に駐車しないこと。
地域の方々の迷惑になります。また、駐車違反という身勝

手な行為が大きな事故を引きおこしてしまうこともあります。 ※学内外を問わず、事故があった場合は、必ず学生
担当に届出てください。

自 転 車
クラブハウス１F（第①駐輪場）
５ 号 館 奥（第②駐輪場）

バ イ ク
倉風ハウス付近
（第③駐輪場）

駐輪場マップ

自転車・バイクによる通学
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● ニュージーランド夏期・春期英語語学研修(レベル別）
１．研修先　ワイカト大学
　　　　（ニュージーランド・ハミルトン) ※協定校
２．時　期　夏期 令和８年８～９月 （約３週間)
　　　　　　春期 令和９年２～３月 （約３週間)
３．費　用　約68万円（一部補助あり）

※いずれのプログラムも本学科目の２単位として認定
されます。費用は、概算となります。上記以外にも
セメスター留学プログラム（カナダ・ニュージーラ
ンド）、英語上級者用プログラム（マレーシア春期）
等を提供します。

また、教務担当では「皇學館大学グローバル人材育成
プロジェクト」の一環として、海外インターンシップ（海
外研修）を開催しています。（本学科目の「インターンシッ
プ」または「キャリア形成（就業体験）」（1単位）として
認定します）

● タイ・海外インターンシップ
　　　　（三重県松阪市に本社を置く紙小津産業㈱）
１．研修先　タイ
２．期　間　令和８年８月下旬（5日間）
３．費　用　約22万円（別途5万円補助）

● アジア圏インターンシップ（休止中）

　プログラムの詳細については別途説明会を実施しま
す。積極的に参加してください。

国際交流担当は、記念講堂１階に設置されています。そ
の業務は、グローバル人材の育成にかかる海外留学・研修
の運営および語学力向上のための各種支援、外国人留学生
に関することなどです。また、個人留学に関する資料や国
際交流に関する様々な情報も随時提供しています。現在、
本学では複数の国々からの留学生を受け入れています（短
期含む）。留学生と交流したい、留学生に言葉や文化を教
えてもらいたいという要望がありましたら、国際交流担当に
気軽にご相談ください。
国際交流担当で扱う学生の皆さんに関係する主な業務

は次のとおりです。

● 本学が主催する海外留学（研修)に関すること
● 海外留学・研修に関する説明会・研修会の実施
● 派遣手続等、留学準備に関する支援
● 協定校をはじめとする海外の大学、留学・研修情報に    
　関する資料の閲覧・貸し出し

● 外国人留学生の受入・学生生活に関すること
● 在留許可や資格外活動に関する支援
● 外国人留学生のための各種支援制度の紹介および生活
　相談
● 外国人留学生向けの各種情報の発信、資料の閲覧・貸
　し出し

● 国際交流関係の行事・支援制度等の紹介 
● 本学グローバル化推進委員会が企画するもの
● 国や自治体、民間団体が主催するもの

● 外国人留学生と日本人学生との交流に関すること

● グローバルラウンジ（英会話サロン）・英語学習アドバ
イザー等の運営に関すること
● グローバルラウンジは外国語に気軽に触れていただく
場です（英語力強化のための取り組み等様々な活動を
提供します）。

● 個人留学に関する情報提供および個別相談
　（在学生・卒業生）

本学が主催する令和８年度海外短期研修のご案内

● マレーシア夏期・春期英語語学研修（レベル別）
　１．研修先　アジアパシフィック大学 ※協定校
　　　　　　（マレーシア・クアラルンプール）
２．時　期　夏期 令和８年８～９月 （約４週間)
　　　　　　春期 令和９年２～３月 （約４週間)
３．費　用　約48万円（一部補助あり）

国際交流
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文学部・教育学部・現代日本社会学部では、教員・学
生等から構成された研究団体による研究活動が行われ、学
術講演・研究発表会・研究例会・調査見学会などが催され
ています。また、その成果が『皇學館論叢』（人文學會）、
『年報』（教育学会）の雑誌をはじめ、学科学会発行の機関
誌に発表されています。学術活動への参画は学生生活をさ
らに有意義なものにしますので、みなさんの積極的な参画
を待っています。詳細は、各学科の教員、学科研究室へ問
い合わせてください。

● 学部学会
各学部の教員・学生・卒業生からなる学会です。

文　学　部……人文学会
教 育 学 部……教育学会
現代日本社会学部……現代日本学会

● 学科学会
各学科の教員・学生・卒業生からなる神道学会・国文

学会・史学会・コミュニケーション学会・教育学会・現代
日本学会があります。

● 研究部会
学科学会に所属する各種部会で、定期的な研究会が行

われています。

学内研究団体

文　学　部

教 育 学 部　　　　

現代日本社会学部　

神道学会

国文学会

史 学 会

コミュニケーション学会

教育学会
現代日本学会

神 

道 

学 

会

地域神社研究部会 板井教授
八雲琴研究部会 板井教授
伊勢と神宮をまなぶ会 板井教授
榊プロジェクト 板井教授
煎茶体験 板井教授
宗教史研究部会 河野教授
映像教材作成研究部会 中山（郁）教授
本居宣長研究部会 橋本教授
式内社研究部会 松本教授
近現代神道史研究部会 髙野准教授
神道祭祀研究部会 田井助教
神道儀礼研究部会 新田（惠）助教

国 

文 

学 

会

上代文学研究部会 大島教授
中世文学研究部会 木村教授
近世文学研究部会 田中教授
近代文学研究部会 平石准教授
国語学研究部会 齋藤教授
漢文学研究部会 松下教授
文学館・メディア史研究部会 岡野（裕 )教授

史
　
学
　
会

古代史部会 遠藤教授
中世史Ⅰ部会 多田教授
中世史Ⅱ部会 岡野（友 )教授
近世史部会 谷戸准教授
近代史Ⅰ部会 谷口教授
近代史Ⅱ部会 長谷川准教授
思想史部会 松浦教授
東洋史／デジタルプレゼンテーション部会 堀内教授

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会

英語コミュニケーション研究部会 豊住教授・玉田准教授・
ディチェロ准教授

情報コミュニケーション部会 張教授

心理学研究部会 芳賀教授・栗野准教授・髙沢准教授・
中山（真）准教授

教 

育 

学 

会

健康科学研究部会 片山准教授
国語・言語教育研究部会 中條教授
特別支援教育研究部会 山本准教授
児童福祉研究部会 吉田（明 )准教授
生物学研究部会 中松教授
アート・セラピー研究部会 吉田（直 )教授
コーチング学研究部会 佐藤准教授
音楽教育研究部会 高橋准教授
食育研究部会 駒田教授
心理教育研究部会 渡邉教授
スポーツ栄養研究部会 駒田教授
特別支援教育ＡＴ研究部会 大杉教授
体育科教育研究部会 加藤（純）教授
理科教育学研究部会 澤准教授
社会科教育研究部会 萩原准教授
数学教育研究部会 上野准教授
子どもの健康研究部会 小川准教授
学び舎研究部会 野々垣准教授
未来共創学研究部会 村瀬教授
数理モデル研究部会 濱谷教授
幼児教育研究部会 金戸助教
英語教育研究部会 豊住教授

現
代
日
本
学
会

地域社会研究部会 関根教授・筒井教授・
藤井教授・大井准教授

茶業研究部会 関根教授・筒井教授・
藤井教授・大井准教授

大学生ＳＢＰ研究部会 岸川教授・筒井教授
YCC：若者文化研究部会 千田教授
多文化研究部会 藤井教授・瓜田准教授
循環型地域福祉研究会
（Sustainable Community work：SCW）

中野教授・藤井教授・大井准教授・
榎本准教授・土谷准教授
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奨 学 制 度

国の修学支援新制度（給付奨学金・授業料等減免）

１．対象となる学部生
【第Ⅰ区分～第Ⅳ区分】住民税非課税世帯、およびそれに準ずる世帯の学生
【多子世帯】（扶養する子の数が3人以上である世帯）

２．学業基準
２年生以上は、前年度末の学業成績が次のいずれかに該当すること
（1）ＧＰＡ（平均成績）等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること
（2）修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する

意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
※標準単位数…卒業所要単位数を４年で割ったものに学年をかけたもの

１年生は、次のいずれかに該当すること（入学後に申し込む場合）
（1）高校等の評定平均値が3.5 以上であること
（2）入学試験の成績が上位２分の１以上であること
（3）高校卒業程度認定試験の合格者であること
（4）将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認

できること

３．収入基準
住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯
【第Ⅰ区分】本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
【第Ⅱ区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上 25,600 円未満であること
【第Ⅲ区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600 円以上 51,300 円未満であること
【第Ⅳ区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300 円以上 154,500 円未満であること

４．支援金額
支援金額は、世帯構成や年収、通学形態などにより異なります。

給付奨学金（月額）
区　分 自宅通学 自宅外通学

第Ⅰ区分 38,300円（42,500円） 75,800円

第Ⅱ区分 25,600円（28,400円） 50,600円

第Ⅲ区分 12,800円（14,200円） 25,300円

第Ⅳ区分
（多子世帯に限る） 9,600円（10,700円） 19,000円

※カッコ内の金額は下記に該当する場合の金額
・生活保護世帯（扶助の種類は問わず）を受けている生計維持者と同居している人
・児童養護施設等から通学する人
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＜授業料の減免額＞
第Ⅰ区分　上限700,000 円
第Ⅱ区分　第Ⅰ区分の３分の２（※）
第Ⅲ区分　第Ⅰ区分の３分の１（※）
第Ⅳ区分　第Ⅰ区分と同様

（※）ただし、第Ⅱ区分・第Ⅲ区分の多子世帯及び多子世帯に該当する学生は、第Ⅰ区分と同様となります。

授業料等の減免額後の学費徴収額は、入学年度、所属学部、区分により異なります。
授業料等減免の申請を行い、対象となった学生には、採用可否の決定後、授業料等減免認定結果通知書にて
支援区分に応じた授業料減免額および学費徴収額をお知らせします。

＜入学金の減免額＞
第Ⅰ区分　上限260,000 円
第Ⅱ区分　第Ⅰ区分の３分の２（※）
第Ⅲ区分　第Ⅰ区分の３分の１（※）
第Ⅳ区分　第Ⅰ区分と同様

（※）ただし、第Ⅱ区分・第Ⅲ区分の多子世帯及び多子世帯に該当する学生は、第Ⅰ区分と同様となります。

入学後速やかに（４月に）申請を行い、対象となった学生が入学金減免の対象となります。（入学年の途中か
ら、または２年目以降に申請を行い、対象となった学生については入学金減免の対象とはなりません）

５．申込時期
４月および９月（学生担当掲示板、学生ポータルサイトで案内します）

６．その他
家計急変（生計維持者が死亡、事故・病気、失職、震災・火災・風水害等に被災）の場合は随時申込可能です。
（家計急変の事由が発生したときから、３カ月以内に申し込んでください）

ここに記載の支給額や対象者の基準は、内容を抜粋していますので、より詳しい内容は、文部科学省および
日本学生支援機構のウェブサイトをご覧ください。

文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
https://www.mext.go.jp/kyufu/

日本学生支援機構「奨学金の制度（給付型）」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/

日本学生支援機構（JASSO）のサイトから、支給額等が試算できるツール（進学資金シミュレーター）を
利用し、対象となるか確認できます。
進学資金シミュレーターの案内
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html

支給額等の試算
https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/
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■ 奨学金
　 奨学金の規程については、大学のホームページをご覧ください。　

名　　称 目　　　的 種　類 金額（令和 8年度） 対　　象 備　　考

特別奨学生 指定した入試の成績等が特に優秀な学生 給　付

学費（授業料及び教育充実
費 ) の 2 分の 1 または全額
相当額
ただし、国の修学支援新制
度による授業料等減免の適
用を受ける場合は、給付額
の調整を行います

各学部 学内推薦
4年間

特　待　生
入学試験成績等が特に優秀な学生､ ま
た学年次の学業成績が特に優秀な学生
の学業を奨励するため

給　付

入学年次（1年次）：学費（授業料
及び教育充実費）の2分の1相当額
2 ～ 4 年次：学費（授業料及び
教育充実費）の全額相当額
ただし、国の修学支援新制度によ
る授業料等減免の適用を受ける
場合は、給付額の調整を行います

各学部

学内推薦
入学年次または
2 ～ 4 年 次 (1
年間）

大学院奨学金
学業、人物ともに優秀にして、経済的事
情により本学大学院での修学が困難な学
生に対し、修学の機会を確保するため

給　付 授業料の半期分相当額 大学院生
公　　募

書類提出期日は
4月末日

授 業 料 の
減　　　免

家計支持者に次のような事情の急変が
生じ､ 学費の支弁が著しく困難となっ
た学生を救済するため
⑴家計支持者が死亡した場合
⑵天災または火災のため､ 居住家屋が
壊滅的損害を被った場合

⑶傷病により､ 長期の治療又は療養を
要することになった場合

⑷家業又は勤務先企業の倒産等により、
失業した場合

減　免

国の修学支援新制度によ
る授業料等減免適用を前
提とし、その残額すべて
または 2 分の 1 を減免
します（事実発生の翌
期に限る）

各学部

4 月 10 日また
は 10 月 10 日
までに､ 学生
担当へ手続き
が必要です｡

学　費　の
徴 収 猶 予

次のような理由で､ 学費を期日までに納
めることができない学生を救済するため
⑴�授業料の減免の事情⑴～⑷に準ずる場合
⑵�家計支持者の収入が著しく減少した場合
⑶�日本学生支援機構奨学生又は各種奨学生

で、奨学金を学費に充当する場合
⑷その他家計が困窮している場合

徴　収
猶　予

学費徴収を猶予
（当該学期の通常講義最
終日まで )

各学部・大学院生

4 月 10 日また
は 10 月 10 日
までに､ 学生
担当へ手続き
が必要です｡

給付奨学金 学業成績が優秀と認められる学生の学
業を奨励するため 給　付 年額 10 万円 各学部3・4年次生 学内推薦

神職後継者
育成給付金

神職後継者を育成するため、神職課程
を履修する学部生及び神道学専攻科生
に給付する

給　付

年額 40 万円（神職後継者選考入
試で入学し、神職課程を履修す
る者：入学年次）
年額 10 ～ 15 万円（神職課程履
修者で、卒業後神職などに従事
する学生：2～ 4年次は選考有）
年額 10 万円（神職子弟及び卒業
後神職などに従事する専攻科の
学生）

神職課程履修者
神道学専攻科生

入学年次
学内推薦

貸与奨学金 家計事情により学費の支弁が困難に
なった学生を救済するため

貸　与
(無利息 )

学費またはその2分の 1相当額
ただし、国の修学支援新制
度による授業料等減免の適
用を受ける場合は、貸与額
の調整を行います

各学部

公　　募
3回以内また
は貸与総額100
万円以内

長谷奨学金

神道に関する学術を研究し､ 卒業後も
引き続いて神道を専攻する学生又は神
職若しくは神社に関する業務に従事す
る学業成績及び人物優秀な学生の学業
を奨励するため

給　付 年額 10 万円 文学部3・4年次生 学内推薦

慶 光 院 俊
奨　学　金

優秀な神職を養成するため､ 神職課程
を履修し､ 神道に関する学術を研究し
ている学生で､ 卒業後神職又は神社に
関する業務に従事する学業成績及び人
物優秀な学生の学業を奨励するため

給　付 年額 10 万円 文学部3・4年次生 学内推薦

学内奨学金・奨学賞
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■ 奨学賞
　 奨学賞の規程については、大学のホームページをご覧ください。　

■ 日本学生支援機構
学業・人物とも優秀で経済的理由により修学が困難で

あると認められる学生に、卒業するまでの標準修業年限貸
与されますが、貸与期間中であっても、学業不振者・性行
不良者には奨学金の停止・廃止の措置がとられます。貸与
された奨学金は、卒業後に返還が始まり、返還期間は借用
金額によって異なりますが９～20年程度です。奨学金の
種類としては次の２つがあります。（公募）

学外奨学金

● 第一種奨学金
無利息で貸与を受けることができます。
第二種奨学金との併用貸与も可能です。
出願資格
人物・学業ともに特に優れ、経済的理由により著
しく修学困難な学生。

貸与月額
　　〈学部・神道学専攻科〉

　　〈大学院〉

自宅通学生 自宅外通学生
54,000 円（※） 64,000 円（※）

40,000 円 50,000 円
30,000 円 40,000 円
20,000 円 30,000 円

20,000 円

（令和８年度月額）

修士・課程相当 博士課程相当
88,000 円 122,000 円
50,000 円 80,000 円

（令和８年度月額）

最高月額（※）は、奨学金申込時の家計支持者の収
入が一定額以上の場合は利用できません。

名　　称 目　　　的 種　類 金額（令和 8年度） 対　　象 備　　考

高松奨励金 課外活動で特に顕著な成績を挙げたクラ
ブ（部）、その他の団体を褒賞するため 給　付 年額 5万円 クラブ

その他の学内団体 公　　募

学長奨励賞
課外活動や研究活動等で特に顕著な成
績を挙げたクラブ（部）、その他の団体
及び個人を褒賞するため

給　付 記念品
クラブ
その他の学内団体
個人

公募（随時）

恩賜奨学賞 建学の精神を体し、学業成績優秀な学
生を褒賞するため（神宮より授与） 給　付 記念品 当該年度の卒業生

（各学部） 学内推薦

大 宮 司 賞 建学の精神を体し、学業成績優秀な学
生を褒賞するため（神宮より授与） 給　付 記念品 当該年度の卒業生

（各学部） 学内推薦

理 事 長 賞 建学の精神を体し、学業成績優秀な学
生を褒賞するため 給　付 記念品 当該年度の卒業生

（各学部） 学内推薦

学 長 賞 学業成績及び人物優秀な学生を褒賞す
るため 給　付 記念品 当該年度の卒業生

（各学部） 学内推薦

統 理 賞
神職課程履修者で、建学の精神を体し、
学業成績優秀な学生を褒賞するため（神
社本庁より授与）

給　付 記念品
当該年度の卒業生
（文学部・神道学
専攻科生）

学内推薦

三 重 県
神社庁長賞

神職課程履修者で、建学の精神を体し、
学業成績優秀かつ卒業後神社界に進む
学生を褒賞するため（三重県神社庁よ
り授与）

給　付 記念品 当該年度の卒業生
（文学部） 学内推薦

長谷奨学賞 建学の精神を体し、学業成績及び人物
優秀な学生を褒賞するため 給　付 記念品 当該年度の卒業生

（文学部） 学内推薦

名　　称 目　　　的 種　類 金額（令和 8年度） 対　　象 備　　考

安部奨学金
神職課程を履修し､ 神道に関する学術
を研究している､ 学業成績及び人物優
秀な学生の学業を奨励するため

給　付 年額 10 万円 文学部 2・3・4年
次生神道学専攻科生 学内推薦

萼　の　会
教育奨励賞

学生の勉学研究意欲の高揚を奨励する
ため 給　付 副賞 （3 万円分の図書

カード )
各学部 2・3・4年
次生 学内推薦

萼　の　会
グローバル
人 材 育 成
支援奨学金

海外留学を促進し、グローバル社会で
活躍できる人材を育成するため 給　付 海外留学費用の一部 各学部 公　　募

館　友　会
奨　学　金

学生の健全な育成のために､ 学業成績
優秀､ 品行方正あるいは学友会活動に
おいて顕著な成績を挙げた学生を奨励
するため

給　付 年額 10 万円 各学部 2・3・4年
次生 学内推薦

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ



31

● 第二種奨学金
　それぞれの事情にあわせて希望する貸与月額を選
択することができます。
有利息貸与（在学中は無利息）
第一種奨学金との併用貸与も可能です。

出願資格
家庭の経済的負担を少なくし、自立する社会人をめざ
し学業に専念できる環境のもとで学ぼうとする学生。

　貸与月額
　〈学部・神道学専攻科〉

２万円、３万円、４万円、５万円、６万円、７万円、
８万円、９万円、10万円、11万円、12万円の
中から選択できます。

　〈大学院〉
　５万円、８万円、10万円、13万円、15万円の
　中から選択できます。

● 緊急・応急採用

　募集期間以外でも、主たる家計支持者の失職・死亡
または火災などによる家計急変のため奨学金の貸与
が必要になった場合は、申し込みを受け付けますので
学生担当に相談してください。

● 大学院修士課程段階における「授業料後払い制度」に
ついて

（修士課程・博士前期課程対象）
　在学中の授業料を国が立て替え、返還は修了後の
所得に応じて「後払い」とする仕組みで、「授業料支
援金」と「生活費奨学金」の無利息の貸与奨学金の
扱いとなります。
　ただし、第一種奨学金との併用貸与は不可で、「生
活費奨学金」のみの貸与もできません。

● 特に優れた業績による返還免除について

（大学院生対象）
大学院において第一種奨学金の貸与を受けた学生で
あって、在学中に特に優れた業績をあげた者と認定さ
れた場合、貸与期間終了時に奨学金の全部または一部
の返還が免除される制度があります。

● 海外留学生のための奨学金（第二種）

　積極的に海外で学びたいと希望する学生のために
貸与される奨学金です。

奨学金についての詳細は
　日本学生支援機構ホームページ
　https：//www.jasso.go.jp/
　　　　　　　　　　をご覧ください。

■ 神社等からの奨学金
● 神社本庁育英奨学金（公募）
　神社本庁では、神社神道の興隆に寄与する有為の人
材を養成する目的で、奨学資金を設け、学生に奨学金
を給付しています。

（ア） 種　類
● 第２給費生
● 第３給費生

（イ） 出願資格
● 第２給費生

文学部２年次生以上、または神道学専攻科に
在学する原則神職子弟で、卒業後神職または神
道に関する研究そのほか神社に関する業務に従
事しようとする意志堅固、品行方正、身体剛健、
かつ成績優秀な学生であって学費の支弁が困難と
認められ、原則として他の奨学的資金（日本学生
支援機構奨学金を含む）の便宜を受けない学生。

● 第３給費生
大学院文学研究科に在学し、主として神社神

道を研究する学生であって、卒業後神職または
神道に関する研究そのほか神社に関する業務に
従事しようとする意志堅固、品行方正、身体剛健、
かつ成績優秀な学生であって学費の支弁が困難と
認められ、原則として他の奨学的資金（日本学生
支援機構奨学金を含む）の便宜を受けない学生。

（ウ） 給付額（令和８年度予定）
　● 第２給費生年額　300,000円
　● 第３給費生年額　500,000円

（エ） 給付期間

採用年度のみ（ただし、採用翌年度の継続申請
は認める。）

（オ） 募集期間

（カ） 出願から採用まで

時　　　期 対　　　象

5月上旬
文学部 2年次生以上
神道学専攻科
大学院文学研究科

時　期 手 続 き 備　　　考

5月上旬 志望者のしお
り配布 学生担当窓口で配布します｡

5 月中旬 申請書類提出 必要書類を学生担当へ提出。

5月下旬 学内面接実
施・推薦

審査委員による面接を実施
し､ 適格者を神社本庁へ推
薦します｡

6 月中旬 神社本庁面接 神社本庁による面接を実施
します｡

7 月上旬 採用結果通知
採用者には､ 神社本庁から
の採用結果を通知し､ 奨学
金を給付します｡
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● 神宮特別奨学金（学内推薦）

神宮では、神宮教学ならびに神道学に寄与する有
為な人材の育成を目的とし、神宮特別奨学金を設け、
学生に奨学金を給付しています。
（ア）対　象

文学部神道学科３年次生以上の学生、または神
道学を専攻する大学院生で、卒業後神職に従事し
ようとする思想穏健かつ学業成績優秀な学生。た
だし、神宮職員子弟は除く。

（イ）給付額（令和８年度予定）
年額　200,000円

（ウ）給付期間
採用年度のみ

（エ）募集期間
学内推薦のため、公募は受け付けていません。

４月下旬に推薦候補者へ通知します。
（オ）学内推薦から採用まで

● 全国敬神婦人連合会育英奨学金（公募）
全国敬神婦人連合会では、神社神道の興隆に寄与

する有為な人材を養成する目的で奨学基金を設け、
女子学生に奨学金を給付しています。
（ア）出願資格

文学部２年次生以上に在学し、神職の子女もし
くは会員の子女であり、卒業後神職または神道に
関する研究そのほか神社に関する業務に従事しよ
うとする意志堅固、品行方正、身体剛健、かつ学
業成績優秀な学生であって学費の支弁が困難と認
められ、原則として他の奨学的資金（日本学生支
援機構奨学金を含む）の便宜を受けない学生。

（イ）給付額（令和８年度予定）
年額　150,000円

（ウ）給付期間
採用年度のみ

（エ）募集期間

時　期 手 続 き 備　　　考

4月下旬 推薦候補者へ
通知

学生担当から該当者へ通
知します｡

5 月中旬 申請書類提出 必要書類を学生担当へ提出。

5月下旬 推薦 神宮へ推薦します｡

6 月中旬 神宮面接 神宮による面接を実施し
ます｡

6 月下旬 採用結果通知
採用者には､ 神宮からの
採用結果を通知し､ 奨学
金を給付します｡

時　　　期 対　　　象

5月下旬 文学部2年次生以上

（オ）出願から採用まで

● 伏見稲荷大社奨学金（公募）
伏見稲荷大社では、神社神道の興隆及び稲荷信仰

の発展に寄与する学生にその学業を奨励するため奨
学金を給付しています。
（ア）出願資格

文学部神道学科及び神道学専攻科に在学し、卒
業後神職または神社神道並びに稲荷信仰の昔及に
関する業務に従事しようとする思想穏健かつ学業
成績優秀な学生。

（イ）給付額（令和８年度予定）
年額　240,000円

（ウ）給付期間
採用から卒業までの標準修業年限

（エ）募集期間

（オ）出願から採用まで

時　期 手 続 き 備　　　考

5月下旬 申請書類配布 学生担当窓口で配布します｡

6 月中旬 申請書類提出 必要書類を学生担当に提出

6月下旬 学内面接実
施・推薦

学生委員による面接を実施
し､ 適格者を全国敬神婦人
連合会へ推薦します｡

7 月下旬 採用結果通知
採用者には､ 全国敬神婦人
連合会からの採用結果を通
知し､奨学金を給付します｡

時　　　期 対　　　象

4月上旬 文学部神道学科
神道学専攻科

時　期 手 続 き 備　　　考

4月上旬 申請書類配布 学生担当窓口で配布します｡

4 月中旬 申請書類提出 必要書類を学生担当に提出

4月下旬 学内面接実
施・推薦

学生委員による面接を実施
し､ 適格者を伏見稲荷大社
へ推薦します｡

6 月上旬 採用結果通知
採用者には､ 伏見稲荷大社
からの採用結果を通知し､
奨学金を給付します｡
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● 八坂神社奨学金（学内推薦）

八坂神社では、神社神道の興隆に寄与する大学院
生に対し、その学業を奨励する為、奨学金を給付し
ています。
（ア）対　象

学長の推薦する神社神道の興隆に寄与する優秀
な学位論文を提出した大学院の学生（神道学・国
文学・国史学）

（イ）給付額（令和８年度予定）
年額100,000円

（ウ）給付期間
採用年度のみ

（エ） 募集期間
学内推薦のため、公募は受け付けていません。
３月上旬に推薦候補者へ通知します。

（オ）学内推薦から採用まで

■ 地方自治体の奨学金
● 地方自治体の奨学金

地方自治体で独自の奨学金制度を行っている都道
府県・市区町村があります。

● 民間育英団体の奨学金
民間育英団体による奨学金制度は、企業や個人に

よって設立され、設立許可を受け奨学金の給付や貸
与を行っています。

時　期 手 続 き 備　　　考

3月上旬

推薦候補者へ
通知

学生担当から該当者へ通
知します｡

申請書類提出 必要書類を学生担当へ提
出

推　薦 八坂神社へ推薦します｡

3 月中旬 採用結果通知
採用者には､ 八坂神社か
らの採用結果を通知し､
奨学金を給付します｡

※採用後（3月下旬～4月下旬 )に､ 八坂神社へ論文報告のため訪問

緊急に金銭が必要になったときは､ １カ月無利子で利用
できる「学生金庫」の制度があります。学生個人に対して
は50,000円以内、学内各団体に対しては80,000円以内
で貸付けています。借用時、個人の場合は指導教員、団体
の場合は部長・顧問の承認と学生証・印鑑・収入印紙（２００円）

が必要です。
ただし、年度を越えての貸し付けはできません。

　　● 学生個人には・・・

　　● 学内団体には・・・

　※収入印紙（２００円）は、各自で郵便局または学内コン
ビニエンスストアにて購入してください。

■ 国の教育ローン
入学資金や在学資金を必要とする場合、日本政策金

融公庫（国民生活事業）で、融資を取り扱っています。
詳細については日本政策金融公庫ホームページをご

覧ください。

教育ローンコールセンター
TEL 0570-008656（ナビダイヤル）

※ナビダイヤルを利用できない電話の場合は、
    03-5321-8656 

■ 皇學館大学提携教育ローン
ご利用対象…授業料・教育充実費・実習費等の
　　　　　　学校納付金
詳しくは、本学ホームページ、「在学生の皆様」－「学

費案内・奨学金制度」－「教育ローン」をご覧頂くか、以
下にお問い合せください。

● 株式会社オリエントコーポレーション
　TEL：0120-517-325

● 三井住友カード
　TEL：050-3827-0375

学生金庫

その他

ＣＯＬＵＭＮ★�　本学で取り扱う奨学金は､ 学生担当の掲
示板で連絡します｡ 期日は必ず守り､ 手続
きを行いましょう｡ 紹介した以外にも､ 民
間諸団体や地方公共団体の奨学金も掲示し
ますので､ 希望者は各自で申し込み方法な
どを確認し手続きをしてください｡

� 　　また､ 大学に直接案内のない奨学金もあり
　　ますので､ 各自で確認するようにしてくだ
　　さい｡

学生証・印鑑・
収入印紙（２００円）
指導教員の認め

会計担当
貸与は
5万円以内

学生証・印鑑・
収入印紙（２００円）
部長・顧問の認め

会計担当 貸与は
8万円以内
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学 生 保 険 ・ 健 康 管 理

● 定期健康診断
毎年４月上旬に、健康診断を実施しています。
この定期健康診断は、学校保健安全法や結核予防法に

義務づけられており、健康管理のためにも必ず受診してく
ださい。
実施日時や内容については掲示及び履修指導・修学指

導時に連絡します。
健康診断結果については、「皇學館大学ポータルサイト」

にログインし、健康診断結果参照をクリックすると、閲覧
できます。
（※メンテナンスの為、年度末と年度始めに閲覧できな
い期間があります）

内　容

健康診断に伴う個人情報の提供について

定期健康診断の実施に必要な下記の情報を、業務委託
した（財)三重県健康管理事業センターに提出します。
　提出する個人の情報　　学年・学科・学生番号
　　　　　　　　　　　　氏名（漢字・カナ）
　　　　　　　　　　　　生年月日・性別

● 保健室
けがをしたり、気分が悪くなった時の応急処置をはじ

め、身長・体重・血圧・体温の計測や健康に関する相談な
どを行っています。気軽に保健室をノックしてください。
自分の体力や健康を過信し過ぎないように心がけてく

ださい。
場所については、P.15の事務室配置図を参照してくだ

さい。

健康管理

検査・測定項目
対　象　者

1年生 2年生 3年生 4年生

身 　 　 長 ○ ○ ○ ○

体 　 　 重 ○ ○ ○ ○

検 　 　 尿 ○ ○ ○ ○

X 線 間 接 撮 影 ○ ○ ○ ○

内 科 検 診 ○ ○ ○ ○

血 　 　 圧 ○ ○ ○ ○

聴 　 　 力 ○

視 　 　 力 ○

● 学生教育研究災害傷害保険
　　及び学研災付帯賠償責任保険
この保険は、大学において万一の災害や傷害に対する

救済措置として設けられており、入学と同時に全学生が加
入している保険です。
次のような場合にケガをした時が対象となります。
① 正課及び学校行事中（治療日数1日以上）
② 通学中及び施設間移動中、学校施設内（治療日数

　　 ４日以上）
③ 課外活動中（治療日数14日以上）

申請の手続きは、事故後２週間以内に保健室または学
生担当に報告し（代理可）、事故通知書を作成してくださ
い。オンラインでの申請もできるので、必ず期間内に申し
出て下さい。事故報告が１カ月を経ってからのものについ
ては、保険金が支払われない場合がありますので、注意し
てください。
また、上記以外に正課、学校行事及びその往復途中、

大学指定のインターンシップ、介護体験及び各種実習、大
学指定のボランティアにおいて、万が一相手に怪我をさせ
たり物を壊したときは、学研災付帯賠償責任保険の対象と
なります。関係部署を通じて、保健室または学生担当に連
絡してください。

● 学生生活総合保険
学生生活を送る上で、学内外で発生する様々な危険を

総合的に標準在学期間を補償する制度の保険で、任意加入
型です。入学時に紹介していますが、途中加入も可能です。
一度検討してみてください。

● スポーツ安全保険
この保険は、スポーツ活動、文化活動、ボランティア

活動、地域活動、指導活動を行う４名以上のアマチュアの
団体やグループを対象とする保険で、団体での活動中や往
復中に、急激で偶然な外来の事故により被った傷害以外
に他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したことによっ
て、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される任意
加入型の保険です。

学生保険
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● 飲酒とアルコールハラスメント
20才未満の者の飲酒は、法律で禁止されています。ま

た、20才以上の者は20才未満の者に飲酒させてはいけま
せん。
以下のようなアルコールハラスメント（略称：アルハラ）は、

迷惑行為で人権侵害です。絶対に行わないこと。また、アル
ハラを受けそうになったら、きっぱりと断ってください。
アルハラを受けたり、困ったりしたら、学生担当まで

ご相談ください。

アルハラの例
　　①飲酒の強要
　　②一気飲ませ
　　③意図的な酔いつぶし
　　④飲めない人への配慮を欠くこと
　　　（体質や意向を無視して飲酒を勧めるなど）
　　⑤酔ったうえでの迷惑行為

● 感染症
下記の感染症と診断された時は、学内での感染拡大を防

止するため、学内への立ち入りを自粛していただくと共に、
学生支援部学生担当まで連絡してください。
出席停止については、履修要項を参照してください。

出席停止の対象となる感染症

第一種

エボラ出血熱，クリミア・コンゴ熱，痘そう，
南米出血熱，ペスト，マールブルグ病，ラッ
サ熱，急性灰白髄炎，ジフテリア，重症急性
呼吸器症候群，中東呼吸器症候群，鳥インフ
ルエンザ（H5N1型）

第二種

インフルエンザ（鳥インフルエンザH5N1型
を除く），百日咳，麻しん（はしか），流行性
耳下腺炎（おたふくかぜ），風しん，水痘（水
ぼうそう），咽頭結膜熱，結核，髄膜炎菌性
髄膜炎，新型コロナウイルス感染症

第三種

コレラ，細菌性赤痢，腸管出血性大腸菌感染
症，腸チフス，パラチフス，流行性角結膜炎，
急性出血性結膜炎，その他の感染症（本学の
場合は、ノロウイルスによる胃腸炎・マイコ
プラズマ肺炎）

● 感染症拡大防止のための行動指針
学生の皆さんにおかれましては、新型コロナウイルス

感染症を含む感染症の拡大防止のため、以下のことに留意
してください。
身のまわりの感染症流行状況に関わらず、基本的な感

染防止対策を継続し、日々の健康観察を怠らず、少しでも
体調に不安がある場合は、なるべく早くに病院等に相談し
指示を仰ぐようにしてください。感染症に罹患した場合
は、学生担当にもGmail（gakusei@kogakkan-u.ac.jp）
もしくは電話（0596-22-6317）で連絡をしてください。

《留意事項》
○咽頭痛（喉の痛み）、発熱、倦怠感などを自覚したとき
○嘔吐や下痢が続くとき

１．基本的な感染対策を徹底する
①密を避ける。換気を行う。
②適切なマスクの着用を含む、咳エチケット。
③石鹸による手洗い、手指の消毒。衛生的な生活習慣
を維持。

④十分な睡眠などの体調管理。規則正しい生活を維持。

２．以下の場面に注意
①飲酒を伴う懇親会。
②大人数や長時間に及ぶ飲食。
③普段会わない友人同士での会食。
④感染症に罹患し療養中の患者との接触

３．体調が優れない時は、外出や登学を控える
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学生相談室・障がい学生支援室

● 学生相談室
２号館１階保健室の隣にあります。通常講義期間中、カ

ウンセラーが常駐し、学生生活を送っていく上で様々な悩
みや問題について相談に乗ってくれます。
利用にあたっては、事前に予約が必要となりますので、

下記のアドレスもしくは保健室までご連絡ください。
メールアドレス：isesoudan@kogakkan-u.ac.jp
学生相談室予約受付直通電話(保健室)：0596-22-6332

● 障がい学生支援室
皇學館大学は、学生の障がいの有無及びその程度によっ

て分け隔てることなく、大学に係る全ての者が、相互に人
格と個性を尊重しながら、ともに学びあう大学を目指して
います。「障がい学生支援室」は、障がいのある学生から
の申し出を受けて支援することを目的に設置されていま
す。学内での困りごとをお聞きし、大学ができることをご
提案し、双方に話し合いをしながら支援策を具体化してい
きます。
場所は、学生支援部学生担当内にあります。お気軽に

お声かけてください。

詳しくは、本学公式ホームページ掲載の「障がいのあ
る学生への支援に関する基本方針」をご覧ください。

障がい学生支援室電話番号：0596-22-6317（学生担当）
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附 属 図 書 館

● 開館時間

通常講義期間	 平日　9：00～20：00
	 	 土曜　9：00～17：00
上記以外の期間	 平日　9：00～17：00
	 	 土曜　9：00～13：00

● 休 館 日

日曜・祝日・振替休日、創立記念日（４月30日）、
神宮神嘗祭（10月17日）、倉陵祭期間、入学式、卒業式、
入学試験実施日、大学が定めた学校閉鎖期間（お盆、
年末年始等）、蔵書点検期間、蔵書整理日、その他図書
館長が必要と認めた日
※開館時間・休館日は、変更することがあります。
詳細は、図書館ホームページをご覧ください。

● 入退館の方法

入退館には学生証が必要です。忘れたときは、１階
受付カウンターに申し出てください。
退館時、貸出手続をしていない図書などがある場合、

ブザーが鳴りますので、注意してください。

● 注意事項

① 図書や雑誌は、丁寧に扱いましょう。（書き込み、ふ
せんの貼付、切り取りは厳禁）

② 返却資料の汚損・破損・水濡れが著しい場合は弁償
となります。

③ 借りている図書や学生証の又貸しは禁止されてい
ます。

④ 財布等の貴重品は各自で管理し、移動の際は常に身
につけるようにしてください。

図書館の利用

閲　覧

900 文学
800 言語
萼の会寄贈本 ( 読み物など )
くずし字学修

参考図書、シラバス
大型本、絵本・紙芝居
ラーニングコモンズ図書
英語学修、辞書、西洋史
東洋史、教科書・指導書
就職対策本、多読図書
視聴覚資料

受付カウンター
日刊新聞
新着図書

集密書庫
( 閉架 )

集密書庫
( 閉架 )

3 社会科学
4 自然科学
5 技　術

6 産　業
7 芸　術
2 埋蔵文化財報告書

閲覧室側 書庫側

3 社会科学

2 歴史
  地図
 

1 哲学
0 総記

0 総記　　　新聞縮刷版
P 製本雑誌　一般雑誌

2F

1F 1F
1F

2F

2F
3F

3F

4F

5F

（
新
刊
雑
誌
）

連
絡
通
路

連
絡
通
路

連
絡
通
路

● 開架資料

閲覧室や書庫にある資料（図書・雑誌）は、自由に閲
覧ができます。利用した資料は必ず元の場所に戻しま
しょう。場所が分からなくなったときは、その階の返却
台に返却してください。

● 閉架資料

貴重図書、洋書、和装本、澤瀉・久保田・北岡・大庭・
出井・津田・原田 ･ 谷・田中文庫、旧皇學館本、卒業
論文・修士論文、大学雑誌、洋雑誌などは閉架書庫に
あります。閲覧を希望する場合は受付カウンターに申
し込んでください。
※学部生は閉架書庫への出入りができません。

● 雑誌・新聞

雑誌は１階連絡通路スペースと書庫１階に配架して
います。
新聞は「朝日」「毎日」「中日」「日経」「産経」「読売」

「伊勢」「神社新報」「教育新聞」などがあります。

● 卒業論文・修士論文

優秀論文の閲覧ができます。閲覧を希望する場合は、
「修士論文及び卒業論文等閲覧願」を記入して、受付カ
ウンターで申し込んでください。
※コピーや館外持出はできません。

● にょろ文字塾

初心者向けのくずし字学修支援企画です。楽しく学
べる資料を使って、くずし字の読解力を身に付けます。

● 英語多読学修

英語学修者向けに調整されたやさしい英語の本をた
くさん読むことで、英語基礎力を総合的に向上させる
ことが期待できる学修法です。読書量に応じて、英検
補助も受けられます。

● プレ英検

英検の実施時期に合わせて、過去問題を利用した筆
記試験対策と英語教員による面接対策が受けられます。

※詳細は図書館内掲示板をご覧頂くか、受付カウン
ターへお問い合わせください。

学修支援
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● コピー機利用
館内資料の複写用に、１・２階にコピーカード式と

コイン式のコピー機があります。著作権法を遵守して
ご利用ください。コピーカードは、大学本部証明書発
行機で購入手続きができます。
白黒…10円、フルカラー・単色カラー…50円

● ノートＰＣ、ｉＰａｄ
貸出用ノートＰＣ・ｉＰａｄを借りる時は、学生証

を持って受付カウンターに来てください（利用は館内
のみ）。自分のノートＰＣ等の持込みも可能です。無線
ＬＡＮの設定をすればインターネットに接続できます。
※プロジェクターも借りられます。
※延滞中の図書がある場合、貸出はできません。

● 視聴覚資料（ビデオ・DVD・マイクロ資料等）
ＣＤ・ＤＶＤ等は、貸出用ノートＰＣでも視聴でき

ます。マイクロ資料の閲覧は、専用機を使用しますの
で受付カウンターにご相談ください。印刷や電子化も
できます。ビデオ閲覧の際も、受付カウンターへご相
談ください。
※受付カウンターでヘッドフォンが借りられます。
※視聴覚資料は、館内での利用となります。

● 予　約
借りたい図書が貸出中のときは、予約ができますの

で、My Library から申し込んでください。延滞中の図
書がある場合、予約はできません。

● 購入リクエスト
学修・研究に必要な図書や、小説などの一般書で、購

入を希望する図書があれば、リクエスト用紙を記入し、
受付カウンターに申し込んでください。ただし、リク
エストした図書が必ず購入されるとは限りません。

● 特別貸出
教育実習・福祉実習などへ参加する場合、事前に受

付カウンターに申し込みすることで、実習終了２日後
まで貸出期間を延長できます。

● ｄマガジン for Biz
図書館内でｄマガジン for Biz（電子雑誌の読み放題

サービス）が利用できます。

● Ezproxy（学外リモートアクセス）
大学で契約しているデータベース等は、自宅など学

外でも利用できます。

図書館ホームページ
● 蔵書検索（OPAC）

本学にある図書等を検索できます。

● My Library
貸出予約やＩＬＬ申し込みのほか、貸出履歴や予約中

の図書、図書館からのメッセージを確認できますので、
定期的にチェックしてください。
なお、図書館からのお知らせは、メールで連絡します。

● その他
データベース、電子ジャーナルをはじめ、利用案内、

開館情報、附属図書館に関するお知らせ、リンク集な
どがあります。

その他のサービス
学生証と借りたい図書を、受付カウンターに提出して

ください。ただし、以下の場合は貸出できません。
・学生証を忘れたとき
・延滞中の図書があるとき
・延滞による貸出停止期間中

　※４年生は、10冊まで貸出が可能です。
● 貸出期間の延長

続けて借りたい図書と学生証を持って受付カウン
ターに来てください。予約待ちの人がいなければ、手
続き日から14日間（大学院生は30日間）延長できます。

・返却する図書を受付カウンターに提出してください。
・閉館後は、正面玄関のブックポストに入れてください
（21:30頃まで）。ただし返却日は次の開館日になります。
※図書を延滞すると、延滞日数分の期間貸出が停止となり
ます。

１階
● ブックラウンジスペース

新聞、雑誌などを活用し情報収集を行うほか、カウ
ンター席で飲み物を飲みながら学習するなど、２階ラー
ニングコモンズでの学修準備のためにも活用できます。

２階
● グループ学習

プレゼンテーションスペースは貸切利用ができます。
利用する際は事前に予約が必要ですので、受付カウン
ターで手続きしてください。

● シラバスコーナー
シラバス掲載図書が、教員の氏名順に並べてありま

すので自学自修に活用してください。
● ジャンル別図書コーナー

英語学修、小中高教科書、授業でよく使う図書など
をまとめてあります。

館内の利用方法、授業の予習・復習やレポート作成な
どで必要な資料の探し方が分からない、または資料が見
つからずに困ったときは、受付カウンターへご相談くだ
さい。

● 他館の利用
他大学・機関の図書館を利用したいときは受付カウ

ンターに申し込んでください。訪問の際は、学生証と
本学図書館からお渡しする「図書利用願」を、必ず持
参してください。

● 文献の複写、図書の借用
本学で入手できない論文（文献）の複写、本学で所蔵

していない図書の借用を、他大学等に依頼できますので、
図書館ホームページMy Libraryから申し込んでください。
複写料金、郵送料等は申込者の実費負担です。

ラーニングコモンズ（ＬＣ）

貸出冊数 貸出期間
学部生・専攻科生 5冊まで 14 日間

大学院生 10 冊まで 30 日間

レファレンスサービス

図書館間の相互利用（Ⅰ
アイ

L
エル

L
エル

）

貸　出

返　却
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ



39

情報担当
　大学内情報ネットワークや情報処理教室、パソコン等の
機器の管理運営を行っています。
　パソコンやWiFi接続等の相談にも対応します。

● ＩＤ(ユーザー名)、パスワード
ＩＤ(ユーザー名)、パスワードは、入学時に全学生に

発行しています。履修登録、電子メール等で、卒業する
まで利用しますので、紛失したり、他者に教えたりし
ないようにしっかり自分で管理してください。
万が一、パスワードを紛失した場合は学生証を持参

し、情報担当事務室まで来てください。

● 電子メール（Gmail）
メールアドレスも、入学時に全学生に発行してい

ます。
大学からの連絡等は、このアドレスに配信します。

大切な情報を見落とすことの無いよう、定期的に確認
する習慣を付けましょう。

● Kogakkan-WiFi（皇學館大学無線LAN）
学内では、Kogakkan-WiFiが利用できます。
利用には、ユーザー認証が必要になります。
詳細については、学内ホームページ、および情報担

当事務室前のマニュアルを参照してください。
※その他、不明な点は情報担当までお問い合わせくだ
さい。

● 窓口受付時間
　　　　　 月曜日～金曜日	 9：00～17：00
　　　　　 土曜日	 	 9：00～13：00

● 場所　　４号館２階

● マルチメディア教室421教室
　 情報処理教室522教室・523教室・631教室

● 教室のパソコンは大学から付与されたＩＤ（ユーザー
名）、パスワードで起動します。

● 印刷時には、学生証が必要です。
● 印刷用の用紙は、各自で用意してください。
● 523教室は学生が自由にパソコン・プリンタを利用で
きる開放教室となっています。
利用日程、時間等は、情報担当からの掲示（２号館２階、

４号館２階、６号館１階）または、公式ホームページ
で確認してください。
開放教室の利用は、以下の目的での利用に限定してい
ます。
・ オンライン授業の受講
・ 卒論、レポート等作成
・ 事前・事後学習
・ ネットを使った就職活動
※娯楽目的でのパソコンの使用はおやめください。
※オンライン授業が行われている期間中、授業等での
使用予定が無い場合は、421教室、522教室、631
教室のパソコン・プリンタもご利用いただけます。

● その他、図書館、各学科研究室、百船でもパソコンを
利用できます。利用時間等は、各担当部署にお問い合
わせください。

● 学内情報機器の利用上の注意事項

● 機器及びネットワークの利用は、教育・研究の利用に
限ります。

● 情報処理教室は飲食禁止・濡れた傘の持込禁止です。
● 機器は破損することがないように注意して丁寧に利用
してください。

● 利用したパソコンは退席時にシャットダウンまたはサイ
ンアウトをしてください。

● 教室のパソコンに保存したデータは、電源を落とすと消
去される仕組みのため、データを保存するには必ず自身
で記憶媒体（USBメモリー等）を用意してください。

● USBメモリーの忘れ物が多いので気をつけてください。
● 不正アクセス、ソフトの不正コピー、違法ダウンロー
ドは犯罪行為です。

● ネット上での個人の誹謗中傷等、書き込みには注意し
てください。

● 情報セキュリティ確保に努めましょう。
● 利用上の注意及び係員の指示を守って利用してください。

情報化社会の中で暮らす私たちの周りには、あらゆる
「情報」が溢れています。本当に必要な情報を、いかに安
全に収集し、有効に活用していくかが、文系・理系問わず
必要な能力となっています。
情報担当では、皆さんをサポートさせていただきます

ので、気軽に相談に来てください。

利用案内

教室利用案内 情報に関する相談等
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インターネットとも接続している本学の「皇學館情報
ネットワーク」は、本学における様々な教育、研究や学生
生活を支える基盤です。
「皇學館情報ネットワーク」は、本学の活動に欠かせな
い非常に重要な役割を担っており、「皇學館情報ネットワー
ク」が停止すると、日々の本学の活動に重大な影響を及ぼ
します。
安全に、安心にパソコンやスマートフォンなどでネット

ワークを利用するにはどうすればよいのでしょう。
本学では、皆さん自身の個人情報の保護をはじめ、権利

の侵害や犯罪の防止を、皆さんの力もお借りして学園全体
で進めていくこととしています。皆さんが充実した学生生
活を過ごすことができるように、「皇學館情報セキュリティ
ポリシー」を定めています。
「皇學館情報セキュリティポリシー」（P.103～106）を
熟読し、 遵守してください。 

トラブルに巻き込まれないよう、以下に注意しながら利
用しましょう。

●セキュリティ対策は十分ですか？
パソコンやスマートフォンの個人情報を守るには…
● パスワード等で画面ロック
● ウイルス対策アプリを導入
● アプリ・OSのアップデートはこまめに

●著作権侵害に注意
● 写真、イラスト、音楽、新聞・雑誌等の記事には著作
権があります。

→　許可なくネットに投稿してはいけません。
● 人物写真には、写っている人に肖像権があります。
→　たとえ友人でも、投稿前に本人の許可を得ましょう。

●データの保存は大丈夫ですか？
大切なデータを守るための「3-2-1」のルール
● ３つ以上のデータを確保
● ２種類以上の記憶メディアに保存
● １つは離れた場所に保管

●ネット社会のトラブルに気をつけましょう

情報セキュリティ10大脅威 2026 [個人]（50音順）
● インターネット上のサービスからの個人情報の窃取 

● インターネット上のサービスへの不正ログイン 

● インターネットバンキングの不正利用 

● クレジットカード情報の不正利用 

● サポート詐欺（偽警告）による金銭被害 

● スマホ決済の不正利用 

● ネット上の誹謗・中傷・デマ 

● フィッシングによる個人情報等の詐取 

● 不正アプリによるスマートフォン利用者への被害 

● メールやSNS等を使った脅迫・詐欺の手口による
金銭要求

IPA　独立行政法人情報処理推進機構
情報セキュリティ10大脅威 2026より抜粋
https://www.ipa.go.jp/security/10threats/
10threats2026.html

皇學館情報ネットワークやインター
ネットの活用のための注意

トラブルに巻き込まれないために
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就職担当・教職支援担当・神職養成部

● 業務内容
企業・団体・官公庁・福祉施設などの就職情報の提供
大学院・専門学校などの進学情報の提供

● 場　　所　４号館１階

● 業務内容
教職課程（高等学校・中学校・小学校・幼稚園）・保育
士資格に関すること
教員・保育士の就職情報の提供

● 場　　所　９号館１階（百船）

● 業務内容
神職課程・神職資格に関すること・明階総合課程・神社

関係への奉職（就職）情報の提供・階位検定講習会に関す
ること
● 場　　所　４号館１階
● 求人票閲覧時間　原則　月～金　10：40 ～ 16：00
　　　　　　　　　一回30分以内とする。

※学生ポータル「就職・教職・神職からのお知らせ
（キャリナビ）」－行事面談予約「個人（グループ）
面談予約」－【神職養成部：求人票閲覧（個別相談）
○月】から日時を選択し、予約してください。

窓口の受付時間
月～金　9：00 ～ 17：00
　土　　9：00 ～ 13：00

キャリナビ
各種の就職情報を掲載・メール配信しています。

学内推薦制度
神社、私立学校、幼稚園・保育園は、原則として学内

推薦としています。学内推薦は専願となっていますので、
内定を得た場合、辞退することはできません。

進路が決定したら
企業・公務員（教員・保育士以外）・福祉施設は就職担当、

教員・保育士は教職支援担当、神社関係は神職養成部に報告
してください（進学、自営等は、就職担当へ報告してください）。

就職担当

教職支援担当

神職養成部

　就職担当　
企業・団体・官公庁・福祉施設などへの就職を支援し、

進学情報についても提供しています。

進路相談
卒業後に希望したい進路が決まらない、希望する進路

に進むにはどうすればよいのかわからない等々、何でも相
談に来てください。

● 進路に関する相談
● 履歴書やエントリーシートの添削
● 面接などの練習
…このほか、どんな些細なことでも構いません。気軽

に相談に来てください。

就職対策講座・模擬試験
学年別の就職対策講座（キャリアカレッジ）や公務員

試験対策講座、業界研究セミナーなどを実施しています。
また、企業の筆記試験や公務員対策・国家試験対策の模擬
試験も実施しています。受検料も大学や萼の会の補助に
よって安価に設定されていますので、ぜひ有効活用してく
ださい。
詳しくは、キャリナビに掲載する「就職・教職・神職

支援スケジュール」で確認してください。

求人票
企業・団体・福祉施設などからの大学への求人情報は、

「キャリナビ」から時間と場所を問わず、各自のスマート
フォンやパソコン等から検索・閲覧できます。大手就職情
報サイトでも掲載されない優良な企業等の情報もありま
すので、アクセスしてください。
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資 料 室
就職・進学に関する図書や資料が閲覧できますので、

有効に活用してください。
〈企業・団体〉

採用試験の問題集・参考書、企業パンフレット、先
輩の採用試験報告書などが閲覧できます。

〈公務員〉
公務員採用試験の受験要項・問題集・参考書や先輩
の採用試験報告書などが閲覧できます。

〈福　祉〉
全国の老人・障害・児童・保育園などの福祉施設や、
社会福祉協議会の採用情報が閲覧できます。また、
資格情報や福祉情報図書・新聞、福祉人材センター
提供の施設名簿も設置しています。

〈進　学〉
全国の大学院や専門学校の学校案内や受験要項を閲
覧できます。

就職試験に必要な書類
一般的に、就職試験の応募手続きには次の書類が必要

になります｡

必　要　書　類 申　　込　　先 手数料
① 履歴書・自己紹
　 介書

就職担当､ 教職支援担当 200円
神職養成部（指定用紙 ) 200円

② 写　真 本人用意
（スピード写真不可 ) ―

③ 単位成績証明書

　　　教務担当
各200円

④ 卒業見込証明書

⑤ 各種資格取得見
　 込証明書（神職
　 資格含む )

⑥ 健康診断証明書 学生担当

⑦ 人物考査書 就職担当・教職支援担当
（発行に7日間必要 ) 無　料

⑧ 推薦書
就職担当・教職支援担当・
神職養成部
（発行に7日間必要 )

無　料

※③～⑥は､ 証明書発行機で各自発行してください｡
①は証明書発行機で申込み、就職担当・神職養成部で
受け取ってください。
⑥について、企業等から視力・聴力の記載を求められ
た場合は、事前に２号館１階の保健室に申し出て対応
を依頼してください。

※提出先の求めにより厳封された証明書が必要な場合
教務担当の窓口に､ 証明書発行機より発行された証明

書を持参のうえ､ 厳封が必要な旨を申し出てください｡

　教職支援担当　
教職支援担当とは、教職課程履修者および保育士資格

履修者の履修相談・就職を支援するところです。

具体的には…
● 教職課程カリキュラムの履修、教員免許や保育士資
格の取得方法に関すること。

● 教育実習、保育実習関係の各実習に関すること。
● 教員や保育士になるための勉強方法や情報収集の
仕方、講座に関すること。

● 学校現場でボランティアをしたい。
この他どこに相談に行けばいいのかわからない内容で

も結構ですので、一度足を運んでみてください。

論作文指導
課題に対し800文字で自分の意見を論じます。教員採

用試験にも必ずといって良い程出題され、読解力・分析力・
情報力がみられます。これらの力を身につけるためには時
間がかかりますので、１年生から指導を始めています（随
時申込可能）。

個人面談・模擬集団面接（討論・ディベート）
教員希望者全員に対し個人面談を行い、学習方法につ

いての助言を行います。また、教員採用試験に向けての面
接や討論を段階的に行います（予約制）。

教職対策講座・模擬試験
教員採用試験に向けた各種講座を開講します。また、模

擬試験についても受けることが可能ですので、現状の理解
度を把握するために利用してください。キャリナビに掲載
する「就職・教職・神職支援スケジュール」をご覧ください。

求人票
各学校、幼稚園・保育所から届いた求人票を９号館１

階の百船で閲覧することが可能です。

百船学習室
誰でも利用でき、自習室としても利用できます。主に

次のものがあります。
● 各都道府県教員採用試験実施要綱（閲覧用）・パンフ
レット

● 教員採用試験に関する月刊雑誌、問題集、参考書等
● 先輩の合格報告書
● 全国の採用試験の過去問
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　神職養成部　

神職養成部では
① 神職になるために必要な神務実習の指導と、神社奉      

仕の斡旋。
② 神社関係への（奉職進路・相談）斡旋、指導
③ 夏・春休みの短期間に、神職資格が取得できる神職     

後継者のための階位検定講習会の開催。
④ 明階総合課程の履修指導。
※神職養成部の場所と窓口の受付時間は、P.41を参照
してください。

● 神務実習

神職になるためには、神職課程の学科目の履修と、
神務実習（基礎・指定Ⅰ・指定Ⅱ・指定Ⅲ等）が必要
です。
各神務実習の前後に、申込書・実習生調書・健康診

断書の提出や、事前指導・実習、事後研修があります。 
神務実習は、白衣・白袴姿で行われ、指定実習は全

国の神社での奉仕実習となります。また、該当者のみ
神宮実習は伊勢の神宮で、中央実習は東京の神社本庁
で計10日間程度行われます。
これらの神職課程の学科目と神務実習を履修したの

ちに、高等課程としての神職資格（明階検定合格・正
階授与）を取得することができます。なお、神社本庁
への資格申請手続きは、卒業前に、神職養成部で指導・
申請します。
※詳しくは、「履修要項」をご覧ください。

● 神社奉仕

神社奉仕とは、夏休みや年末年始の期間に、神社で
参拝者の方に接したり、神社の仕事に携わります。こ
の奉仕は、本学学生でなければできない体験です。神
道を理解する上でもぜひ神社奉仕を体験してみてくだ
さい。

● 階位検定講習会

階位検定講習会とは、夏・春休みの短期間（各１ヶ
月間）に、神職資格（正階・権正階・直階）を取得で
きる講習会です。
学外の一般の方が対象ですが、本学学生でも受講で

きます。ただし、受講資格が決められています。また
階位取得後の奉職（予定）神社の宮司の推薦状とその
神社の鎮座する都道府県神社庁長の推薦状が必要です。
本学在学生に対して、受講料特別措置があります。
・権正階受講料　33,000 円（消費税込）
・直階受講料　　22,000 円（消費税込）

● 明階総合課程

明階総合課程は、文学部神道学科４年在学中に、所
定の単位を修得し、審査を経た学生に限られ、また平
成25年度より４年次に所定の実習を修了した者に対し
神職資格（明階授与）が卒業時に取得できます。

神社関係への奉職
神社に奉職しようとする学生は、神職課程を必ず履

修してください。神社奉職についての全体的な指導や
数回の個別面接を経て、奉職のお世話をします。奉職
についての悩み事、相談事があれば神職養成部へ来て
ください。
また、神職養成部には資料室があり、神社に関する

求人票や資料等を備えており、閲覧することができま
すので、大いに活用してください。

● 就職試験に必要な書類

神社奉職を希望する学生は「神社就職専願申込書」
と「就職斡旋願書」を提出の上、履歴書等の必要書類
（P.42の一覧表参照）を神職養成部に提出してください。

● 就職先の求人状況

神職をめざす者は、担当教員（神職養成委員長）お
よび神職養成部の個別面接等により、あらかじめ希望
を述べて指導を受け、志望先を決定します。個別面接
等の日時は、２号館１階ロビー（P.16 参照）の神職養
成部の掲示板に掲示します。

● 学内推薦制度（就職斡旋願書の提出）

① 神職養成部に神社から提出された求人票に必要書類
が示されているので、確認の上必要書類を添えて、
神職養成部へ、「神社就職専願申込書」「就職斡旋願
書」を提出。

② 神社あての「推薦書」を発行。
③ 神社で、試験・面接。
④ 試験・面接当日の様子や結果を、神職養成部へ報告

してください。
⑤ 神社より内定の通知を受けた学生は、速やかに礼状

を送付してください。
⑥ 神職養成部へ内定届を提出するとともに、誓約書・

神社関係試験報告書を提出してください。
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地域課題学修支援室
　地域課題学修支援室では、本学の学生が地域の皆さん
と一緒に伊勢志摩定住自立圏を中心とする三重県内の地
域課題に取り組む教育プログラム「CLL（Community 
Learning Labo）活動」を支援しています。

●窓口受付時間
　月曜日～金曜日　　９：00 ～ 17：00
　土曜日　　　　　　９：00 ～ 13：00

●場所
　９号館２階

●事前相談
CLL活動に参加するには、地域課題学修支援室が実

施する事前学修を受け、所定の参加申込書を提出して
いただきます。まずは、地域課題学修支援室にご相談
ください。

●活動説明会
すでにCLL活動に参加している先輩等が活動内容を

説明する説明会を開催しています。説明会は春学期と
秋学期にそれぞれ開催しますので、６号館１階ロビー
の掲示板等で確認してください。

●活動
自治体や各種団体（実施主体）が取り組まれている

地域課題の解決に取り組む活動に参加します。これま
で、観光PRポスターの作成、まちおこしイベントの企
画・運営、市発行の啓発冊子の編集・作成等、様々な
体験を通した学修を行っています。活動内容は「活動
記録票」に記録していきます。

●活動報告会／事後学修
活動内容を報告する学内発表会（例年３月頃開催）

を実施します。優秀な活動については、学外の報告会
に参会していただく場合もあります。

●地域貢献活動時間証明書
年度終了後、「地域貢献活動時間証明書」（１通200

円）を学長名で発行することができます。希望者は地
域課題学修支援室に申込んでください。

（令和８年４月１日現在のプロジェクト）
１． TMKミライデザインプロジェクト（玉城町明るい未

来推進プロジェクト）
２． 地域に貢献する食農教育のイベントプランナー
３． リニアインパクト最大化プロジェクト
４． 大学生による『大学生向けごみ分別啓発活動‼』
５． フードロスをなくせ！いちごスイーツプロジェクト
６． ウツボで地産地消プロジェクト
７． 度会カフェリョクプロジェクト
８． 鳥羽なかまち（仲間ち）で地域活性化に取り組もう！
９． 宇治山田駅前活性化事業
10． Generative Link AI結（あいむすび）
11． ばりっ子会議から市政への提言プロジェクト
12． インクルーシブスポーツ推進プロジェクト
13．「広報いせ」特集記事制作プロジェクト
14． 消防団の新たな役割発見プロジェクト
15． 産学官連携日本酒プロジェクト
16． CLL活動運営学生スタッフ
17． 伊勢志摩TSUTAE隊
18． 令和の鳥羽

地域課題学修支援室では、地方創生・地域課題解決・
６次産業化に関する図書を配架しています。開室時間内で
あれば閲覧及び貸出が可能です（貸出冊数・期間等の利用
方法は附属図書館に準じます）。図書館ホームページ蔵書
データベース検索（OPAC）で検索することができます。

利用案内

CLL活動の例

地域課題学修支援室図書

CLL活動の流れ
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学友会・行事・クラブ・同好会・ボランティア

学生と教職員が一体となり、課外活動などの企画運営
を行う組織です。学長が会長で、学生が正会員です。学友
会総務部（学生役員）が中心となり、総務部委員やクラス、
クラブ委員として、学友会活動に参加することになります。
学友会主催の行事として、新入生歓迎会や球技大会な

どがあります。

正課の学修以外に、自己の関心や興味に基づき、学内
のさまざまな部・同好会に所属して課外活動を行い共同生
活の修練を積んでおくことは、豊かな人間形成の上で極め
て重要な意義をもちます。自己の能力の開発や研鑽のため
にも積極的な課外活動への参加を期待します。
本学では「全学一体」のモットーのもとに、教職員と

皆さんとが一体となって各方面に所属し（学友会会則P.90
参照）、専任教員が部長として学生委員長とともに指導に
当たっています。また各種の同好会は学友会組織に所属し
てはいませんが、大学認定の団体として教員が顧問となり
指導や助言にあたっています。

● 入退部・入退会

（１）入部・入会の際の留意事項
入学当初には、部や同好会から入部・入会の勧誘

が盛んに行われると思いますが、時には予想と異な
り、トラブルのもとになることがあります。そこで、
まず活動の状況を見学し、内容や実態をよく確かめ
たうえで、どの部や同好会に入るかを慎重に選ぶこ
とを勧めます。また、入学後に新入生歓迎会が開かれ、
各部や同好会の紹介が行われますが、その日までは
入部・入会の勧誘は自粛することになっていますの
で、よく承知しておいてください。

（２）退部・退会の際の留意事項
退部・退会の場合は、とかくトラブルが生じがち

です。健康上またはそのほかの理由でどうしても辞
めたい場合には、学生の幹部委員だけでなく、部長
や顧問の教員、指導教員、所属学部の学生委員の先生、
寮長などと事前によく相談することが円満な事態の
解決に資することが多いので、遠慮なく相談してく
ださい。
また退部・退会を申し出た学生に対しての良識あ

る対応と円満な解決を望みます。万一不祥事を起こ
した場合には、本学は当該学生に対する処罰はもち
ろん、部や同好会の廃止・解散など厳しい態度で臨
むことになります。

キャンパスライフをより楽しいものにするのが、大学・学友会の行事やクラブ・同好会です。勉強ば
かりの4年間では物足りない、何かに熱中したり、一生の友人を作ったりと、大学には新しくチャレン
ジできることがたくさんあるはず。いろんなイベントに積極的に参加して素敵な思い出をつくりましょう。

学友会とは? 部（クラブ）・同好会

学友会が中心になり、企画運営し、学生が協力して作り
上げていく大学祭です。仲間と一緒に一つのことをやり遂
げた満足感や充実感が得られる行事の一つで、「ステージ」
や「アーティストLIVE」など、学生が企画したイベント
が行われ、日頃の努力の成果を発揮することが出来ます。

倉陵祭
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● 部（クラブ）・同好会を設置するには…

クラブ・同好会をつくりたい

団体設立許可願

学生委員会

教　授　会

同好会の設立（活動許可）

学友会所属クラブ※に昇格したい

学友会総務委員会に申請 （年２回）

学生委員会

教　授　会

クラブの設立（活動許可）

（部設置案議は６月と12月に総務委員会の定例会で行われます）

※学友会所属クラブのメリット、同好会との違いとは?
● 部室の利用が可能
● 学友会からの予算（部費）があります
学内団体を設立を希望する場合は、P.92の「学内団体

に関する規程」を確認してください。

● クラブ援助

課外活動を一層活性化するために、学生にとって
負担になっている用具購入、印刷や出版などを援助
する制度があります。また萼の会（保護者会）から
活動援助される制度もあります。

● 高松奨励金（公募）

元本学理事、故高松忠清氏の寄附金によるこの奨励金
は、高松氏の遺志により、年間の学友会活動において優
れた成果を挙げた部、その他の団体に対して授与されま
す。申請書を提出した部・同好会が審査の対象となり、
その中から選考されます。

● 学長奨励賞（公募）

学業とともに課外活動を奨励し、学生の健全な育成を
行うため、課外活動等で特に顕著な成績を収めた団体又
は個人に対して授与されます。申請書を提出した団体又
は個人の中から選考・決定されます。

● ボランティアルーム
ボランティアルームは、ボランティア活動を求めて

いる学生の支援を目的として活動しており、社会福祉
協議会や自治体などから依頼されるボランティアを受
け付け、学生にボランティア情報を提供するといった
「地域と学生を繋ぐ」役割を担っています。
【活動内容】
外部の方との連絡、学生に向けたボランティアの募

集、ボランティア活動の参加、スタッフ主体で行う企
画の準備・開催などがあります。
【ボランティア内容】
主に「子ども」・「地域」・「福祉」の３つのジャンル

に分けて参加の募集を行っています。その他に、1日だ
け行う「単発ボランティア」と、決められた曜日に複
数回行う「随時ボランティア」があります。
子ども
夏休み中の子どもの宿題サポートや、放課後の勉強

や遊びのサポートを行う。
・津市久居　まなびばボランティア
・伊勢市内　メンタルフレンド　　など
地　域
各市や町の祭りやイベントの補助や、清掃活動や広

報のサポートを行う。
・伊勢市 伊勢ランフェスタ大会補助
・伊賀市 伊賀 FCくノ一大会補助　など
福　祉
高齢者の方との交流やサポートを行う。
・伊勢市 老人ホームくらたやま交流会
・学校内 日本赤十字社献血活動の参加　など
ボランティア情報は、掲示板（ボランティアルーム横、

6 号館 1 階）、LINE、X（旧 Twitter）、Instagram 等
から取得できます。
ボランティアルームスタッフは、学年学部問わず、

誰でも興味のある方は、下記の時間に 2号館 1F 入試
担当横のボランティアルームまでお越しください。

● その他のボランティア活動
近年、自然災害等による被害状況により、学生の皆さ

んにボランティア活動への参加が多く求められています。
ボランティア活動への活動内容や参加方法は個々に

よって違いますが、災害等による活動に参加する場合、
下記の手続き等が必要になりますので、注意してください。
参加する場合
①必ずボランティア保険に加入する。（事前に社会福
祉協議会を通じて加入。場合によっては現地での
加入も可。）

②ボランティア活動に参加する場合、必ず事前・事
後に学生担当へ申し出ること。

③ボランティア活動に参加するときは、活動に必要
な心構えをはじめ、必要な持ち物について各自で
確認して、健康管理に十分注意し、無理をしない
こと。

全国社会福祉協議会のHPにて、ボランティアを必
要としている都道府県・市町村情報を参考にすること
もお勧めです。
手続きの詳細については、学生担当にお問い合わせくだ

さい。

ボランティア

［通常講義期間中］
月～金　11：10～16：40

※上記期間外は問い合わせてください。

ボランティアルーム開室日
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学友会活動の質の向上を目指すための、3つの方針が令和元年11月 27日下記の通り示されました。
学友会活動に携わる学生のひとりひとりが意識を高め方針に沿った、学友会活動の質の向上に努めましょう。

学友会活動の質の向上をめざすための3つの方針

前文
学生による自主的な課外活動は、学生間における人間的なふれあいを可能とする機会や切磋琢磨できる環境

を通じて、倫理性、忍耐力、意思伝達力、折衝力、決断力、行動力、リーダーシップ、協調性等、学生の基本
的な資質・能力を培うものであり、学生の成長にとっては正課の教育に匹敵する重要性を有すると考えられる。
皇學館大学（以下、「本学」という）は、課外活動のこのような重要性に鑑みて、以下、学友会活動の質の向上
を目指すための３つの方針を定めます。
（１）学友会活動認定の方針
本学は、学友会の各活動団体（運動部・文化部）における活動を通して、次のような倫理観や精神、資質・

能力等を習得、体得し、在学中及び卒業後に社会貢献ができる人材を育成します。
１．神道精神に基づく高い倫理観を備えている人材。
２．わが国の伝統文化とその伝統に立脚した精神を兼ね備え、異なる歴史と文化・伝統を持つ世界のさまざ

まな文化をも尊重し、国際人として活躍できる人材。
３．活動団体において習得、育成された知識・技能、課題解決のための思考力・判断力・表現力等を社会貢

献のために活用できる人材。
４．生涯学習の実現のために、主体的に考え、自ら積極的に行動できる人材。

本学は、上記の倫理観や精神、資質・能力等を習得、体得し、卒業後に社会貢献ができると判断される
人材に対して学友会活動認定をおこないます。

（２）人材育成の方針
学友会では、「学友会活動認定の方針」に掲げる倫理観や精神、資質・能力等を備えた人材を養成するために、

各活動団体の特性に鑑みた活動プログラムを作成し、実行することとします。
◯活動内容については次のように定めます。
各活動団体は、活動に必要な基礎能力の養成、各種の技能の修得、卒業後の社会的貢献への意欲形成を図

るために、その活動団体の特性に鑑みた活動内容を定める。
◯活動方法については次のように定めます。
１．各活動団体は、自らの特性に応じた活動時間の設定をおこないその活動時間が学修の事前事後学習の時

間を妨げることのないよう配慮する。
２．各活動団体は、４年間の活動目標を明確にした上で計画的な活動をする。
３．各活動団体は、上意下達の活動方法だけではなく、部員が主体性を持って多様な人々と協働して課題を

発見したり解決したりしていく主体的な取り組みの導入をはかり、特に、少人数のチームワーク、集団
討論、反転学習などの教育方法を積極的に取り入れる。

以上を遂行するために、指導者（部長、副部長等）は、所属期間を通じて適宜必要な指導、助言をおこなう。
◯活動記録については次のように定めます。
１．「学生が何を身に付けたか」を重視し、学生の活動成果を把握、評価する手法の導入を推進する。
２．各活動団体は、共通の評価方針に従って記録をおこなう。その際、学生の活動履歴（ポートフォリオを

活用）の組織的な利用をおこなう。
３．卒業時に、各活動団体の総合的な活動記録のまとめをおこなう。
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（３）入部受け入れの方針
学友会では、傘下にある各課外活動団体（以下、活動団体）に所属する段階において、①学友会の活動趣旨

を遵守する態度、②各活動団体での活動に対する目的意識、③他の活動団体と協働して主体的に活動しようと
する意欲、④以上を実現するために必要とされる基礎的な能力等を備えていることを求めます。
学友会での活動に必要とされる基礎能力や目的意識、意欲とは、次の４つを言います。
１．学友会会則第1条「全学一体となって明朗健全なる学風に努め、学生生活の向上と皇學館大学の発展に

寄与することを目的とする」の趣旨を理解し、それを体現させようとすること。
２．高等学校までの課外活動において、各活動団体の特性に応じた「知識・技能」の習得、「思考力・判断力・

表現力等」の育成、「主体的に活動に取り組む態度」の涵養が図られていることが望ましい。
３．自己が目指す到達地点が明確であり、その到達地点を目指して邁進する力を備えていることが望ましい。
４．各活動団体における活動や経験を地域社会のみならず、国内や海外でいかしたいという意欲を備えてい

ることが望ましい。

学外活動における自動車使用と構内への乗り入れについて
①クラブ・同好会等の学外活動において、公共交通機関の不便な場所での活動に限り、自動車の使
用と構内への乗り入れを認めることがあります。

【手続きについて】
「学外活動許可願」と「学外活動自動車使用許可願」を活動実施の７日前までに学生担当に提出
してください。なお、申請のためには、下記のとおり自動車保険に加入していることが必要です。

・対人賠償責任保険：無制限
・対物賠償責任保険：１千万円以上
・人身または搭乗者保険：１千万円以上
※場合により、その他の条件を課すことがあります。

②また、荷物の搬入・搬出等でも、一時的に構内への乗り入れを認める場合があります。

【手続きについて】
「臨時自動車構内乗入申請書（学生用）」を乗入希望日の３日前までに学生担当に提出してください。
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部（クラブ ) 名 部長名（敬称略） 主 な 活 動 場 所

1 合 気 道 部 松 本　 丘 柔道場（総合体育館内 )

2 居 合 道 部 髙 野 裕 基 剣道場（総合体育館内 )

3 駅 伝 競 走 部 遠 藤 慶 太 第1グラウンド

4 空 手 道 部 吉 田 直 樹 武道場

5 弓 道 部 玉 田 貴 裕 弓道場

6 剣 道 部 加 藤 純 一 剣道場（総合体育館内 )

7 硬 式 庭 球 部 藤 井 恭 子 硬式テニスコート
（第2クラブハウス横)

8 硬 式 野 球 部 加 藤 純 一 学外施設

9 サ ッ カ ー 部 片 山 靖 富 第1グラウンド 
学外施設

10 柔 道 部 佐 藤 武 尊 柔道場（総合体育館内 )

11 少 林 寺 拳 法 部 加 藤 純 一 多目的ホール

12 女子軟式野球部 中 條 敦 仁 学外施設

13 ソフトテニス部 髙 沢 佳 司 硬式テニスコート
（第2クラブハウス横)

14 卓 球 部 谷 口 裕 信 総合体育館

15 薙 刀 部 川 村 一 代 剣道場（総合体育館内 )

16 排 球 部 加 藤 純 一 総合体育館

17 バスケットボール部 堀 内 淳 一 総合体育館

18 バドミントン部 井 上 兼 一 総合体育館

19 ハンドボール部 片 山 靖 富 総合体育館

20 フ ッ ト サ ル 部 市 田 敏 之 学外施設

21 陸 上 競 技 部 片 山 靖 富 第1グラウンド

22 アンサンブル部 高 橋 摩 衣 子 音楽室

23 演 劇 部 岡 野 裕 行 教　室

24 雅 楽 部 板 井 正 斉 祭式教室

25 華 道 部 駒 田 聡 子 部　室

26 ギター・マンドリン部 岡 野 裕 行 倉陵会館

27 競 技 か る た 部 木 村 尚 志 教　室

28 軽音楽部（JAZZ) 藤 井 恭 子 記念講堂（ステージ )

29 軽音楽部（ROCK) 澤　 友 美 倉風第1ルーム

30 考 古 学 研 究 会 中 山　 郁 部　室

31 祭 式 研 究 部 田 井 健 治 祭式教室

32 茶 道 部 髙 沢 佳 司 記念館

33 写 真 部 岡 野 裕 行 教　室

34 手 話 部 板 井 正 斉 部　室

35 書 道 部 松 下 道 信 513教室（書道教室 )

部（クラブ ) 名 部長名（敬称略） 主 な 活 動 場 所

36 ダ ン ス 部 谷 口 裕 信 総合体育館

37 日本文化研究会 谷 戸 佑 紀 部　室

38 文 芸 部 田 中 康 二 部　室

39 マ ン ガ 研 究 部 長 谷 川　 怜 教　室

40 よさこい部 “ 雅 ” 野 々 垣 明 子 総合体育館

41 レクリエーション部 萩 原 浩 司 教　室

同 好 会 名 顧問名（敬称略） 主 な 活 動 場 所

42 軟式野球サークル 中 條 敦 仁 学外施設

43 ビブロフィリア 岡 野 裕 行 図書館
（プレゼンスペース）

● 部（クラブ）・同好会一覧

※休部中
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神宮参拝は伝統ある厳粛な行事の一つです。神宮参拝
の日程については、その都度掲示しますので、みなさん積
極的に参加するようにしましょう。
当日は、記念講堂から貸切バスを運行します。

〈神宮参拝の日程〉
●  入学奉告（４月）…外宮・内宮参拝
●  月次祭神宮参拝（６月）…内宮参拝
●  神嘗祭（10月17日）…内宮参拝
●  月次祭神宮参拝（12月）…内宮参拝
●  建国記念の日（２月11日）…内宮参拝
●  卒業奉告（３月）…外宮・内宮参拝

神宮参拝

ＣＯＬＵＭＮ

参拝時の注意について
男女とも身だしなみを整え、正装（スーツな
ど）で参加し、神前では清らかな気持ちで手を
合わせましょう。参拝時には、学章（バッジ）
を忘れずに !また、参進中は、私語を慎み心静
かに参拝しましょう。

COLUMN

宇
治
橋

ト
イ
レ

五十鈴川

衛士見張所

おはらい
町

集合場所
神宮参拝

ト
イ
レ

神宮茶室

御手洗所 滝原神

二ノ鳥居

風日祈宮橋
内御厩

神楽殿
参集殿

（無料休憩所）

手水舎

一ノ鳥居
斎館

饗膳所
外御厨

火除橋

トイレ

● 神宮参拝時の集合場所（内宮）
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食 堂 ・ コ ン ビ ニ ・ 売 店

バラエティーに富んだメニューで、安くておいしい、
更に安心できる食材を使った食事を提供しています。
また、１階にはステージがあり、さらにそれぞれの階

には放送設備が完備されているため、イベント等の利用も
可能です。
学生のみなさんがイベント等で施設を利用したい場合

は、必ず事前に学生担当へ申請してください。

● 利用時間
　　月～金　　朝食　　8：00～　9：30（2F）
　　　　　　　昼食　11：00～14：00（1F・2F）
　　　　カフェタイム　15：00～17：00（2F）

※各階に設置された券売機で、食券を購入してください。

朝食は食堂２階でビュッフェ形式でさまざまなメニュー
から選択できます。昼食は１階では定食や丼ぶり・麺類な
どバラエティーに富んだメニューが提供され、２階ではパ
スタ・ラーメン・丼ぶりに特化したこだわりの一品を提供
しています。カフェタイムは２階でホットスナックやドリ
ンクバー等を提供しています。

食堂・コンビニ・売店・弁当販売等の営業日程及
び学食メニューは、公式ホームページ内の学生生
活情報や店舗の入口で確認してください。

● スピード席（1階の一部エリア）

一人専用席となり、食事が終わり次第速やかに席を譲る
システムとなっています。お昼に時間が無い方、一人で食
事をされたい方など、皆さん是非利用してみてください。

食　堂（1Ｆ・2Ｆ　㈱魚国総本社）

お弁当や飲み物をはじめ、デザート類や日用品なども
豊富な品揃えで充実しています。
イートインスペースもあり、ちょっと空いた時間やク

ラブ帰り等に人気のスペースです。
また、ＡＴＭやマルチコピー機が設置されており、さ

らに荷物の発送・受取り等もできます。

● 利用時間	 月～金　8：00～19：00
（通常講義期間）

	 　土　　8：00～13：30

書籍、参考書、学用品等を販売し、皆さんのバックアッ
プをしています。

● 利用時間	 月～金　9：00～17：00
（通常講義期間）

	 　土　　9：00～13：30

● 販売品目

● 書　　籍	 新刊、文庫、新書、辞典、専門書、資格	
	 試験書、教科書、参考書、雑誌など

※注文による取り寄せも可能です。
● 文房具類	 筆記用具、ノートなど
● そ  の  他	 学章、飲み物・おにぎり・弁当・お菓子

　　　　　　　 など

通常講義の期間中に限り、下記のとおりお弁当・パン
等を販売しています。売り切れ次第終了となります。

販 売 業 者 販 売 場 所 販 売 時 間

カフェベル 4号館前 月～金
12：00～ 13：00

えりはら（パン） 6号館1Fロビー 第4金のみ（※）
12：00～ 13：00

かまどや（弁当） 7号館前 月～金
12：00～ 13：00

※授業の関係により、変更になることがあります。

売　店（丸善雄松堂㈱）

倉陵会館にはリーズナブルなメニューが揃う食堂や学生生活には欠かせないコンビニ、売店等があり
ます。また、学内でのお弁当販売もありますので、みなさんお気軽にご利用ください。

学内でのお弁当等販売

コンビニ（ファミリーマート）
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皇學館サービス株式会社（学生生活サポートのご案内）

● CLL活動のプロジェクトで、学生が企業・団体と共同
して開発したオリジナル商品等を販売しています。
・皇學館のお水　・遷宮浪漫（書籍）　・日本酒（斎王、
御裳濯川、常若のしずく）　・和紅茶　・日和帳　・皇學
館ぱんじゅう　・ハンカチ　・マグネット

● 飲料会社と提携することで、学外より安価な飲料を学
内自動販売機で提供しています。

● 提携業者：洋服の青山
提携割引あります。
来店の際には、３月末～４月初旬の修学指導時に配布
する「学生生活サポートのご案内」（提携業者案内パン
フレット）を必ずご持参ください。

● 提携業者：杉新衣裳店
皇大生サポートパック（衣裳・着付け・写真のセット）
あります。また、皇大生限定のスペシャル特典も付い
ています。
学位記授与式衣装レンタルの学内展示会も実施します。
（開催日は掲示でお知らせします）

●下記の県内８校と提携を結んでいます。皇大生限定プラ
ンや各校様々な特典があります。
【提携校】
　トーア自動車学校（明和）、松阪自動車学校（松阪）
　松和自動車学校（松阪）、三重中央自動車学校（津）
　三重高等自動車学校（津）、津ドライビングスクール（津）
　中勢自動車学校（鈴鹿）、四日市自動車学校（四日市）

● 提携業者：ジャパンベストレスキューシステム
24時間365日学生やそのご家族からの相談をサポート。
様々な悩みを相談できる「生活相談サービス」、トラブ
ル発生時に駆けつける「緊急駆けつけサービス」をご
案内しています。

学生あんしんサポート

●市内の不動産会社と提携を結んでいます。学生向けに各
社様々な特典があります。提携業者なので、安心して
相談ができます。まずは、皇學館サービスまでお問い
合わせください。

●セコムホームセキュリティも斡旋しています。
一人暮らしも安心です。

● 学研災付帯学生生活総合保険
自転車運転中の高額賠償事故に、自身の病気やケガに、
標準在学期間中補償します。入学時にご案内していま
すが、中途加入も可能です。

三重県では、自転車損害賠償責任保険等への加入等
が義務化されています。（三重県ホームページより）

自転車に乗る方は加入しているかどうか必ずご確認
ください。

●その他、旅行保険、バイク自賠責保険など当社で加入手
続きができます。
※海外旅行保険、バイク自賠責保険は、当社ホームページからもお申込
できます。（https://www.kogakkan.co.jp/）

バイク・原付の自賠責保険の期限が切れていませんか？
・ナンバープレートに貼ってある自賠責のステッカー
で有効期限を確認してください。

・自賠責保険未加入での運行は法令違反です。
・ステッカーを貼らずに運行した場合も法令違反にな
りますので、ご注意ください。
（国土交通省「自賠責制度広報・啓発リーフレット」より）

・未加入の場合は、運行をやめ、当社または加入した
保険会社へご相談ください。

● 提携業者：オリックスレンタカー（近鉄レンタリース）
「皇學館大生限定プラン」あります。クーポン券が必要
ですので、事前に当社までお越しください。

● カウネット（カタログでの注文・販売）
忙しい学生の皆さん、クラブやゼミなどで使う文房
具や日用品を学内で購入しませんか。原則、平日の
16：00までに申し込めば、翌日に届きます。

皇學館サービス株式会社は、学校法人皇學館の100％出資事業会社です。様々な企業等と提携を結び、
学生の皆様の充実した学生生活を応援します。お問い合わせ・ご相談は、９号館１階皇學館サービス
（電話：0596-22-8561）まで、お気軽にどうぞ。

レンタカー

事務用品

保　険

貸衣装（成人式・学位記授与式の衣装レンタルなど）

自動車学校

皇學館オリジナル商品

スーツ

学内自動販売機管理

下　宿
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アルバイト・下宿・学生寮・皇學館 クラブ合宿所

学生担当では希望するみなさんに対し、アルバイトの
情報提供を行っています。
大学に求人依頼のあったもののうち学生担当で適当と

認めたものは、２号館２階ロビー掲示板で紹介しています。

● 主なアルバイト内容と平均収入

職　　種 賃　　金（時給 )

販 売・ 軽 作 業 1,087 ～ 1,100 円 程度

塾講師・家庭教師 1,500 ～ 2,000 円 程度

下宿の紹介は、皇學館サービス株式会社に委託して
います。皇學館サービス株式会社は、学校法人皇學館の
100％出資会社で、信頼できる業者と提携を結んでおり、
皆さんの希望に応じた物件探しをお手伝いします。
皇學館サービス株式会社は、９号館１階にあります。

気軽に訪ねてください。

● 大学周辺の下宿の目安　（ワンルーム・1Ｋタイプ）

30,000円～55,000円（月額）
※年度の途中で下宿を変更した場合、すぐに学生担当
に住所変更を申し出てください。

本学の寮は、建学の精神に基づく教育寮（男子：精華寮、
女子：貞明寮）であり、師友間の礼節を重視しつつ、集団
生活を通じて、相互に助け合い、苦楽を共にすることによ
り社会性、協調性等、社会人として必要な人間形成等を目
指します。寮長あるいは寮監が原則常駐し訓育指導にあた
り、また１、２年生のクラス担任がアドバイザーとして班
単位での相談、助言を実施し、規則正しい生活をサポート
します。
学生寮への入寮は、教育寮として理解した希望者の中

から、大学が入寮者を選考します。
在寮期間は原則２年間（１年毎の更新制 ※１）です。（寮

アルバイト

下宿について

学生寮

の規則に違反した場合は、退寮処分となります。）
なお、寮は、華美な頭髪や服装は禁止で、喫煙者は入

寮できません。入寮後、喫煙行為が判明した場合は、退寮
処分となりますのでご了承ください。

※１　次年度の入寮条件を確認して頂いた上で、更新希
望願をご提出頂き、前年度の在寮状況により、更
新を許可いたします。

● 精華寮（男子寮）
キャンパスの東端に位置し、近くには松尾観音、伊勢

市営球場を含む倉田山公園があります。教室棟まで徒歩
７～８分です。
所 在 地 　 〒516-0014　伊勢市楠部町139
　　　　　　電話 0596（22）3077
収容定員……112名

命名の由来
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ワ
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ソ
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國
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コウ

遠
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ヲ樹
タ

ツ
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厚
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ナリ我
ワ
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民
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克
ヨ

ク忠
チュウ

ニ克
ヨ

ク孝
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ニ億
オク

兆
チョウ

心
ココロ

ヲ一
イツ

ニ
シテ世

ヨ

世
ヨ

厥
ソ

ノ美
ビ

ヲ濟
ナ
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コ

レ我
ワ

カ國
コク

體
タイ

ノ精
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華
カ

ニシテ教
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育
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ノ淵
エン

源
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亦
マタ

實
ジツ

ニ此
ココ

ニ存
ソン

ス…」以上の教育勅語の冒頭の「國
體ノ精華」より精華寮と名付けられました。

精華寮寮歌

作詞者：潮千別氏
　神宮皇學館本科36回（昭和２年）卒。
作曲者：須川政太郎氏。当時（大正14年）彦根高等女
　学校教諭。その前には鹿児島師範学校教諭をしてお
　られ、第７高等学校寮歌「北辰斜めに」の作曲もさ
　れました。

● 貞明寮（女子寮）
平成 31年 4月から精華寮と同一敷地内・別棟で統

合し、建物は精華寮の南寮をリニューアルした上で
旧貞明寮を移転し、女子の貞明寮として使用しています。
リニューアルの内容は、南寮に女子学生専用の玄関、

管理室ならびに食堂 ･浴室を新設し、学生の生活空間
は男女を完全に分けた形で設けています。また女子寮
には収納スペースを補完するロッカールームも設けて
います。

遠方の学生にとって、生活の基盤となる下宿や寮は大きな課題です。そこで本学では信頼のおける下
宿先や体制の整った学生寮を紹介し、しっかりとサポート！また、アルバイトの紹介も随時行っている
ので、掲示板の募集などを参考にしてください。
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教室棟まで徒歩7～ 8分です。
所 在 地 〒516-0014　伊勢市楠部町139
	 　　　電話 0596（25）8473

収容定員……76名

命名の由来
「倭姫命、垂仁天皇第二皇女也。生而貌甚麗、幼而聡明
叡智、意貞

4

潔、通二神明
4

一給倍利。」
倭
やまとひめのみこと

姫 命は、垂
すい

仁
にん

天
てんのう

皇第
だ い に

二の皇
ひめみこ

女なり。生
あ

れまして貌
みかほ

甚
はなはだ

麗
うる

はし、幼
おさな

くして聡
さ

明
と

く叡
さ

智
か

し、意
い

貞
てい

潔
けつ

にして、神
しん

明
めい

に通
つう

じ給
たま

へり。
倭姫命は垂仁天皇の皇女で、天照大神を奉じて大和

の国から近江や美濃を経て伊勢国へと進み、五十鈴川の
川上に大神を鎮座申しあげた方です。その伝記が『倭姫
命世記』で、それによると姫は生れつき大変お美しく、
幼くして聡明であらせられ、み心は貞潔で神明に通じ給
えりと記されています。この「意貞潔通神明」より貞明
と名付けられました。（昭和56.1.22、田中卓学長命名）

女子寮寮歌

作詞者：西宮一民氏。神宮皇學館大學予科を経て、
昭和24年京都大学文学部を卒業、本学元学長。昭和39
年作詞。
作曲者：松岡（旧姓大谷）義和氏。本学第９期生と

して文学部国文学科を卒業。昭和49年作曲。

貞明寮寮歌

作詞・作曲者：辻（旧姓森）いずみ氏。本学第18期
生として文学部教育学科を卒業。昭和56年作詞・作曲。

● 学生寮の１日（スケジュール）

日 　 課 精華寮（男子 )・貞明寮（女子 )

起 　 床 7： 00 （休日除く )

朝 　 拝 7： 30 （休日除く )

朝 　 食 朝拝後～ 8 ： 30 （休日除く )

昼 　 食 11 ： 30 ～ 13 ： 30

夕 　 食 16 ： 30 ～ 20 ： 30

入 　 浴 16 ： 30 ～ 21 ： 30

自 　 習 20 ： 00 ～ 22 ： 00
（休日前夜・休日除く )

門 　 限 22 ： 30

消 　 灯 24 ： 00

● 学生寮の経費について

学生の経済的負担を軽減できるように配慮しています。
なお、令和７年度の経費は次のとおりです。

※２　 寮費の対象期間は、次のとおりとなりますので、
ご承知おきください。

　　春学期：３月28日から８月12日までとなります。
　　秋学期：９月１日から12月 23日まで
　　　　　　１月８日から２月16日までとなります。

※３　 給食費は、上記対象期間外に在寮する場合、別途
徴収いたします。

大学の強化指定・奨励クラブ及びその他の部・同好会
（運動系・文科系）に所属する男子学生が入所することが
できる皇學館クラブ合宿所を運営しています。この合宿
所を「もうひとつの教育の場」として捉え、管理人及び
各クラブの部長及び監督等が生活をサポートし、合宿所
生活を通して、集団生活での規律、社会人としてのモラ
ル・礼儀作法・マナーを学ぶことができます。

所 在 地 〒516-0016　伊勢市神田久志本町1716-4
　　　　　  電話 0596（23）9316

ＣＯＬＵＭＮ
寮長・寮監・寮母・管理人・アドバイザー
学生寮には指導にあたるものとして､ ｢寮長あるいは寮

監｣ が各寮に原則常駐し､ ｢寮母あるいは管理人｣ と共に

､ 寮生の親代わりになって相談や助言・指導にあたって

います｡ さらに日頃接する機会の多い１・２年のクラス

担任が､ ｢アドバイザー｣ として､ 特に班単位での相談・

助言を行っています｡

COLUMN

皇學館 クラブ合宿所

入寮費 65,000円（入寮時のみ）

寮　費
1室2名利用 658,000円／年（学期毎２回分割納入 ※２）
（内訳：寄宿料 184,000円、光熱水費 174,000円、
　　　給食費（1日3食） 300,000円 ※３）
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※学校法人皇學館は、本作品の著作者であり著作権者です。
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※学校法人皇學館は、本作品の著作者であり著作権者です。

応援歌の由来
　本応援歌は、平成三十年の夏に大学の発意により、作曲を高橋摩衣子先生、作詞を大島が担当することとなった。まず歌詞ができて高橋先生が三曲を作られた。
関係者に試聴してもらったところ、いずれも素晴らしいということで、三曲とも収録することになった。それぞれの曲に合わせて歌詞にも少し手が加わっているが、
元来は一つの歌詞である。第一には「伝統」、第二には「栄光」、第三には「飛翔」の副題が付いている。全学生に送る応援歌である。（大島信生記）
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※学校法人皇學館は、本作品の著作者であり著作権者です。

応援歌の由来
　本応援歌は、平成三十年の夏に大学の発意により、作曲を高橋摩衣子先生、作詞を大島が担当することとなった。まず歌詞ができて高橋先生が三曲を作られた。
関係者に試聴してもらったところ、いずれも素晴らしいということで、三曲とも収録することになった。それぞれの曲に合わせて歌詞にも少し手が加わっているが、
元来は一つの歌詞である。第一には「伝統」、第二には「栄光」、第三には「飛翔」の副題が付いている。全学生に送る応援歌である。（大島信生記）

神 社 参 拝 の 作 法

（1）神域参入

神社の入口には、鳥居が建てられており、そこから
内側が神域です。鳥居をくぐる前に立ち止まり一礼し、
また、退出するときも一礼します。ただし、団体参拝
の場合はこの一礼を省略することがあります。
神域に参入したら私語を慎み、静

せいしゅく

粛に参進してください。

（2）手水

参拝にあたって、心身ともに清浄になるために手を
洗い口を漱

すす

ぐことを「手
て

水
みず

」と言い、禊
みそぎ

の行事を簡略
化したものです。その作法は、

１、右手で柄
ひしゃく

杓を取り、水を汲
み左手を洗う。（写真①）

２、柄杓を左手に持ちかえて、
右手を洗う。

　（写真②）

３、再び右手に柄杓を持ちかえて、左手の掌
てのひら

に水を受
けて溜

た

め、その水で口を漱ぐ（写真③・柄杓を直接口
につけないようにする）。

４、漱ぎ終わったら柄杓の水をもう一度左手に流す。
５、最後に柄杓を立てて、水を柄の部分に流し、元の
ところに伏せて置く。（写真④）

（3）拝礼の作法（立
りゅうれい

礼）

拝礼の仕方は、古来さまざまな作法がありますが、
再拝（二拝）二拍手一拝の作法が今日一般的であり、
正式とされています。

１、両手の掌
てのひら

が、膝
ひざがしら

頭を覆
おお

うあたりまですり下げながら、
背を平らにし、腰を九十度折り（写真⑤）、一呼吸ほ
どして、両手の掌が腿

ふともも

の中程にくるまで上体を起こ
し（写真⑥）、再び拝をして起き上がる。

２、両手を胸の高さで合わせ（写真⑦）、右手を少しす
り下げ（写真⑧）、肩幅ぐらい開いて二拍手し、手を
合わせる。

３、最後にもう一度、拝をする。

神社に参拝する上で最も大切なことは､ 慎
つつし

みと敬
うやま

いの ｢心」を以て神前で感謝し､ あるいは祈
き

念
ねん

する
ことです｡ その ｢心｣ の表れとして､ 参拝の ｢形｣ が定められています｡ 参拝の ｢形｣ を習得すること
によって､ はじめてそこにこめられた ｢心｣ も生きてきます｡ ここでは､ 本学学生として最低限身につ
けるべき神社参拝の基本的な作法を解説します｡
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（4）玉串拝礼の作法（立礼）

神社に正式参拝するときには、榊の枝に紙
し

垂
で

や
麻
あさ

苧
お

をつけた玉
たまぐし

串を奉って拝礼します。その次第は、
1、小

しょうゆう

揖（玉串を持ったまま、十五度の礼）
2、進行（左右左と三歩進む）
3、深

しんゆう

揖（玉串を持ったまま、四十五度の礼）
4、玉串を持ち替えて奉る
5、再拝（二拝）
6、二拍手
7、一拝
8、深揖
9、逆

げき

行（右左右と三歩退く）
10、小揖
となりますが、参列者は、5・6・7の作法のみ代表者

にあわせて行います。代表者の作法は次の通りです。

１、右手で玉串の枝元を上からとり、左手で中程を下
から支え、胸の高さにやや左高に、少し肱

ひじ

を張って
持つ（写真⑨⑩）。

２、玉串を持ち替えるには、まず玉串の先を時計回り
に九十度回す（写真⑪）。

３、次に、左手を下げて枝元を両手で持ち、祈念を込
める（写真⑫）。

４、玉串をさらに時計回りに百八十度回し、右手を離
して、玉串の中程を下から支え（写真⑬）、枝元を神
前に向け、左手を右手の下に添える（写真⑭）。

５、やや進んで、玉串を案（台）
の上に奉る（写真⑮）。

６、やや退き、再拝二拍手一
拝の作法で拝礼する。

【参考】服喪中の神社参拝

服忌期間は地方の風習により様々ですが、「忌
いみ

」
の期間は一般的に次に示す通りです｡

１､ 父母・夫・妻・子…………………	 五十日
２､ 祖父母・孫・兄弟姉妹……………	 三十日
３､ 曾祖父母・曾孫・甥・姪・叔伯父母　　　

　………………………………………	 　十日
４､ その他の親族………………………	 　三日
５､ 配偶者の親族については、前項を一項づつ

繰り下げた日数による。
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キャンパスライフQ&A

こんなとき どこへ 備　　　考

期待に胸をふくらませた憧れの大学生活がスタート｡ しかし､ 実際は何もかもが初めてで､ 疑問や不
安に思うことが次から次へと出てくるはずです｡ そんな悩みや問題にぶつかったら､ まずこのページを
見てみよう｡ 参考になる答えが見つかるかもしれません｡

Q 学生証をなくした 学 生 担 当 再発行手続きが必要です｡（詳細は P.17 参照 )

Q 交通事故にあった 学 生 担 当 警察・保険会社・保護者に連絡をした後､ 学生担当
へ連絡してください｡

Q 落とし物をした・拾った 学 生 担 当 拾得物の保管期間は 3 ヶ月です。各教室に設置され
ている落し物入れも確認してください。

Q 台風・交通ストの時 教 務 担 当
暴風警報が発令されているとき､ 交通ストなどが行
われているときは､ 休講になることがあります｡
（詳細は ｢履修要項｣ 参照 )

Q 各種証明書が欲しい 教 務 担 当 （詳細は学生手帳 P.86 参照 )

Q 教室・体育館・グラウンド等施設を利
用したい 学 生 担 当 仮予約後、１週間前までに施設使用願を提出してく

ださい｡（詳細は P.126 参照 )

Q パソコン・ビデオカメラ等を借りたい 受 付 受付は、記念講堂１F にあります。

Q クラブ・サークルを設立したい 学 生 担 当 窓口にて手続き方法を説明します｡

Q アルバイトをしたい 学 生 担 当 （詳細は P.53 参照 )

Q 下宿・アパートを探している 皇學館サービス
株 式 会 社 （詳細は P.53 参照 )

Q 教員免許など､ 資格について聞きたい 教 務 担 当
教職支援担当

専門科目の履修が必要です｡
（詳細は ｢履修要項｣ 参照 )

Q 教員・保育士の実習について知りたい 教職支援担当 専門科目の履修が必要です｡
（詳細は ｢履修要項｣ 参照 )

Q 科目の履修や試験について知りたい 教 務 担 当 掲示などで連絡します｡

Q 退学・休学をするとき 教 務 担 当 窓口にて手続き方法を説明します｡

Q 保証人の変更・住所が変わった 学 生 担 当 保証人変更届・保証人住所変更届が必要です｡
（詳細は学生手帳 P.90 参照 )

Q 悩みの相談をしたい 学 生 相 談 室 （詳細は P.36 及び学生手帳 P.83 参照 )

Q 気分が悪くなった・ケガをした 保 健 室・
学 生 担 当 （詳細は P.34 参照 )

Q 就職活動や就職支援について知りたい 就 職 担 当 （詳細は P.41 参照 )

Q 教員・保育士の採用試験・就職につい
て知りたい 教職支援担当 （詳細は P.42 参照 )

Q 神社就職・神社奉仕について知りたい 神 職 養 成 部 （詳細は P.43 参照 )

Q 地域貢献活動をしたい 地域連携推進室
地域課題学修支援室

窓口にて参加方法を説明します｡
（CLL 活動については、P.44 参照）

Q 留学したい・外国人と交流したい 国際交流担当 （詳細は P.25 参照 )
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教育開発センター

監 査 室
法人本部 出　版　部

総務部（総務･人事･情報･記念事業･教学振興各担当）

財務部（会計･管財各担当）

企画部（企画･広報各担当）

総務部（総務･情報各担当）

財務部（会計･管財各担当）

企画部（企画･広報各担当・地域連携推進室）

神職養成部（神職養成担当）

学生支援部

法 人 本 部 事 務 局

大 学 事 務 局

教育企画室
学習支援室
地域課題学修支援室
ＦＤ・ＳＤ室

（図書館・研究開発推進センター各事務室）

教務担当
学生担当

（保健室・学生相談室・障がい学生支援室・ボランティアルーム）
就職担当
教職支援担当
国際交流担当
入試担当（アドミッション・オフィス）

教  育  学  部 教 育 学 科

現代日本社会学部 現代日本社会学科
附属図書館

教育開発センター

研究開発推進センター

アドミッション・オフィス

神道研究所
史料編纂所
佐川記念神道博物館

学
校
法
人

　皇

　學

　館

皇學館大学

皇學館高等学校 普　通　科
皇學館中学校

大 学 院

専 攻 科

文 　 学 　 部

神道学専攻科 神道学専攻

文学研究科

教育学研究科 修士課程教育学専攻

博士前期課程
博士後期課程

教育企画室
学習支援室
地域課題学修支援室
ＦＤ・ＳＤ室

神道学専攻

国文学専攻

国史学専攻

神 道 学 科
国 文 学 科
国 史 学 科
コミュニケーション学科

※昼夜開講制

学 部

学園および事務組織

学園の組織

大学事務組織
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教育研究組織・施設

沿革と目的

本大学院は、神宮皇學館大學の建学の精神を継承して、
わが国の歴史と伝統に基づく文化を究明し、洋の東西に
通ずる道義の確立を図り、祖国愛の精神を涵養するととも
に、社会有為の人材を育成することを使命とし、昭和41年
に文学研究科修士課程（国文学専攻・国史学専攻）を設置
しました。その後、昭和48年には博士課程（同）を開設、
昭和56年の大学院制度改革に伴い大学院博士課程（前期・
後期）と改称、平成２年には修士課程（神道学専攻）を設
置しました。
博士前期課程・修士課程においては、各専門領域につい

て広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における
研究能力または高度の専門性を要する職業に必要な能力を
養うことを目的としています。博士後期課程においては、
専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに
必要な高度の研究能力、およびその基礎となる豊かな学識
を養うことを目的としています。
また、平成10年に社会福祉学部が名張学舎に開設さ

れたことに伴い、その基礎の上に平成14年社会福祉学
研究科修士課程（社会福祉学専攻）が設置されました。
（平成24年３月廃止）

さらに、今日の我が国の社会的状況を鑑み、併せて地域
社会や卒業生の要請に一層応えるため、平成16年文学研
究科博士後期課程神道学専攻ならびに文学部を基礎とした
文学研究科修士課程教育学専攻を設置、平成24年度には
教育学専攻を独立させ、高度な実践教育を重視した教育学
研究科を開設しました。社会に開かれた大学院として、教
育現場で指導的役割を果たす高度専門職業人を育成するこ
とを目的としています。

● 文学研究科
特　　色
１．神道学・国文学・国史学各専攻により構成されている
研究科であって、わが国の伝統的文化の究明とその発揚
に主眼を置いています。

２．校地は神宮の鎮まります清浄閑静な伊勢の地にあり、
本学の設立の主旨からも本学と神宮とは密接な関係に
あることから神道・国文・国史の研究には絶好の位置と
環境にあります。

大　学　院
 • 文学研究科　　　
 • 教育学研究科

３．学会の碩学と中堅の教授陣が、緊密な協力のもとに研
究と教育を進め、学生の指導については、各教員の専門
分野に応じ徹底した個人教育を期しています。

４．神道学、国文学、国史学の各分野における豊富な貴重
文献・資料を所蔵し、また学界の至宝とされている神宮
文庫および徴古館を直接利用することができます。

５．博士前期課程については、有職者等を対象に長期履修
制度を設けています。

修業年限
博士課程　　神道学専攻
　　　　　　国文学専攻　　　５年
　　　　　　国史学専攻
※ただし前期2年（長期履修の場合３年～４年）および

後期３年（長期履修の場合４年～６年）の課程に区分し、
前期２年の課程は修士課程として取り扱います。
学位の授与
博士前期課程修了者には皇學館大学修士（文学）、博士

後期課程修了者には皇學館大学博士（文学）の学位がそれ
ぞれ授与されます。

● 教育学研究科
特　　色
１．教育学専攻により構成されている研究科であって、わ
が国の伝統的文化の究明とその発揚を基にした教育研
究に主眼を置いています。

２．校地は神宮の鎮まります清浄閑静な伊勢の地にあり、
本学の設立の主旨からも本学と神宮とは密接な関係に
あることから教育学の研究には絶好の位置と環境にありま
す。

３．学会の碩学と中堅の教授陣が、緊密な協力のもとに研
究と教育を進め、学生の指導については、各教員の専門
分野に応じ徹底した個人教育を期しています。

４．教育学専攻においては、現職教員などの社会人受け入
れを可能とするため昼夜開講制を導入、現代の教育上の
諸問題に対する臨床的実践力に重きを置いた教育研究
を行い、総合力・応用力を有する高度職業人としての教
員の養成、実践的な教育研究者の養成、指導的教員の養
成をめざします。

修業年限
修士課程
　教育学専攻２年（長期履修の場合３年～４年）

学位の授与
修士課程修了者には皇學館大学修士（教育学）の学位が

授与されます。
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● 文学部
神道・国文・国史・コミュニケーションの４学科から

なり、「日本の文化」を基本に、社会で役立つ実用的な力
を育みます。さらに神職・教員・図書館司書・司書教諭・
博物館学芸員・公認心理師（学部プログラムのみ）・認定
心理士の資格・免許を取得する各種課程を設置しています。
修業年限
神道・国文・国史・コミュニケーション
各学科――４年

● 教育学部
教育をめぐる社会環境が大きく変化したことで、より

多様で高度な人材を養成するために文学部教育学科が改
組され、教育学部教育学科が設置されました。教育課程は
共通科目、専門科目から編成され、２年次からは初等教育
コース、幼児教育コース、保健体育コース、数理教育コー
スの４コースに分かれ専門的に学習していきます。そし
て、幼稚園・小学校・中学校・高等学校、教諭一種免許状、
保育士資格等の取得が可能となります。
修業年限
教育学科――４年

● 現代日本社会学部
建学の精神と大学の目標を実現するために、「経営革新」

「地域創生」「福祉展開」という３つのコースを核とした教
育を行って、現代日本の諸問題に主体的、創造的に対応
できる実践力と即応力を養い、社会の各領域においてリー
ダーとして貢献できる幅広い職業人を育てることを目指
しています。
教育課程は共通科目と専門科目から成り、本学部生は、

専門科目に含まれている「基礎科目」「基幹科目」「展開科
目」「発展科目」を順次学んでいく中で、上記の四分野の
中から自らが学びを深めたいと考える分野を決め、卒業研
究をまとめ、就職先を選んでいくことになります。
他方で、「実習科目」の中にある「産業社会実習」で職

業体験をし、「茶道」、「礼法」、「能」で日本の伝統文化を
身につけ、体現できるようにしていきます。
本学部で取得できる資格は、社会調査士、社会福祉士

国家試験受験資格、精神保健福祉士国家試験受験資格、
社会福祉主事任用資格、身体障害者福祉司任用資格、知
的障害者福祉司任用資格、児童指導員任用資格等です。
修業年限
現代日本社会学科――４年

● 神道学専攻科

沿革と目的

神道学専攻科は、本学建学の精神に基づき、学部学科
の基礎の上に神道学を教授し、その研究を指導することを
目的として、各方面の強い要望により昭和56年に設置し
ました。日本の歴史・伝統の核心である神道の、高度な専
門的教育研究機関ですが、神職課程をおき、将来指導神職
となる素地を養うことを目的としています。
修業年限
神道学専攻科――神道学専攻――１年

資　　格
専攻科を修了、並びに神職課程（専攻課程Ⅰ類）の授

業科目を履修し、所定の単位を修得した者には、無試験検
定により神社本庁より正階の階位が授与され、教育機関で
取得できる最高位「明階」の取得資格を得ることができます。
※大学院・専攻科に関する詳細は、『履修要項』を見て
ください。

昭和37年に再興・開学した本学は、神宮皇學館・神宮
皇學館大學の建学の精神を継承し、少人数制による教育研
究を目途として、文学部国文学科・国史学科の２学科から
発足しました。同50年に教育学科、同52年に神道学科を
設置。さらに平成10年４月、地域の要請を受けて名張市
に社会福祉学部を開設、同12年４月には、文学部にコミュ
ニケーション学科を設置しました。平成20年４月、教育
学部を開設、社会福祉学部社会福祉学科に社会福祉学専
攻、こども福祉学専攻を設置。平成22年４月、社会福祉
学部を改組して、現代日本社会学部に現代日本社会学科を
設置しました。

専　攻　科
 • 神道学専攻科

学　　　部
 • 文学部　　　 • 教育学部
 • 現代日本社会学部
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資料の概要
図書館には、約47万冊の資料があり、各学科に関連す

る専門書を中心に、一般教養書や逐次刊行物を所蔵してい
ます。さらに特別資料として、思想・神道・歴史・文学を
中心とした和装資料、中世から近世の古文書、本居宣長・
新井白石といった近世の国学者や儒学者の書状や三重県
に関係する文人の短冊等を収集しています。また国文学資
料を中心とした澤瀉久孝文庫、歴史資料を中心とした久保
田収文庫、国語学・言語学を中心とした北岡四良文庫、哲
学、歴史関係のほか幅広い分野からなる谷省吾文庫・田中
卓文庫、中国関係書を中心とした大庭脩文庫及び旧皇學館
所蔵の資料といった貴重な資料を多数所蔵しており、展示
などで実物に接してもらう機会等を設けています。
一方、皇學館大学デジタルアーカイブや、皇學館大学

学術リポジトリを通じて、学外からも本学所蔵の貴重資料
や、研究・教育成果を活用できる環境を整えています。
図書館の利用については、P.37～38参照。

本センターは、神道研究所、史料編纂所、佐川記念神
道博物館及び館史編纂業務を一元的に運営するとともに、
新たな研究プロジェクトを推進します。附置研究機関等に
おける全学的な研究計画を立案、推進し、研究展開及び成
果の発信を行います。社会から本学に期待されている新た
な研究教育機能を果たすとともに、このことを通じて本学
の建学の精神を闡明・具現化し、もってそれを将来にわ
たって強固なものにすることを担っています。
また、定期刊行物として『皇學館大学紀要』・『皇學館

大学研究開発推進センタ－年報』・『皇學館大学研究開発推
進センター紀要』を刊行しています。

● 神道研究所
沿　　革
昭和48年４月に文学部附属の研究所として設置され、

同53年４月に大学の附置研究所として機構が拡大されて
今日に至っています。
目的及び事業
神道は、日本の社会・文化のなかで発生し、古くから受

け継がれてきた日本民族固有の神信仰に根ざした精神の営
みともいえます。個別的な宗教ではなく、また偏狭なイデ
オロギーでもありません。それは豊かな歴史と伝統に育ま
れ、様々に結実・開花した日本文化の核をなしています。
今日の国際化時代において、日本の伝統的な文化への

附属図書館

研究開発推進センター
 • 神道研究所　　　　 • 史料編纂所
 • 佐川記念 神道博物館　• 館史編纂業務

関心がたかまりつつあります。その核にある神道をグロー
バルな視点から再検討し、その本質を深く研究すること
は、国際化からの要請に応えるばかりではなく、あらたな
時代に向かって新しい文化を創造するための基礎を築く
ことに他なりません。
本学は伊勢の地における学問の伝統を継承して創立さ

れて以来、神道の学問的研究を使命としてきました。本研
究所は、この神道研究の一層の充実をめざし、内外の要請
に応えるため創設されました。
これにより、神道に関する高度の研究活動・研究者の

育成・研究成果の公表・内外の研究機関との学術交流を
もって斯界の発展興隆に寄与することを目的とし、以下の
事業を行っています。

（１）神道に関する調査研究
本学が神職養成機関として創立された歴史の流れ

を汲み、神道に関する高度な学術研究を行っていま
す。その活動は「総合研究」と「部門別研究」に大
別され、総合研究は皇室祭祀・神宮祭祀の２つ、部
門別研究は神道思想、祭祀、神道史、宗教・民俗、
文学・芸術の５つを掲げています。

（２）研究成果の発表、刊行
〔単行書〕『大嘗祭の研究』（皇學館大学出版部、昭和

53年）、『続大嘗祭の研究』（皇學館大学出版部、平
成元年）、『訓讀註釋 儀式 踐祚大嘗祭儀』（思文閣
出版、平成24年）

〔神道書目叢刊〕一『神宮文庫所蔵垂加神道橘家神道
関係書目録』（昭和56年）、二『賀茂別雷神社三手
文庫今井似閑書籍奉納目録』（昭和59年）、三『岡
田磐齋・盤鎮父子蔵書目録』（昭和60年）、四『岡
部春平著述目録 堅室著書一覧』（昭和62年）、五『谷
秦山・垣守・眞潮三代蔵書目録『秦山書目』』（平
成元年）、六『林崎文庫・鹽竈神社 村井古巖奉納書
目録（上）』（平成６年）、『林崎文庫・鹽竈神社 
村井古巖奉納書目録（中）』（平成７年）、『林崎
文庫・鹽竈神社 村井古巖奉納書目録（下一）』
（平成11年）、『林崎文庫・鹽竃神社 村井古巖
奉納書目録（下二）』（平成12年）、七『山内文
庫 谷秦山・垣守・眞潮関係書目録』（平成20年）
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毎文社文庫（神宮・神社・神道・宗教外国語文献等）
等があります。

● 史料編纂所
沿　　革
昭和50年２月に国史学科附設の研究機関として発足した

史料編纂室を母体に、同53年４月大学附置研究所「史料編
纂所」となり、機構も整備拡充されて今日に至っています。
目　　的
本編纂所は、本学建学の精神に則り、わが国の歴史と

文化を究明するため、これに必要な史料の蒐集、研究及び
編纂を行い、学界の発展興隆に寄与することを目的として
います。
事　　業
現在、専任所員・共同研究員で、以下の事業を行って

います。
（1）史料の蒐集・編纂
　次の４部門で、史料の研究編纂事業を進めています。

 ● 第１部門六国史編年史料―六国史に記された時期の
記録や文書などを網羅的に集成した編年史料集の作
成。

 ● 第２部門神宮史料（神宮史料の編纂）―神宮に関す
る未公開・未刊行史料の調査や蒐集をして、『神宮
御師資料』などの編纂。

 ● 第３部門明治史料（香川家文書の整理編纂）―明治
期に皇后宮大夫などとして宮中で重きをなした香
川敬三関係史料の調査や整理編纂。

 ● 第４部門考古資料（鈴木敏雄氏遺稿旧蔵資料の整理
編纂）―三重県下の考古学発展に大きく貢献した
鈴木敏雄氏の遺稿旧蔵資料（約３万点）の整理編纂。

（２）研究・編纂成果の発表及び刊行
 ● 研究成果―『皇學館大学研究開発推進センター紀要』
等で発表

 ● 編纂図書―『續日本紀史料』全20巻、『神宮御師資料』
第１～11輯、『香川敬三履歴史料』、『鈴木敏雄氏遺
稿旧蔵資料目録』正・続編、『公卿補任年紀編年索
引―自文武天皇元年至延暦十年―』、『東大寺要録
編年索引』、『創立十周年記念皇學館大學史料編纂
所論集』、『神宮皇學館及び神宮皇學館大學発行雑
誌類所収の学術論文目録』、『増補桃垣葉―敷田年
治書簡及び関係文書―』、『福富家文書―野津本「北
条系図・大友系図」ほか』ほか。

（３）公開講座（９月開催、学内外の方々を対象）・古
文書講座（年２回）・史料展（所蔵・寄託資料の展観）
の開催。

（４）内外の研究機関との交流及び研究生の受け入れ

〔神道資料叢刊〕一『神祇譜傳圖記』（昭和63年）、
二『太神宮参詣記』 （平成２年）、三『住吉大神宮祝
詞』 （平成３年）、 四『足代弘訓未公刊史料集』（平
成５年）、五『御巫清直未公刊資料集―神宮神事考
證拾遺―』（平成８年）、六『吉川神道関係史料 津
軽藩斎藤家文書』（平成９年）、七『佐々木弘綱年
譜―幕末・維新期歌学派国学者の日記―（上）』（平
成10年）・『佐々木弘綱年譜―幕末・維新期歌学派
国学者の日記―（中）』（平成19年）・『佐々木弘綱
年譜―幕末・維新期歌学派国学者の日記―（下）』（平
成22年)、八『新校 本朝月令』（平成14年）、九『鈴
木重胤紀行文集（一）』（平成15年）、『鈴木重胤紀
行文集（二）』（平成18年）、『鈴木重胤紀行文集（三）』
（平成21年）、『鈴木重胤紀行文集（四）』（平成30年）、
十『日本書紀私見聞』（平成16年）、十一『神三郡
神社参詣記』（平成17年）、十二『薗田守宣未公刊
資料集』（平成23年）、十三『垂加神道未公刊資料
集（一）』（平成24年）・『垂加神道未公刊資料集（二）』
（平成28年）、十四『小津久足紀行集（一）』（平成
25年）・『小津久足紀行集（二）』（平成27年）、『小
津久足紀行集（三）』（平成29年）・『小津久足紀行
集（四）』（平成31年）、十五『谷秦山・垣守資料集』
（平成25年）、十六『松田雪柯在郷日記』（令和２年）、
十七『櫟陰記　上』（令和３年）・『櫟陰記　中』（令
和５年）・『櫟陰記　下』（令和７年）、十八『橘家
神道未公刊資料集一』（令和４年）、十九『吉田神
道未公刊資料集　一』（令和６年）、二十『神祇官
人家伝御注進控』（令和８年）

〔その他の刊行物〕『皇學館大学研究開発推進センター
神道研究所所報』（昭和50年に創刊し、第86号で
終刊）・『皇學館大学研究開発推進センター神道研
究所紀要』（昭和60年に創刊し、第30輯で終刊）

（３）講演会・シンポジウムなどの開催
　公開学術講演会や公開学術シンポジウムなども開催
しています。

（４）内外の研究機関および研究者との交流、資料の収集
（５）神道思想の普及、啓発
利用案内
（１）場所：佐川記念神道博物館内
（２）図書・資料の閲覧：事務室にお申し出ください。

ただし、史・資料の閲覧は事前申請が必要です。
 ● 閲覧時間　平日 9時30分～12時30分

13時30分～16時50分
土曜 9時30分～12時30分

（３）図書・資料については、神道関係の図書・雑誌・
資料を中心として、その他関連諸学の領域にも及び
ます。また、大神宮故事類纂・社寺取調類纂・神社
新報・中外日報・三重史談会会報等のマイクロフィ
ルムを有しています。また特色あるものとして、岡
田米夫氏寄贈図書資料（神宮・神社・神道思想関係）、
柳家寄贈図書（神宮・神道関係）、原田敏明先生旧蔵
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利用案内
（１）場所：３号館４階
（２）図書・資料の閲覧：特に申し出があった場合に許

可します。
 ● 閲覧時間　平日 9時30分～12時30分

13時30分～16時30分
土曜 9時30分～12時30分

（３）図書・資料については国史学関係の図書・資料・
調査報告書・学術雑誌を中心に、約２万３千冊、こ
の他、六国史や律令格式の古写本の写真版及びマイ
クロフィルム、旧外宮御師福島御塩焼大夫文書、福
富家文書（豊臣秀吉朱印状ほか中世～近代文書）、北
岡四良氏旧蔵文書（志摩国関係近世文書）、石村吉甫
氏旧蔵資料（神祇関係典籍類）、鈴木敏雄氏遺稿旧蔵
資料、佐野大和氏旧蔵図書（考古学関係図書）を所
蔵しています。寄託借用のものに、敷田家文書があ
ります。

● 佐川記念 神道博物館
沿　　革
大学附属の博物館として平成元年４月１日に発足しま

した。
その後、開館のための準備をへて、同４年10月26日開

館し、11月１日より一般に無料で公開されています。
目　　的
当博物館は、建学の精神にのっとり、日本文化の核と

しての神道を基盤とした歴史・伝統・文化を正しく理解し、
その発展と継承に資することと同時に、博物館学芸員課程
の基礎実習等の資格取得を目指す学生の実践的教育の場
としても利用されることを目的としています。

事　　業
上記目的を達成するため、下記の事業を行っています。
（１）資料の収集及び保管

特殊神饌模型、神道関係資料、郷土資料、我が国
の美術・考古・歴史・民俗等に関する資料等の収集
及び保管をしています。

（２）資料の調査並びに研究
所蔵資料の調査及び周辺諸分野の研究を推進し

ています。

（３）展示
所蔵資料を、特殊神饌・神道と神社・神社の祭祀

（まつり）・郷土（濱地文平蒐集考古資料・伊勢千束
屋歌舞伎資料）等、分野に従い展示しています。

（４）本学学芸員課程に関わる必要課目の提供
本学博物館学芸員課程学生のための実習教育の場

として、３年次生は主に基礎実習を、４年次生には
基礎実習を応用した各種実習の場としても利用され
ています。

（５）啓発・普及
一般の人々や研究者、他の博物館・研究施設等と

の交流、神道についての啓発、所蔵資料と関係諸科
学の普及のため印刷物の刊行を行っています。また、
教養講座（年４回開催）・夏休み親子教室（夏休み期
間中２回）等（いずれの講座も参加費無料）も開講
しています。

利用案内
（１）開館時間

平　日　９時30分～16時30分
ただし、入館は16時まで
土曜日　９時30分～12時30分
ただし、入館は12時まで

（２）休館日
日曜日、国民の祝日（授業実施日は開館）、年末年始、

創立記念日（４月30日）、大学休業日、当館が特に必
要と認めた日（臨時休館日）

（３）見学の方法
● 自由に見学してください。この時、携帯の荷物は貴
重品以外ロッカーに入れてください。（原則として
展示室には荷物を持ち込まないでください。）

● 資料の特別観覧及び図書の閲覧等は、所定の申込手
続きが必要です。希望の学生は、博物館事務室に
申し出てください。
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皇學館大学編『神宮の式年遷宮』
皇學館大学神道博物館篇『続日本の神々』
『続々日本の神々』
田中　卓著『歴史と伝統』
谷　省吾著『神を祭る』
谷　省吾著『神職の立場』
阪本健一著『天皇と明治維新』
皇學館大学神道研究所編『続大嘗祭の研究』
葦津珍彦著『明治維新と東洋の解放』
北岡四良著『復刻近世国学者の研究』
荊木美行著『古代史研究と古典籍』
牟禮　仁著『大嘗・遷宮と聖なるもの』
櫻井勝之進著『伊勢の式年遷宮理由－その由来と理由－』
櫻井勝之進著『伊勢の式年遷宮理由一諸祭･行事－』
笠原正嗣著『日本の企業組織と福祉サービス』
神宮皇學館神道學會編『神路』
宮川泰夫著「文化の深化と地域の革新」
深草正博著『「文化と環境」の教育論』
深川英俊著『就活対策　数学基礎演習』
谷　省吾著『教育と教師』
白山芳太郎著『神道学原論』
岩崎正彌著『日本礼法論　序説』
関根　薫･藤井恭子編著『社会調査の基礎と実践』
岩崎正彌著『文化政策論　序説』
遠藤　司訳『ナチュラル・ライトと歴史』
小孫康平著『教育方法学ー学習課題で学ぶー』
日英比較文化研究会編　池田久代訳『東海道ロード』
大平和典著『皇學館史話』
山本智子著『肢体不自由教育の変遷ー昭和・平成の対象観ー』
加茂正典著『江戸時代の神宮と朝廷』
堀至徳資料研究会編 代表 池田久代『堀至徳関係文書』
岡野友彦著『中世伊勢神宮の信仰と社会』
豊住　誠著
『「これ英語で何と言うの？」身の回りのモノ・コト英語小辞典』
西宮一民編『古事記　修訂版（復刻版）』
佐野真人著『皇位継承の儀礼』
駒田聡子著『素材から作るレシピ集』
藤井恭子・瓜田理子編著
『皇學館大学現代日本社会学部専門ゼミテキスト』
芳賀康朗・栗野理恵子・髙沢佳司・中山真共著
『学びはじめ心理学』
髙沢佳司著『臨床心理学覚書』
佐藤武尊共著
『イラストでわかりやすい！審判ジェスチャーからみる柔道ルールブック』

学生の方は窓口にて1割引で販売します。

本学では昭和42年12月以来、出版部を設けて、学術図
書・啓蒙図書・教科書・参考書の刊行を行っています。
いずれの刊行物も学界などにおいて大きな注目を受け

て今日に至っていますが、各界の注目と期待の最大の理由
は、学術書・啓蒙書の別なく、建学の精神を根底にしてい
るからです。
その特色は、学界最新の研究成果をできるだけ公平に

とりいれ、透徹した史観で記述されていること。着実綿密
な文献考証の上に組み立てられていること。伝統を精密に
掘り下げつつ、現代的な広い視野と清新な方法で叙述され
ていること。祖国の精神再興のため、心血をそそいで執筆
されていること等です。
今日までに刊行されたものは、学術書、論文集、資料集、

索引、目録等、多岐に渡っており、毎年開催している月例
文化講座等の講演を元にした講演叢書は200輯余り刊行
しています。
● 『式内社調査報告』全25巻（文部省出版助成図書）

式内社研究会（名誉会長瀧川政次郎・会長田中卓）編
纂による『式内社調査報告』は、2,800社に及ぶ全国に
鎮座する式内社の所在・祭神・由緒・論社・現状等につ
いて多数の学者を動員して、総合的に調査研究した一大
集成で、『特選神名牒』を遥かに凌ぐ内容で、神社界は
もとより、広く読書人にも、高い評価を得ています。
● 『續日本紀史料』全20巻

（本学創立130周年・再興50周年記念事業）
日本史学の上に『大日本史料』のもつ重要な意義と役

割を、続日本紀所収年時代においても果たすことをめざ
しています。
続日本紀を基本史料として、その所収年代に当たる文

武天皇元年から桓武天皇延歴十年まで九代九十五年間
の関係諸史料を集成し、編年的に整理編纂しました。
● 出版図書（抄）
大学公式ホームページにて、出版部刊行書籍・講演叢

書を掲載しております。ご希望の書籍がありましたら、記
念講堂大学本部内出版部で販売しておりますのでお問い
合わせ下さい。
皇學館大学史料編纂所編
『神宮御師資料１～11』
平泉　澄著『悲劇縦走』
『少年日本史』
田中　卓著『皇国史観の対決』
神宮祠官勤皇顕彰会
『建武の中興と神宮祠官の勤皇』
荒川久壽男著『新井白石の学問思想の研究』

皇學館大学出版部
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目的及び事業
教育開発センターは、本学の教育活動を充実、発展さ

せるため、全学の教育システムを企画・開発するとともに、
教育活動とその継続的な改善努力を支援することを活動
の目的としています。

組織
教育開発センターは、上記の目的を達成するため、以

下の１.～４.の組織を置いています。

１．教育企画室
教育企画室は、皇學館大学が実施する教育活動を充実、

発展させるため、全学の教育システムの企画・開発を行う
ことを目的としています。
教育企画室では、次の業務を行っています。
（１）本学の教育力を向上させるための教育システムの

企画・開発
（２）全学部共通科目の企画・開発及びその運営
（３）分野・学部等横断カリキュラムの企画・開発
（４）副専攻の企画・開発
（５）学修成果の可視化の研究・開発
（６）インスティテューショナル・リサーチ（以下「Ｉ

Ｒ」という。）室との協働による教学ＩＲに関す
る調査・分析

２．学習支援室
学習支援室は、皇學館大学が実施する教育活動におけ

る学習実態のアセスメントに基づく主体的な学習、教育実
践のマネジメントに関する支援及び学習環境の整備を行
うことを目的としています。
学習支援室では、次の業務を行っています。
（１）学習相談
（２）シラバスの運用に関すること
（３）大学ＩＲコンソーシアム調査、授業評価アンケー

ト等の実施
（４）プレースメントテストに関すること
（５）ＩＣＴを活用した教育に関すること
（６）学修の記録、ポートフォリオ等を活用した教育シ

ステムの運用
（７）日本語表現・日本語教育に関すること

３．地域課題学修支援室
地域課題学修支援室は、皇學館大学が実施する地（知）

の拠点に係る事業において、「伊勢志摩定住自立圏共生学」
教育プログラムを通じて、持続可能で活力ある地域の形成

教育開発センター
に資する人材の育成に取り組むとともに、自治体等と連携
して多様な人材交流を促進する場（コミュニティ・ラーニ
ング・ラボ）を形成し、対話やワークショップを通して行
う、地域の課題解決に向けた学修に関する支援を行うこと
を目的としています。
地域課題学修支援室では、次の業務を行っています。
（１）「伊勢志摩定住自立圏共生学」教育プログラムの

実施に関すること
（２）コミュニティ・ラーニング・ラボに関すること
（３）地域課題学修に関する教育のマネジメント及び学

修者への支援に関すること
（４）「伊勢志摩定住自立圏共生学」教育プログラムホー

ムページ及び学修プラットフォームのコンテンツ
作成及び管理・運営に関すること

（５）「伊勢志摩定住自立圏共生学」運営会議に関する
こと

（６）その他地域課題学修支援室の目的を達成するため
に必要な業務

地域課題学修支援室の利用については、P.44参照。

４．ファカルティ・ディベロップメント・スタッフ・ディ
べロップメント室（以下「ＦＤ・ＳＤ室」という。）

ＦＤ・ＳＤ室は、皇學館大学が実施する教育活動を充実、
発展させるため、ＦＤ及びＳＤに関する方策の企画・検討
により、各学部、部局等における組織的な取組を支援する
ことを目的としています。
ＦＤ・ＳＤ室では、次の業務を行っています。
（１）教育内容・方法を改善するための企画と、教職員

の研修支援
（２）教育活動の成果（ティーチング・ポートフォリオ等）

とその評価体制の管理・運営

ＣＬＬ（Community Learning Labo）活動

教育開発センターでは地域課題学修支援室を中心に、
本学学生が地域課題について学ぶ教育プログラムであ
るCLL活動を支援しています。CLL活動は各自設定し
た伊勢志摩圏域（３市５町）をはじめとする三重県内を
フィールドとし、地域の課題に取り組むものです。
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第１章　総　則
　（目　的）
第１条　皇學館大学（以下「本学」という｡）は、わが国
民族の歴史と伝統とに基づく文化を究明し、洋の東西に
通ずる道義の確立を図り、祖国愛の精神を教育培養する
とともに、社会有為の人材を育成することを使命とす
る。

　（自己点検及び評価）
第２条　本学は、教育研究の水準の向上を図り、前条の目
的を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら
点検及び評価を行う。

２　前項の点検項目及び実施体制については、皇學館大学
自己点検・評価規程及び皇學館大学質保証・質向上委員
会規程に定める。

　（学部及び学科等）
第３条　本学に、文学部、教育学部及び現代日本社会学部
を置く。

２　文学部に、神道学科・国文学科・国史学科・コミュニ
ケーション学科の４学科を置く。

３　教育学部に教育学科を置く。
４　現代日本社会学部に現代日本社会学科を置く。
　（教育研究上の目的）
第３条の２　各学部各学科の教育研究上の目的は、次のと
おりとする。

学　　部 教 育 研 究 上 の 目 的

文

　
　
　学

　
　
　部

本学部は、日本文化を精確に究明し、これを継承・発展させ
るとともに広く世界に発信し、同時に、将来を展望する見識
と生涯にわたって学び続ける姿勢を有し、現代社会の諸課題
にも積極的に対処しようとする自立した人材を育成する。

学科 教 育 研 究 上 の 目 的

神
道
学
科

日本人が守り伝えた民族固有の信仰であり日本文化の
根源である神道を、祭祀学・古典研究・神道史学・神
道思想・宗教学などの分野を通して教育・研究すると
ともに、将来、現代社会の諸課題に真摯に対応できる
神職をはじめ、各界において指導的な役割を果たす人
材を育成する。

国
文
学
科

日本文化の中核を成す国語と国文学を教育・研究する
ことにより、豊かな感受性、柔軟な思考力、的確な表
現力を身につけ、日本文化の担い手としての自覚を有
しつつ、現代社会の諸課題にも積極的に対処し得る自
立した人材を育成する。

国
史
学
科

日本の歴史と伝統に根ざした祖国愛の精神を基軸と
し、史料主義・原典主義にたち、バランスのとれた中
正な歴史認識を確立することによって、多様な現代社
会を、日本人として冷静に読み解き、将来を展望する
見識ある人材を育成する。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

　シ
ョ
ン
学
科

「英語｣、「心理学｣、「情報学」の３分野の教育・研
究を通じて、日本の文化や社会を広く発信し、英語教
育や国際的なビジネス、こころと行動のメカニズムの
解明、情報社会に貢献できる人材を育成する。

教
育
学
部

教
育
学
科

日本の伝統と文化に根ざした豊かな人間性を備え、教
育諸科学に係る専門的知識や技能を活用して、現代の
教育課題の解決に向けて実践的に即応する能力を有す
る人材を育成する。

皇學館大学学則
現
代
日
本

　社
会
学
部

現
代
日
本

　社
会
学
科

「経営革新」「地域創生」「福祉展開」という３コー
スの教育を通じて、現代日本の各領域においてリー
ダーとして貢献できる人材を養成する。その人材像を
具体的に言えば、諸課題に対して、確固とした倫理観
に基づいて、主体的に、現代日本の特徴を理解し、洞
察力、コミュニケーション力、実践力、応用力を駆使
して、創造的に対処できる幅広い職業人である。

　（収容定員等）
第４条　本学の学生定員は、次のとおりとする。

学　　　部 学　　　科 入学定員 収容定員

文 学 部

神 道 学 科 60人 240人

国 文 学 科 80人 320人

国 史 学 科 80人 320人

コミュニケーション学科 80人 320人

教 育 学 部 教 育 学 科 200人 800人

現 代 日 本
社 会 学 部 現代日本社会学科 120人 480人

　（修業年限）
第５条　本学の修業年限は、４年とする。
　（在学期間）
第６条　在学期間は、８年以内とする。
２　編入学及び転入学により入学した学生の在学年数
は、前項の定めにかかわらず、所定の修業年限の２倍
を超えることができない。

　（委託生、研究生及び科目等履修生）
第７条　本学に、委託生、研究生及び科目等履修生の制
度を置く。

　（大学院）
第８条　本学に、大学院を置く。
２　大学院については、皇學館大学大学院学則に定める。
　（専攻科）
第９条　本学に、専攻科を置く。
２　専攻科については、皇學館大学専攻科規程に定める。

第２章　学年、学期、授業日数及び休業日
　（学　年）
第10条　学年は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日
に終る。

　（学　期）
第11条　学年は、春学期・秋学期に分ける。
　　　　春学期　４月１日から９月30日まで
　　　　秋学期　10月１日から翌年３月31日まで
２　学長は、前項に定める期間にかかわらず、授業日数
確保のため春学期終了日及び秋学期開始日を全学教授
会の議を経て変更することができる。

　（１年間の授業期間）
第12条　１年間の授業期間は、定期試験等の期間を含
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　（神職課程）
第17条　文学部神道学科、国文学科及び国史学科の学生

であって、神職の資格を得ようとする者は、神職に関
する科目の所定の単位を修得しなければならない。

　（司書等の課程）
第18条　図書館司書の資格を得ようとする者は、図書館

司書に関する科目の所定の単位を修得しなければならな
い。

２　学校図書館司書教諭の資格を得ようとする者は、学
校図書館司書教諭に関する科目の所定の単位を修得し
なければならない。

　（博物館学芸員課程）
第19条　博物館学芸員の資格を得ようとする者は、博物

館学芸員に関する科目の所定の単位を修得しなければ
ならない。

　（保育士資格）
第20条　教育学部の学生であって、保育士の資格を得よ

うとする者は、所定の授業科目の単位を修得しなけれ
ばならない。

　（社会福祉士の受験資格）
第20条の２　現代日本社会学部の学生であって、社会福

祉士国家試験の受験資格を得ようとする者は、所定の
授業科目の単位を修得しなければならない。

　（精神保健福祉士の受験資格）
第20条の３　現代日本社会学部の学生であって、精神保

健福祉士国家試験の受験資格を得ようとする者は、所
定の授業科目の単位を修得しなければならない。

　（社会調査士資格）
第20条の４　現代日本社会学部の学生であって、社会調

査士の資格を得ようとする者は、所定の授業科目の単
位を修得しなければならない。

　（スポーツ指導者資格）
第20条の５　教育学部の学生であって、スポーツ指導者

の資格を得ようとする者は、所定の授業科目の単位を
修得しなければならない。

第20条の６　（削　除）
　（認定心理士資格）
第20条の７　文学部コミュニケーション学科の学生であっ

て、認定心理士の資格を得ようとする者は、所定の授業
科目の単位を修得しなければならない。

　（公認心理師の受験資格）
第20条の８　文学部コミュニケーション学科の学生であっ

て、公認心理師国家試験の受験資格を得ようとする者
は、所定の授業科目の単位を修得しなければならない。

第４章　履修方法及び課程の修了
　（卒業に必要な単位数）
第21条　文学部においては、共通科目20単位以上及び所属

学科の専門科目62単位以上、合計124単位以上修得しな
ければならない。なお、この場合の共通科目及び各学科
の専門科目の授業科目並びにその単位数は、別表のとお

め、35週にわたることを原則とする。
　（休業日）
第13条　休業日は、次のとおりとする。

日　曜　日
国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）
に規定する休日
神　嘗　祭　10月17日
創立記念日　４月30日
春 季 休 業　３月27日から４月５日まで
夏 季 休 業　８月１日から９月30日まで
冬 季 休 業　12月26日から１月７日まで

２　必要がある場合は、学長は、前項の休業日を臨時に変
更し、又は臨時の休業日を定めることができる。

第３章　授業科目及び単位数
　（授業科目）
第14条　文学部の授業科目は、共通科目、専門科目、教職

に関する独自科目、神職に関する科目、図書館司書に関
する科目、学校図書館司書教諭に関する科目及び博物館
学芸員に関する科目に分ける。

２　教育学部の授業科目は、共通科目、専門科目、教職に
関する独自科目及び学校図書館司書教諭に関する科目に
分ける。

３　現代日本社会学部の授業科目は、共通科目及び専門科
目に分ける。

４　授業科目及びその単位数は、別表のとおりとする。
第14条の２　授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実

技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものと
する。

２　前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、
多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室
等以外の場所で履修させることができる。

３　第１項の授業は、外国において履修させることができ
る。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用し
て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合
についても、同様とする。

４　第２項及び第３項の授業方法により修得した単位は、
合わせて60単位を超えない範囲で卒業に必要な単位に算
入することができる。

　（単位数計算）
第15条　各授業科目の単位数は、次の基準によって定める。

⑴　講義については、15時間の授業をもって１単位とする。
⑵　演習については、15時間又は30時間の授業をもって

１単位とする。
⑶　外国語科目については、30時間の授業をもって１単

位とする。
⑷　実験、実習及び実技については、30時間又は45時間

の授業をもって１単位とする。
２　前項の規定にかかわらず、卒業論文等の授業科目の単

位数については、別に定める。
　（教育職員免許状）
第16条　教育職員免許状を取得しようとする者は、教職に

関する独自科目及び必要な授業科目の所定の単位を修得
しなければならない。

２　前項の免許状の種類については、別に定める。

諸
規
程

諸
規
程
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第１章　総　則
　（目　的）
第１条　皇學館大学（以下「本学」という｡）は、わが国
民族の歴史と伝統とに基づく文化を究明し、洋の東西に
通ずる道義の確立を図り、祖国愛の精神を教育培養する
とともに、社会有為の人材を育成することを使命とす
る。

　（自己点検及び評価）
第２条　本学は、教育研究の水準の向上を図り、前条の目
的を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら
点検及び評価を行う。

２　前項の点検項目及び実施体制については、皇學館大学
自己点検・評価規程及び皇學館大学質保証・質向上委員
会規程に定める。

　（学部及び学科等）
第３条　本学に、文学部、教育学部及び現代日本社会学部
を置く。

２　文学部に、神道学科・国文学科・国史学科・コミュニ
ケーション学科の４学科を置く。

３　教育学部に教育学科を置く。
４　現代日本社会学部に現代日本社会学科を置く。
　（教育研究上の目的）
第３条の２　各学部各学科の教育研究上の目的は、次のと
おりとする。

学　　部 教 育 研 究 上 の 目 的

文

　
　
　学

　
　
　部

本学部は、日本文化を精確に究明し、これを継承・発展させ
るとともに広く世界に発信し、同時に、将来を展望する見識
と生涯にわたって学び続ける姿勢を有し、現代社会の諸課題
にも積極的に対処しようとする自立した人材を育成する。

学科 教 育 研 究 上 の 目 的

神
道
学
科

日本人が守り伝えた民族固有の信仰であり日本文化の
根源である神道を、祭祀学・古典研究・神道史学・神
道思想・宗教学などの分野を通して教育・研究すると
ともに、将来、現代社会の諸課題に真摯に対応できる
神職をはじめ、各界において指導的な役割を果たす人
材を育成する。

国
文
学
科

日本文化の中核を成す国語と国文学を教育・研究する
ことにより、豊かな感受性、柔軟な思考力、的確な表
現力を身につけ、日本文化の担い手としての自覚を有
しつつ、現代社会の諸課題にも積極的に対処し得る自
立した人材を育成する。

国
史
学
科

日本の歴史と伝統に根ざした祖国愛の精神を基軸と
し、史料主義・原典主義にたち、バランスのとれた中
正な歴史認識を確立することによって、多様な現代社
会を、日本人として冷静に読み解き、将来を展望する
見識ある人材を育成する。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

　シ
ョ
ン
学
科

「英語｣、「心理学｣、「情報学」の３分野の教育・研
究を通じて、日本の文化や社会を広く発信し、英語教
育や国際的なビジネス、こころと行動のメカニズムの
解明、情報社会に貢献できる人材を育成する。

教
育
学
部

教
育
学
科

日本の伝統と文化に根ざした豊かな人間性を備え、教
育諸科学に係る専門的知識や技能を活用して、現代の
教育課題の解決に向けて実践的に即応する能力を有す
る人材を育成する。

皇學館大学学則
現
代
日
本

　社
会
学
部

現
代
日
本

　社
会
学
科

「経営革新」「地域創生」「福祉展開」という３コー
スの教育を通じて、現代日本の各領域においてリー
ダーとして貢献できる人材を養成する。その人材像を
具体的に言えば、諸課題に対して、確固とした倫理観
に基づいて、主体的に、現代日本の特徴を理解し、洞
察力、コミュニケーション力、実践力、応用力を駆使
して、創造的に対処できる幅広い職業人である。

　（収容定員等）
第４条　本学の学生定員は、次のとおりとする。

学　　　部 学　　　科 入学定員 収容定員

文 学 部

神 道 学 科 60人 240人

国 文 学 科 80人 320人

国 史 学 科 80人 320人

コミュニケーション学科 80人 320人

教 育 学 部 教 育 学 科 200人 800人

現 代 日 本
社 会 学 部 現代日本社会学科 120人 480人

　（修業年限）
第５条　本学の修業年限は、４年とする。
　（在学期間）
第６条　在学期間は、８年以内とする。
２　編入学及び転入学により入学した学生の在学年数
は、前項の定めにかかわらず、所定の修業年限の２倍
を超えることができない。

　（委託生、研究生及び科目等履修生）
第７条　本学に、委託生、研究生及び科目等履修生の制
度を置く。

　（大学院）
第８条　本学に、大学院を置く。
２　大学院については、皇學館大学大学院学則に定める。
　（専攻科）
第９条　本学に、専攻科を置く。
２　専攻科については、皇學館大学専攻科規程に定める。

第２章　学年、学期、授業日数及び休業日
　（学　年）
第10条　学年は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日
に終る。

　（学　期）
第11条　学年は、春学期・秋学期に分ける。
　　　　春学期　４月１日から９月30日まで
　　　　秋学期　10月１日から翌年３月31日まで
２　学長は、前項に定める期間にかかわらず、授業日数
確保のため春学期終了日及び秋学期開始日を全学教授
会の議を経て変更することができる。

　（１年間の授業期間）
第12条　１年間の授業期間は、定期試験等の期間を含
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　（神職課程）
第17条　文学部神道学科、国文学科及び国史学科の学生

であって、神職の資格を得ようとする者は、神職に関
する科目の所定の単位を修得しなければならない。

　（司書等の課程）
第18条　図書館司書の資格を得ようとする者は、図書館

司書に関する科目の所定の単位を修得しなければならな
い。

２　学校図書館司書教諭の資格を得ようとする者は、学
校図書館司書教諭に関する科目の所定の単位を修得し
なければならない。

　（博物館学芸員課程）
第19条　博物館学芸員の資格を得ようとする者は、博物

館学芸員に関する科目の所定の単位を修得しなければ
ならない。

　（保育士資格）
第20条　教育学部の学生であって、保育士の資格を得よ

うとする者は、所定の授業科目の単位を修得しなけれ
ばならない。

　（社会福祉士の受験資格）
第20条の２　現代日本社会学部の学生であって、社会福

祉士国家試験の受験資格を得ようとする者は、所定の
授業科目の単位を修得しなければならない。

　（精神保健福祉士の受験資格）
第20条の３　現代日本社会学部の学生であって、精神保

健福祉士国家試験の受験資格を得ようとする者は、所
定の授業科目の単位を修得しなければならない。

　（社会調査士資格）
第20条の４　現代日本社会学部の学生であって、社会調

査士の資格を得ようとする者は、所定の授業科目の単
位を修得しなければならない。

　（スポーツ指導者資格）
第20条の５　教育学部の学生であって、スポーツ指導者

の資格を得ようとする者は、所定の授業科目の単位を
修得しなければならない。

第20条の６　（削　除）
　（認定心理士資格）
第20条の７　文学部コミュニケーション学科の学生であっ

て、認定心理士の資格を得ようとする者は、所定の授業
科目の単位を修得しなければならない。

　（公認心理師の受験資格）
第20条の８　文学部コミュニケーション学科の学生であっ

て、公認心理師国家試験の受験資格を得ようとする者
は、所定の授業科目の単位を修得しなければならない。

第４章　履修方法及び課程の修了
　（卒業に必要な単位数）
第21条　文学部においては、共通科目20単位以上及び所属

学科の専門科目62単位以上、合計124単位以上修得しな
ければならない。なお、この場合の共通科目及び各学科
の専門科目の授業科目並びにその単位数は、別表のとお

め、35週にわたることを原則とする。
　（休業日）
第13条　休業日は、次のとおりとする。

日　曜　日
国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）
に規定する休日
神　嘗　祭　10月17日
創立記念日　４月30日
春 季 休 業　３月27日から４月５日まで
夏 季 休 業　８月１日から９月30日まで
冬 季 休 業　12月26日から１月７日まで

２　必要がある場合は、学長は、前項の休業日を臨時に変
更し、又は臨時の休業日を定めることができる。

第３章　授業科目及び単位数
　（授業科目）
第14条　文学部の授業科目は、共通科目、専門科目、教職

に関する独自科目、神職に関する科目、図書館司書に関
する科目、学校図書館司書教諭に関する科目及び博物館
学芸員に関する科目に分ける。

２　教育学部の授業科目は、共通科目、専門科目、教職に
関する独自科目及び学校図書館司書教諭に関する科目に
分ける。

３　現代日本社会学部の授業科目は、共通科目及び専門科
目に分ける。

４　授業科目及びその単位数は、別表のとおりとする。
第14条の２　授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実

技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものと
する。

２　前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、
多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室
等以外の場所で履修させることができる。

３　第１項の授業は、外国において履修させることができ
る。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用し
て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合
についても、同様とする。

４　第２項及び第３項の授業方法により修得した単位は、
合わせて60単位を超えない範囲で卒業に必要な単位に算
入することができる。

　（単位数計算）
第15条　各授業科目の単位数は、次の基準によって定める。

⑴　講義については、15時間の授業をもって１単位とする。
⑵　演習については、15時間又は30時間の授業をもって

１単位とする。
⑶　外国語科目については、30時間の授業をもって１単

位とする。
⑷　実験、実習及び実技については、30時間又は45時間

の授業をもって１単位とする。
２　前項の規定にかかわらず、卒業論文等の授業科目の単

位数については、別に定める。
　（教育職員免許状）
第16条　教育職員免許状を取得しようとする者は、教職に

関する独自科目及び必要な授業科目の所定の単位を修得
しなければならない。

２　前項の免許状の種類については、別に定める。
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に行った前条第１項に規定する学修を、本学における
授業科目の履修とみなし、当該学部の定めるところに
より単位を与えることができる。

３　前２項により修得したとみなし、又は与えることの
できる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き本学
において修得した単位以外のものについては、合わせ
て60単位を超えないものとする。

第25条　本学以外で修得した授業科目及び単位の取り扱
いに関する必要な事項は、別に定める。

　（他の学部の授業科目の履修）
第26条　学生は、他の学部の授業科目を履修することが
できる。

　（履修届）
第27条　授業科目の履修については、学期始めに届け出
て、承認を受けなければならない。

　（出席時間数）
第28条　各授業科目について、出席すべき時間数の３分
の１以上欠席した者は、その授業科目を履修したもの
とは認めない。

第５章　試験、卒業及び学位
　（試　験）
第29条　春学期又は秋学期において履修した授業科目に
ついて、試験、論文及び研究報告等をもって、評価を
行う。

２　正当な理由により本試験を受験できなかった者に
は、全学教授会の議を経て追試験を行うことがある。

　（評　価）
第30条　前条第１項の評価は、秀、優、良、可及び不可
の５等とする。

２　履修した授業科目について、秀、優、良又は可の評
価を得た者には、所定の単位を与える。

　（卒業及び学位の授与）
第31条　本学に４年以上在学し、学部の定める卒業の資
格を得た者に対し、学部長は、全学教授会の議を経て
学部所定の課程を修めたことを認定する。ただし、他
の大学に在学した年数を通算する。

２　学長は、前項の認定を得た者に、全学教授会の議を
経て卒業を認め、学士の学位を授与する。

３　学位については、皇學館大学学位規程に定める。

第６章　入学、編入学、転入学、休学、復学、
　　　　退学及び除籍

　（入学時期）
第32条　入学時期は、毎学年の始めとする。ただし、外
国人留学生、帰国生徒その他学部教授会が認めた者を
秋学期から入学させることができる。

　（入学資格）
第33条　本学に入学することができる者は、次の各号の

りとする。おって、他学科及び他学部の専門科目の履修
により修得した単位は、42単位を超えない範囲で所属学
科の専門科目の単位に充てることができる。

２　教育学部においては、共通科目20単位以上及び所属学
科の専門科目80単位以上、合計124単位以上修得しなけ
ればならない。なお、この場合の共通科目及び専門科目
並びにその単位数は、別表のとおりとする。おって、他
学部の専門科目の履修により修得した単位は、24単位を
超えない範囲で所属学科の専門科目の単位に充てること
ができる。

３　現代日本社会学部においては、共通科目20単位以上及
び所属学科の専門科目70単位以上、合計124単位以上修
得しなければならない。なお、この場合の共通科目及び
専門科目の授業科目並びにその単位数は、別表のとおり
とする。おって、他学部の専門科目の履修により修得し
た単位は、34単位を超えない範囲で所属学科の専門科目
の単位に充てることができる。

４　履修方法については、別に定める。
５　学術交流協定に基づき受け入れる外国人留学生におけ
る卒業に必要な単位数等については、別に定める。

　（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）
第22条　教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は
短期大学において履修した授業科目について、修得した
単位を、60単位を超えない範囲で、本学における授業科
目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　前項の規定に基づき、他の大学又は短期大学で授業科
目の履修を希望する者は、全学教授会の議を経なければ
ならない。

３　前２項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留
学する場合に準用する。

　（大学以外の教育施設等における学修）
第23条　教育上有益と認めるときは、学生が短期大学又は
高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣
が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみ
なし、所属学部の定めるところにより単位を与えること
ができる。

２　大学以外の教育施設等で前項の規定に基づき、授業科
目の履修を希望する者は、全学教授会の議を経なければ
ならない。

３　第１項の規定により与えることができる単位数は、前
条第１項により本学において修得したとみなす単位数と
合わせて60単位を超えないものとする。

　（入学前の既修得単位等の認定）
第24条　教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に
大学又は短期大学において履修した授業科目について修
得した単位（科目等履修により修得した単位を含む｡）
を、本学における授業科目の履修により修得したものと
みなすことができる。

２　教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前
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り、試験を行い除籍当時の同学科同年次（学年の最終
日付での除籍者が進級要件を満たしている場合は、進
級後の年次）に復籍を許可することがある。

３　再入学・復籍に関する必要な事項は、別に定める。
　（編入学）
第39条　編入学を希望する者には、全学教授会が各学部
学科毎に定員に余裕があると認める範囲において、試
験を行い編入学を許可する。

２　本学に２年次で編入学をすることができる者は、次
の各号の一に該当するものとする。
⑴　短期大学又は高等専門学校を卒業した者
⑵　専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定め
る基準を満たす課程を修了した者

⑶　短期大学に１年以上在学して、30単位以上修得した
者

⑷　外国において学校教育における13年以上の課程を
修了した者

⑸　高等学校の専攻科の課程（修業年限が２年以上で
あることその他の文部科学大臣の定める基準を満た
すものに限る｡）を修了した者

３　本学に３年次で編入学をすることができる者は、次
の各号の一に該当するものとする。
⑴　短期大学又は高等専門学校を卒業した者
⑵　専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定め
る基準を満たす課程を修了した者

⑶　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）
附則第７条の規定により、大学の第３年次に編入学
できる者

⑷　外国において学校教育における14年以上の課程を
修了した者

⑸　高等学校の専攻科の課程（修業年限が２年以上で
あることその他の文部科学大臣の定める基準を満た
すものに限る｡）を修了した者

４　編入学者の既修得単位については、全学教授会にお
いて審査のうえ、本学における授業科目の履修により
修得したものとみなす。

５　編入学に関する必要な事項は、別に定める。
　（転入学）
第40条　転入学を希望する者があるときは、定員に余裕
のある場合に限り、試験を行い入学を許可することが
ある。

２　本学に２年次で転入学をすることができる者は、大
学に１年以上在学して、30単位以上修得した者とす
る。

３　本学に３年次で転入学をすることができる者は、大
学に２年以上在学して、62単位以上修得した者とする。

４　転入学者の既修得単位については、全学教授会にお
いて審査のうえ、本学における授業科目の履修により
修得したものとみなす。

一に該当する者とする。
⑴　高等学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通
常の課程以外の課程により、これに相当する学校教
育を修了した者を含む｡）

⑶　外国において、学校教育における12年の課程を修了
した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定し
た者

⑷　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有す
るものとして認定した在外教育施設の当該課程を修
了した者

⑸　文部科学大臣の指定した者
⑹　高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学
省令第１号）による高等学校卒業程度認定試験に合
格した者又は大学入学資格検定規程（昭和26年文部
省令第13号）により、文部科学大臣の行う大学入学
資格検定に合格した者

⑺　その他本学において、相当年齢に達し、高等学校を
卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

　（入学の出願）
第34条　入学を志願する者は、別に定める入学検定料及び
別に指定する書類に入学願書を添えて、所定の期日まで
に提出しなければならない。

　（入学検定）
第35条　入学検定は、学力、人物及び健康について行う。
２　前項の入学検定による合格者の決定は、全学教授会の
議を経て学長が行う。

３　学長は、前項の合格者が第36条第１項の手続きをとら
ないときは、合格を取り消す。

　（入学手続）
第36条　前条第２項の合格者は、保証人署名の所定の誓約
書に、別に定める入学金、授業料及び教育充実費（授業
料及び教育充実費を以下「学費」という｡）を添えて、
指定期日までに提出しなければならない。

２　学長は、前項の手続きを完了した者に、全学教授会の
議を経て入学を許可する。

　（保証人）
第37条　提出すべき書類の保証人は、父母（父母なき者は
これに代わる者）とする。

２　保証人は、その学生の在学中、本人に係る一切の事項
につき責任を負うものとする。

　（再入学・復籍）
第38条　本学を退学した者が再入学の希望を申し出たとき
は、定員に余裕のある場合に限り、試験を行い退学当時
の同学科同年次（学年の最終日付での退学者が進級要件
を満たしている場合は、進級後の年次）に再入学を許可
することがある。

２　学費又は休学在籍料未納により除籍された者が、復籍
の希望を申し出たときは、定員に余裕のある場合に限
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に行った前条第１項に規定する学修を、本学における
授業科目の履修とみなし、当該学部の定めるところに
より単位を与えることができる。

３　前２項により修得したとみなし、又は与えることの
できる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き本学
において修得した単位以外のものについては、合わせ
て60単位を超えないものとする。

第25条　本学以外で修得した授業科目及び単位の取り扱
いに関する必要な事項は、別に定める。

　（他の学部の授業科目の履修）
第26条　学生は、他の学部の授業科目を履修することが
できる。

　（履修届）
第27条　授業科目の履修については、学期始めに届け出
て、承認を受けなければならない。

　（出席時間数）
第28条　各授業科目について、出席すべき時間数の３分
の１以上欠席した者は、その授業科目を履修したもの
とは認めない。

第５章　試験、卒業及び学位
　（試　験）
第29条　春学期又は秋学期において履修した授業科目に
ついて、試験、論文及び研究報告等をもって、評価を
行う。

２　正当な理由により本試験を受験できなかった者に
は、全学教授会の議を経て追試験を行うことがある。

　（評　価）
第30条　前条第１項の評価は、秀、優、良、可及び不可
の５等とする。

２　履修した授業科目について、秀、優、良又は可の評
価を得た者には、所定の単位を与える。

　（卒業及び学位の授与）
第31条　本学に４年以上在学し、学部の定める卒業の資
格を得た者に対し、学部長は、全学教授会の議を経て
学部所定の課程を修めたことを認定する。ただし、他
の大学に在学した年数を通算する。

２　学長は、前項の認定を得た者に、全学教授会の議を
経て卒業を認め、学士の学位を授与する。

３　学位については、皇學館大学学位規程に定める。

第６章　入学、編入学、転入学、休学、復学、
　　　　退学及び除籍

　（入学時期）
第32条　入学時期は、毎学年の始めとする。ただし、外
国人留学生、帰国生徒その他学部教授会が認めた者を
秋学期から入学させることができる。

　（入学資格）
第33条　本学に入学することができる者は、次の各号の

りとする。おって、他学科及び他学部の専門科目の履修
により修得した単位は、42単位を超えない範囲で所属学
科の専門科目の単位に充てることができる。

２　教育学部においては、共通科目20単位以上及び所属学
科の専門科目80単位以上、合計124単位以上修得しなけ
ればならない。なお、この場合の共通科目及び専門科目
並びにその単位数は、別表のとおりとする。おって、他
学部の専門科目の履修により修得した単位は、24単位を
超えない範囲で所属学科の専門科目の単位に充てること
ができる。

３　現代日本社会学部においては、共通科目20単位以上及
び所属学科の専門科目70単位以上、合計124単位以上修
得しなければならない。なお、この場合の共通科目及び
専門科目の授業科目並びにその単位数は、別表のとおり
とする。おって、他学部の専門科目の履修により修得し
た単位は、34単位を超えない範囲で所属学科の専門科目
の単位に充てることができる。

４　履修方法については、別に定める。
５　学術交流協定に基づき受け入れる外国人留学生におけ
る卒業に必要な単位数等については、別に定める。

　（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）
第22条　教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は
短期大学において履修した授業科目について、修得した
単位を、60単位を超えない範囲で、本学における授業科
目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　前項の規定に基づき、他の大学又は短期大学で授業科
目の履修を希望する者は、全学教授会の議を経なければ
ならない。

３　前２項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留
学する場合に準用する。

　（大学以外の教育施設等における学修）
第23条　教育上有益と認めるときは、学生が短期大学又は
高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣
が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみ
なし、所属学部の定めるところにより単位を与えること
ができる。

２　大学以外の教育施設等で前項の規定に基づき、授業科
目の履修を希望する者は、全学教授会の議を経なければ
ならない。

３　第１項の規定により与えることができる単位数は、前
条第１項により本学において修得したとみなす単位数と
合わせて60単位を超えないものとする。

　（入学前の既修得単位等の認定）
第24条　教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に
大学又は短期大学において履修した授業科目について修
得した単位（科目等履修により修得した単位を含む｡）
を、本学における授業科目の履修により修得したものと
みなすことができる。

２　教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前
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り、試験を行い除籍当時の同学科同年次（学年の最終
日付での除籍者が進級要件を満たしている場合は、進
級後の年次）に復籍を許可することがある。

３　再入学・復籍に関する必要な事項は、別に定める。
　（編入学）
第39条　編入学を希望する者には、全学教授会が各学部
学科毎に定員に余裕があると認める範囲において、試
験を行い編入学を許可する。

２　本学に２年次で編入学をすることができる者は、次
の各号の一に該当するものとする。
⑴　短期大学又は高等専門学校を卒業した者
⑵　専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定め
る基準を満たす課程を修了した者

⑶　短期大学に１年以上在学して、30単位以上修得した
者

⑷　外国において学校教育における13年以上の課程を
修了した者

⑸　高等学校の専攻科の課程（修業年限が２年以上で
あることその他の文部科学大臣の定める基準を満た
すものに限る｡）を修了した者

３　本学に３年次で編入学をすることができる者は、次
の各号の一に該当するものとする。
⑴　短期大学又は高等専門学校を卒業した者
⑵　専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定め
る基準を満たす課程を修了した者

⑶　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）
附則第７条の規定により、大学の第３年次に編入学
できる者

⑷　外国において学校教育における14年以上の課程を
修了した者

⑸　高等学校の専攻科の課程（修業年限が２年以上で
あることその他の文部科学大臣の定める基準を満た
すものに限る｡）を修了した者

４　編入学者の既修得単位については、全学教授会にお
いて審査のうえ、本学における授業科目の履修により
修得したものとみなす。

５　編入学に関する必要な事項は、別に定める。
　（転入学）
第40条　転入学を希望する者があるときは、定員に余裕
のある場合に限り、試験を行い入学を許可することが
ある。

２　本学に２年次で転入学をすることができる者は、大
学に１年以上在学して、30単位以上修得した者とす
る。

３　本学に３年次で転入学をすることができる者は、大
学に２年以上在学して、62単位以上修得した者とする。

４　転入学者の既修得単位については、全学教授会にお
いて審査のうえ、本学における授業科目の履修により
修得したものとみなす。

一に該当する者とする。
⑴　高等学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通
常の課程以外の課程により、これに相当する学校教
育を修了した者を含む｡）

⑶　外国において、学校教育における12年の課程を修了
した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定し
た者

⑷　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有す
るものとして認定した在外教育施設の当該課程を修
了した者

⑸　文部科学大臣の指定した者
⑹　高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学
省令第１号）による高等学校卒業程度認定試験に合
格した者又は大学入学資格検定規程（昭和26年文部
省令第13号）により、文部科学大臣の行う大学入学
資格検定に合格した者

⑺　その他本学において、相当年齢に達し、高等学校を
卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

　（入学の出願）
第34条　入学を志願する者は、別に定める入学検定料及び
別に指定する書類に入学願書を添えて、所定の期日まで
に提出しなければならない。

　（入学検定）
第35条　入学検定は、学力、人物及び健康について行う。
２　前項の入学検定による合格者の決定は、全学教授会の
議を経て学長が行う。

３　学長は、前項の合格者が第36条第１項の手続きをとら
ないときは、合格を取り消す。

　（入学手続）
第36条　前条第２項の合格者は、保証人署名の所定の誓約
書に、別に定める入学金、授業料及び教育充実費（授業
料及び教育充実費を以下「学費」という｡）を添えて、
指定期日までに提出しなければならない。

２　学長は、前項の手続きを完了した者に、全学教授会の
議を経て入学を許可する。

　（保証人）
第37条　提出すべき書類の保証人は、父母（父母なき者は
これに代わる者）とする。

２　保証人は、その学生の在学中、本人に係る一切の事項
につき責任を負うものとする。

　（再入学・復籍）
第38条　本学を退学した者が再入学の希望を申し出たとき
は、定員に余裕のある場合に限り、試験を行い退学当時
の同学科同年次（学年の最終日付での退学者が進級要件
を満たしている場合は、進級後の年次）に再入学を許可
することがある。

２　学費又は休学在籍料未納により除籍された者が、復籍
の希望を申し出たときは、定員に余裕のある場合に限
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　（除　籍）
第46条　次の各号の一に該当する者は、全学教授会の議
を経て学長が除籍する。
⑴　第６条に定める在学期間を超えた者
⑵　第41条に定める休学期間を超えてなお就学できない
者

⑶　休学期間が終わっても、復学又は休学更新の手続
きをしない者

⑷　学費又は休学在籍料の納入を怠り、督促を受けて
もなお納入しない者

第７章　入学検定料、入学金及び学費
　（入学検定料）
第47条　本学に、入学を志願する者は、別に定める入学
検定料を所定の期日までに納めなければならない。た
だし、被災、併願受験等の理由により、入学検定料を
免除又は減額することができる。

　（入学金及び学費）
第48条　入学、編入学及び転入学を許可された者は、別
に定める入学金及び学費を所定の期日までに納付しな
ければならない。

２　学生は、別に定める学費の年額を所定の期日までに
納付しなければならない。

　（減免又は徴収猶予）
第49条　大学等における修学の支援に関する法律（令和
２年４月１日）第８条の規定に基づき、入学金及び授
業料の減免対象者として認められる学生に対し、該当
する減免を行う。

２　やむを得ない事由により、学費の支弁が困難と認め
られる学生に対しては、詮議のうえ、授業料を減免又
は学費の徴収を猶予することがある。

　（入学検定料、入学金及び学費の返還）
第50条　既納の入学検定料、入学金及び学費は、返還し
ない。

２　前項の規定にかかわらず、入学手続き完了者から入
学年度の前年度末日までに入学辞退の申し出があった
場合は、学費を返還する。

第８章　賞　罰
　（奨学金の給付）
第51条　学業成績等が特に優秀と認められる者には、全
学教授会の議を経て奨学金を給付することがある。

　（表　彰）
第52条　人物、学業が優秀な者又は他の学生の模範とな
る行為をした者には、全学教授会の議を経て学長が表
彰する。

　（懲　戒）
第53条　学生が規則に違反し、又は学生の本分にもとる
行為をした場合には、全学教授会の議を経て学長が懲

５　転入学に関する必要な事項は、別に定める。
　（学士入学）
第40条の２　学士入学を希望する者があるときは、定員に
余裕のある場合に限り、試験を行い入学を許可すること
がある。

２　本学に２年次又は３年次で学士入学をすることができ
る者は、学士の学位を有する者とする。

３　学士入学者の既修得単位については、全学教授会にお
いて審査のうえ、本学における授業科目の履修により修
得したものとみなす。

４　学士入学に関する必要な事項は、別に定める。
　（休　学）
第41条　病気その他の事由により１月以上授業に出席でき
ない者は、保証人署名のうえ、休学願を所属学部長に提
出し、許可を受けなければならない。
⑴　休学期間は、１年を超えることができない。ただ
し、特別の事由があるときは、改めて許可を得て、
更に１年以内に限り休学することができる。

⑵　休学期間は、通算して２年以内とする。
⑶　休学期間中の学費についての取扱いは別に定める。
⑷　休学期間中の学費の徴収を免除された学期について
は、別に定める休学在籍料を納付しなければならない。

⑸　休学期間は、第５条及び第６条に規定する修業年限
及び在学期間に算入しない。

　（復　学）
第42条　休学の事由が解消し、復学を希望する者は、保証
人署名のうえ、復学願を所属学部長に提出し、許可を受
けなければならない。

　（転　学）
第43条　他の大学に転学しようとする者は、事由を詳記し
て、保証人署名のうえ、転学願を学長に提出し、許可を
受けなければならない。

　（転学部及び転科）
第44条　転学部及び転科は申し出により、選考のうえ、許
可することがある。

２　転学部及び転科に関する必要な事項は、別に定める。
　（退　学）
第45条　病気その他の事由により退学しようとする者は、
保証人署名のうえ、退学願を学長に提出し、許可を受け
なければならない。

２　次の各号の一に該当する者には、退学を命ずることが
できる。
⑴　性行不良にして、改悛の見込みがないと認められる
者

⑵　学力劣等にして、成業の見込がないと認められる者
⑶　正当の理由がなくて、出席常でない者
⑷　学則に反し、学内の秩序をみだして、学生の本分に
もとると認められる者
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第10章　教学運営会議
　（教学運営会議）
第56条　本学に、教学運営会議を置く。
２　教学運営会議は、学長、各学部長、各研究科長、学
生部長、附属図書館長、教育開発センター長、研究開
発推進センター長、事務局長及び学長が指名するもの
をもって組織する。

３　教学運営会議は、全学的な教学の方針に関する企
画・立案及び執行方法について、検討する。

４　教学運営会議については、皇學館大学教学運営会議
規程に定める。

第11章　教授会
　（教授会）
第57条　各学部に、教授会を置く。
２　教授会は、当該学部に属する専任の教授、准教授、
講師及び助教をもって組織する。

３　教授会は、全学教授会での審議事項を除く当該学部
固有の事項の審議にあたる。

４　教授会については、各学部教授会規程に定める。
　（全学教授会）
第57条の２　本学に、全学教授会を置く。
２　全学教授会は、専任の教授、准教授、講師及び助教
をもって組織する。

３　全学教授会は、各学部等の運営及び大学の教育に関
する重要事項の審議にあたる。

４　全学教授会については、皇學館大学全学教授会規程
に定める。

第12章　委託生、研究生、科目等履修生
　　　　及び外国人留学生

　（委託生）
第58条　公共団体その他の機関から、本学の学部又は研
究開発推進センターの特定の研究分野について研究指
導の委託の願い出があるときは、選考のうえ、委託生
として研究することを許可することがある。

２　委託生に関する必要な事項は、別に定める。
　（研究生）
第59条　本学の学部又は研究開発推進センターにおい
て、特定の専門事項について研究を希望する者がある
ときは、選考のうえ、研究生として研究することを許
可することがある。

２　研究生に関する必要な事項は、別に定める。
　（科目等履修生）
第60条　本学の特定科目について履修を希望する者が
あるときは、学生の授業に支障のない限り、選考のう
え、科目等履修生として履修することを許可すること
がある。ただし、本学卒業生にあっては、選考のため
の検定を要しない。

戒を行う。
２　懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
３　前項の退学は、第45条第２項第１号又は同項第４号の
いずれかに該当する者に対して行う。

４　第２項の規定による停学の期間は、第５条及び第６条
に規定する修学年限及び在学期間に算入する。

５　懲戒に関する事項については、別に定める。

第９章　職員組織
　（職　員）
第54条　本学に、教育職員、事務職員、業務職員及び技能
職員を置く｡

２　教育職員は、教授、准教授、講師、助教及び助手とする。
３　教授、准教授、講師及び助教は、学生を教授し、その
研究を指導し、及び研究に従事する。

４　助手は、本学の教育研究の円滑な実施に必要な補助的
業務に従事する。

５　事務職員は、事務を遂行する。
６　業務職員は、図書館司書等の専門的業務を遂行する｡
７　技能職員は、学内施設の整備等を行う｡
第55条　本学に、学長、学部長、学生部長、附属図書館
長、教育開発センター長、研究開発推進センター長及び
事務局長を置く。

２　本学に、学長の職務を補佐するため、副学長を置くこ
とができる。

３　学長は、校務をつかさどり所属職員を統轄する。
４　学部長は、学長を補佐し、学部に関する事項をつかさ
どる。

５　学生部長は、学長の指揮を受け、学生支援に関する事
項をつかさどる。

６　附属図書館長は、学長の指揮を受け、附属図書館に関
する事項をつかさどる。

７　教育開発センター長は、学長の指揮を受け、教育開発
センターに関する事項をつかさどる。

８　研究開発推進センター長は、学長の指揮を受け、研究
開発推進センターに関する事項をつかさどる。

９　事務局長は、学長の指揮を受け、事務局に関する事項
をつかさどる。

　（教育職員と事務職員等の連携及び協働）
第55条の２　本学の教育研究活動等の組織的かつ効果的な
運営を図るため、教育職員と事務職員等との適切な役割
分担の下で、連携体制を確保し、協働により職務を行う
ものとする。

２　前項に定める教職協働の組織の一として、本学にアド
ミッション・オフィスを置く。アドミッション・オフィ
スに関する必要な事項は別に定める。

諸
規
程

諸
規
程



大学（皇學館大学学則）

74

　（除　籍）
第46条　次の各号の一に該当する者は、全学教授会の議
を経て学長が除籍する。
⑴　第６条に定める在学期間を超えた者
⑵　第41条に定める休学期間を超えてなお就学できない
者

⑶　休学期間が終わっても、復学又は休学更新の手続
きをしない者

⑷　学費又は休学在籍料の納入を怠り、督促を受けて
もなお納入しない者

第７章　入学検定料、入学金及び学費
　（入学検定料）
第47条　本学に、入学を志願する者は、別に定める入学
検定料を所定の期日までに納めなければならない。た
だし、被災、併願受験等の理由により、入学検定料を
免除又は減額することができる。

　（入学金及び学費）
第48条　入学、編入学及び転入学を許可された者は、別
に定める入学金及び学費を所定の期日までに納付しな
ければならない。

２　学生は、別に定める学費の年額を所定の期日までに
納付しなければならない。

　（減免又は徴収猶予）
第49条　大学等における修学の支援に関する法律（令和
２年４月１日）第８条の規定に基づき、入学金及び授
業料の減免対象者として認められる学生に対し、該当
する減免を行う。

２　やむを得ない事由により、学費の支弁が困難と認め
られる学生に対しては、詮議のうえ、授業料を減免又
は学費の徴収を猶予することがある。

　（入学検定料、入学金及び学費の返還）
第50条　既納の入学検定料、入学金及び学費は、返還し
ない。

２　前項の規定にかかわらず、入学手続き完了者から入
学年度の前年度末日までに入学辞退の申し出があった
場合は、学費を返還する。

第８章　賞　罰
　（奨学金の給付）
第51条　学業成績等が特に優秀と認められる者には、全
学教授会の議を経て奨学金を給付することがある。

　（表　彰）
第52条　人物、学業が優秀な者又は他の学生の模範とな
る行為をした者には、全学教授会の議を経て学長が表
彰する。

　（懲　戒）
第53条　学生が規則に違反し、又は学生の本分にもとる
行為をした場合には、全学教授会の議を経て学長が懲

５　転入学に関する必要な事項は、別に定める。
　（学士入学）
第40条の２　学士入学を希望する者があるときは、定員に
余裕のある場合に限り、試験を行い入学を許可すること
がある。

２　本学に２年次又は３年次で学士入学をすることができ
る者は、学士の学位を有する者とする。

３　学士入学者の既修得単位については、全学教授会にお
いて審査のうえ、本学における授業科目の履修により修
得したものとみなす。

４　学士入学に関する必要な事項は、別に定める。
　（休　学）
第41条　病気その他の事由により１月以上授業に出席でき
ない者は、保証人署名のうえ、休学願を所属学部長に提
出し、許可を受けなければならない。
⑴　休学期間は、１年を超えることができない。ただ
し、特別の事由があるときは、改めて許可を得て、
更に１年以内に限り休学することができる。

⑵　休学期間は、通算して２年以内とする。
⑶　休学期間中の学費についての取扱いは別に定める。
⑷　休学期間中の学費の徴収を免除された学期について
は、別に定める休学在籍料を納付しなければならない。

⑸　休学期間は、第５条及び第６条に規定する修業年限
及び在学期間に算入しない。

　（復　学）
第42条　休学の事由が解消し、復学を希望する者は、保証
人署名のうえ、復学願を所属学部長に提出し、許可を受
けなければならない。

　（転　学）
第43条　他の大学に転学しようとする者は、事由を詳記し
て、保証人署名のうえ、転学願を学長に提出し、許可を
受けなければならない。

　（転学部及び転科）
第44条　転学部及び転科は申し出により、選考のうえ、許
可することがある。

２　転学部及び転科に関する必要な事項は、別に定める。
　（退　学）
第45条　病気その他の事由により退学しようとする者は、
保証人署名のうえ、退学願を学長に提出し、許可を受け
なければならない。

２　次の各号の一に該当する者には、退学を命ずることが
できる。
⑴　性行不良にして、改悛の見込みがないと認められる
者

⑵　学力劣等にして、成業の見込がないと認められる者
⑶　正当の理由がなくて、出席常でない者
⑷　学則に反し、学内の秩序をみだして、学生の本分に
もとると認められる者
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第10章　教学運営会議
　（教学運営会議）
第56条　本学に、教学運営会議を置く。
２　教学運営会議は、学長、各学部長、各研究科長、学
生部長、附属図書館長、教育開発センター長、研究開
発推進センター長、事務局長及び学長が指名するもの
をもって組織する。

３　教学運営会議は、全学的な教学の方針に関する企
画・立案及び執行方法について、検討する。

４　教学運営会議については、皇學館大学教学運営会議
規程に定める。

第11章　教授会
　（教授会）
第57条　各学部に、教授会を置く。
２　教授会は、当該学部に属する専任の教授、准教授、
講師及び助教をもって組織する。

３　教授会は、全学教授会での審議事項を除く当該学部
固有の事項の審議にあたる。

４　教授会については、各学部教授会規程に定める。
　（全学教授会）
第57条の２　本学に、全学教授会を置く。
２　全学教授会は、専任の教授、准教授、講師及び助教
をもって組織する。

３　全学教授会は、各学部等の運営及び大学の教育に関
する重要事項の審議にあたる。

４　全学教授会については、皇學館大学全学教授会規程
に定める。

第12章　委託生、研究生、科目等履修生
　　　　及び外国人留学生

　（委託生）
第58条　公共団体その他の機関から、本学の学部又は研
究開発推進センターの特定の研究分野について研究指
導の委託の願い出があるときは、選考のうえ、委託生
として研究することを許可することがある。

２　委託生に関する必要な事項は、別に定める。
　（研究生）
第59条　本学の学部又は研究開発推進センターにおい
て、特定の専門事項について研究を希望する者がある
ときは、選考のうえ、研究生として研究することを許
可することがある。

２　研究生に関する必要な事項は、別に定める。
　（科目等履修生）
第60条　本学の特定科目について履修を希望する者が
あるときは、学生の授業に支障のない限り、選考のう
え、科目等履修生として履修することを許可すること
がある。ただし、本学卒業生にあっては、選考のため
の検定を要しない。

戒を行う。
２　懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
３　前項の退学は、第45条第２項第１号又は同項第４号の
いずれかに該当する者に対して行う。

４　第２項の規定による停学の期間は、第５条及び第６条
に規定する修学年限及び在学期間に算入する。

５　懲戒に関する事項については、別に定める。

第９章　職員組織
　（職　員）
第54条　本学に、教育職員、事務職員、業務職員及び技能
職員を置く｡

２　教育職員は、教授、准教授、講師、助教及び助手とする。
３　教授、准教授、講師及び助教は、学生を教授し、その
研究を指導し、及び研究に従事する。

４　助手は、本学の教育研究の円滑な実施に必要な補助的
業務に従事する。

５　事務職員は、事務を遂行する。
６　業務職員は、図書館司書等の専門的業務を遂行する｡
７　技能職員は、学内施設の整備等を行う｡
第55条　本学に、学長、学部長、学生部長、附属図書館
長、教育開発センター長、研究開発推進センター長及び
事務局長を置く。

２　本学に、学長の職務を補佐するため、副学長を置くこ
とができる。

３　学長は、校務をつかさどり所属職員を統轄する。
４　学部長は、学長を補佐し、学部に関する事項をつかさ
どる。

５　学生部長は、学長の指揮を受け、学生支援に関する事
項をつかさどる。

６　附属図書館長は、学長の指揮を受け、附属図書館に関
する事項をつかさどる。

７　教育開発センター長は、学長の指揮を受け、教育開発
センターに関する事項をつかさどる。

８　研究開発推進センター長は、学長の指揮を受け、研究
開発推進センターに関する事項をつかさどる。

９　事務局長は、学長の指揮を受け、事務局に関する事項
をつかさどる。

　（教育職員と事務職員等の連携及び協働）
第55条の２　本学の教育研究活動等の組織的かつ効果的な
運営を図るため、教育職員と事務職員等との適切な役割
分担の下で、連携体制を確保し、協働により職務を行う
ものとする。

２　前項に定める教職協働の組織の一として、本学にアド
ミッション・オフィスを置く。アドミッション・オフィ
スに関する必要な事項は別に定める。
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ならない。
２　学部長は、所属学生の保健を管理し、必要に応じて
治療を命じ、又は登学を停止することがある。

第18章　公開講座
　（公開講座）
第70条　本学の教育・研究を広く社会に開放し、地域社
会の教育文化の向上に資するため、本学に公開講座を
開設する。

２　公開講座に関する必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
１　この学則は、平成10年４月１日から施行する。ただ
し、第45条第２項の規定は、平成９年10月１日から適
用する。

２　本則第４条の規定にかかわらず、平成11年度までの
文学部の入学定員は、神道学科50人、国文学科100人、
国史学科100人、教育学科110人及び収容定員は、神道
学科200人、国文学科400人、国史学科400人、教育学科
440人とし、平成12年度から平成14年度までの収容定員
は、次表のとおりとする。

年　度 神道学科 国文学科 国史学科 教育学科

平成12年度 190人 380人 380人 430人

平成13年度 180人 360人 360人 420人

平成14年度 170人 340人 340人 410人

３　皇学館大学学則（昭和37年４月１日）は、廃止す
る。ただし、平成10年３月31日以前の入学者について
は、なお廃止前の学則を適用する。

４　平成10年３月31日現在本学の聴講生である者が、引
き続き特定科目について聴講を希望する場合は、なお
廃止前の学則第45条に規定する聴講生として聴講する
ことを許可する。

　　　附　則
　この学則は、平成11年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、平成11年５月29日から施行する。ただ
し、第11条、第14条第１項、第17条、第21条第１項、
第29条、第32条、第48条第２項及び第49条の規定並び
に第14条第３項及び第21条第１項の定めによる別表の
規定は、平成12年４月１日から適用する。

２　前項の規定にかかわらず、第14条第１項、第17条及
び第21条第１項の規定並びに第14条第３項及び第21条
第１項の定めによる別表の規定については、平成11年
度以前入学者には、なお従前の規定を適用するものと
し、編入学生及び転入学生にあっては、同年次に適用
する規定によるものとする。

２　科目等履修生は、履修した科目について試験を受ける
ことができる。試験に合格した者には、所定の単位を与
える。

３　科目等履修生に関する必要な事項は、別に定める。
　（外国人留学生）
第61条　外国人で、大学において教育を受ける目的をもっ
て入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考
のうえ、外国人留学生として入学を許可することがあ
る。

２　外国人留学生に関する必要な事項は、別に定める。
第13章　附属図書館

　（附属図書館）
第62条　本学に、附属図書館を置く。
２　附属図書館に関する必要な事項は、別に定める。
第63条　（削　除）

第14章　教育開発センター
　（教育開発センター）
第63条の２　本学に、教育開発センターを置く。
２　教育開発センターに関する必要な事項は、別に定める。

第15章　研究開発推進センター
　（研究開発推進センター）
第63条の３　本学に、研究開発推進センターを置く。
２　研究開発推進センターは次に掲げる附置研究機関等及
びプロジェクト研究部門の運営を担う。
⑴　神道研究所
⑵　史料編纂所
⑶　佐川記念神道博物館
⑷　プロジェクト研究部門

３　研究開発推進センターに関する必要な事項は、別に定
める。

第64条　（削　除）
第65条　（削　除）
第66条　（削　除）

第16章　学 生 寮
　（学生寮）
第67条　本学に、学生寮を置く。
２　学生寮に関する必要な事項は、別に定める。

第17章　厚生保健
　（施　設）
第68条　本学に、厚生保健に関する施設を置き、これを学
生の利用に供する。

２　学生は、本学の施設を利用しようとするときは、所定
の手続きを経なければならない。

　（健康管理）
第69条　学生は、毎年本学所定の身体検査を受けなければ
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　　　附　則
１　この学則は、平成24年４月１日から施行する。
２　本則第30条の規定にかかわらず、平成21年度以前の

入学生については、従前のとおりとする。
３　文学部教育学科は、平成24年３月31日をもって廃止する。
　　　附　則
　この学則は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、平成26年４月１日から施行する。
２　本則第21条の規定にかかわらず、平成25年度以前の

入学生については、従前のとおりとする。
３　社会福祉学部社会福祉学科は、平成26年３月31日を

もって廃止する。
　　　附　則
　この学則は、平成27年４月１日から施行する。
　ただし、本則別表１－⑴ から別表３－⑴ の規定につい

ては、平成26年度入学者より適用する。
　　　附　則
　この学則は、平成28年４月１日から施行する。 
　　　附　則
　この学則は、平成29年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成30年4月1日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、平成31年４月１日から施行する。
２　本則第３条の２、第14条、第16条、第20条の６、第

20条の８及び第21条の規定にかかわらず、平成30年度
以前の入学生については、従前のとおりとする。

 　　　附　則
    この学則は、令和２年４月１日から 施行する。
 　　　附　則
１　この学則は、令和３年４月１日から施行する。
２　本則第14条及び第21条の規定にかかわらず、令和２

年度以前の入学生については、従前のとおりとする。
 　　　附　則
１　この学則は、令和４年４月１日から施行する。
２　本則第14条及び第21条の規定にかかわらず、令和３

年度以前の入学生については、従前のとおりとする。
　　　附　則
１　この学則は、令和５年４月１日から施行する。
２　本則第３条の２、第14条及び第21条の規定にかかわ

らず、令和４年度以前の入学生については、従前のと
おりとする。

　　　附　則
１　この学則は、令和７年４月１日から施行する。
２　本則第14条及び第21条の規定にかかわらず、令和６

年度以前の入学生については、従前のとおりとする。
　　（別表１－⑴～４－⑹　省略）
　　 ※『履修要項』のカリキュラム表を参照

　　　附　則
１　この学則は、平成12年４月１日から施行する。
２　本則第４条及び附則（平成10年４月１日施行）第２項

の規定にかかわらず、平成12年度から平成14年度までの
収容定員は、次表のとおりとする。

年　度 神道学科 国文学科 国史学科 教育学科

平成12年度 220人 370人 380人 410人

平成13年度 240人 340人 360人 380人

平成14年度 260人 310人 340人 350人

　　　附　則
　この学則は、平成12年５月27日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成13年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成14年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成15年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成15年10月22日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成17年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成17年10月27日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成18年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、平成20年４月１日から施行する。
２　本則第３条の規定にかかわらず、平成19年４月以前の

入学生については、従前のとおりとする。
　　　附　則
　この学則は、平成20年６月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成21年５月28日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、平成22年４月１日から施行する。
２　本則第３条及び第４条の規定にかかわらず、平成21年

度以前の入学生については、従前のとおりとする。
　　　附　則
　この学則は、平成23年４月１日から施行する。
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ならない。
２　学部長は、所属学生の保健を管理し、必要に応じて
治療を命じ、又は登学を停止することがある。

第18章　公開講座
　（公開講座）
第70条　本学の教育・研究を広く社会に開放し、地域社
会の教育文化の向上に資するため、本学に公開講座を
開設する。

２　公開講座に関する必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
１　この学則は、平成10年４月１日から施行する。ただ
し、第45条第２項の規定は、平成９年10月１日から適
用する。

２　本則第４条の規定にかかわらず、平成11年度までの
文学部の入学定員は、神道学科50人、国文学科100人、
国史学科100人、教育学科110人及び収容定員は、神道
学科200人、国文学科400人、国史学科400人、教育学科
440人とし、平成12年度から平成14年度までの収容定員
は、次表のとおりとする。

年　度 神道学科 国文学科 国史学科 教育学科

平成12年度 190人 380人 380人 430人

平成13年度 180人 360人 360人 420人

平成14年度 170人 340人 340人 410人

３　皇学館大学学則（昭和37年４月１日）は、廃止す
る。ただし、平成10年３月31日以前の入学者について
は、なお廃止前の学則を適用する。

４　平成10年３月31日現在本学の聴講生である者が、引
き続き特定科目について聴講を希望する場合は、なお
廃止前の学則第45条に規定する聴講生として聴講する
ことを許可する。

　　　附　則
　この学則は、平成11年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、平成11年５月29日から施行する。ただ
し、第11条、第14条第１項、第17条、第21条第１項、
第29条、第32条、第48条第２項及び第49条の規定並び
に第14条第３項及び第21条第１項の定めによる別表の
規定は、平成12年４月１日から適用する。

２　前項の規定にかかわらず、第14条第１項、第17条及
び第21条第１項の規定並びに第14条第３項及び第21条
第１項の定めによる別表の規定については、平成11年
度以前入学者には、なお従前の規定を適用するものと
し、編入学生及び転入学生にあっては、同年次に適用
する規定によるものとする。

２　科目等履修生は、履修した科目について試験を受ける
ことができる。試験に合格した者には、所定の単位を与
える。

３　科目等履修生に関する必要な事項は、別に定める。
　（外国人留学生）
第61条　外国人で、大学において教育を受ける目的をもっ
て入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考
のうえ、外国人留学生として入学を許可することがあ
る。

２　外国人留学生に関する必要な事項は、別に定める。
第13章　附属図書館

　（附属図書館）
第62条　本学に、附属図書館を置く。
２　附属図書館に関する必要な事項は、別に定める。
第63条　（削　除）

第14章　教育開発センター
　（教育開発センター）
第63条の２　本学に、教育開発センターを置く。
２　教育開発センターに関する必要な事項は、別に定める。

第15章　研究開発推進センター
　（研究開発推進センター）
第63条の３　本学に、研究開発推進センターを置く。
２　研究開発推進センターは次に掲げる附置研究機関等及
びプロジェクト研究部門の運営を担う。
⑴　神道研究所
⑵　史料編纂所
⑶　佐川記念神道博物館
⑷　プロジェクト研究部門

３　研究開発推進センターに関する必要な事項は、別に定
める。

第64条　（削　除）
第65条　（削　除）
第66条　（削　除）

第16章　学 生 寮
　（学生寮）
第67条　本学に、学生寮を置く。
２　学生寮に関する必要な事項は、別に定める。

第17章　厚生保健
　（施　設）
第68条　本学に、厚生保健に関する施設を置き、これを学
生の利用に供する。

２　学生は、本学の施設を利用しようとするときは、所定
の手続きを経なければならない。

　（健康管理）
第69条　学生は、毎年本学所定の身体検査を受けなければ
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　　　附　則
１　この学則は、平成24年４月１日から施行する。
２　本則第30条の規定にかかわらず、平成21年度以前の

入学生については、従前のとおりとする。
３　文学部教育学科は、平成24年３月31日をもって廃止する。
　　　附　則
　この学則は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、平成26年４月１日から施行する。
２　本則第21条の規定にかかわらず、平成25年度以前の

入学生については、従前のとおりとする。
３　社会福祉学部社会福祉学科は、平成26年３月31日を

もって廃止する。
　　　附　則
　この学則は、平成27年４月１日から施行する。
　ただし、本則別表１－⑴ から別表３－⑴ の規定につい

ては、平成26年度入学者より適用する。
　　　附　則
　この学則は、平成28年４月１日から施行する。 
　　　附　則
　この学則は、平成29年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成30年4月1日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、平成31年４月１日から施行する。
２　本則第３条の２、第14条、第16条、第20条の６、第

20条の８及び第21条の規定にかかわらず、平成30年度
以前の入学生については、従前のとおりとする。

 　　　附　則
    この学則は、令和２年４月１日から 施行する。
 　　　附　則
１　この学則は、令和３年４月１日から施行する。
２　本則第14条及び第21条の規定にかかわらず、令和２

年度以前の入学生については、従前のとおりとする。
 　　　附　則
１　この学則は、令和４年４月１日から施行する。
２　本則第14条及び第21条の規定にかかわらず、令和３

年度以前の入学生については、従前のとおりとする。
　　　附　則
１　この学則は、令和５年４月１日から施行する。
２　本則第３条の２、第14条及び第21条の規定にかかわ

らず、令和４年度以前の入学生については、従前のと
おりとする。

　　　附　則
１　この学則は、令和７年４月１日から施行する。
２　本則第14条及び第21条の規定にかかわらず、令和６

年度以前の入学生については、従前のとおりとする。
　　（別表１－⑴～４－⑹　省略）
　　 ※『履修要項』のカリキュラム表を参照

　　　附　則
１　この学則は、平成12年４月１日から施行する。
２　本則第４条及び附則（平成10年４月１日施行）第２項

の規定にかかわらず、平成12年度から平成14年度までの
収容定員は、次表のとおりとする。

年　度 神道学科 国文学科 国史学科 教育学科

平成12年度 220人 370人 380人 410人

平成13年度 240人 340人 360人 380人

平成14年度 260人 310人 340人 350人

　　　附　則
　この学則は、平成12年５月27日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成13年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成14年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成15年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成15年10月22日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成17年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成17年10月27日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成18年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、平成20年４月１日から施行する。
２　本則第３条の規定にかかわらず、平成19年４月以前の

入学生については、従前のとおりとする。
　　　附　則
　この学則は、平成20年６月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成21年５月28日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、平成22年４月１日から施行する。
２　本則第３条及び第４条の規定にかかわらず、平成21年

度以前の入学生については、従前のとおりとする。
　　　附　則
　この学則は、平成23年４月１日から施行する。

諸
規
程

諸
規
程



大学（皇學館大学大学院学則）

78

２　修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、
専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する
職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする｡

３　博士課程は、専攻分野について研究者として自立し
て研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基
礎となる豊かな学識を養うことを目的とする｡

４　博士課程の標準修業年限は、５年とする｡
５　修士課程の標準修業年限は、２年とする｡
６　博士課程は、これを前期２年及び後期３年の課程に
区分し、前期２年の課程は、これを修士課程として取
り扱うものとする｡

　（収容定員）
第５条　本大学院の収容定員は、次の表に掲げるとおり
とする｡

研　究　科 専　攻 課　程 入学定員 収容定員

文 学 研 究 科

神道学専攻
博士前期課程 ３人 ６人

博士後期課程 ２人 ６人

国文学専攻
博士前期課程 ５人 10人

博士後期課程 ２人 ６人

国史学専攻
博士前期課程 ５人 10人

博士後期課程 ２人 ６人

教育学研究科 教育学専攻 修 士 課 程 ８人 16人

第２章　学年・学期及び休業日
　（学年・学期及び休業日）
第６条　学年、学期及び休業日については、本学学則の
規定を準用する｡

第３章　教育方法
　（授業及び研究指導）
第７条　本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論
文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という｡）
によって行うものとする｡

　（教育方法の特例）
第７条の２　専攻において教育上特別の必要があると認
められる場合には、夜間その他特定の時間において授
業又は研究指導を行うことができる｡

　（授業科目）
第８条　授業科目及び単位数は、別表のとおりとする｡
２　文学研究科神道学専攻の学生であって、神職の資格
を取得しようとする者は、別表に掲げる科目の所定の
単位を修得しなければならない｡

　（研究指導）
第９条　研究指導は、大学院委員会が学生の研究内容に
応じて適任者として選定した者（以下「指導教授」と

第１章　総　則
　（趣　旨）
第１条　この学則は、皇學館大学学則（以下「本学学則」
という｡）第８条第２項の規定に基づき、皇學館大学大
学院（以下「本大学院」という｡）に関し、必要な事項
を定める｡

　（目　的）
第２条　本大学院は、神宮皇學館大學の建学の精神を継承
して、わが国の歴史と伝統に基づく文化を究明し、洋の
東西に通ずる道義の確立を図り、祖国愛の精神を涵養す
るとともに、社会有為の人材を育成することを使命とする｡

　（自己点検及び評価）
第３条　本大学院は、教育研究上の水準の向上を図り、前
条の目的を達成するため、教育研究活動等の状況につい
て自ら点検及び評価を行う｡

２　前項の点検項目及び実施体制については、皇學館大学
自己点検・評価規程及び皇學館大学質保証・質向上委員
会規程に定める。

　（研究科、専攻及び教育研究上の目的）
第４条　本大学院に、次の表に掲げるとおり研究科、専攻
及び課程を置き、専攻ごとに教育研究上の目的を定める｡

研 究 科 教育研究上の目的

文

　
　学

　
　研

　
　究

　
　科

わが国の歴史と伝統に基づく文化を究明することを目的とす
る。その教育研究上の目的を達成するために、神道学専攻・
国文学専攻・国史学専攻を置き、次に述べるような人材を育
成する。

専　攻 教育研究上の目的 課　程

神 道 学
専 攻

神道精神を身につけ、日本文化の歴
史と伝統を研究することにより、神
道に関わる深い造詣を有する神職及
び広い視野から神道を研究する能力
を有する人材を育成する｡

博士課程国 文 学
専 攻

国語や国文学の文献・現象を適切
かつ深く解釈する能力と、広い視
野から独自の問題を見出してその
研究を行う能力を有する人材を育
成する｡

国 史 学
専 攻

国史に関する史資料の正確な読解
能力を鍛えるとともに、中正な歴
史観の養成を通して、高度な研究
能力と、深い歴史的洞察力を有す
る人材を育成する｡

教

　育

　学

　研

　究

　科

教 育 学
専 攻

広い視野に立って教育諸科学の専
門的知識を授け、教育学分野にお
ける研究能力を培い、また教育分
野における高度な専門性が求めら
れる職業を担うための専門的実践
力を培うことを目的とする｡
具体的には、⑴高度職業人として
の教員の養成、⑵実践的な教育研
究者の養成、⑶指導的教員の養成
をめざす｡

修士課程
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する。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上
げ、これを大学院委員会が認めた場合は、修士課程に
１年以上在学すれば足りるものとする｡

２　前項の授業科目及び単位について、指導教授が当該
学生の教育研究上必要と認めたときは、各専攻とも８
単位まで（教育学専攻においては４単位まで）他の専
攻又は研究科の授業科目及び単位を履修したものを充
てることができる｡

３　第１項に定める要件のほか、教育学研究科生のうち現
職教員及び社会人については、修士論文に代えて、特定
の課題に関する研究レポートをもって審査に充てること
ができる。そのほか、必要な事項は、別に定める｡

　（博士課程の修了要件）
第12条　本大学院の博士課程の修了の要件は、本大学院
に５年（修士課程を修了した者にあっては、当該課程
における２年の在学期間を含む｡）以上在学して46単位
以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、
本大学院の行う博士論文の審査及び最終試験に合格す
ることとする。ただし、在学期間に関しては、優れた
研究業績を上げたことを大学院委員会が認めた場合
は、本大学院に３年（修士課程を修了した者にあって
は、当該課程における２年の在学期間を含む｡）以上在
学すれば足りるものとする｡

２　前条第１項ただし書の規定による在学期間をもって
修士課程を修了した者については、前項中「５年（修
士課程を修了した者にあっては、当該課程における２
年の在学期間を含む｡）」とあるのは「修士課程におけ
る在学期間に３年間を加えた期間」と､「３年（修士課
程を修了した者にあっては、当該課程における２年の
在学期間を含む｡）」とあるのは「３年（修士課程にお
ける在学期間を含む｡）」と読み替えて、前項の規定を
適用する｡

３　第１項及び前項の規定にかかわらず、第17条第２項
第２号から第５号までの規定により、大学院の後期課
程への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以
上の学力があると認められた者が、博士後期課程に入
学した場合は、博士課程に３年以上在学し、必要な研
究指導を受けたうえ、本大学院の行う博士論文の審査
及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期
間に関しては、優れた研究業績を上げた者について
は、博士後期課程に１年以上在学すれば修了を認定す
ることができる｡

　（学位の授与等）
第13条　本大学院の博士前期課程又は修士課程を修了し
た者には、修士（文学）又は修士（教育学）の学位を
授与する｡

２　本大学院の博士後期課程を修了した者には、博士
（文学）の学位を授与する｡

３　前項に定める者のほか、本学に博士の学位を請求し

いう｡）によって行うものとする｡
　（課程ごとの教育方法）
第10条　博士前期課程又は修士課程の教育は、所定の授業
科目の授業を中心とし、併せて必要な研究指導を行うも
のとする｡

２　博士後期課程の教育は、主として指導教授による研究
指導によって行うものとし、所定の授業科目について16
単位以上の修得を要するものとする｡

３　前２項を補うための特別な措置については、大学院委
員会の議を経て別に定める｡

　（長期にわたる教育課程の履修）
第10条の２　博士前期課程、修士課程又は博士後期課程に
入学する学生が、職業を有している等の事情により、第
４条第５項及び第６項に規定する標準修業年限を超えて
一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了す
ることを希望する旨を申し出たときは、審査のうえ、そ
の計画的な履修を認めることができる｡

２　前項の標準修業年限を超える期間については、博士前
期課程又は修士課程に入学する学生にあっては２年を、
博士後期課程に入学する学生にあっては３年をそれぞれ
超えないものとする｡

３　前２項に定めるもののほか、長期にわたる教育課程の
履修に関し必要な事項は、別に定める｡

　（他の大学院における授業科目の履修等）
第10条の３　教育上有益と認めるときは、学生が他の大
学院において履修した授業科目について、修得した単位
を、15単位を超えない範囲で、本大学院における授業科
目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　前項の規定は、学生が外国の大学院に留学する場合に
準用する。

　（入学前の既修得単位等の認定）
第10条の４　教育上有益と認めるときは、学生が入学する
前に他の大学院（外国の大学院を含む｡）において履修
した授業科目について修得した単位（科目等履修により
修得した単位を含む｡）を、転入学等の場合を除き、15
単位を超えない範囲で、本大学院における授業科目の履
修により修得したものとみなすことができる。

２　前項により修得したものとみなすことのできる単位数
は、転入学等の場合を除き、本大学院において修得した
単位以外のものについては、前条第１項及び第２項によ
り本大学院において修得したものとみなす単位数と合わ
せて20単位を超えないものとする。

第４章　課程の修了要件等
　（修士課程の修了要件）
第11条　本大学院修士課程の修了の要件は、本大学院に
２年以上在学し、所定の授業科目について30単位以上を
修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、本大学院
の行う修士論文の審査及び最終試験に合格することと
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２　修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、
専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する
職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする｡

３　博士課程は、専攻分野について研究者として自立し
て研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基
礎となる豊かな学識を養うことを目的とする｡

４　博士課程の標準修業年限は、５年とする｡
５　修士課程の標準修業年限は、２年とする｡
６　博士課程は、これを前期２年及び後期３年の課程に
区分し、前期２年の課程は、これを修士課程として取
り扱うものとする｡

　（収容定員）
第５条　本大学院の収容定員は、次の表に掲げるとおり
とする｡

研　究　科 専　攻 課　程 入学定員 収容定員

文 学 研 究 科

神道学専攻
博士前期課程 ３人 ６人

博士後期課程 ２人 ６人

国文学専攻
博士前期課程 ５人 10人

博士後期課程 ２人 ６人

国史学専攻
博士前期課程 ５人 10人

博士後期課程 ２人 ６人

教育学研究科 教育学専攻 修 士 課 程 ８人 16人

第２章　学年・学期及び休業日
　（学年・学期及び休業日）
第６条　学年、学期及び休業日については、本学学則の
規定を準用する｡

第３章　教育方法
　（授業及び研究指導）
第７条　本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論
文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という｡）
によって行うものとする｡

　（教育方法の特例）
第７条の２　専攻において教育上特別の必要があると認
められる場合には、夜間その他特定の時間において授
業又は研究指導を行うことができる｡

　（授業科目）
第８条　授業科目及び単位数は、別表のとおりとする｡
２　文学研究科神道学専攻の学生であって、神職の資格
を取得しようとする者は、別表に掲げる科目の所定の
単位を修得しなければならない｡

　（研究指導）
第９条　研究指導は、大学院委員会が学生の研究内容に
応じて適任者として選定した者（以下「指導教授」と

第１章　総　則
　（趣　旨）
第１条　この学則は、皇學館大学学則（以下「本学学則」
という｡）第８条第２項の規定に基づき、皇學館大学大
学院（以下「本大学院」という｡）に関し、必要な事項
を定める｡

　（目　的）
第２条　本大学院は、神宮皇學館大學の建学の精神を継承
して、わが国の歴史と伝統に基づく文化を究明し、洋の
東西に通ずる道義の確立を図り、祖国愛の精神を涵養す
るとともに、社会有為の人材を育成することを使命とする｡

　（自己点検及び評価）
第３条　本大学院は、教育研究上の水準の向上を図り、前
条の目的を達成するため、教育研究活動等の状況につい
て自ら点検及び評価を行う｡

２　前項の点検項目及び実施体制については、皇學館大学
自己点検・評価規程及び皇學館大学質保証・質向上委員
会規程に定める。

　（研究科、専攻及び教育研究上の目的）
第４条　本大学院に、次の表に掲げるとおり研究科、専攻
及び課程を置き、専攻ごとに教育研究上の目的を定める｡

研 究 科 教育研究上の目的

文

　
　学

　
　研

　
　究

　
　科

わが国の歴史と伝統に基づく文化を究明することを目的とす
る。その教育研究上の目的を達成するために、神道学専攻・
国文学専攻・国史学専攻を置き、次に述べるような人材を育
成する。

専　攻 教育研究上の目的 課　程

神 道 学
専 攻

神道精神を身につけ、日本文化の歴
史と伝統を研究することにより、神
道に関わる深い造詣を有する神職及
び広い視野から神道を研究する能力
を有する人材を育成する｡

博士課程国 文 学
専 攻

国語や国文学の文献・現象を適切
かつ深く解釈する能力と、広い視
野から独自の問題を見出してその
研究を行う能力を有する人材を育
成する｡

国 史 学
専 攻

国史に関する史資料の正確な読解
能力を鍛えるとともに、中正な歴
史観の養成を通して、高度な研究
能力と、深い歴史的洞察力を有す
る人材を育成する｡

教

　育

　学

　研

　究

　科

教 育 学
専 攻

広い視野に立って教育諸科学の専
門的知識を授け、教育学分野にお
ける研究能力を培い、また教育分
野における高度な専門性が求めら
れる職業を担うための専門的実践
力を培うことを目的とする｡
具体的には、⑴高度職業人として
の教員の養成、⑵実践的な教育研
究者の養成、⑶指導的教員の養成
をめざす｡

修士課程
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する。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上
げ、これを大学院委員会が認めた場合は、修士課程に
１年以上在学すれば足りるものとする｡

２　前項の授業科目及び単位について、指導教授が当該
学生の教育研究上必要と認めたときは、各専攻とも８
単位まで（教育学専攻においては４単位まで）他の専
攻又は研究科の授業科目及び単位を履修したものを充
てることができる｡

３　第１項に定める要件のほか、教育学研究科生のうち現
職教員及び社会人については、修士論文に代えて、特定
の課題に関する研究レポートをもって審査に充てること
ができる。そのほか、必要な事項は、別に定める｡

　（博士課程の修了要件）
第12条　本大学院の博士課程の修了の要件は、本大学院
に５年（修士課程を修了した者にあっては、当該課程
における２年の在学期間を含む｡）以上在学して46単位
以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、
本大学院の行う博士論文の審査及び最終試験に合格す
ることとする。ただし、在学期間に関しては、優れた
研究業績を上げたことを大学院委員会が認めた場合
は、本大学院に３年（修士課程を修了した者にあって
は、当該課程における２年の在学期間を含む｡）以上在
学すれば足りるものとする｡

２　前条第１項ただし書の規定による在学期間をもって
修士課程を修了した者については、前項中「５年（修
士課程を修了した者にあっては、当該課程における２
年の在学期間を含む｡）」とあるのは「修士課程におけ
る在学期間に３年間を加えた期間」と､「３年（修士課
程を修了した者にあっては、当該課程における２年の
在学期間を含む｡）」とあるのは「３年（修士課程にお
ける在学期間を含む｡）」と読み替えて、前項の規定を
適用する｡

３　第１項及び前項の規定にかかわらず、第17条第２項
第２号から第５号までの規定により、大学院の後期課
程への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以
上の学力があると認められた者が、博士後期課程に入
学した場合は、博士課程に３年以上在学し、必要な研
究指導を受けたうえ、本大学院の行う博士論文の審査
及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期
間に関しては、優れた研究業績を上げた者について
は、博士後期課程に１年以上在学すれば修了を認定す
ることができる｡

　（学位の授与等）
第13条　本大学院の博士前期課程又は修士課程を修了し
た者には、修士（文学）又は修士（教育学）の学位を
授与する｡

２　本大学院の博士後期課程を修了した者には、博士
（文学）の学位を授与する｡

３　前項に定める者のほか、本学に博士の学位を請求し

いう｡）によって行うものとする｡
　（課程ごとの教育方法）
第10条　博士前期課程又は修士課程の教育は、所定の授業
科目の授業を中心とし、併せて必要な研究指導を行うも
のとする｡

２　博士後期課程の教育は、主として指導教授による研究
指導によって行うものとし、所定の授業科目について16
単位以上の修得を要するものとする｡

３　前２項を補うための特別な措置については、大学院委
員会の議を経て別に定める｡

　（長期にわたる教育課程の履修）
第10条の２　博士前期課程、修士課程又は博士後期課程に
入学する学生が、職業を有している等の事情により、第
４条第５項及び第６項に規定する標準修業年限を超えて
一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了す
ることを希望する旨を申し出たときは、審査のうえ、そ
の計画的な履修を認めることができる｡

２　前項の標準修業年限を超える期間については、博士前
期課程又は修士課程に入学する学生にあっては２年を、
博士後期課程に入学する学生にあっては３年をそれぞれ
超えないものとする｡

３　前２項に定めるもののほか、長期にわたる教育課程の
履修に関し必要な事項は、別に定める｡

　（他の大学院における授業科目の履修等）
第10条の３　教育上有益と認めるときは、学生が他の大
学院において履修した授業科目について、修得した単位
を、15単位を超えない範囲で、本大学院における授業科
目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　前項の規定は、学生が外国の大学院に留学する場合に
準用する。

　（入学前の既修得単位等の認定）
第10条の４　教育上有益と認めるときは、学生が入学する
前に他の大学院（外国の大学院を含む｡）において履修
した授業科目について修得した単位（科目等履修により
修得した単位を含む｡）を、転入学等の場合を除き、15
単位を超えない範囲で、本大学院における授業科目の履
修により修得したものとみなすことができる。

２　前項により修得したものとみなすことのできる単位数
は、転入学等の場合を除き、本大学院において修得した
単位以外のものについては、前条第１項及び第２項によ
り本大学院において修得したものとみなす単位数と合わ
せて20単位を超えないものとする。

第４章　課程の修了要件等
　（修士課程の修了要件）
第11条　本大学院修士課程の修了の要件は、本大学院に
２年以上在学し、所定の授業科目について30単位以上を
修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、本大学院
の行う修士論文の審査及び最終試験に合格することと

諸
規
程
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て、本大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、本
大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を
有することを確認された者にも、博士（文学）の学位を
授与することができる｡

４　学位審査の方法その他学位の授与に関する必要な事項
については、皇學館大学学位規程に定める｡

５　学位審査料は、在学中の者については徴収しない｡
　（教職課程）
第14条　各研究科の専攻に応じて、修士課程又は博士前期
課程に第３項に掲げる表の学校種の専修免許状授与の所
要資格を取得するための課程を置く｡

２　前項の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免
許法（昭和24年法律第147号）及び教育職員免許法施行
規則（昭和29年文部省令第26号）に定める授業科目及び
単位を各研究科配当の関係科目のうちから、修得しなけ
ればならない｡

３　免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする｡
課程を置く研究科・専攻 専修免許状の

種　　　　類 免 許 教 科
研　究　科 専　攻

文 学 研 究 科

神 道 学 専 攻
中 学 校 教 諭 宗　　教

高等学校教諭 宗　　教

国 文 学 専 攻
中 学 校 教 諭 国　　語

高等学校教諭 国　　語

国 史 学 専 攻
中 学 校 教 諭 社　　会

高等学校教諭 地理歴史

教育学研究科 教 育 学 専 攻

小 学 校 教 諭

幼 稚 園 教 諭

中 学 校 教 諭 保健体育

高等学校教諭 保健体育

第５章　入学・退学・除籍等
　（入学の時期）
第15条　本大学院の入学の時期は、学年の始めとする。た
だし、研究科において教育上特別の必要があると認めら
れる場合には、秋学期から入学させることができる｡

　（入学手続）
第16条　本大学院に入学を希望する者は、所定の手続きを
行い、入学判定に合格しなければならない｡

２　入学に関する手続きは、別に定める｡
　（入学資格）
第17条　本大学院の博士前期課程又は修士課程に入学する
ことのできる者は、次の各号の一に該当する者とする｡
⑴　大学を卒業した者
⑵　学校教育法第68条の２第３項の規定により学士の学
位を授与された者

⑶　外国において、学校教育における16年の課程を修了
した者

⑷　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我
が国において履修することにより当該外国の学校教
育における16年の課程を修了した者

⑸　文部科学大臣の指定した者
⑹　大学に３年以上在学し、又は外国において学校教
育における15年の課程を修了し、本大学院におい
て、所定の単位を優れた成績をもって修得したもの
と認めた者

⑺　その他本大学院において大学を卒業した者と同等
以上の学力があると認めた者

２　本大学院の博士後期課程に入学することのできる者
は、次の各号の一に該当する者とする｡
⑴　修士の学位を有する者
⑵　外国において、修士の学位を授与された者
⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我
が国において履修し、修士の学位に相当する学位を
授与された者

⑷　文部科学大臣の指定した者
⑸　その他本大学院において、修士の学位を有する者
と同等以上の学力があると認めた者

　（社会人入学）
第18条　本大学院に入学を希望する社会人には、別に定
める選考による入学判定により、入学を許可すること
がある｡

　（外国人留学生）
第19条　大学院において、教育を受ける目的をもって入
国した外国人で、本大学院に入学を希望する者には、
別に定める選考による入学判定により、外国人留学生
として入学を許可することがある｡

　（転入学）
第19条の２　他の大学院に在学する者で、本大学院に転
入学を希望する者には、大学院委員会で選考のうえ、
学長がこれを許可することがある｡

２　前項の規定により転入学を希望する者は、在籍する
大学院の学長又は研究科長の許可書を願書に添付しな
ければならない｡

３　転入学を許可された者の、既に修得した授業科目の
履修単位数の取り扱い及び所属学年については、大学
院委員会の議を経て、学長が定める｡

４　転入学を許可された者が修了に要する本大学院での
在学年数は、前項の規定により定められた所属学年に
応じて、大学院委員会の議を経て、学長が定める｡

　（休学・退学・除籍・再入学等）
第20条　病気その他の事由によって休学又は退学しよう
とする者は、所定の手続きにより願い出なければなら
ない｡

２　休学の期間は、原則として２年を超えることができ
ない｡

３　博士前期課程又は修士課程に在学し得る期間は４
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第８章　賞　罰
　（賞　罰）
第27条　賞罰については、本学学則の規定を準用する。
ただし、本学学則の準用にあたっては、全学教授会を
大学院委員会に読み替えるものとする｡

第９章　教員組織
　（教育組織）
第28条　本大学院に、所要の教員を置く｡
２　本大学院の教育研究に支障を生じない場合には、本
学の学部及び研究開発推進センター等の教員（原則と
して教授以上の者）に、前項の教員を兼ねさせること
ができる｡

３　第１項の教員には、所要の資格を有する者を、専攻
ごとに、必要数置くものとする｡

第10章　運営組織
　（運営責任者）
第29条　学長は、本大学院の管理運営を統轄する｡
２　各研究科に、当該研究科の管理運営を主管する研究
科長を置き、その基礎となる学部の長をもって充てる｡

　（大学院委員会）
第30条　本大学院に、大学院委員会を設ける｡
２　大学院委員会については、皇學館大学大学院委員会
規程に定める｡

　（研究科委員会）
第31条　本大学院各研究科に、研究科委員会を設ける｡
２　研究科委員会については、各研究科委員会規程に定
める｡

第11章　施設及び設備
　（研究室）
第32条　本大学院学生の研究を促進するために、専用研
究室を設ける｡

　（図書等の利用）
第33条　本大学院学生は、本学の附属図書館、研究開発
推進センターの図書その他の設備を、それぞれの定め
るところに従って利用することができる｡

　（専用閲覧室）
第34条　本大学院学生の研究の便に資するため、附属図
書館に専用閲覧室を設ける｡

第35条　（削　除）

第12章　事務組織
　（事務組織）
第36条　本大学院の事務を遂行するために、所要の事務
職員を置く｡

２　前項の職員は、大学の職員に兼ねさせることができる｡

年、博士後期課程に在学し得る期間は６年を限度とし、
この期間内に課程を修了しない者又は退学しない者は、
除籍する｡

４　正当な理由により退学した者が再入学を願い出たとき
は、大学院委員会の議を経て、これを許可することがで
きる｡

５　博士後期課程に３年以上在学して退学した者が、学位
論文提出のため再入学を希望する場合は、退学後10年以
内に限り、これを許可する。ただし、この場合において
も、その在学期間は通算して６年を超えることができな
い｡

第６章　特別研究生・委託生等
　（特別研究生）
第21条　本大学院の博士前期課程又は修士課程を修了し
た者で博士後期課程に進まずに更に研究を続けようとす
る者又は博士後期課程を退学し、前条第５項による再入
学をせずに更に研究を続けようとする者には、選考のう
え、特別研究生として在学を許可することができる｡

　（委託生）
第22条　公共団体その他の機関から、本大学院において、
特定の研究分野の研究を委託された者には、選考のう
え、委託生として入学を許可することができる｡

　（研究生）
第23条　本大学院において、特定の専門事項について研究
を希望する者には、選考のうえ、研究生として入学を許
可することがある｡

　（科目等履修生）
第24条　本大学院の特定科目について履修を希望する者
があるときは、学生の授業に支障のない限り、選考のう
え、科目等履修生として履修することを許可することが
ある。ただし、本学卒業生にあっては、選考のための検
定を要しない｡

２　科目等履修生は、履修した科目について試験を受ける
ことができる。試験に合格した者には、所定の単位を与
える｡

　（関係規定）
第25条　特別研究生、委託生、研究生及び科目等履修生に
関する必要な事項は、別に定める｡

第７章　学費等
　（入学検定料・入学金及び学費）
第26条　本大学院の入学検定料、入学金、授業料及び教育
充実費（授業料及び教育充実費を以下「学費」という｡）
は、別に定める｡

２　前項のほか、入学検定料、入学金及び学費の納付及び
免除などについては、本学学則の規定を準用する｡
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て、本大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、本
大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を
有することを確認された者にも、博士（文学）の学位を
授与することができる｡

４　学位審査の方法その他学位の授与に関する必要な事項
については、皇學館大学学位規程に定める｡

５　学位審査料は、在学中の者については徴収しない｡
　（教職課程）
第14条　各研究科の専攻に応じて、修士課程又は博士前期
課程に第３項に掲げる表の学校種の専修免許状授与の所
要資格を取得するための課程を置く｡

２　前項の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免
許法（昭和24年法律第147号）及び教育職員免許法施行
規則（昭和29年文部省令第26号）に定める授業科目及び
単位を各研究科配当の関係科目のうちから、修得しなけ
ればならない｡

３　免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする｡
課程を置く研究科・専攻 専修免許状の

種　　　　類 免 許 教 科
研　究　科 専　攻

文 学 研 究 科

神 道 学 専 攻
中 学 校 教 諭 宗　　教

高等学校教諭 宗　　教

国 文 学 専 攻
中 学 校 教 諭 国　　語

高等学校教諭 国　　語

国 史 学 専 攻
中 学 校 教 諭 社　　会

高等学校教諭 地理歴史

教育学研究科 教 育 学 専 攻

小 学 校 教 諭

幼 稚 園 教 諭

中 学 校 教 諭 保健体育

高等学校教諭 保健体育

第５章　入学・退学・除籍等
　（入学の時期）
第15条　本大学院の入学の時期は、学年の始めとする。た
だし、研究科において教育上特別の必要があると認めら
れる場合には、秋学期から入学させることができる｡

　（入学手続）
第16条　本大学院に入学を希望する者は、所定の手続きを
行い、入学判定に合格しなければならない｡

２　入学に関する手続きは、別に定める｡
　（入学資格）
第17条　本大学院の博士前期課程又は修士課程に入学する
ことのできる者は、次の各号の一に該当する者とする｡
⑴　大学を卒業した者
⑵　学校教育法第68条の２第３項の規定により学士の学
位を授与された者

⑶　外国において、学校教育における16年の課程を修了
した者

⑷　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我
が国において履修することにより当該外国の学校教
育における16年の課程を修了した者

⑸　文部科学大臣の指定した者
⑹　大学に３年以上在学し、又は外国において学校教
育における15年の課程を修了し、本大学院におい
て、所定の単位を優れた成績をもって修得したもの
と認めた者

⑺　その他本大学院において大学を卒業した者と同等
以上の学力があると認めた者

２　本大学院の博士後期課程に入学することのできる者
は、次の各号の一に該当する者とする｡
⑴　修士の学位を有する者
⑵　外国において、修士の学位を授与された者
⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我
が国において履修し、修士の学位に相当する学位を
授与された者

⑷　文部科学大臣の指定した者
⑸　その他本大学院において、修士の学位を有する者
と同等以上の学力があると認めた者

　（社会人入学）
第18条　本大学院に入学を希望する社会人には、別に定
める選考による入学判定により、入学を許可すること
がある｡

　（外国人留学生）
第19条　大学院において、教育を受ける目的をもって入
国した外国人で、本大学院に入学を希望する者には、
別に定める選考による入学判定により、外国人留学生
として入学を許可することがある｡

　（転入学）
第19条の２　他の大学院に在学する者で、本大学院に転
入学を希望する者には、大学院委員会で選考のうえ、
学長がこれを許可することがある｡

２　前項の規定により転入学を希望する者は、在籍する
大学院の学長又は研究科長の許可書を願書に添付しな
ければならない｡

３　転入学を許可された者の、既に修得した授業科目の
履修単位数の取り扱い及び所属学年については、大学
院委員会の議を経て、学長が定める｡

４　転入学を許可された者が修了に要する本大学院での
在学年数は、前項の規定により定められた所属学年に
応じて、大学院委員会の議を経て、学長が定める｡

　（休学・退学・除籍・再入学等）
第20条　病気その他の事由によって休学又は退学しよう
とする者は、所定の手続きにより願い出なければなら
ない｡

２　休学の期間は、原則として２年を超えることができ
ない｡

３　博士前期課程又は修士課程に在学し得る期間は４
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第８章　賞　罰
　（賞　罰）
第27条　賞罰については、本学学則の規定を準用する。
ただし、本学学則の準用にあたっては、全学教授会を
大学院委員会に読み替えるものとする｡

第９章　教員組織
　（教育組織）
第28条　本大学院に、所要の教員を置く｡
２　本大学院の教育研究に支障を生じない場合には、本
学の学部及び研究開発推進センター等の教員（原則と
して教授以上の者）に、前項の教員を兼ねさせること
ができる｡

３　第１項の教員には、所要の資格を有する者を、専攻
ごとに、必要数置くものとする｡

第10章　運営組織
　（運営責任者）
第29条　学長は、本大学院の管理運営を統轄する｡
２　各研究科に、当該研究科の管理運営を主管する研究
科長を置き、その基礎となる学部の長をもって充てる｡

　（大学院委員会）
第30条　本大学院に、大学院委員会を設ける｡
２　大学院委員会については、皇學館大学大学院委員会
規程に定める｡

　（研究科委員会）
第31条　本大学院各研究科に、研究科委員会を設ける｡
２　研究科委員会については、各研究科委員会規程に定
める｡

第11章　施設及び設備
　（研究室）
第32条　本大学院学生の研究を促進するために、専用研
究室を設ける｡

　（図書等の利用）
第33条　本大学院学生は、本学の附属図書館、研究開発
推進センターの図書その他の設備を、それぞれの定め
るところに従って利用することができる｡

　（専用閲覧室）
第34条　本大学院学生の研究の便に資するため、附属図
書館に専用閲覧室を設ける｡

第35条　（削　除）

第12章　事務組織
　（事務組織）
第36条　本大学院の事務を遂行するために、所要の事務
職員を置く｡

２　前項の職員は、大学の職員に兼ねさせることができる｡

年、博士後期課程に在学し得る期間は６年を限度とし、
この期間内に課程を修了しない者又は退学しない者は、
除籍する｡

４　正当な理由により退学した者が再入学を願い出たとき
は、大学院委員会の議を経て、これを許可することがで
きる｡

５　博士後期課程に３年以上在学して退学した者が、学位
論文提出のため再入学を希望する場合は、退学後10年以
内に限り、これを許可する。ただし、この場合において
も、その在学期間は通算して６年を超えることができな
い｡

第６章　特別研究生・委託生等
　（特別研究生）
第21条　本大学院の博士前期課程又は修士課程を修了し
た者で博士後期課程に進まずに更に研究を続けようとす
る者又は博士後期課程を退学し、前条第５項による再入
学をせずに更に研究を続けようとする者には、選考のう
え、特別研究生として在学を許可することができる｡

　（委託生）
第22条　公共団体その他の機関から、本大学院において、
特定の研究分野の研究を委託された者には、選考のう
え、委託生として入学を許可することができる｡

　（研究生）
第23条　本大学院において、特定の専門事項について研究
を希望する者には、選考のうえ、研究生として入学を許
可することがある｡

　（科目等履修生）
第24条　本大学院の特定科目について履修を希望する者
があるときは、学生の授業に支障のない限り、選考のう
え、科目等履修生として履修することを許可することが
ある。ただし、本学卒業生にあっては、選考のための検
定を要しない｡

２　科目等履修生は、履修した科目について試験を受ける
ことができる。試験に合格した者には、所定の単位を与
える｡

　（関係規定）
第25条　特別研究生、委託生、研究生及び科目等履修生に
関する必要な事項は、別に定める｡

第７章　学費等
　（入学検定料・入学金及び学費）
第26条　本大学院の入学検定料、入学金、授業料及び教育
充実費（授業料及び教育充実費を以下「学費」という｡）
は、別に定める｡

２　前項のほか、入学検定料、入学金及び学費の納付及び
免除などについては、本学学則の規定を準用する｡
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　　　附　則
　この学則は、平成３年７月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成４年１月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成４年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成５年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成５年７月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成６年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成７年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成８年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成９年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成13年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成14年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成15年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成16年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成17年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成18年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成19年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成20年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成21年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成21年５月28日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成22年３月25日から施行する｡
　　　附　則
１　この学則は、平成22年４月１日から施行する｡
２　本則第10条から第12条までの規定にかかわらず、平
成21年度以前の入学生については、従前のとおりとする｡

　　　附　則
１　この学則は、平成23年４月１日から施行する｡
２　本則第４条、第５条、第13条及び第14条の規定にか
かわらず、平成22年度以前の入学生については、従前
のとおりとする｡

　（教育職員と事務職員等の連携及び協働）
第36条の２　本大学院の教育研究活動等の組織的かつ効果
的な運営を図るため、教育職員と事務職員等との適切な
役割分担の下で、連携体制を確保し、協働により職務を
行うものとする。

　　　附　則
　本大学院学則に定めのない事項は、大学学則を準用する｡
　この学則は、昭和41年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和48年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和51年１月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和53年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和54年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和55年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和56年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和56年10月22日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和57年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和58年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和59年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和60年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和60年６月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和61年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和62年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和63年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成元年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成元年６月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成元年10月30日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成２年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成３年４月１日から施行する｡
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　（目　的）
第１条　この規程は、皇學館大学学則（以下「学則」と
いう｡）第34条、第36条、第41条、第47条及び第48条並
びに皇學館大学大学院学則第26条に基づき、入学金及
び学費等について必要な事項を定める。

　（入学金、学費及びその他の納付金）
第２条　皇學館大学（以下「本学」という｡）における入
学金、授業料及び教育充実費（授業料及び教育充実費
を以下「学費」という｡）の金額は、別表１-⑴及び別
表１-⑵に定める。

２　実験実習費は、各年度、授業科目別に定めることと
し、学生は授業科目の履修登録後、所定の期日までに、
別に定められた実験実習費を納入するものとする。

３　本学におけるその他の納付金とは、入学検定料、休
学在籍料、審査料、追試験料、再試験料及び証明書等
発行手数料等をいい、その金額は別表１-⑶から別表３
に定める。

　（入学検定料、入学金及び学費の返還等）
第３条　既納の入学検定料、入学金及び学費は学則第50
条に基づき返還しない。ただし、入学手続き完了者
から入学年度の前年度末日までに入学辞退の申し出が
あった場合は、学費を返還する。

２　入学手続きを済ませた後に、改めて本学の別日程入
学試験で他学科に合格し、入学を希望する者が、その
学科の入学手続締切日までに入学学科の変更を所定の
用紙にて申し出た場合は、学費を振り替えることがで
きる。ただし、納付金に差額が生じる場合は不足分の
差額を納入するものとする。超過分の差額については
返還する。

３　専願入試の合格者には前２項の規定は適用しない。
　（学費の納入方法及び納入期日）
第４条　入学、編入学、転入学及び学士入学を許可され
た者は、別表１-⑴及び別表１-⑵に定める入学金及び
学費を所定の期日までに納入しなければならない。

２　学生は、別表１-⑴及び別表１-⑵に定める学費の年
額を、次の２期に分けてそれぞれの期日までに納入し
なければならない。

　　春学期分（４月１日から９月30日まで）の納入日
は、５月１日

　　秋学期分（10月１日から３月31日まで）の納入日
は、11月１日

　（日本学生支援機構「授業料後払い」制度に係る学費
の納入方法の特例）

第５条　大学院博士前期課程及び修士課程の入学予定者
及び在学生が、日本学生支援機構の「授業料後払い」
制度の利用を希望する場合は、願い出により学費の徴
収を猶予することができる。

皇學館大学学費等に関する規程　　　附　則
１　この学則は、平成24年４月１日から施行する｡
２　本則第４条、第５条及び第14条の規定にかかわらず、
平成23年度以前の入学生については、従前のとおりとす
る｡

３　本則第10条の２の規定にかかわらず、平成23年度以前
の博士後期課程入学生については、従前のとおりとする
｡

４　社会福祉学研究科は、平成24年３月31日をもって廃止
する｡

　　　附　則
１　この学則は、平成25年４月１日から施行する｡
２　文学研究科教育学専攻は、平成25年３月31日をもって
廃止する｡

　　　附　則
　この学則は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成29年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成30年４月１日から施行する｡
　　　附　則
１　この学則は、平成31年４月１日から施行する。
２　本則別表１、別表２及び別表３の規定にかかわらず、平
成30年度以前の入学生については、従前のとおりとする。

　　　附　則
　この学則は、令和２年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、令和３年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、令和５年４月１日から施行する。
２　本則別表１、別表２及び別表３の規定にかかわらず、令
和４年度以前の入学生については、従前のとおりとする。
（別表１（第８条第１項関係）～別表３（第８条第２
　項関係）省略）
　※『履修要項』参照
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　　　附　則
　この学則は、平成３年７月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成４年１月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成４年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成５年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成５年７月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成６年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成７年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成８年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成９年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成13年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成14年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成15年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成16年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成17年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成18年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成19年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成20年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成21年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成21年５月28日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成22年３月25日から施行する｡
　　　附　則
１　この学則は、平成22年４月１日から施行する｡
２　本則第10条から第12条までの規定にかかわらず、平
成21年度以前の入学生については、従前のとおりとする｡

　　　附　則
１　この学則は、平成23年４月１日から施行する｡
２　本則第４条、第５条、第13条及び第14条の規定にか
かわらず、平成22年度以前の入学生については、従前
のとおりとする｡

　（教育職員と事務職員等の連携及び協働）
第36条の２　本大学院の教育研究活動等の組織的かつ効果
的な運営を図るため、教育職員と事務職員等との適切な
役割分担の下で、連携体制を確保し、協働により職務を
行うものとする。

　　　附　則
　本大学院学則に定めのない事項は、大学学則を準用する｡
　この学則は、昭和41年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和48年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和51年１月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和53年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和54年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和55年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和56年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和56年10月22日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和57年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和58年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和59年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和60年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和60年６月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和61年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和62年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、昭和63年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成元年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成元年６月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成元年10月30日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成２年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、平成３年４月１日から施行する｡
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　（目　的）
第１条　この規程は、皇學館大学学則（以下「学則」と
いう｡）第34条、第36条、第41条、第47条及び第48条並
びに皇學館大学大学院学則第26条に基づき、入学金及
び学費等について必要な事項を定める。

　（入学金、学費及びその他の納付金）
第２条　皇學館大学（以下「本学」という｡）における入
学金、授業料及び教育充実費（授業料及び教育充実費
を以下「学費」という｡）の金額は、別表１-⑴及び別
表１-⑵に定める。

２　実験実習費は、各年度、授業科目別に定めることと
し、学生は授業科目の履修登録後、所定の期日までに、
別に定められた実験実習費を納入するものとする。

３　本学におけるその他の納付金とは、入学検定料、休
学在籍料、審査料、追試験料、再試験料及び証明書等
発行手数料等をいい、その金額は別表１-⑶から別表３
に定める。

　（入学検定料、入学金及び学費の返還等）
第３条　既納の入学検定料、入学金及び学費は学則第50
条に基づき返還しない。ただし、入学手続き完了者
から入学年度の前年度末日までに入学辞退の申し出が
あった場合は、学費を返還する。

２　入学手続きを済ませた後に、改めて本学の別日程入
学試験で他学科に合格し、入学を希望する者が、その
学科の入学手続締切日までに入学学科の変更を所定の
用紙にて申し出た場合は、学費を振り替えることがで
きる。ただし、納付金に差額が生じる場合は不足分の
差額を納入するものとする。超過分の差額については
返還する。

３　専願入試の合格者には前２項の規定は適用しない。
　（学費の納入方法及び納入期日）
第４条　入学、編入学、転入学及び学士入学を許可され
た者は、別表１-⑴及び別表１-⑵に定める入学金及び
学費を所定の期日までに納入しなければならない。

２　学生は、別表１-⑴及び別表１-⑵に定める学費の年
額を、次の２期に分けてそれぞれの期日までに納入し
なければならない。

　　春学期分（４月１日から９月30日まで）の納入日
は、５月１日

　　秋学期分（10月１日から３月31日まで）の納入日
は、11月１日

　（日本学生支援機構「授業料後払い」制度に係る学費
の納入方法の特例）

第５条　大学院博士前期課程及び修士課程の入学予定者
及び在学生が、日本学生支援機構の「授業料後払い」
制度の利用を希望する場合は、願い出により学費の徴
収を猶予することができる。

皇學館大学学費等に関する規程　　　附　則
１　この学則は、平成24年４月１日から施行する｡
２　本則第４条、第５条及び第14条の規定にかかわらず、
平成23年度以前の入学生については、従前のとおりとす
る｡

３　本則第10条の２の規定にかかわらず、平成23年度以前
の博士後期課程入学生については、従前のとおりとする
｡

４　社会福祉学研究科は、平成24年３月31日をもって廃止
する｡

　　　附　則
１　この学則は、平成25年４月１日から施行する｡
２　文学研究科教育学専攻は、平成25年３月31日をもって
廃止する｡

　　　附　則
　この学則は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成29年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この学則は、平成30年４月１日から施行する｡
　　　附　則
１　この学則は、平成31年４月１日から施行する。
２　本則別表１、別表２及び別表３の規定にかかわらず、平
成30年度以前の入学生については、従前のとおりとする。

　　　附　則
　この学則は、令和２年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この学則は、令和３年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この学則は、令和５年４月１日から施行する。
２　本則別表１、別表２及び別表３の規定にかかわらず、令
和４年度以前の入学生については、従前のとおりとする。
（別表１（第８条第１項関係）～別表３（第８条第２
　項関係）省略）
　※『履修要項』参照

諸
規
程

諸
規
程



大学（皇學館大学学費等に関する規程）

84

　　　附　則
　この規程は、令和３年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和６年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

別表１-⑴（第２条第１項関係）
○学部学費等
【文学部　令和８年度入学生より適用】　　　　 　 (円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500
教育充実費 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500
計 745,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を免除する。
４　本学の連携校出身の専願入試入学者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【文学部　令和２年度～７年度入学生に適用】 　　 (円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500
教育充実費 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500
計 745,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【文学部　平成30年度～31年度入学生に適用】    　 (円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500
教育充実費 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500
計 715,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【教育学部　令和８年度入学生より適用】　　    　 (円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500
教育充実費 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500
計 780,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を免除する。
４　本学の連携校出身の専願入試入学者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

２　前項の「授業料後払い」制度の採用が決定した後日本
学生支援機構が本学に振り込む奨学金は、本学が「授業
料後払い」制度採用者の授業料として受け取る。

３　「授業料後払い」制度採用者の授業料を除く学費は、
指定の期日内に支払うものとする。

　（長期履修者に係る学費の納入方法の特例）
第６条　皇學館大学大学院学則第10条の２に定める規定に

より、長期の履修を認められた者にあっては、長期履修
期間に限り、別表１-⑴及び別表１-⑵に定める学費の年
額を長期履修期間の年数で除した額（その額に100円未
満の端数があるときは、これを調整するものとする｡）
を１年間に納入する額とし、前条に定める期日までに本
学が指定する方法により納入しなければならない。

２　履修期間短縮を許可された者は、支払うべき学費総額
の残りの学費をまとめて支払うものとする。

　（延　納）
第７条　第４条第２項の期日までに学費の納入ができない

者は、次の期日までに延納願を提出し、許可を得なけれ
ばならない。

　　春学期分延納願　 6月15日
　　秋学期分延納願　12月15日
２　延納を許可された者は、次の期日までに納入しなけれ

ばならない。
　　春学期分　8月20日
　　秋学期分　2月20日
　（復籍者の学費）
第８条　復籍を許可された者は、復籍する年次の所定の学

費を納入しなければならない。
　（再入学者の学費）
第９条　再入学を許可された者は、再入学する年次の所定

の学費を納入しなければならない。
　（休学中の学費）
第10条　休学期間中の学費は、徴収しない。ただし、学期

の途中において休学又は復学する者は、その学期の学費
全額を納入するものとする。

２　休学期間中の学費の徴収を免除された学期について
は、別表１-⑷に定める休学在籍料を納入しなければな
らない。

　（編入学生・転入学生及び学士入学生の学費）
第11条　編・転入学及び学士入学を許可された者の学費

は、入学を許可された年次の学生と同額とする。
２　編・転入学及び学士入学を許可された者の入学金は、

入学を許可された年次の学生と同額とする。
　（その他）
第12条　この規程に定めるものの他、学費等の納入に関し

て必要な事項は、理事長が別に定める。
　（規程の改廃）
第13条　この規程の改廃は、理事会が行う。
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【教育学研究科　修士課程　平成30年度入学生より適用】(円)

学費等種別
１年次 ２年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ―

授業料 287,500 287,500 287,500 287,500

教育充実費 50,000 50,000 50,000 50,000

計 537,500 337,500 337,500 337,500

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する｡
　　ただし、転入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする｡
２　本大学学部の卒業及び本神道学専攻科の修了者は、入学金は免

除し、教育充実費は半額とする｡
３　再入学の場合の入学金は、免除する｡
４　長期履修者については、本規程第５条を適用する。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【文学研究科　博士後期課程　平成30年度入学生より適用】(円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ―

授業料 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

教育充実費 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

計 375,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する｡
　　ただし、転入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする｡
２　本大学学部の卒業生、本大学院修士課程及び博士前期課程の修

了者並びに本神道学専攻科の修了者は、入学金は免除し、教育
充実費は半額とする｡

３　再入学の場合の入学金は、免除する｡
４　博士後期課程に在学して所定の単位を修得し、博士の学位請求

論文を受理された者の学位審査が、受理学期を越えて継続され
る場合、審査継続後の学期の学費を免除する｡

５　博士後期課程に在学し、所定の単位を修得した者が、博士論文
提出のために在学を継続する場合、及び満期退学後に博士論文
提出のため再入学する場合の授業料は半額とし、教育充実費は
免除する｡

６　長期履修者については、本規程第５条を適用する。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

別表１-⑶（第２条第３項関係）
○入学検定料（全学共通）

種　別 金　額 備考

入 学 検 定 料 30,000円

同じ学科又は別学科を1枚の志願票で併願出願
する場合、学校推薦型選抜入試は１出願につき
併願検定料5,000円を適用する。
また、一般選抜入試については、１日につき併
願検定料10,000円を適用する。

共通テスト利用
入 学 検 定 料 15,000円

同じ学科又は別学科を１枚の志願票で併願出願
する場合は、併願分については、１出願につき
併願検定料5,000円を適用する。

別表１-⑷（第２条第３項及び第９条第２項関係）
○休学在籍料

種　別 金　額

休学在籍料 学期 60,000円

別表１-⑸（第２条第３項関係）
○転学部他審査料等（全学共通）

種　別 金　額

転学部審査料 10,000円

転科審査料 10,000円

復籍審査料 10,000円

再入学検定料 30,000円

【教育学部　令和２年度～７年度入学生に適用】 　  (円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500

教育充実費 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500

計 780,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【現代日本社会学部　令和８年度入学生より適用】   (円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500

教育充実費 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500

計 755,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を免除する。
４　本学の連携校出身の専願入試入学者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【現代日本社会学部　令和２年度～７年度入学生に適用】(円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500

教育充実費 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500

計 755,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

別表１-⑵（第２条第１項関係）
○大学院学費等
【文学研究科　博士前期課程　平成30年度入学生より適用】(円)

学費等種別
１年次 ２年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ―

授業料 287,500 287,500 287,500 287,500

教育充実費 50,000 50,000 50,000 50,000

計 537,500 337,500 337,500 337,500

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する｡
　　ただし、転入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする｡
２　本大学学部の卒業及び本神道学専攻科の修了者は、入学金は免

除し、教育充実費は半額とする｡
３　再入学の場合の入学金は、免除する｡
４　長期履修者については、本規程第５条を適用する。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。
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　　　附　則
　この規程は、令和３年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和６年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

別表１-⑴（第２条第１項関係）
○学部学費等
【文学部　令和８年度入学生より適用】　　　　 　 (円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500
教育充実費 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500
計 745,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を免除する。
４　本学の連携校出身の専願入試入学者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【文学部　令和２年度～７年度入学生に適用】 　　 (円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500
教育充実費 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500
計 745,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【文学部　平成30年度～31年度入学生に適用】    　 (円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500
教育充実費 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500
計 715,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【教育学部　令和８年度入学生より適用】　　    　 (円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500
教育充実費 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500
計 780,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を免除する。
４　本学の連携校出身の専願入試入学者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

２　前項の「授業料後払い」制度の採用が決定した後日本
学生支援機構が本学に振り込む奨学金は、本学が「授業
料後払い」制度採用者の授業料として受け取る。

３　「授業料後払い」制度採用者の授業料を除く学費は、
指定の期日内に支払うものとする。

　（長期履修者に係る学費の納入方法の特例）
第６条　皇學館大学大学院学則第10条の２に定める規定に

より、長期の履修を認められた者にあっては、長期履修
期間に限り、別表１-⑴及び別表１-⑵に定める学費の年
額を長期履修期間の年数で除した額（その額に100円未
満の端数があるときは、これを調整するものとする｡）
を１年間に納入する額とし、前条に定める期日までに本
学が指定する方法により納入しなければならない。

２　履修期間短縮を許可された者は、支払うべき学費総額
の残りの学費をまとめて支払うものとする。

　（延　納）
第７条　第４条第２項の期日までに学費の納入ができない

者は、次の期日までに延納願を提出し、許可を得なけれ
ばならない。

　　春学期分延納願　 6月15日
　　秋学期分延納願　12月15日
２　延納を許可された者は、次の期日までに納入しなけれ

ばならない。
　　春学期分　8月20日
　　秋学期分　2月20日
　（復籍者の学費）
第８条　復籍を許可された者は、復籍する年次の所定の学

費を納入しなければならない。
　（再入学者の学費）
第９条　再入学を許可された者は、再入学する年次の所定

の学費を納入しなければならない。
　（休学中の学費）
第10条　休学期間中の学費は、徴収しない。ただし、学期

の途中において休学又は復学する者は、その学期の学費
全額を納入するものとする。

２　休学期間中の学費の徴収を免除された学期について
は、別表１-⑷に定める休学在籍料を納入しなければな
らない。

　（編入学生・転入学生及び学士入学生の学費）
第11条　編・転入学及び学士入学を許可された者の学費

は、入学を許可された年次の学生と同額とする。
２　編・転入学及び学士入学を許可された者の入学金は、

入学を許可された年次の学生と同額とする。
　（その他）
第12条　この規程に定めるものの他、学費等の納入に関し

て必要な事項は、理事長が別に定める。
　（規程の改廃）
第13条　この規程の改廃は、理事会が行う。
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【教育学研究科　修士課程　平成30年度入学生より適用】(円)

学費等種別
１年次 ２年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ―

授業料 287,500 287,500 287,500 287,500

教育充実費 50,000 50,000 50,000 50,000

計 537,500 337,500 337,500 337,500

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する｡
　　ただし、転入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする｡
２　本大学学部の卒業及び本神道学専攻科の修了者は、入学金は免

除し、教育充実費は半額とする｡
３　再入学の場合の入学金は、免除する｡
４　長期履修者については、本規程第５条を適用する。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【文学研究科　博士後期課程　平成30年度入学生より適用】(円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ―

授業料 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

教育充実費 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

計 375,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する｡
　　ただし、転入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする｡
２　本大学学部の卒業生、本大学院修士課程及び博士前期課程の修

了者並びに本神道学専攻科の修了者は、入学金は免除し、教育
充実費は半額とする｡

３　再入学の場合の入学金は、免除する｡
４　博士後期課程に在学して所定の単位を修得し、博士の学位請求

論文を受理された者の学位審査が、受理学期を越えて継続され
る場合、審査継続後の学期の学費を免除する｡

５　博士後期課程に在学し、所定の単位を修得した者が、博士論文
提出のために在学を継続する場合、及び満期退学後に博士論文
提出のため再入学する場合の授業料は半額とし、教育充実費は
免除する｡

６　長期履修者については、本規程第５条を適用する。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

別表１-⑶（第２条第３項関係）
○入学検定料（全学共通）

種　別 金　額 備考

入 学 検 定 料 30,000円

同じ学科又は別学科を1枚の志願票で併願出願
する場合、学校推薦型選抜入試は１出願につき
併願検定料5,000円を適用する。
また、一般選抜入試については、１日につき併
願検定料10,000円を適用する。

共通テスト利用
入 学 検 定 料 15,000円

同じ学科又は別学科を１枚の志願票で併願出願
する場合は、併願分については、１出願につき
併願検定料5,000円を適用する。

別表１-⑷（第２条第３項及び第９条第２項関係）
○休学在籍料

種　別 金　額

休学在籍料 学期 60,000円

別表１-⑸（第２条第３項関係）
○転学部他審査料等（全学共通）

種　別 金　額

転学部審査料 10,000円

転科審査料 10,000円

復籍審査料 10,000円

再入学検定料 30,000円

【教育学部　令和２年度～７年度入学生に適用】 　  (円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500

教育充実費 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500

計 780,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【現代日本社会学部　令和８年度入学生より適用】   (円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500

教育充実費 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500

計 755,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を免除する。
４　本学の連携校出身の専願入試入学者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【現代日本社会学部　令和２年度～７年度入学生に適用】(円)

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500

教育充実費 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500

計 755,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生

の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

別表１-⑵（第２条第１項関係）
○大学院学費等
【文学研究科　博士前期課程　平成30年度入学生より適用】(円)

学費等種別
１年次 ２年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期

入学金 200,000 ― ― ―

授業料 287,500 287,500 287,500 287,500

教育充実費 50,000 50,000 50,000 50,000

計 537,500 337,500 337,500 337,500

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する｡
　　ただし、転入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする｡
２　本大学学部の卒業及び本神道学専攻科の修了者は、入学金は免

除し、教育充実費は半額とする｡
３　再入学の場合の入学金は、免除する｡
４　長期履修者については、本規程第５条を適用する。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただ
し、大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。
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別表２-⑴（第２条第１項及び第３項関係）
○科目等履修生納付金（全学部共通）

種　別 金　額 備　考

検定料 10,000円 　本学卒業生にあっては、皇學館大学科目等
履修生規程第４条第１項ただし書きの規定に
より、検定料を免除する｡
　本学卒業生及び皇學館大学科目等履修生規
程第６条第２項の規定による科目等履修生で
１年を超える場合は、登録料の２分の１の額
を免除する。

登録料
１年間 10,000円

半年間 5,000円

履修料 １単位 10,000円

○研究生納付金（全学部共通）
種　別 金　額

検定料 30,000円

入学金 100,000円

授業料 月額 20,000円

別表２-⑵（第２条第１項及び第３項関係）
○大学院科目等履修生納付金

種　別 金　額 備　考

検定料 10,000円
　本学卒業生及び皇學館大学大学院科目等履
修生規程第９条第２項の規定による科目等履
修生で１年を超える場合は、登録料の２分の
１の額を免除する。

登録料
１年間 10,000円

半年間 5,000円

履修料 １単位 10,000円

○大学院特別研究生納付金
種　別 金　額

審査料 5,000円

研究料 年額 50,000円

別表３（第２条第３項関係）
○手数料（全学共通）

種　別 金　額

追試験料 3,000円

再試験料 3,000円

在学証明書 200円

在籍期間証明書 200円

単位成績証明書 200円

卒業見込証明書 200円

各種英文証明書 1,000円

通学証明書 無料

学生割引証明書 無料

健康診断証明書 200円

在寮証明書 無料

教員免許状取得見込証明書 200円

明階位検定合格・正階位取得見込証明書 200円

明階位検定合格・明階位取得見込証明書 200円

資格取得見込証明書 200円

指定保育士養成施設卒業見込証明書 200円

卒業見込証明書・社会福祉士指定科目履修見込証明書 200円

卒業見込証明書・精神保健福祉士指定科目履修見込証明書 200円

社会調査士指定科目証明書 200円

大学院博士前期課程単位修得証明書 200円

専攻科修了見込証明書 200円

大学院修了見込証明書 200円

科目等履修生証明書 200円

科目等履修生単位成績証明書 200円

地域貢献活動（CLL活動）時間証明書 200円

第１条　この規程は、皇學館大学学則（以下「学則」と
いう｡）第９条第２項の規定に基づき専攻科に関して必
要な事項を定める｡

第２条　専攻科は、学部学科の基礎のうえに、精深な程
度において専門の事項を教授し、その研究を指導する
ことを目的とする｡

第３条　専攻科の名称及び専攻は、次のとおりとする｡
　　　　　神道学専攻科　　　　神道学専攻
第４条　専攻科の修業年限は、１年とする｡
第５条　専攻科の在学期間は、２年を超えることができ
ない｡

第６条　専攻科の学生定員は、次のとおりとする｡
　　　　　入学定員　20名　　　総定員　20名
第７条　専攻科の授業科目及び単位数は、別表１及び別
表２のとおりとする｡

第８条　専攻科の修了に要する単位は、別表１に掲げる
授業科目の中から必修科目４単位、選択必修科目28単
位を含め36単位とする｡

２　神職の資格を取得しようとする者は、別表２に掲げ
る科目の所定の単位を修得しなければならない｡

第９条　専攻科に、専攻科委員会（以下「委員会」とい
う｡）を設ける｡

２　委員会は、次の委員で構成する｡
⑴　学長
⑵　専攻科の授業を担当する本学の専任教員
⑶　文学部長、学生部長及び附属図書館長
⑷　委員長が指名した本学の専任教員

第10条　委員会に委員長を１名置き、文学部長がこれを
兼ねる。

２　委員長は専攻科を主管し、委員会を招集して議長と
なる。

３　委員長に事故あるときは、文学部神道学科主任がそ
の職務を代行する。

第11条　委員会は、定例会及び臨時会とする｡臨時会は、
委員長が必要と認めたとき、又は構成員の３分の１以
上の要求があったとき招集される｡

第12条　委員会の成立には、構成員の３分の２以上の出
席を必要とする｡ただし、休職中の者及び在外研究員又
は内地留学で外出中の者は、構成員の数から除外する｡

２　委員会の審議決定は、多数決による｡可否同数の場合
は、議長の決するところによる｡ただし、教員の人事に
関する事項については、別に定める｡

３　議長は、構成員に直接の利害関係のある事項につい
て審議するときは、当該構成員に退席を求めることが
できる｡

第13条　委員会は、本学建学の精神に則って、次の事項
を審議し、学長に対し意見を述べるものとする。
⑴　学生の入学、退学、休学及び除籍に関する事項
⑵　学生の履修、学業成績及び修了に関する事項
⑶　学生の賞罰に関する事項

皇學館大学専攻科規程

大学（皇學館大学専攻科規程）

87

⑷　専攻科規程及び諸規程の制定・改廃に関する事項
⑸　その他学長から諮問のあった事項

第14条　委員会に提案したい事項を有する者は、前もって
これを委員長に申し出ることを原則とする｡

第15条　委員会の審議及び報告等は、すべて記録して保管
しなければならない｡

第16条　専攻科に入学することができる者は、次の各号の
一に該当する者とする｡
⑴　大学を卒業した者
⑵　外国において学校教育における16年の課程を修了し
た者

⑶　文部科学大臣の指定した者
⑷　本学において大学を卒業した者と同等以上の学力が
あると認めた者

第17条　入学を許可された者は、本学所定の誓約書に保証
人署名のうえ、入学金、授業料及び教育充実費（授業料
及び教育充実費を以下「学費」という｡）を添えて所定
の期日までに提出しなければならない｡

２　前項の手続きをとらないときは、入学許可を取り消す
ことがある｡

第18条　既納の入学検定料、入学金及び学費は、返還しない｡
２　前項の規定にかかわらず、入学手続き完了者が入学年
度の前年度末日までに入学辞退の申し出があった場合
は、学費を返還することがある｡

第19条　専攻科に１年以上在学し、所定の単位を修得した
者に、修了証書（様式１）を授与する｡

第20条　入学検定料、入学金及び学費は、別表３及び別表
４のとおりとする｡

第21条　この規程に定めのない事項は、学則を準用する｡
第22条　この規程の改廃は、構成員の４分の３以上が出席
し、出席者の４分の３以上の賛成を必要とする｡

　　　附　則
　この規程は、昭和56年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和56年10月22日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和57年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和58年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和59年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和60年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和60年６月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和61年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和62年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和63年４月１日から施行する｡

　　　附　則
　この規程は、平成元年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成元年６月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成２年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成３年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成３年７月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成４年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成５年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成５年７月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成６年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成７年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成８年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成８年11月14日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成９年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成10年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成12年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成13年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成14年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成15年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成16年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成20年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成21年５月28日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成22年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成25年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成26年４月１日から施行する｡
　　　附　則
１　この規程は、平成27年４月１日から施行する
２　皇學館大学専攻科入学試験委員会規程（平成10年４
月１日）は、廃止する。
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別表２-⑴（第２条第１項及び第３項関係）
○科目等履修生納付金（全学部共通）

種　別 金　額 備　考

検定料 10,000円 　本学卒業生にあっては、皇學館大学科目等
履修生規程第４条第１項ただし書きの規定に
より、検定料を免除する｡
　本学卒業生及び皇學館大学科目等履修生規
程第６条第２項の規定による科目等履修生で
１年を超える場合は、登録料の２分の１の額
を免除する。

登録料
１年間 10,000円

半年間 5,000円

履修料 １単位 10,000円

○研究生納付金（全学部共通）
種　別 金　額

検定料 30,000円

入学金 100,000円

授業料 月額 20,000円

別表２-⑵（第２条第１項及び第３項関係）
○大学院科目等履修生納付金

種　別 金　額 備　考

検定料 10,000円
　本学卒業生及び皇學館大学大学院科目等履
修生規程第９条第２項の規定による科目等履
修生で１年を超える場合は、登録料の２分の
１の額を免除する。

登録料
１年間 10,000円

半年間 5,000円

履修料 １単位 10,000円

○大学院特別研究生納付金
種　別 金　額

審査料 5,000円

研究料 年額 50,000円

別表３（第２条第３項関係）
○手数料（全学共通）

種　別 金　額

追試験料 3,000円

再試験料 3,000円

在学証明書 200円

在籍期間証明書 200円

単位成績証明書 200円

卒業見込証明書 200円

各種英文証明書 1,000円

通学証明書 無料

学生割引証明書 無料

健康診断証明書 200円

在寮証明書 無料

教員免許状取得見込証明書 200円

明階位検定合格・正階位取得見込証明書 200円

明階位検定合格・明階位取得見込証明書 200円

資格取得見込証明書 200円

指定保育士養成施設卒業見込証明書 200円

卒業見込証明書・社会福祉士指定科目履修見込証明書 200円

卒業見込証明書・精神保健福祉士指定科目履修見込証明書 200円

社会調査士指定科目証明書 200円

大学院博士前期課程単位修得証明書 200円

専攻科修了見込証明書 200円

大学院修了見込証明書 200円

科目等履修生証明書 200円

科目等履修生単位成績証明書 200円

地域貢献活動（CLL活動）時間証明書 200円

第１条　この規程は、皇學館大学学則（以下「学則」と
いう｡）第９条第２項の規定に基づき専攻科に関して必
要な事項を定める｡

第２条　専攻科は、学部学科の基礎のうえに、精深な程
度において専門の事項を教授し、その研究を指導する
ことを目的とする｡

第３条　専攻科の名称及び専攻は、次のとおりとする｡
　　　　　神道学専攻科　　　　神道学専攻
第４条　専攻科の修業年限は、１年とする｡
第５条　専攻科の在学期間は、２年を超えることができ
ない｡

第６条　専攻科の学生定員は、次のとおりとする｡
　　　　　入学定員　20名　　　総定員　20名
第７条　専攻科の授業科目及び単位数は、別表１及び別
表２のとおりとする｡

第８条　専攻科の修了に要する単位は、別表１に掲げる
授業科目の中から必修科目４単位、選択必修科目28単
位を含め36単位とする｡

２　神職の資格を取得しようとする者は、別表２に掲げ
る科目の所定の単位を修得しなければならない｡

第９条　専攻科に、専攻科委員会（以下「委員会」とい
う｡）を設ける｡

２　委員会は、次の委員で構成する｡
⑴　学長
⑵　専攻科の授業を担当する本学の専任教員
⑶　文学部長、学生部長及び附属図書館長
⑷　委員長が指名した本学の専任教員

第10条　委員会に委員長を１名置き、文学部長がこれを
兼ねる。

２　委員長は専攻科を主管し、委員会を招集して議長と
なる。

３　委員長に事故あるときは、文学部神道学科主任がそ
の職務を代行する。

第11条　委員会は、定例会及び臨時会とする｡臨時会は、
委員長が必要と認めたとき、又は構成員の３分の１以
上の要求があったとき招集される｡

第12条　委員会の成立には、構成員の３分の２以上の出
席を必要とする｡ただし、休職中の者及び在外研究員又
は内地留学で外出中の者は、構成員の数から除外する｡

２　委員会の審議決定は、多数決による｡可否同数の場合
は、議長の決するところによる｡ただし、教員の人事に
関する事項については、別に定める｡

３　議長は、構成員に直接の利害関係のある事項につい
て審議するときは、当該構成員に退席を求めることが
できる｡

第13条　委員会は、本学建学の精神に則って、次の事項
を審議し、学長に対し意見を述べるものとする。
⑴　学生の入学、退学、休学及び除籍に関する事項
⑵　学生の履修、学業成績及び修了に関する事項
⑶　学生の賞罰に関する事項
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⑷　専攻科規程及び諸規程の制定・改廃に関する事項
⑸　その他学長から諮問のあった事項

第14条　委員会に提案したい事項を有する者は、前もって
これを委員長に申し出ることを原則とする｡

第15条　委員会の審議及び報告等は、すべて記録して保管
しなければならない｡

第16条　専攻科に入学することができる者は、次の各号の
一に該当する者とする｡
⑴　大学を卒業した者
⑵　外国において学校教育における16年の課程を修了し
た者

⑶　文部科学大臣の指定した者
⑷　本学において大学を卒業した者と同等以上の学力が
あると認めた者

第17条　入学を許可された者は、本学所定の誓約書に保証
人署名のうえ、入学金、授業料及び教育充実費（授業料
及び教育充実費を以下「学費」という｡）を添えて所定
の期日までに提出しなければならない｡

２　前項の手続きをとらないときは、入学許可を取り消す
ことがある｡

第18条　既納の入学検定料、入学金及び学費は、返還しない｡
２　前項の規定にかかわらず、入学手続き完了者が入学年
度の前年度末日までに入学辞退の申し出があった場合
は、学費を返還することがある｡

第19条　専攻科に１年以上在学し、所定の単位を修得した
者に、修了証書（様式１）を授与する｡

第20条　入学検定料、入学金及び学費は、別表３及び別表
４のとおりとする｡

第21条　この規程に定めのない事項は、学則を準用する｡
第22条　この規程の改廃は、構成員の４分の３以上が出席
し、出席者の４分の３以上の賛成を必要とする｡

　　　附　則
　この規程は、昭和56年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和56年10月22日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和57年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和58年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和59年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和60年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和60年６月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和61年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和62年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、昭和63年４月１日から施行する｡

　　　附　則
　この規程は、平成元年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成元年６月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成２年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成３年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成３年７月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成４年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成５年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成５年７月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成６年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成７年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成８年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成８年11月14日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成９年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成10年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成12年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成13年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成14年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成15年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成16年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成20年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成21年５月28日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成22年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成25年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成26年４月１日から施行する｡
　　　附　則
１　この規程は、平成27年４月１日から施行する
２　皇學館大学専攻科入学試験委員会規程（平成10年４
月１日）は、廃止する。
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　　　附　則
　この規程は、平成28年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成31年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
２　本規程別表１及び別表２の規定にかかわらず、令和４
年度以前の入学生については、従前のとおりとする。

　　　附　則
　この規程は、令和７年４月１日から施行する。

（別表１（第７条・第８条第１項関係)・別表２
（第７条・第８条第２項関係）省略）
　※『履修要項』参照

別表３（第20条関係）

項　　目 納　　入　　額

入 学 検 定 料 30,000 円

別表４（第20条関係）

項　　目 納　入　額 備　　　　考

入 学 金 300,000 円 １　本学卒業生は、入学金
は免除し、教育充実費
は半額とする｡

２　再入学の場合の入学金
は、免除する｡

学

　費

授 業 料 675,000 円

教育充実費 100,000 円

様式１（第19条関係）
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番
号

皇學館大学学生細則
第１章　総　則

第１条　この細則は、学生生活に必要な事項を定めること
を目的とする｡

第２章　学生証
第２条　皇學館大学（以下「本学」という｡）学生に対して、
入学時に学生証を交付する。

２　学生は、学生証を常に携帯し、求めに応じ呈示しなけ
ればならない。学生証を携帯しない者は、教室、図書館
その他本学の施設を利用することができない。

３　学生証は、他人に貸与又は譲渡してはならない｡
４　学生証を紛失したときは、直ちに学生支援部に届け出
て再交付を受けなければならない。また、本学の学籍を
離れるときは、必ず学生支援部に返納しなければならな
い。

第３章　学生寮
第３条　学部学生のうち、学生寮への入寮を希望する者は、
願い出により入寮を許可する。ただし、あらかじめ提示
する条件を承諾する者に限る。

２　学生寮についての規程は、別に定める。

第４章　住所及び身上の異動
　（住所変更届）
第４条　学生は、住所を学生支援部に届け出ること。
２　住所を変更したときには、速やかに学生支援部に届け
出ること。

第５条　学生がその身上に異動が生じたときは、前条第２
項と同様に届け出ること。

　（保証人変更願・保証人住所変更届）
第６条　保証人が死亡し又はその条件を欠くに至ったと
き、その他の事由によって保証人を変更しようとすると
きは、学生支援部に願い出て学長の許可を受けること｡

２　保証人の住所に変更があったときは、学生支援部に届
け出ること｡

第５章　服　装
第７条　服装は、端正を旨とし、本学学生としての誇りと
品位を保つように心がけなければならない｡

２　特別の場合（入学式、卒業式その他特に指定した場合
をいう｡）の服装は次のとおりとする。
⑴　男子学生　黒又は紺系の背広上下、ネクタイ、白の
ワイシャツを着用すること。

⑵　女子学生　黒又は紺系のスーツ、白ブラウスを着用
すること。

⑶　所定の学章（バッジ）を付けること｡
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補足説明
○神宮参拝

学校行事としての神宮参拝は、全学挙げての行事
であり、自らすすんで参拝する気持ちを持つことを
基本とし、素直な気持ちで神前に進むことが大切で
あり、参拝の際の服装は男子学生は背広上下とし、
白のワイシャツを選び、女子学生もスーツにしたり、
白ブラウスを選ぶなどの配慮が望ましい。

○フィールドワーク
フィールドワークにおいて、特に神社参拝・学校
訪問等が含まれている場合は、身なりを整え、礼を
失しないように心がけること。

第６章　奨学制度
第８条　本学の奨学制度は、学生の修学を支援する目的
で、給付奨学金、貸与奨学金、奨学賞、特待生、授業
料の免除・徴収猶予、長谷奨学金、高松奨励金、慶光
院俊奨学金、安部奨学金、岡田奨学金、櫻井奨学金を
設ける。

２　それぞれの奨学規程については、別に定める。

第７章　学内団体
第９条　学生が組織する学内団体は、以下のとおりとする。
⑴　学友会に所属する団体
⑵　学友会に所属していない皇學館大学学生委員会
（以下「委員会」という｡）認定の団体

２　学内団体に関する事項は、別に定める。

第８章　集会及び行事
　（学内集会・行事願）
第10条　学生又は学内団体が、学内集会若しくは行事を
開催しようとするときは、実施７日前までに所定の願
書を学生支援部に提出し、学生部長の許可を受けるこ
と。ただし、次の各号に掲げるものについては、この
限りでない。
⑴　学内団体が行う所定の場所における日常の集会・
行事

⑵　運動団体の学内における練習
⑶　その他教員の責任において行う集会・行事及びあ
らかじめ学生部長の承認を得ているもの

第11条　学生は、19時30分以後学内に居残ってはならない｡
ただし､ 関係教員の指導による場合、附属図書館を利用
する場合又は特に許可を受けた場合についてはこの限り
ではない｡

第９章　掲示・印刷物・放送
　（掲示許可願）
第12条　学生が学内に掲示をしようとするときは、掲示

３日前までに所定の願書に責任者氏名を明記して学生支
援部に提出し、学生支援部学生担当課長の許可を受ける
こと。

２　学生が学外に掲示をしようとするときは、掲示７日前
までに所定の願書を学生支援部に提出し、学生部長の許
可を受けること。

　（刊行物発行許可願）
第13条　学生が定期又は臨時に、印刷物を発行しようとす
るときは、あらかじめその内容について関係教員の指導
を受け、発行７日前までに所定の願書を学生支援部に提
出し、学生部長の許可を受けること。

２　印刷物の出来上がったときは直ちに２部を学生支援部
に提出すること。

第14条　学生が学内で放送をしようとするときは、学生支
援部学生担当課長の許可を得ること。

第10章　学外者の招聘及び学外活動
　（学外者招聘許可願）
第15条　学生が学外から特別指導者又は講演者を招聘しよ
うとするときは、あらかじめ関係教員と協議し、その承
諾を得た後、実施７日前までに所定の願書を学生支援部
に提出し、学生部長の許可を受けること。

　（学外活動許可願）
第16条　学生が本学の名を冠し又はそれを意味する名義を
持って、学外において活動し、又は学外団体に参加しよ
うとするときは、あらかじめ関係教員と協議し、その承
諾を得た後、実施７日前までに所定の願書を学生支援部
に提出し、学生部長の許可を受けること。

第11章　寄附募集・物品販売など
　（寄附募集・物品販売・世論調査・署名運動等）
第17条　学生が学内において寄附の募集、物品の販売、署
名運動、世論調査その他これに類する活動を行う場合に
は、あらかじめ関係教員と協議し、その承諾を得た後、
実施７日前までに所定の願書を学生支援部に提出し、学
生部長の許可を受けること。

第12章　庶　務
第18条　この細則に係る庶務は、学生支援部において処理
する。

第13章　細則の改廃
第19条　この細則の改廃は、委員会の議を経て全学教授会
が行う。

　　　附　則
　移行措置旧規程による制服は昭和60年３月末まで着用す
ることができるが、特別の場合には可能な限り本条の定
めに従うこと｡
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　　　附　則
　この規程は、平成28年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成31年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
２　本規程別表１及び別表２の規定にかかわらず、令和４
年度以前の入学生については、従前のとおりとする。

　　　附　則
　この規程は、令和７年４月１日から施行する。

（別表１（第７条・第８条第１項関係)・別表２
（第７条・第８条第２項関係）省略）
　※『履修要項』参照

別表３（第20条関係）

項　　目 納　　入　　額

入 学 検 定 料 30,000 円

別表４（第20条関係）

項　　目 納　入　額 備　　　　考

入 学 金 300,000 円 １　本学卒業生は、入学金
は免除し、教育充実費
は半額とする｡

２　再入学の場合の入学金
は、免除する｡

学

　費

授 業 料 675,000 円

教育充実費 100,000 円

様式１（第19条関係）

修

了
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皇學館大学学生細則
第１章　総　則

第１条　この細則は、学生生活に必要な事項を定めること
を目的とする｡

第２章　学生証
第２条　皇學館大学（以下「本学」という｡）学生に対して、
入学時に学生証を交付する。

２　学生は、学生証を常に携帯し、求めに応じ呈示しなけ
ればならない。学生証を携帯しない者は、教室、図書館
その他本学の施設を利用することができない。

３　学生証は、他人に貸与又は譲渡してはならない｡
４　学生証を紛失したときは、直ちに学生支援部に届け出
て再交付を受けなければならない。また、本学の学籍を
離れるときは、必ず学生支援部に返納しなければならな
い。

第３章　学生寮
第３条　学部学生のうち、学生寮への入寮を希望する者は、
願い出により入寮を許可する。ただし、あらかじめ提示
する条件を承諾する者に限る。

２　学生寮についての規程は、別に定める。

第４章　住所及び身上の異動
　（住所変更届）
第４条　学生は、住所を学生支援部に届け出ること。
２　住所を変更したときには、速やかに学生支援部に届け
出ること。

第５条　学生がその身上に異動が生じたときは、前条第２
項と同様に届け出ること。

　（保証人変更願・保証人住所変更届）
第６条　保証人が死亡し又はその条件を欠くに至ったと
き、その他の事由によって保証人を変更しようとすると
きは、学生支援部に願い出て学長の許可を受けること｡

２　保証人の住所に変更があったときは、学生支援部に届
け出ること｡

第５章　服　装
第７条　服装は、端正を旨とし、本学学生としての誇りと
品位を保つように心がけなければならない｡

２　特別の場合（入学式、卒業式その他特に指定した場合
をいう｡）の服装は次のとおりとする。
⑴　男子学生　黒又は紺系の背広上下、ネクタイ、白の
ワイシャツを着用すること。

⑵　女子学生　黒又は紺系のスーツ、白ブラウスを着用
すること。

⑶　所定の学章（バッジ）を付けること｡
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補足説明
○神宮参拝

学校行事としての神宮参拝は、全学挙げての行事
であり、自らすすんで参拝する気持ちを持つことを
基本とし、素直な気持ちで神前に進むことが大切で
あり、参拝の際の服装は男子学生は背広上下とし、
白のワイシャツを選び、女子学生もスーツにしたり、
白ブラウスを選ぶなどの配慮が望ましい。

○フィールドワーク
フィールドワークにおいて、特に神社参拝・学校
訪問等が含まれている場合は、身なりを整え、礼を
失しないように心がけること。

第６章　奨学制度
第８条　本学の奨学制度は、学生の修学を支援する目的
で、給付奨学金、貸与奨学金、奨学賞、特待生、授業
料の免除・徴収猶予、長谷奨学金、高松奨励金、慶光
院俊奨学金、安部奨学金、岡田奨学金、櫻井奨学金を
設ける。

２　それぞれの奨学規程については、別に定める。

第７章　学内団体
第９条　学生が組織する学内団体は、以下のとおりとする。
⑴　学友会に所属する団体
⑵　学友会に所属していない皇學館大学学生委員会
（以下「委員会」という｡）認定の団体

２　学内団体に関する事項は、別に定める。

第８章　集会及び行事
　（学内集会・行事願）
第10条　学生又は学内団体が、学内集会若しくは行事を
開催しようとするときは、実施７日前までに所定の願
書を学生支援部に提出し、学生部長の許可を受けるこ
と。ただし、次の各号に掲げるものについては、この
限りでない。
⑴　学内団体が行う所定の場所における日常の集会・
行事

⑵　運動団体の学内における練習
⑶　その他教員の責任において行う集会・行事及びあ
らかじめ学生部長の承認を得ているもの

第11条　学生は、19時30分以後学内に居残ってはならない｡
ただし､ 関係教員の指導による場合、附属図書館を利用
する場合又は特に許可を受けた場合についてはこの限り
ではない｡

第９章　掲示・印刷物・放送
　（掲示許可願）
第12条　学生が学内に掲示をしようとするときは、掲示

３日前までに所定の願書に責任者氏名を明記して学生支
援部に提出し、学生支援部学生担当課長の許可を受ける
こと。

２　学生が学外に掲示をしようとするときは、掲示７日前
までに所定の願書を学生支援部に提出し、学生部長の許
可を受けること。

　（刊行物発行許可願）
第13条　学生が定期又は臨時に、印刷物を発行しようとす
るときは、あらかじめその内容について関係教員の指導
を受け、発行７日前までに所定の願書を学生支援部に提
出し、学生部長の許可を受けること。

２　印刷物の出来上がったときは直ちに２部を学生支援部
に提出すること。

第14条　学生が学内で放送をしようとするときは、学生支
援部学生担当課長の許可を得ること。

第10章　学外者の招聘及び学外活動
　（学外者招聘許可願）
第15条　学生が学外から特別指導者又は講演者を招聘しよ
うとするときは、あらかじめ関係教員と協議し、その承
諾を得た後、実施７日前までに所定の願書を学生支援部
に提出し、学生部長の許可を受けること。

　（学外活動許可願）
第16条　学生が本学の名を冠し又はそれを意味する名義を
持って、学外において活動し、又は学外団体に参加しよ
うとするときは、あらかじめ関係教員と協議し、その承
諾を得た後、実施７日前までに所定の願書を学生支援部
に提出し、学生部長の許可を受けること。

第11章　寄附募集・物品販売など
　（寄附募集・物品販売・世論調査・署名運動等）
第17条　学生が学内において寄附の募集、物品の販売、署
名運動、世論調査その他これに類する活動を行う場合に
は、あらかじめ関係教員と協議し、その承諾を得た後、
実施７日前までに所定の願書を学生支援部に提出し、学
生部長の許可を受けること。

第12章　庶　務
第18条　この細則に係る庶務は、学生支援部において処理
する。

第13章　細則の改廃
第19条　この細則の改廃は、委員会の議を経て全学教授会
が行う。

　　　附　則
　移行措置旧規程による制服は昭和60年３月末まで着用す
ることができるが、特別の場合には可能な限り本条の定
めに従うこと｡
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　この規程は、昭和56年６月１日から施行する｡
　　　附　則
　移行措置（昭和56年６月１日施行）は昭和60年３月31日

をもって廃止する｡
　　　附　則
　この細則は、昭和61年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、昭和62年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成２年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成２年10月18日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成10年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成11年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成12年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成13年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成18年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成20年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成22年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成23年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成26年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成26年11月12日から施行する。
　　　附　則
　この細則は、平成29年４月１日から施行する。

皇學館大学学友会会則
本会は、皇學館大学学友会と称し、皇學館大学設立の趣

旨を体し、全学一体となって明朗健全なる学風の樹立に努
め、学生生活の向上と皇學館大学の発展に寄与することを
目的とし、この会則を定める｡

第１章　事　業
第１条　本会は、さきにあげた本会の目的を達成するため、

総務部並びに文化及び運動の各部を置き積極的な活動を
するとともに、大学及び館友会の行う諸事業並びに、そ
の他本会の目的を達成するために必要と認められる諸事
業に参加する。

２　学内団体に関する事項は、別に定める。

第２章　会　員
第２条　本会は、皇學館大学の教員及び全学生をもって組

織し、教員は特別会員、学生は正会員とする。

第３章　役員
第３条　本会に、次の役員を置く。

会長 １名
副会長 若干名
総務部長 １名
総務部顧問 若干名
各部部長 各１名
総務委員長 １名
総務副委員長 １名
学級代表 各２名
各部委員長 各１名
会計委員 若干名
庶務委員 若干名
選挙管理委員 各学級２名

⑴　会長は、学長とし、本会を代表する。副会長は、学
生部長及び各学部長とし、会長を補佐する。会長に
事故あるときは学生部長が、学生部長に事故あると
きは各学部長がこれを代行する。

⑵　総務部長は、学生委員会委員長とし、学生部長の指
示を受けて総務部を統轄する。

⑶　総務部顧問は、学生支援部学生担当課長及び全学教
授会における学生委員会委員とし、総務部長を補佐
し総務委員会の諮問に応え指導に当たる。

⑷　各部部長及び副部長は、教員とし、各部を統轄する。
⑸　総務委員長及び総務副委員長は、選挙によって選

出された学生とする。総務委員長は正会員を代表す
る。総務副委員長は、総務委員長を補佐し、総務委
員長に事故あるときはこれを代行する。

⑹　各部委員長は、各部員の互選によって選出された学
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生とする。
⑺　学級代表は、各学級委員とする。
⑻　庶務委員及び会計委員は、総務委員会の選定によ
る学生とし、庶務及び会計を管理する。ただし、会
計における帳簿現金その他必要なものの保管は学生
支援部に委嘱する。

⑼　選挙管理委員は、各学級の互選によって選出され
た学生とする。

第４条　正会員たる役員の任期は、毎年12月１日より翌年
の11月30日までの１年間とする。ただし、学級代表の
任期は４月１日より３月31日までとする。

第４章　会　議
第５条　総会は、特に重要な事項につき必要な承認又は決
議その他を行うものとする。
⑴　総会は、全会員をもって構成し、その成立は、全
会員の過半数の出席をもって成立する。

⑵　総会は、会長がこれを招集する。ただし、全会員
の３分の１以上の署名による要求がある場合は、こ
れを招集しなければならない。

⑶　総会の議長及び副議長は、総務委員会においてあ
らかじめ選出された正会員をもってこれに充てる。

⑷　議決は、出席正会員の過半数をもって決議する。
第６条　役員会は、総務部長、総務部顧問、各部部長、総
務委員長、総務副委員長、学級代表、各部委員長をもっ
て構成する。役員会は、予算及び決算の承認、総務委
員会の要請があった場合、又は特に必要と認められる
場合に総務部長がこれを招集する。役員会の議長は、
総務部長、副議長は総務委員長とする。

第７条　総務委員会は、文化及び運動の各部の実際的活
動、また大学祭や球技大会等の課外活動全般につき総
合的な企画を立て、これを実施し、庶務、会計及び渉
外等本会の運営に当たる。総務委員会は、総務委員長、
総務副委員長、学級代表、各部委員長をもって構成し、
その開催は構成者の過半数の出席を必要とする。総務
委員会は、毎月１回の定例会のほか、特に必要のある
場合、総務委員長の要請により総務部長がこれを招集
する。
⑴　総務委員会の決定は、多数決による。可否同数の
ときは、議長の決するところによる。総務委員会の
議長は、総務委員長、副議長は総務副委員長とす
る。

⑵　総務部長及び総務部顧問は、総務委員会に出席し
発言することができる。

第８条　常任委員会は、総務委員会に置かれ、必要な諸提
案をする。常任委員会は、総務委員長、総務副委員長、
学級代表をもって構成する。

第９条　各部会の構成、運営及びその他必要な事項につい

ては、各部において自主的にこれを定めるものとする。

第５章　会　計
第10条　本会の経費は、正会員の会費及び寄附金その他を
もってこれに充てる。

第11条　前条の会費の額及び納入方法等については、総務
委員会の決議に基づき、会長がこれを定める。

第12条　本会の会計については、毎年１回以上、会長の委
嘱する監査委員の監査を受けるほか、会員の要求があっ
た場合、いつでも帳簿等を閲覧に供しなければならない。

第13条　本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年の３月
31日までとする。

第６章　改　正
第14条　本会則の改正は、役員会において行う。
　　　附　則
　この会則は、昭和38年４月１日からこれを施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成10年４月１日から施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成13年４月１日から施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成18年４月１日から施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成20年４月１日から施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成22年４月１日から施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成23年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成24年11月22日から施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成26年11月20日から施行する。
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　この規程は、昭和56年６月１日から施行する｡
　　　附　則
　移行措置（昭和56年６月１日施行）は昭和60年３月31日

をもって廃止する｡
　　　附　則
　この細則は、昭和61年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、昭和62年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成２年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成２年10月18日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成10年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成11年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成12年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成13年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成18年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成20年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成22年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成23年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成26年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この細則は、平成26年11月12日から施行する。
　　　附　則
　この細則は、平成29年４月１日から施行する。

皇學館大学学友会会則
本会は、皇學館大学学友会と称し、皇學館大学設立の趣

旨を体し、全学一体となって明朗健全なる学風の樹立に努
め、学生生活の向上と皇學館大学の発展に寄与することを
目的とし、この会則を定める｡

第１章　事　業
第１条　本会は、さきにあげた本会の目的を達成するため、

総務部並びに文化及び運動の各部を置き積極的な活動を
するとともに、大学及び館友会の行う諸事業並びに、そ
の他本会の目的を達成するために必要と認められる諸事
業に参加する。

２　学内団体に関する事項は、別に定める。

第２章　会　員
第２条　本会は、皇學館大学の教員及び全学生をもって組

織し、教員は特別会員、学生は正会員とする。

第３章　役員
第３条　本会に、次の役員を置く。

会長 １名
副会長 若干名
総務部長 １名
総務部顧問 若干名
各部部長 各１名
総務委員長 １名
総務副委員長 １名
学級代表 各２名
各部委員長 各１名
会計委員 若干名
庶務委員 若干名
選挙管理委員 各学級２名

⑴　会長は、学長とし、本会を代表する。副会長は、学
生部長及び各学部長とし、会長を補佐する。会長に
事故あるときは学生部長が、学生部長に事故あると
きは各学部長がこれを代行する。

⑵　総務部長は、学生委員会委員長とし、学生部長の指
示を受けて総務部を統轄する。

⑶　総務部顧問は、学生支援部学生担当課長及び全学教
授会における学生委員会委員とし、総務部長を補佐
し総務委員会の諮問に応え指導に当たる。

⑷　各部部長及び副部長は、教員とし、各部を統轄する。
⑸　総務委員長及び総務副委員長は、選挙によって選

出された学生とする。総務委員長は正会員を代表す
る。総務副委員長は、総務委員長を補佐し、総務委
員長に事故あるときはこれを代行する。

⑹　各部委員長は、各部員の互選によって選出された学
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生とする。
⑺　学級代表は、各学級委員とする。
⑻　庶務委員及び会計委員は、総務委員会の選定によ
る学生とし、庶務及び会計を管理する。ただし、会
計における帳簿現金その他必要なものの保管は学生
支援部に委嘱する。

⑼　選挙管理委員は、各学級の互選によって選出され
た学生とする。

第４条　正会員たる役員の任期は、毎年12月１日より翌年
の11月30日までの１年間とする。ただし、学級代表の
任期は４月１日より３月31日までとする。

第４章　会　議
第５条　総会は、特に重要な事項につき必要な承認又は決
議その他を行うものとする。
⑴　総会は、全会員をもって構成し、その成立は、全
会員の過半数の出席をもって成立する。

⑵　総会は、会長がこれを招集する。ただし、全会員
の３分の１以上の署名による要求がある場合は、こ
れを招集しなければならない。

⑶　総会の議長及び副議長は、総務委員会においてあ
らかじめ選出された正会員をもってこれに充てる。

⑷　議決は、出席正会員の過半数をもって決議する。
第６条　役員会は、総務部長、総務部顧問、各部部長、総
務委員長、総務副委員長、学級代表、各部委員長をもっ
て構成する。役員会は、予算及び決算の承認、総務委
員会の要請があった場合、又は特に必要と認められる
場合に総務部長がこれを招集する。役員会の議長は、
総務部長、副議長は総務委員長とする。

第７条　総務委員会は、文化及び運動の各部の実際的活
動、また大学祭や球技大会等の課外活動全般につき総
合的な企画を立て、これを実施し、庶務、会計及び渉
外等本会の運営に当たる。総務委員会は、総務委員長、
総務副委員長、学級代表、各部委員長をもって構成し、
その開催は構成者の過半数の出席を必要とする。総務
委員会は、毎月１回の定例会のほか、特に必要のある
場合、総務委員長の要請により総務部長がこれを招集
する。
⑴　総務委員会の決定は、多数決による。可否同数の
ときは、議長の決するところによる。総務委員会の
議長は、総務委員長、副議長は総務副委員長とす
る。

⑵　総務部長及び総務部顧問は、総務委員会に出席し
発言することができる。

第８条　常任委員会は、総務委員会に置かれ、必要な諸提
案をする。常任委員会は、総務委員長、総務副委員長、
学級代表をもって構成する。

第９条　各部会の構成、運営及びその他必要な事項につい

ては、各部において自主的にこれを定めるものとする。

第５章　会　計
第10条　本会の経費は、正会員の会費及び寄附金その他を
もってこれに充てる。

第11条　前条の会費の額及び納入方法等については、総務
委員会の決議に基づき、会長がこれを定める。

第12条　本会の会計については、毎年１回以上、会長の委
嘱する監査委員の監査を受けるほか、会員の要求があっ
た場合、いつでも帳簿等を閲覧に供しなければならない。

第13条　本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年の３月
31日までとする。

第６章　改　正
第14条　本会則の改正は、役員会において行う。
　　　附　則
　この会則は、昭和38年４月１日からこれを施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成10年４月１日から施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成13年４月１日から施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成18年４月１日から施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成20年４月１日から施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成22年４月１日から施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成23年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成24年11月22日から施行する。
　　　附　則　
　この会則は、平成26年11月20日から施行する。
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学内団体に関する規程
　（目　的）
第１条　この規程は、皇學館大学学生細則第９条及び皇學
館大学学友会会則第1条第２項の規定に基づき、学内団
体に関する必要な事項を定める。

　（学内団体）
第２条　学生が組織する学内団体は、学友会に所属する団
体（以下「部」という｡）と学友会に所属していない皇
學館大学学生委員会（以下「委員会」という｡）認定の
団体（以下「同好会」という｡）とする。

２　部の設立は、原則として同好会からの昇格に限るもの
とし、部を新規に設立することはできない。

　（同好会の設立）
第３条　学生が同好会を設立しようとするときは、責任者
２名が専任の教員のうちから顧問教員を委嘱し、その
承認を得た後、所定の願書を団体規約・会員名簿とと
もに学生支援部に提出しなければならない。

２　委員会及び全学教授会は、提出された願書をもとに、
同好会の設立を審議し、認定を行う。

　（同好会から部への昇格）
第４条　部への昇格を希望する同好会は、学友会所定の申
請書に必要事項（部の名称、部長、学生代表、部員名簿、
規約等）を記入のうえ、部昇格の審議が行われる学友
会総務委員会開催の10日前までに学友会総務委員長に
提出しなければならない。

２　部への昇格を希望する同好会は、新規に設立されてか
ら概ね３年以上活動していなければならない。

３　部への昇格を希望する同好会は、１年次と２年次の部
員数の合計が５名以上でなければならない。

４　運動部への昇格を希望する同好会は、それぞれの競技
団体の学生連盟等への登録条件を満たしていることを
事前に確認しなければならない。また、昇格後、直ち
に当該組織への登録をしなければならない。

５　文化部への昇格を希望する同好会は、前年度の４月１
日から１月末日までの間に、活動内容に沿った大学祭
での発表又は学外活動を行っていなければならない。

６　既に設置されている部と活動内容が全く同一である
同好会は、部に昇格できない。

　（部昇格の選定）
第５条　学友会総務委員会は、提出された申請書をもとに
部昇格を審議し、出席正会員の３分の２以上が活動内
容から昇格妥当と判断した場合に、当該同好会を部昇
格候補団体に選定する。

　（部昇格の認定・部設置の許可）
第６条　委員会及び全学教授会は、学友会総務委員長より
提出された申請書をもとに審議し、部昇格候補団体の
部昇格認定を行う。

２　学友会会長が部の設置を許可する。
　（学内団体の認定期間）
第７条　同好会から昇格した部の認定期間は、認定日から
翌年の３月31日までとする。

２　前年度から継続している部の認定期間は、４月１日か
ら翌年の３月31日までの１年間とする。　

　（学内団体の継続）
第８条　学内団体として継続を希望する場合は、所定の部・
同好会活動継続届に必要事項を記入し、１月末日までに
学生支援部に提出しなければならない。期日までに提出
のない団体は原則として継続を認めない。

２　部を継続する場合は、１年次から３年次の部員数の合
計が５名以上でなければならない。

３　同好会を継続する場合は、１年次から３年次の会員数
の合計が２名以上でなければならない。

　（団体届出事項変更）
第９条　学内団体が団体規約などの届け出事項を変更しよ
うとするときは、所定の願書を学生支援部に提出しなけ
ればならない。

２　委員会及び全学教授会は、提出された願書をもとに審
議し、許可を行う。

　（学内団体解散届）
第10条　学生が学内団体を解散しようとするときは、所定
の届出書を学生支援部に提出しなければならない。

　（学内団体の活動停止又は解散）
第11条　学内団体が次の各号に該当する活動を行ったとき
は、委員会は全学教授会の承認のうえ、当該団体に活動
停止又は解散を命ずる。

（1）学則又は諸規則に違反した活動が行われたとき。
（2）活動中に重大な事故が発生するなど、団体の運営が円
滑に行われなかったとき。

（3）学内団体及びその団体構成員が、不祥事に関係し、そ
れが団体活動に密接な関連のあったとき。

（4）団体活動が、本学の教育研究等の遂行を阻害し、教職
員の指示に従わなかったとき。

　（部から同好会への降格）
第12条　次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会
は全学教授会の承認のうえ、当該部を同好会に降格する。

（1）当該部がこの規程に定めた部の条件を満たしていない
が、同好会の条件を満たしている場合

（2）当該部の部長が辞退し30日以上部長が定まらない場合
（3）当該部の学生が同好会への降格を学生支援部に届け出
た場合

（4）当該部が学友会総務委員会を無断で連続4回以上欠席
し、学友会総務委員会において出席正会員の３分の２以
上が降格妥当と判断した場合

　（部室の明け渡し）
第13条　部が解散又は同好会に降格となった場合、当該団
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体は部室を速やかに明け渡さなければならない。
　（庶　務）
第14条　この規程に関する庶務は、学生支援部において
処理する。

　（規程の改廃）
第15条　この規程の改廃は、委員会及び全学教授会の議
を経て学友会役員会が行う。

　　　附　則
　この内規は、平成20年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この内規は、平成23年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成26年11月20日から施行する。

皇學館大学学友会選挙規則
第１章　総　則

第１条　この規則は、皇學館大学学友会会則の趣旨にのっ
とり、学友会正会員による選挙の方法を規定し、その選
挙が公明かつ適正に行われることを確保し、もって学友
会の健全な発達を期することを目的とする。

第２条　この規則は、総務委員長、総務副委員長の選挙に
適用する。

第２章　選挙権及び被選挙権
第３条　学友会正会員は、すべて選挙権を有する。ただし、
選挙期間中に学則第８章第53条に該当する者は、このう
ちに入らない。

第４条　学友会正会員は、すべて被選挙権を有する。た
だし、選挙期間中に学則第８章第53条に該当する者は、
このうちに入らない。

第３章　選挙期日
第５条　任期満了による選挙は、その任期の終わる日の前
20日以内に行う。

第６条　選挙の期日は、少なくとも10日以前に告示しなけ
ればならない。

第４章　投　票
第７条　選挙は無記名投票により行う。
第８条　投票は、各選挙につき１名１票で、単記とする。
ただし、立候補者１名の場合は信任投票とする。

第９条　投票は選挙管理委員会の定めた方法により行う。
第10条　投票用紙は、選挙管理委員会発行のものを使用する。
第11条　特別会員及び正会員は、選挙管理委員会より委
託されたときにのみ投票の管理に当たることができる。

第５章　開　票
第12条　開票は、選挙管理委員会によって投票の当日に、
選挙管理委員会の定めた場所において、各候補責任者立
会いのもとに行われる。ただし、信任投票の場合は総務
委員長及び総務副委員長も立会うものとする。

第13条　下記の投票は無効とする。
⑴　第10条による正規の投票用紙を用いないもの。
⑵　立候補者の誰を記入したか確認し難いもの。
⑶　立候補者以外の氏名を記載したもの。
⑷　１投票用紙中に２名以上の氏名を記載したもの。
⑸　信任投票の場合、選挙管理委員会の指定した記載
方法によらないもの。

⑹　候補者の氏名以外の事項を記載したもの（ただし、
候補者の学年、学科、住所、又は敬称の類いを記入し
たものは有効とする｡)。
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学内団体に関する規程
　（目　的）
第１条　この規程は、皇學館大学学生細則第９条及び皇學
館大学学友会会則第1条第２項の規定に基づき、学内団
体に関する必要な事項を定める。

　（学内団体）
第２条　学生が組織する学内団体は、学友会に所属する団
体（以下「部」という｡）と学友会に所属していない皇
學館大学学生委員会（以下「委員会」という｡）認定の
団体（以下「同好会」という｡）とする。

２　部の設立は、原則として同好会からの昇格に限るもの
とし、部を新規に設立することはできない。

　（同好会の設立）
第３条　学生が同好会を設立しようとするときは、責任者
２名が専任の教員のうちから顧問教員を委嘱し、その
承認を得た後、所定の願書を団体規約・会員名簿とと
もに学生支援部に提出しなければならない。

２　委員会及び全学教授会は、提出された願書をもとに、
同好会の設立を審議し、認定を行う。

　（同好会から部への昇格）
第４条　部への昇格を希望する同好会は、学友会所定の申
請書に必要事項（部の名称、部長、学生代表、部員名簿、
規約等）を記入のうえ、部昇格の審議が行われる学友
会総務委員会開催の10日前までに学友会総務委員長に
提出しなければならない。

２　部への昇格を希望する同好会は、新規に設立されてか
ら概ね３年以上活動していなければならない。

３　部への昇格を希望する同好会は、１年次と２年次の部
員数の合計が５名以上でなければならない。

４　運動部への昇格を希望する同好会は、それぞれの競技
団体の学生連盟等への登録条件を満たしていることを
事前に確認しなければならない。また、昇格後、直ち
に当該組織への登録をしなければならない。

５　文化部への昇格を希望する同好会は、前年度の４月１
日から１月末日までの間に、活動内容に沿った大学祭
での発表又は学外活動を行っていなければならない。

６　既に設置されている部と活動内容が全く同一である
同好会は、部に昇格できない。

　（部昇格の選定）
第５条　学友会総務委員会は、提出された申請書をもとに
部昇格を審議し、出席正会員の３分の２以上が活動内
容から昇格妥当と判断した場合に、当該同好会を部昇
格候補団体に選定する。

　（部昇格の認定・部設置の許可）
第６条　委員会及び全学教授会は、学友会総務委員長より
提出された申請書をもとに審議し、部昇格候補団体の
部昇格認定を行う。

２　学友会会長が部の設置を許可する。
　（学内団体の認定期間）
第７条　同好会から昇格した部の認定期間は、認定日から
翌年の３月31日までとする。

２　前年度から継続している部の認定期間は、４月１日か
ら翌年の３月31日までの１年間とする。　

　（学内団体の継続）
第８条　学内団体として継続を希望する場合は、所定の部・
同好会活動継続届に必要事項を記入し、１月末日までに
学生支援部に提出しなければならない。期日までに提出
のない団体は原則として継続を認めない。

２　部を継続する場合は、１年次から３年次の部員数の合
計が５名以上でなければならない。

３　同好会を継続する場合は、１年次から３年次の会員数
の合計が２名以上でなければならない。

　（団体届出事項変更）
第９条　学内団体が団体規約などの届け出事項を変更しよ
うとするときは、所定の願書を学生支援部に提出しなけ
ればならない。

２　委員会及び全学教授会は、提出された願書をもとに審
議し、許可を行う。

　（学内団体解散届）
第10条　学生が学内団体を解散しようとするときは、所定
の届出書を学生支援部に提出しなければならない。

　（学内団体の活動停止又は解散）
第11条　学内団体が次の各号に該当する活動を行ったとき
は、委員会は全学教授会の承認のうえ、当該団体に活動
停止又は解散を命ずる。

（1）学則又は諸規則に違反した活動が行われたとき。
（2）活動中に重大な事故が発生するなど、団体の運営が円
滑に行われなかったとき。

（3）学内団体及びその団体構成員が、不祥事に関係し、そ
れが団体活動に密接な関連のあったとき。

（4）団体活動が、本学の教育研究等の遂行を阻害し、教職
員の指示に従わなかったとき。

　（部から同好会への降格）
第12条　次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会
は全学教授会の承認のうえ、当該部を同好会に降格する。

（1）当該部がこの規程に定めた部の条件を満たしていない
が、同好会の条件を満たしている場合

（2）当該部の部長が辞退し30日以上部長が定まらない場合
（3）当該部の学生が同好会への降格を学生支援部に届け出
た場合

（4）当該部が学友会総務委員会を無断で連続4回以上欠席
し、学友会総務委員会において出席正会員の３分の２以
上が降格妥当と判断した場合

　（部室の明け渡し）
第13条　部が解散又は同好会に降格となった場合、当該団
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体は部室を速やかに明け渡さなければならない。
　（庶　務）
第14条　この規程に関する庶務は、学生支援部において
処理する。

　（規程の改廃）
第15条　この規程の改廃は、委員会及び全学教授会の議
を経て学友会役員会が行う。

　　　附　則
　この内規は、平成20年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この内規は、平成23年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この規程は、平成26年11月20日から施行する。

皇學館大学学友会選挙規則
第１章　総　則

第１条　この規則は、皇學館大学学友会会則の趣旨にのっ
とり、学友会正会員による選挙の方法を規定し、その選
挙が公明かつ適正に行われることを確保し、もって学友
会の健全な発達を期することを目的とする。

第２条　この規則は、総務委員長、総務副委員長の選挙に
適用する。

第２章　選挙権及び被選挙権
第３条　学友会正会員は、すべて選挙権を有する。ただし、
選挙期間中に学則第８章第53条に該当する者は、このう
ちに入らない。

第４条　学友会正会員は、すべて被選挙権を有する。た
だし、選挙期間中に学則第８章第53条に該当する者は、
このうちに入らない。

第３章　選挙期日
第５条　任期満了による選挙は、その任期の終わる日の前
20日以内に行う。

第６条　選挙の期日は、少なくとも10日以前に告示しなけ
ればならない。

第４章　投　票
第７条　選挙は無記名投票により行う。
第８条　投票は、各選挙につき１名１票で、単記とする。
ただし、立候補者１名の場合は信任投票とする。

第９条　投票は選挙管理委員会の定めた方法により行う。
第10条　投票用紙は、選挙管理委員会発行のものを使用する。
第11条　特別会員及び正会員は、選挙管理委員会より委
託されたときにのみ投票の管理に当たることができる。

第５章　開　票
第12条　開票は、選挙管理委員会によって投票の当日に、
選挙管理委員会の定めた場所において、各候補責任者立
会いのもとに行われる。ただし、信任投票の場合は総務
委員長及び総務副委員長も立会うものとする。

第13条　下記の投票は無効とする。
⑴　第10条による正規の投票用紙を用いないもの。
⑵　立候補者の誰を記入したか確認し難いもの。
⑶　立候補者以外の氏名を記載したもの。
⑷　１投票用紙中に２名以上の氏名を記載したもの。
⑸　信任投票の場合、選挙管理委員会の指定した記載
方法によらないもの。

⑹　候補者の氏名以外の事項を記載したもの（ただし、
候補者の学年、学科、住所、又は敬称の類いを記入し
たものは有効とする｡)。
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第６章　候補者
第14条　立候補者は、選挙期日の告示があった日から投票
日前７日までに責任者を１名立て、文書で立候補する旨
を選挙管理委員会に届出する必要がある。

２　前項の文書には、候補者の氏名、学年、学科及び責任
者１名の氏名を記載しなければならない。

第15条　立候補者は第９章に規定した選挙運動と選挙管理
委員会の定めた立会演説会に参加する権利を有する。

第７章　当選人
第16条　各選挙において、第17条に定める必要得票数以上で、
最高位者を当選人とする。

第17条　当選人の得票は、全正会員の４分の１以上を必要
とする。

第18条　信任投票の場合には、必要得票数以上で投票数の
過半数以上の賛成があった場合、信任されたものとする。

第19条　各選挙において、必要得票数に達しなかった場合
には、得票数上位２者による決戦投票を行う。ただし、
立候補者が２名の場合には、再度投票を行う。

第20条　決選投票及び再度投票は第４章の規定による。
第21条　当選人を定めるに当たり、得票数が同じであると
きは、くじか選挙管理委員会で決める。

第８章　補欠選挙
第22条　役員に欠員が生じた場合には、総務委員長又は、
総務副委員長の判断により、補欠選挙を行う。特に総務
委員長及び総務副委員長、両者の欠員を生じた場合には、
総務委員会が発議して補欠選挙を行う。ただし、任期満
了前、20日以内の補欠選挙は行わない。

第23条　前条により補欠選挙の必要を生じた場合には、選
挙管理委員会は選挙の期日を定め、これを告示しその必要
が生じた日から20日以内に選挙を行う。

第24条　この場合の選挙は、第４章、第５章、及び第７章
の規定による。

第９章　選挙運動
第25条　選挙運動の期日は、立候補届出のあった日から投
票の前日までとする。

第26条　ポスターは選挙管理委員会の指定した用紙に限る。
なお候補者の氏名以外に責任者を１名明記する。

第27条　ポスターの掲示場所は、第44条の規定による。
第28条　立会演説会は、立候補締切の翌日から選挙の前日
までに行う。

第29条　立会演説会における推薦演説は、候補者１名につ
き３名までとする。

第30条　選挙管理委員及び選挙権を有しない者並びに総務
委員長、総務副委員長は一切選挙運動をすることはできない。

第31条　校内及び寮以外の場所で選挙運動をしてはならな

い。ただし、選挙管理委員会で別に定めた場合は、この
限りではない。

第32条　何人も署名運動、人気投票を選挙のために利用す
ることはできない。

第33条　何人も選挙運動に関して、いかなる名義をもって
するを問わず、金銭及び物品を提供することができない。

第34条　選挙運動のために使用する文書は、選挙管理委員
会で許可するもの以外、頒布することができない。

第35条　校内放送は、選挙管理委員会で定める場合以外は
使用することはできない。

第36条　候補者は、個人演説会を行うことができる。その
場合には、開催する前日までに文書で選挙管理委員会に
届け出ねばならない。

第37条　連呼行為はこれを禁止する。

第10章　異議申立
第38条　選挙の効力に異議のある正会員は、投票の翌日か
ら５日以内に選挙管理委員会に対し異議申立を文書によ
り行うことができる。

第39条　前条により異議申立を受理した選挙管理委員会は
違反の真相を究明し、当選に異動を及ぼすおそれのある
場合には選挙の一部若しくは全部の無効を決定しなけれ
ばならない。

第40条　選挙管理委員会への異議申立については、総務委
員会がこれを受理し、採決を行う。

第11章　選挙管理委員会
第41条　本委員会は、学級の選出による各々２名の委員に
よって構成され、正・副委員長各々１名、書記１名を互
選によって決定する。

第42条　本委員会は、常任委員会とし、委員の任期は４月
１日から翌年３月31日までとする。

第43条　次の事項に該当するに至った場合は、委員の職
にとどまることはできない。
⑴　選挙権、被選挙権を有しなくなった場合
⑵　心身の故障のため職務を執行することができない場合
⑶　職務上の業務に違反し、その他委員たるに適しな
い非行があった場合

　委員に欠員を生じた場合、あらたに委員を選出す
る。その任期は、その前任者の残任期間とする。

第44条　本委員会は、第２条に定める学友会委員の選挙に
関する一切の権限を有し、次の職務を行う。
⑴　選挙の計画を立てる。
⑵　選挙期日を告示し、立候補の受付を行う。
⑶　投票用紙を発行する。
⑷　ポスターの用紙、枚数並びに掲示場所を決定し、ポ
スター用紙の配布を行う。

⑸　立会演説会の企画、運営に当たる。
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⑹　投票場所を決定し、投票の管理並びに開票を行い、
結果を公表する。

⑺　選挙が公正に行われるように管理し、違反があれば、
真相を究明し処理する。

⑻　信任投票の場合には、投票用紙の記載方法を定める。
⑼　その他選挙に関する一切の職務を取り行う。

第12章　罰　則
第45条　選挙規則に違反した者は、卒業時まで選挙権、及
び被選挙権を認めない。

第46条　候補者及び責任者が、選挙規則に違反した場合は、
その当選は無効とする。

第13章　罷　免
第47条　全正会員は、総務委員長、総務副委員長に対する
罷免権を有し、署名をもってその意思を表明することがで
きる。

第48条　罷免は、署名が全正会員の過半数以上に達した場
合、成立するものとする。

第49条　この場合の選挙は、第８章の規定による。

第14章　補　則
第50条　総務委員長、総務副委員長が立候補する場合には、
立候補届出と同時に、役員を解任する。

第51条　立候補者がない場合又は第18条で不信任の場合に
は、緊急総務委員会を開き、若干名の推薦立候補者を出す。

第52条　前条の選挙は、第４章、第５章及び第７章の規定
による。

　　　附　則
　この規則の改正は、皇學館大学学友会会則第14条によっ
てなされる。
　　　附　則
　この規則は、平成13年４月１日から施行する。

　（趣　旨）
第１条　この規程は、学校法人皇學館（以下「本法人」
という｡）において、学生、生徒及び職員等（以下「構
成員」という｡）が個人として尊重され、就学、就労、
教育又は研究（以下「就学・就労」という｡）を健全で
快適な環境の下に遂行できるようキャンパス・ハラスメ
ントの防止及び排除のための措置について、必要な事
項を定める。

　（目　的）
第２条　この規程は、本法人の構成員の基本的人権が尊重
されるとともに、キャンパス・ハラスメントのない、自
由で平等な環境において、ともに学び、働き、研究する
各構成員の権利が保障されることを目的とする。

　（定　義）
第３条　この規程において、キャンパス・ハラスメント
（以下「ハラスメント」という｡)とは、本法人の構成員
が、就学・就労に関連して、相手の意に反する不適切
な言動や行動をすることによって、相手が精神的な面を
含めて、就学・就労を行うことに支障が生じたり、その
ための環境を悪化させたりすることをいう。これらの中
には、性差別や性的嫌悪感がもとになるセクシュアル・
ハラスメント、職務上の地位又は権限その他人間関係等
の優位性を不当に利用したパワー・ハラスメントや、妊
娠、出産又は育児・介護に関する言動がもとになるマタ
ニティ・ハラスメント、パタニティ・ハラスメント、ケ
ア・ハラスメント、教育・研究との関連で生じるアカデ
ミック・ハラスメント、スクール・ハラスメントと呼ば
れるものを含む。

　（職員の責務）
第３条の２　職員はハラスメント問題に対する関心と理解
を深め、他の構成員に対する言動に必要な注意を払うと
ともに、本法人が講ずるハラスメント防止措置に協力し
なければならない。

　（防止責任者）
第４条　理事長は、本法人のハラスメントの防止につい
て、総括する。

２　学長は、皇學館大学におけるハラスメントの防止に
ついて、啓発・指導・監督にあたるものとする。

３　高等学校長は、皇學館高等学校におけるハラスメントの
防止について、啓発・指導・監督にあたるものとする。

４　中学校長は、皇學館中学校におけるハラスメントの
防止について、啓発・指導・監督にあたるものとする。

５　防止責任者は、相談員から第18条の報告を受けた場合
は、すみやかに第５条の防止対策委員会を開催するもの
とする。

学校法人皇學館キャンパス・ハラス
メント防止に関する規程
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第６章　候補者
第14条　立候補者は、選挙期日の告示があった日から投票
日前７日までに責任者を１名立て、文書で立候補する旨
を選挙管理委員会に届出する必要がある。

２　前項の文書には、候補者の氏名、学年、学科及び責任
者１名の氏名を記載しなければならない。

第15条　立候補者は第９章に規定した選挙運動と選挙管理
委員会の定めた立会演説会に参加する権利を有する。

第７章　当選人
第16条　各選挙において、第17条に定める必要得票数以上で、
最高位者を当選人とする。

第17条　当選人の得票は、全正会員の４分の１以上を必要
とする。

第18条　信任投票の場合には、必要得票数以上で投票数の
過半数以上の賛成があった場合、信任されたものとする。

第19条　各選挙において、必要得票数に達しなかった場合
には、得票数上位２者による決戦投票を行う。ただし、
立候補者が２名の場合には、再度投票を行う。

第20条　決選投票及び再度投票は第４章の規定による。
第21条　当選人を定めるに当たり、得票数が同じであると
きは、くじか選挙管理委員会で決める。

第８章　補欠選挙
第22条　役員に欠員が生じた場合には、総務委員長又は、
総務副委員長の判断により、補欠選挙を行う。特に総務
委員長及び総務副委員長、両者の欠員を生じた場合には、
総務委員会が発議して補欠選挙を行う。ただし、任期満
了前、20日以内の補欠選挙は行わない。

第23条　前条により補欠選挙の必要を生じた場合には、選
挙管理委員会は選挙の期日を定め、これを告示しその必要
が生じた日から20日以内に選挙を行う。

第24条　この場合の選挙は、第４章、第５章、及び第７章
の規定による。

第９章　選挙運動
第25条　選挙運動の期日は、立候補届出のあった日から投
票の前日までとする。

第26条　ポスターは選挙管理委員会の指定した用紙に限る。
なお候補者の氏名以外に責任者を１名明記する。

第27条　ポスターの掲示場所は、第44条の規定による。
第28条　立会演説会は、立候補締切の翌日から選挙の前日
までに行う。

第29条　立会演説会における推薦演説は、候補者１名につ
き３名までとする。

第30条　選挙管理委員及び選挙権を有しない者並びに総務
委員長、総務副委員長は一切選挙運動をすることはできない。

第31条　校内及び寮以外の場所で選挙運動をしてはならな

い。ただし、選挙管理委員会で別に定めた場合は、この
限りではない。

第32条　何人も署名運動、人気投票を選挙のために利用す
ることはできない。

第33条　何人も選挙運動に関して、いかなる名義をもって
するを問わず、金銭及び物品を提供することができない。

第34条　選挙運動のために使用する文書は、選挙管理委員
会で許可するもの以外、頒布することができない。

第35条　校内放送は、選挙管理委員会で定める場合以外は
使用することはできない。

第36条　候補者は、個人演説会を行うことができる。その
場合には、開催する前日までに文書で選挙管理委員会に
届け出ねばならない。

第37条　連呼行為はこれを禁止する。

第10章　異議申立
第38条　選挙の効力に異議のある正会員は、投票の翌日か
ら５日以内に選挙管理委員会に対し異議申立を文書によ
り行うことができる。

第39条　前条により異議申立を受理した選挙管理委員会は
違反の真相を究明し、当選に異動を及ぼすおそれのある
場合には選挙の一部若しくは全部の無効を決定しなけれ
ばならない。

第40条　選挙管理委員会への異議申立については、総務委
員会がこれを受理し、採決を行う。

第11章　選挙管理委員会
第41条　本委員会は、学級の選出による各々２名の委員に
よって構成され、正・副委員長各々１名、書記１名を互
選によって決定する。

第42条　本委員会は、常任委員会とし、委員の任期は４月
１日から翌年３月31日までとする。

第43条　次の事項に該当するに至った場合は、委員の職
にとどまることはできない。
⑴　選挙権、被選挙権を有しなくなった場合
⑵　心身の故障のため職務を執行することができない場合
⑶　職務上の業務に違反し、その他委員たるに適しな
い非行があった場合

　委員に欠員を生じた場合、あらたに委員を選出す
る。その任期は、その前任者の残任期間とする。

第44条　本委員会は、第２条に定める学友会委員の選挙に
関する一切の権限を有し、次の職務を行う。
⑴　選挙の計画を立てる。
⑵　選挙期日を告示し、立候補の受付を行う。
⑶　投票用紙を発行する。
⑷　ポスターの用紙、枚数並びに掲示場所を決定し、ポ
スター用紙の配布を行う。

⑸　立会演説会の企画、運営に当たる。
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⑹　投票場所を決定し、投票の管理並びに開票を行い、
結果を公表する。

⑺　選挙が公正に行われるように管理し、違反があれば、
真相を究明し処理する。

⑻　信任投票の場合には、投票用紙の記載方法を定める。
⑼　その他選挙に関する一切の職務を取り行う。

第12章　罰　則
第45条　選挙規則に違反した者は、卒業時まで選挙権、及
び被選挙権を認めない。

第46条　候補者及び責任者が、選挙規則に違反した場合は、
その当選は無効とする。

第13章　罷　免
第47条　全正会員は、総務委員長、総務副委員長に対する
罷免権を有し、署名をもってその意思を表明することがで
きる。

第48条　罷免は、署名が全正会員の過半数以上に達した場
合、成立するものとする。

第49条　この場合の選挙は、第８章の規定による。

第14章　補　則
第50条　総務委員長、総務副委員長が立候補する場合には、
立候補届出と同時に、役員を解任する。

第51条　立候補者がない場合又は第18条で不信任の場合に
は、緊急総務委員会を開き、若干名の推薦立候補者を出す。

第52条　前条の選挙は、第４章、第５章及び第７章の規定
による。

　　　附　則
　この規則の改正は、皇學館大学学友会会則第14条によっ
てなされる。
　　　附　則
　この規則は、平成13年４月１日から施行する。

　（趣　旨）
第１条　この規程は、学校法人皇學館（以下「本法人」
という｡）において、学生、生徒及び職員等（以下「構
成員」という｡）が個人として尊重され、就学、就労、
教育又は研究（以下「就学・就労」という｡）を健全で
快適な環境の下に遂行できるようキャンパス・ハラスメ
ントの防止及び排除のための措置について、必要な事
項を定める。

　（目　的）
第２条　この規程は、本法人の構成員の基本的人権が尊重
されるとともに、キャンパス・ハラスメントのない、自
由で平等な環境において、ともに学び、働き、研究する
各構成員の権利が保障されることを目的とする。

　（定　義）
第３条　この規程において、キャンパス・ハラスメント
（以下「ハラスメント」という｡)とは、本法人の構成員
が、就学・就労に関連して、相手の意に反する不適切
な言動や行動をすることによって、相手が精神的な面を
含めて、就学・就労を行うことに支障が生じたり、その
ための環境を悪化させたりすることをいう。これらの中
には、性差別や性的嫌悪感がもとになるセクシュアル・
ハラスメント、職務上の地位又は権限その他人間関係等
の優位性を不当に利用したパワー・ハラスメントや、妊
娠、出産又は育児・介護に関する言動がもとになるマタ
ニティ・ハラスメント、パタニティ・ハラスメント、ケ
ア・ハラスメント、教育・研究との関連で生じるアカデ
ミック・ハラスメント、スクール・ハラスメントと呼ば
れるものを含む。

　（職員の責務）
第３条の２　職員はハラスメント問題に対する関心と理解
を深め、他の構成員に対する言動に必要な注意を払うと
ともに、本法人が講ずるハラスメント防止措置に協力し
なければならない。

　（防止責任者）
第４条　理事長は、本法人のハラスメントの防止につい
て、総括する。

２　学長は、皇學館大学におけるハラスメントの防止に
ついて、啓発・指導・監督にあたるものとする。

３　高等学校長は、皇學館高等学校におけるハラスメントの
防止について、啓発・指導・監督にあたるものとする。

４　中学校長は、皇學館中学校におけるハラスメントの
防止について、啓発・指導・監督にあたるものとする。

５　防止責任者は、相談員から第18条の報告を受けた場合
は、すみやかに第５条の防止対策委員会を開催するもの
とする。
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　（対策委員会）
第５条　本法人に、ハラスメントの防止及び被害者救済の
適切な対応を図るため、キャンパス・ハラスメント防止
等対策委員会（以下「対策委員会」という｡）を置く。

第６条　対策委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
⑴　学　　長
⑵　各学部長
⑶　学生部長
⑷　高等学校長
⑸　中学校長
⑹　事務局長
⑺　理事長が本法人の専任職員のなかから委嘱する者
（対策委員会の男女構成比を考慮）５人

２　対策委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求
め、その意見を聴くことができる。

第７条　前条第１項第７号の委員の任期は２年とし、再任
を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者
の任期は、前任者の残任期間とする。

第８条　対策委員会に委員長を置き、理事長が指名する。
２　委員長は、対策委員会を招集し、その議長となる。
第９条　対策委員会は、委員の３分の２以上の出席をもっ
て成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただ
し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第10条　対策委員会は、ハラスメントの防止等に関する施
策を企画立案し、必要事項を第４条の防止責任者に答申
するものとする。

２　対策委員会は、第18条の報告の事案（以下「事案」又
は「当該事案」という｡）について、事実調査を必要と
認めた場合は、キャンパス・ハラスメント調査委員会
（以下「調査委員会」という｡）を置き、その調査にあた
らせるものとする。

３　対策委員会は、第15条第３項の調査報告及びその報告
に基づく審議結果を当事者に明らかにするものとする。
ただし、当事者から異議の申立があれば当該事案の調査
報告を精査し、必要と認める場合は調査委員会に差し戻
すことができる。

４　対策委員会は、調査委員会を設置したこと、及び当該
事案の審議結果を理事長に報告しなければならない。

５　対策委員会は、ハラスメントに関する苦情の申出若し
くは相談（以下「苦情相談」という｡）又は当該事案に
係る調査への協力に起因して、就学・就労をするうえで
不利益を受けることがないようにしなければならない。

６　対策委員会は、ハラスメントの防止等のために、第16
条の相談員及びその他の関係者に対し必要な指導又は助
言にあたらなければならない。

　（調査委員会）
第11条　調査委員会は、対策委員会が本法人の専任職員の
なかから指名する男女５人をもって構成する。

２　調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を
求め、その意見を聴くことができる。

３　対策委員会が必要と認めたときは、学外の有識者等
を委員に加えることができる。

第12条　委員の任期は、委員を任命された日から、当該事
案の調査及び審議が全て終了した日までとする。

第13条　調査委員会に委員長を置き、対策委員会が指名す
る。

２　委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
第14条　調査委員会は、全委員の出席をもって成立し、議
事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同
数のときは、議長の決するところによる。

第15条　調査委員会は、指示された事案について調査にあ
たるものとする。

２　調査委員会は、当事者・相談を受けた相談員及びその
関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、対象者の
名誉、人権及びプライバシーに十分配慮しなければなら
ない。

３　調査委員会は、調査結果を対策委員会に報告しなけ
ればならない。

　（相談員）
第16条　本法人は、苦情相談に対応するため、大学、高等
学校及び中学校に相談窓口として相談員を置く。

第17条　理事長は、男女若干人に相談員を委嘱する。
２　相談員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただ
し、相談員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前
任者の残任期間とする。

第18条　相談員は、苦情相談に対し助言及び指導にあた
るとともに、本人が同意した場合には、その具体的内容
を本人の所属する防止責任者に報告しなければならな
い。

　（協　力）
第19条　事案当事者及び関係者は、調査委員会の調査に協
力しなければならない。

　（不利益取扱の禁止）
第19条の２　本法人は、苦情相談したこと、調査委員会
の調査に協力したこと等を理由として不利益な取り扱
いをしてはならない。

　（プライバシーの保護）
第20条　事案についての情報を知り得た者は、当事者のプ
ライバシーの保護を最優先にし、その内容を他に漏らし
てはならない。

　（処分・改善）
第21条　理事長は、第10条第４項の報告を受けたときは、
学長、高等学校長又は中学校長に通知するものとし、処
分又は就学・就労の環境の改善が必要であると認めた場
合は、遅滞なく必要な措置を講じ、再発防止を図らな
ければならない。
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　（庶　務）
第22条　対策委員会及び調査委員会に関する庶務は、法人
本部事務局総務部が処理する。

　（規程の改廃）
第23条　この規程の改廃は、対策委員会の議を経て理事長
が行う。

　　　附　則
１　この規程は、平成17年４月１日から施行する。
２　学校法人皇學館セクシュアル・ハラスメント防止に関
する規程（平成11年11月１日）は、廃止する。

　　　附　則
　この規程は、平成23年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和３年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和４年10月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和６年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和７年４月１日から施行する。

　（目　的）
第１条　この規程は、皇學館大学学則（以下「学則」とい
う｡）第53条の規定に基づき、学生（大学院及び専攻科
の学生を含む。以下同じ｡）の懲戒に関し必要な事項を
定めるものとする。

　（懲戒の内容）
第２条　懲戒の内容は、次のとおりとする。
⑴　退学　学生としての身分を失わせること。この場合、
　　　　再入学は認めない。

⑵　停学　有期又は無期とし、一定の期間登校を停止す
　　　　ること。

⑶　訓告　文書により注意を与え、将来を戒めること。
　（懲戒の対象行為）
第３条　懲戒の対象となる行為は、次に掲げるものとす
る。
⑴　本学の秩序を乱し、教育・研究を妨げる不当な行為
⑵　学内外における犯罪行為
⑶　試験等における不正行為
⑷　人権を著しく侵害する行為
⑸　学則その他本学の諸規則に違反する行為
⑹　その他本学学生の本分にもとると認められる行為

（調査等の付託）
第４条　学長は、懲戒の対象とみなされる行為（以下
「事案」という｡）を知り得たときは、直ちに学生部長
を経て皇學館大学学生委員会（以下「学生委員会」とい
う｡）に当該事案について、調査及び審議を付託するもの
とする。

　（学生問題調査部会）
第５条　学生委員会は、前条により付託があった場合は、
直ちに学生問題調査部会（以下「調査部会」という｡）
を設置する。

２　調査部会は、次に掲げる部会員によりその都度構成す
る。
⑴　学生委員会委員長が委嘱する学生委員会委員　３名
⑵　その他必要と認められる者　若干名

３　調査部会に部会長を置き、部会員の互選とする。
　（調　査）
第６条　調査部会は、速やかに当該事案に係る事実調査を
行う。

２　調査部会は、当該学生に対し、口頭又は文書による意
見陳述の機会を与えるものとする。
３　調査部会は、当該事案について本学の教職員及び学生
から事情聴取を行うことができる。
４　調査部会は、必要に応じて部会員以外の者の出席を求
め、意見を聴くことができる。
５　当該学部長は、必要に応じて調査部会に出席し、意見
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　（対策委員会）
第５条　本法人に、ハラスメントの防止及び被害者救済の
適切な対応を図るため、キャンパス・ハラスメント防止
等対策委員会（以下「対策委員会」という｡）を置く。

第６条　対策委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
⑴　学　　長
⑵　各学部長
⑶　学生部長
⑷　高等学校長
⑸　中学校長
⑹　事務局長
⑺　理事長が本法人の専任職員のなかから委嘱する者
（対策委員会の男女構成比を考慮）５人

２　対策委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求
め、その意見を聴くことができる。

第７条　前条第１項第７号の委員の任期は２年とし、再任
を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者
の任期は、前任者の残任期間とする。

第８条　対策委員会に委員長を置き、理事長が指名する。
２　委員長は、対策委員会を招集し、その議長となる。
第９条　対策委員会は、委員の３分の２以上の出席をもっ
て成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただ
し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第10条　対策委員会は、ハラスメントの防止等に関する施
策を企画立案し、必要事項を第４条の防止責任者に答申
するものとする。

２　対策委員会は、第18条の報告の事案（以下「事案」又
は「当該事案」という｡）について、事実調査を必要と
認めた場合は、キャンパス・ハラスメント調査委員会
（以下「調査委員会」という｡）を置き、その調査にあた
らせるものとする。

３　対策委員会は、第15条第３項の調査報告及びその報告
に基づく審議結果を当事者に明らかにするものとする。
ただし、当事者から異議の申立があれば当該事案の調査
報告を精査し、必要と認める場合は調査委員会に差し戻
すことができる。

４　対策委員会は、調査委員会を設置したこと、及び当該
事案の審議結果を理事長に報告しなければならない。

５　対策委員会は、ハラスメントに関する苦情の申出若し
くは相談（以下「苦情相談」という｡）又は当該事案に
係る調査への協力に起因して、就学・就労をするうえで
不利益を受けることがないようにしなければならない。

６　対策委員会は、ハラスメントの防止等のために、第16
条の相談員及びその他の関係者に対し必要な指導又は助
言にあたらなければならない。

　（調査委員会）
第11条　調査委員会は、対策委員会が本法人の専任職員の
なかから指名する男女５人をもって構成する。

２　調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を
求め、その意見を聴くことができる。

３　対策委員会が必要と認めたときは、学外の有識者等
を委員に加えることができる。

第12条　委員の任期は、委員を任命された日から、当該事
案の調査及び審議が全て終了した日までとする。

第13条　調査委員会に委員長を置き、対策委員会が指名す
る。

２　委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
第14条　調査委員会は、全委員の出席をもって成立し、議
事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同
数のときは、議長の決するところによる。

第15条　調査委員会は、指示された事案について調査にあ
たるものとする。

２　調査委員会は、当事者・相談を受けた相談員及びその
関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、対象者の
名誉、人権及びプライバシーに十分配慮しなければなら
ない。

３　調査委員会は、調査結果を対策委員会に報告しなけ
ればならない。

　（相談員）
第16条　本法人は、苦情相談に対応するため、大学、高等
学校及び中学校に相談窓口として相談員を置く。

第17条　理事長は、男女若干人に相談員を委嘱する。
２　相談員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただ
し、相談員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前
任者の残任期間とする。

第18条　相談員は、苦情相談に対し助言及び指導にあた
るとともに、本人が同意した場合には、その具体的内容
を本人の所属する防止責任者に報告しなければならな
い。

　（協　力）
第19条　事案当事者及び関係者は、調査委員会の調査に協
力しなければならない。

　（不利益取扱の禁止）
第19条の２　本法人は、苦情相談したこと、調査委員会
の調査に協力したこと等を理由として不利益な取り扱
いをしてはならない。

　（プライバシーの保護）
第20条　事案についての情報を知り得た者は、当事者のプ
ライバシーの保護を最優先にし、その内容を他に漏らし
てはならない。

　（処分・改善）
第21条　理事長は、第10条第４項の報告を受けたときは、
学長、高等学校長又は中学校長に通知するものとし、処
分又は就学・就労の環境の改善が必要であると認めた場
合は、遅滞なく必要な措置を講じ、再発防止を図らな
ければならない。
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　（庶　務）
第22条　対策委員会及び調査委員会に関する庶務は、法人
本部事務局総務部が処理する。

　（規程の改廃）
第23条　この規程の改廃は、対策委員会の議を経て理事長
が行う。

　　　附　則
１　この規程は、平成17年４月１日から施行する。
２　学校法人皇學館セクシュアル・ハラスメント防止に関
する規程（平成11年11月１日）は、廃止する。

　　　附　則
　この規程は、平成23年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和３年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和４年10月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和６年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和７年４月１日から施行する。

　（目　的）
第１条　この規程は、皇學館大学学則（以下「学則」とい
う｡）第53条の規定に基づき、学生（大学院及び専攻科
の学生を含む。以下同じ｡）の懲戒に関し必要な事項を
定めるものとする。

　（懲戒の内容）
第２条　懲戒の内容は、次のとおりとする。
⑴　退学　学生としての身分を失わせること。この場合、
　　　　再入学は認めない。

⑵　停学　有期又は無期とし、一定の期間登校を停止す
　　　　ること。

⑶　訓告　文書により注意を与え、将来を戒めること。
　（懲戒の対象行為）
第３条　懲戒の対象となる行為は、次に掲げるものとす
る。
⑴　本学の秩序を乱し、教育・研究を妨げる不当な行為
⑵　学内外における犯罪行為
⑶　試験等における不正行為
⑷　人権を著しく侵害する行為
⑸　学則その他本学の諸規則に違反する行為
⑹　その他本学学生の本分にもとると認められる行為

（調査等の付託）
第４条　学長は、懲戒の対象とみなされる行為（以下
「事案」という｡）を知り得たときは、直ちに学生部長
を経て皇學館大学学生委員会（以下「学生委員会」とい
う｡）に当該事案について、調査及び審議を付託するもの
とする。

　（学生問題調査部会）
第５条　学生委員会は、前条により付託があった場合は、
直ちに学生問題調査部会（以下「調査部会」という｡）
を設置する。

２　調査部会は、次に掲げる部会員によりその都度構成す
る。
⑴　学生委員会委員長が委嘱する学生委員会委員　３名
⑵　その他必要と認められる者　若干名

３　調査部会に部会長を置き、部会員の互選とする。
　（調　査）
第６条　調査部会は、速やかに当該事案に係る事実調査を
行う。

２　調査部会は、当該学生に対し、口頭又は文書による意
見陳述の機会を与えるものとする。
３　調査部会は、当該事案について本学の教職員及び学生
から事情聴取を行うことができる。
４　調査部会は、必要に応じて部会員以外の者の出席を求
め、意見を聴くことができる。
５　当該学部長は、必要に応じて調査部会に出席し、意見
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を述べることができる。
６　調査部会は、調査結果を学生委員会に報告しなけれ
ばならない。
７　学生委員会は前項の調査結果報告に基づき、懲戒
の要否及び懲戒を要する場合のその内容について審議
し、学生部長を経て学長に報告するものとする。
　（事案が判明した場合の措置）
第７条　学長は、前条第７項の報告に基づき、当該事案
が退学又は停学となり得る行為として明らかであり、か
つ、登校を禁じることが必要と判断した場合は、当該学
生に対し、直ちに謹慎を命じることができる。

　（懲戒の決定）
第８条　学長は、第６条第６項の報告に基づき、全学教
授会、大学院委員会又は専攻科委員会（以下「教授会
等」という｡）の議を経て懲戒を決定する。

２　停学の始期は教授会等の議を経て学長が決定する。
３　停学の期間の計算は、暦日計算による。
４　停学の期間には、謹慎の期間を含めることができる
ものとする。

　（再審査）
第９条　懲戒処分を受けた学生は、新事実の発見その他
の正当な理由がある場合には、その証拠となる資料を添
えて、再審査を文書により学長に請求することができ
る。

２　学長は、前項の請求があったときは、再審査の要否
を教授会等に諮るものとする。

３　学長は、教授会等が再審査の必要があると認めると
きは、再度学生委員会に調査及び審議を付託すること
とし、学生委員会は新たに調査部会を設置し、第６条
及び第８条に規定する手続きを経るものとする。

４　学長は、教授会等が再審査の必要がないと認めると
きは、速やかにその旨を文書により当該学生に通知す
るものとする。

　（厳重注意）
第10条　学部長等は、第２条に規定する懲戒のほか、教育
的指導の観点から、文書又は口頭により厳重注意を行う
ことができる。

２　厳重注意の伝達は、学部長等が、学生委員会委員
長、当該指導教員、及び当該クラス担任等の立会いの
下に行うものとする。

　（懲戒の通知等）
第11条　学長は、懲戒を決定した場合は、懲戒理由を記
載した懲戒処分書を当該学生に交付しなければならな
い。

２　懲戒処分の発効日は、懲戒処分書の交付日とする。
　（懲戒の公示）
第12条　学長は、懲戒処分をした場合は、懲戒の内容及び
その事由を学内に公示するものとする。ただし、氏名及

び学生番号は原則として公示しないものとする。
　（無期停学の解除）
第13条　無期停学の解除は、学生委員会の発議により、教
授会等の議を経て学長が決定する。

２　学生委員会の発議は、当該学生の改悟の情が顕著であ
ると認められる場合に行うものとする。

　（懲戒の処理）
第14条　懲戒は、学籍簿に記載する。ただし、証明書等に
は、当該懲戒を記載しないものとする。

　（懲戒中の試験及び履修登録）
第15条　停学中及び謹慎中の試験等の受験及び履修登録
は、次のとおりとする。
⑴　停学中及び謹慎中の試験等の受験は認めない。
⑵　停学中及び謹慎中の履修登録は、本学が定めた履修
登録期間に行うことができる。

　（その他）
第16条　この規程に定めるもののほか、学生の懲戒の実施
に関する必要な事項は、別に定める。

　（庶　務）
第17条　この規程にかかる庶務は、学生支援部において処
理する。

　（規程の改廃）
第18条　この規程の改廃は、学生委員会の議を経て全学教
授会が行う。

　　　附　則
　この規程は、平成20年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成23年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成29年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和３年４月１日から施行する。
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大学（皇學館大学学生の懲戒に関する規程）

１．目　的
この懲戒基準は､ 皇學館大学学生の懲戒に関する規程

第 16 条の規定により､ 学生の懲戒実施についての必要
な事項として､ 学生の交通事故に関する懲戒処分の適正
と公正を図るために必要な事項を定める｡

２．懲戒の対象となる交通事故
⑴　懲戒の基準

①事故の態様が悪質である交通死亡事故（交通事故
による受傷を原因として被害者が事故後30日以内
に死亡した事故）に対する懲戒処分は、退学、ま
たは無期停学とする｡

②事故の態様が悪質である交通傷害事故に対する懲
戒処分は、有期停学または訓告とする。ただし、
情状によりその処分を減ずることができる。また、
１か月以上の有期停学は、態様が特に悪質で結果
が重大な場合に限るものとする｡

③事故の態様が悪質である交通物損事故に対する懲
戒処分は、有期停学または訓告とする。ただし、
情状によりその処分を減ずることができる。また、
１か月以上の有期停学は、態様が悪質で結果が重
大な場合に限るものとする。

④再犯の場合は､ より重い処分とすることができる｡
⑵　懲戒の対象とならないもの

交通事故の態様が悪質でないものについては､ 懲戒
処分の対象とはしない｡ ただし､ 重大な結果を惹起し
た交通事故に対しては､必要に応じて学部等の指導（学
部長等による厳重注意等） を行う｡ また懲戒の基準に
該当しないものの､ 事故の態様が悪質である交通事故
に対しても同じく必要に応じて学部等の指導を行う｡

⑶　悪質性の判断基準
交通事故に対する懲戒処分は､ 学則 53 条に定め

る ｢学生の本分にもとる行為｣ として科せられるもの
であることに鑑み､ 態様が悪質な交通事故とは道路交
通法施行令別表第二の一の点数が 6 点以上である次の
ような行為があった場合を指すものとする｡

① 酒酔い運転
② 死傷事故の場合の救護義務違反（ひき逃げ）
③ 麻薬等運転
④ 共同危険行為等禁止違反
⑤ 無免許運転
⑥ 大型自動車等無資格運転
⑦ 仮免許運転違反
⑧酒気帯運転0.25以上
⑨酒気帯運転0.25未満

皇學館大学学生の交通事故に
関する懲戒基準

⑩ 過労運転等
⑪ 妨害運転（著しい交通の危険）
⑫ 妨害運転（交通の危険のおそれ）
⑬ 無車検運行
⑭ 無保険運行
⑮ 速度超過（50km以上）
⑯ 速度超過（30km（高速40km）以上50km未満）
⑰携帯電話使用等（交通の危険）
⑱積載物重量制限超過（大型等10割以上）

⑷　上記の悪質性の判断基準については、法令の改正及
び社会的状況の変化に応じ、適宜改正するものとする｡

３．この基準の改廃は、皇學館大学学生委員会の議を経て
全学教授会が行う｡

　　　附　則
　この基準は、平成20年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この基準は、平成23年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この基準は、令和３年４月１日から施行する。
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を述べることができる。
６　調査部会は、調査結果を学生委員会に報告しなけれ
ばならない。
７　学生委員会は前項の調査結果報告に基づき、懲戒
の要否及び懲戒を要する場合のその内容について審議
し、学生部長を経て学長に報告するものとする。
　（事案が判明した場合の措置）
第７条　学長は、前条第７項の報告に基づき、当該事案
が退学又は停学となり得る行為として明らかであり、か
つ、登校を禁じることが必要と判断した場合は、当該学
生に対し、直ちに謹慎を命じることができる。

　（懲戒の決定）
第８条　学長は、第６条第６項の報告に基づき、全学教
授会、大学院委員会又は専攻科委員会（以下「教授会
等」という｡）の議を経て懲戒を決定する。

２　停学の始期は教授会等の議を経て学長が決定する。
３　停学の期間の計算は、暦日計算による。
４　停学の期間には、謹慎の期間を含めることができる
ものとする。

　（再審査）
第９条　懲戒処分を受けた学生は、新事実の発見その他
の正当な理由がある場合には、その証拠となる資料を添
えて、再審査を文書により学長に請求することができ
る。

２　学長は、前項の請求があったときは、再審査の要否
を教授会等に諮るものとする。

３　学長は、教授会等が再審査の必要があると認めると
きは、再度学生委員会に調査及び審議を付託すること
とし、学生委員会は新たに調査部会を設置し、第６条
及び第８条に規定する手続きを経るものとする。

４　学長は、教授会等が再審査の必要がないと認めると
きは、速やかにその旨を文書により当該学生に通知す
るものとする。

　（厳重注意）
第10条　学部長等は、第２条に規定する懲戒のほか、教育
的指導の観点から、文書又は口頭により厳重注意を行う
ことができる。

２　厳重注意の伝達は、学部長等が、学生委員会委員
長、当該指導教員、及び当該クラス担任等の立会いの
下に行うものとする。

　（懲戒の通知等）
第11条　学長は、懲戒を決定した場合は、懲戒理由を記
載した懲戒処分書を当該学生に交付しなければならな
い。

２　懲戒処分の発効日は、懲戒処分書の交付日とする。
　（懲戒の公示）
第12条　学長は、懲戒処分をした場合は、懲戒の内容及び
その事由を学内に公示するものとする。ただし、氏名及

び学生番号は原則として公示しないものとする。
　（無期停学の解除）
第13条　無期停学の解除は、学生委員会の発議により、教
授会等の議を経て学長が決定する。

２　学生委員会の発議は、当該学生の改悟の情が顕著であ
ると認められる場合に行うものとする。

　（懲戒の処理）
第14条　懲戒は、学籍簿に記載する。ただし、証明書等に
は、当該懲戒を記載しないものとする。

　（懲戒中の試験及び履修登録）
第15条　停学中及び謹慎中の試験等の受験及び履修登録
は、次のとおりとする。
⑴　停学中及び謹慎中の試験等の受験は認めない。
⑵　停学中及び謹慎中の履修登録は、本学が定めた履修
登録期間に行うことができる。

　（その他）
第16条　この規程に定めるもののほか、学生の懲戒の実施
に関する必要な事項は、別に定める。

　（庶　務）
第17条　この規程にかかる庶務は、学生支援部において処
理する。

　（規程の改廃）
第18条　この規程の改廃は、学生委員会の議を経て全学教
授会が行う。

　　　附　則
　この規程は、平成20年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成23年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成29年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和３年４月１日から施行する。
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大学（皇學館大学学生の懲戒に関する規程）

１．目　的
この懲戒基準は､ 皇學館大学学生の懲戒に関する規程

第 16 条の規定により､ 学生の懲戒実施についての必要
な事項として､ 学生の交通事故に関する懲戒処分の適正
と公正を図るために必要な事項を定める｡

２．懲戒の対象となる交通事故
⑴　懲戒の基準

①事故の態様が悪質である交通死亡事故（交通事故
による受傷を原因として被害者が事故後30日以内
に死亡した事故）に対する懲戒処分は、退学、ま
たは無期停学とする｡

②事故の態様が悪質である交通傷害事故に対する懲
戒処分は、有期停学または訓告とする。ただし、
情状によりその処分を減ずることができる。また、
１か月以上の有期停学は、態様が特に悪質で結果
が重大な場合に限るものとする｡

③事故の態様が悪質である交通物損事故に対する懲
戒処分は、有期停学または訓告とする。ただし、
情状によりその処分を減ずることができる。また、
１か月以上の有期停学は、態様が悪質で結果が重
大な場合に限るものとする。

④再犯の場合は､ より重い処分とすることができる｡
⑵　懲戒の対象とならないもの

交通事故の態様が悪質でないものについては､ 懲戒
処分の対象とはしない｡ ただし､ 重大な結果を惹起し
た交通事故に対しては､必要に応じて学部等の指導（学
部長等による厳重注意等） を行う｡ また懲戒の基準に
該当しないものの､ 事故の態様が悪質である交通事故
に対しても同じく必要に応じて学部等の指導を行う｡

⑶　悪質性の判断基準
交通事故に対する懲戒処分は､ 学則 53 条に定め

る ｢学生の本分にもとる行為｣ として科せられるもの
であることに鑑み､ 態様が悪質な交通事故とは道路交
通法施行令別表第二の一の点数が 6 点以上である次の
ような行為があった場合を指すものとする｡

① 酒酔い運転
② 死傷事故の場合の救護義務違反（ひき逃げ）
③ 麻薬等運転
④ 共同危険行為等禁止違反
⑤ 無免許運転
⑥ 大型自動車等無資格運転
⑦ 仮免許運転違反
⑧酒気帯運転0.25以上
⑨酒気帯運転0.25未満
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⑩ 過労運転等
⑪ 妨害運転（著しい交通の危険）
⑫ 妨害運転（交通の危険のおそれ）
⑬ 無車検運行
⑭ 無保険運行
⑮ 速度超過（50km以上）
⑯ 速度超過（30km（高速40km）以上50km未満）
⑰携帯電話使用等（交通の危険）
⑱積載物重量制限超過（大型等10割以上）

⑷　上記の悪質性の判断基準については、法令の改正及
び社会的状況の変化に応じ、適宜改正するものとする｡

３．この基準の改廃は、皇學館大学学生委員会の議を経て
全学教授会が行う｡

　　　附　則
　この基準は、平成20年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この基準は、平成23年４月１日から施行する｡
　　　附　則
　この基準は、令和３年４月１日から施行する。
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　（目　的）
第１条　この規程は、学校法人皇學館情報ネットワーク
（以下「情報ネットワーク」という｡）の管理運用に関
する事項を定めることを目的とする。

　（定　義）
第２条　この規程において、情報ネットワークとは、学校
法人皇學館（以下「本法人」という｡）において教育・
研究活動、社会貢献活動及び各種業務に供されること
を目的として設置された情報通信ネットワーク及びそ
の設備をいう｡

　（運用管理責任者）
第３条　情報ネットワークの運用管理にあたるため、次の
各号の責任者を置く｡
⑴　情報ネットワーク運用管理責任者（以下、「運用管
理責任者」という｡）は、法人本部事務局総務部長と
する。

⑵　情報ネットワーク運用管理実務責任者は、中学校・
高等学校にあっては教頭、大学にあっては法人本部
事務局総務部情報担当課長とする。

　（管理範囲）
第４条　この規程の対象とする情報ネットワークの範囲
は、以下の通りとする。
⑴　LAN及び関連機器（無線LANも含む｡）
⑵　外部機関との接続に関わる通信回線網及び関連機
器

⑶　各建物内の配線及び接続関連機器、各情報コンセン
ト

　（利用者）
第５条　情報ネットワークの利用者は、次の各号の一に該
当する者とし、運用管理責任者の注意及び指示に従う
こととする｡
⑴　本法人の教職員、学生及び生徒
⑵　その他運用管理責任者が認めた者

　（利　用）
第６条　情報ネットワークの利用は、原則として教育・研
究活動、社会貢献活動及び各種業務の遂行を目的とし
たものに限る。

　（接続申請）
第７条　機器等を新たに情報ネットワークに接続しよう
とする者は、「学校法人皇學館情報ネットワーク接続申
請書（様式１）」を運用管理責任者に提出し、承認を得
なければならない。

　（禁止事項）
第８条　情報ネットワークの利用にあたっては、学校法
人皇學館情報セキュリティポリシー及び関係する法令、
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規則等を遵守するものとし、次に掲げる行為を禁止する。
⑴　プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵
害する行為

⑵　情報ネットワークの運用に支障を及ぼす行為
⑶　外部ネットワークに支障を及ぼす行為
⑷　営利を目的とした行為
⑸　その他、法令及び社会慣行に反する行為

　（罰　則）
第９条　情報ネットワークに対して不正もしくは不利益と
なる行為が明らかになった場合、又は前条の禁止事項に
反した場合は、運用管理責任者は、利用者に対して注意
し、事態の改善を指示するとともに、学校法人皇學館賞
罰規程、皇學館大学学則、皇學館高等学校学則及び皇學
館中学校学則等の規則に諮り処分を行うことがある｡

　（庶　務）
第10条　情報ネットワークに関する庶務は、法人本部事務
局総務部において処理する｡

　（規程の改廃）
第11条　この規程の改廃は、部長会の議を経て常勤理事会
が行う｡

　　　附　則
１　この規程は、平成27年４月１日から施行する｡
２　皇學館大学情報ネットワーク管理運用規程（平成９年
12月１日）は廃止する。

　　　附　則
　この規程は、令和３年４月１日から施行する。
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　（目　的）
第１条　この規程は、学校法人皇學館（以下「本法人」と
いう｡）の関係者が、情報ネットワークシステム（以下「シ
ステム」という｡）を利用する場合の情報倫理における
基準を定め、本法人関係者であるという自覚と責任を
持ち、健全な行動規範を持って、システムを利用する
ことを目的とする。

　（定　義）
第２条　システムとは、ネットワークに接続された情報機
器及び当該情報機器上で動作するソフトウェア並びに
通信回線そのものを指す。

２　情報倫理とは、システムの利用及び個人がインター
ネット上で行う情報発信行為全般において最低限守ら
なければならない行動規範である。なお、具体的な行
動規範については、学校法人皇學館情報セキュリティ
ポリシーを別に定め、本規程を補完するものとする。

３　本法人の関係者とは、教職員、学生及び生徒を指す。
　（適用範囲）
第３条　この規程は、学内及び学外にてシステムを利用す
る本法人の関係者に対して適用する。

　（情報倫理の基準）
第４条　情報倫理の基準は、次の各号に定めるところによ
る。
⑴　公序良俗、法令に反する行為、又はその恐れのあ
る行為をしないこと。

⑵　人権及びプライバシーを侵害する行為、又はその
恐れのある行為をしないこと。

⑶　著作権等における他者の権利を侵害する行為、又
はその恐れのある行為をしないこと。

⑷　個人又は団体の名誉を棄損する行為、誹謗中傷す
る行為、又はその恐れのある行為をしないこと。

⑸　虚偽情報の発信、風評を助長させる情報の発信、
その他社会通念上不適当と認められる情報の発信を
しないこと。

⑹　他人の利用者IDを用いてシステムを使用する等の
不正アクセスをしないこと。

　（違反行為発見時の対応）
第５条　前条に規定する情報倫理の基準に反した行為が
明らかとなった場合は、学校法人皇學館職員服務規程、
学校法人皇學館賞罰規程、皇學館大学学則、皇學館大
学大学院学則、皇學館大学専攻科規程、皇學館高等学
校学則及び皇學館中学校学則の他、関係諸規程の規定
により処分を行うことがある｡

　（規程の改廃）
第６条　この規程の改廃は、情報セキュリティ委員会の議
を経て常勤理事会が行う｡

学校法人皇學館情報倫理規程 　　　附　則
　この規程は、令和３年４月１日から施行する。
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　（目　的）
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⑵　情報ネットワーク運用管理実務責任者は、中学校・
高等学校にあっては教頭、大学にあっては法人本部
事務局総務部情報担当課長とする。
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とする者は、「学校法人皇學館情報ネットワーク接続申
請書（様式１）」を運用管理責任者に提出し、承認を得
なければならない。
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害する行為
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⑷　営利を目的とした行為
⑸　その他、法令及び社会慣行に反する行為
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第９条　情報ネットワークに対して不正もしくは不利益と
なる行為が明らかになった場合、又は前条の禁止事項に
反した場合は、運用管理責任者は、利用者に対して注意
し、事態の改善を指示するとともに、学校法人皇學館賞
罰規程、皇學館大学学則、皇學館高等学校学則及び皇學
館中学校学則等の規則に諮り処分を行うことがある｡

　（庶　務）
第10条　情報ネットワークに関する庶務は、法人本部事務
局総務部において処理する｡

　（規程の改廃）
第11条　この規程の改廃は、部長会の議を経て常勤理事会
が行う｡

　　　附　則
１　この規程は、平成27年４月１日から施行する｡
２　皇學館大学情報ネットワーク管理運用規程（平成９年
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いう｡）の関係者が、情報ネットワークシステム（以下「シ
ステム」という｡）を利用する場合の情報倫理における
基準を定め、本法人関係者であるという自覚と責任を
持ち、健全な行動規範を持って、システムを利用する
ことを目的とする。

　（定　義）
第２条　システムとは、ネットワークに接続された情報機
器及び当該情報機器上で動作するソフトウェア並びに
通信回線そのものを指す。

２　情報倫理とは、システムの利用及び個人がインター
ネット上で行う情報発信行為全般において最低限守ら
なければならない行動規範である。なお、具体的な行
動規範については、学校法人皇學館情報セキュリティ
ポリシーを別に定め、本規程を補完するものとする。

３　本法人の関係者とは、教職員、学生及び生徒を指す。
　（適用範囲）
第３条　この規程は、学内及び学外にてシステムを利用す
る本法人の関係者に対して適用する。

　（情報倫理の基準）
第４条　情報倫理の基準は、次の各号に定めるところによ
る。
⑴　公序良俗、法令に反する行為、又はその恐れのあ
る行為をしないこと。

⑵　人権及びプライバシーを侵害する行為、又はその
恐れのある行為をしないこと。

⑶　著作権等における他者の権利を侵害する行為、又
はその恐れのある行為をしないこと。

⑷　個人又は団体の名誉を棄損する行為、誹謗中傷す
る行為、又はその恐れのある行為をしないこと。

⑸　虚偽情報の発信、風評を助長させる情報の発信、
その他社会通念上不適当と認められる情報の発信を
しないこと。

⑹　他人の利用者IDを用いてシステムを使用する等の
不正アクセスをしないこと。

　（違反行為発見時の対応）
第５条　前条に規定する情報倫理の基準に反した行為が
明らかとなった場合は、学校法人皇學館職員服務規程、
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学大学院学則、皇學館大学専攻科規程、皇學館高等学
校学則及び皇學館中学校学則の他、関係諸規程の規定
により処分を行うことがある｡

　（規程の改廃）
第６条　この規程の改廃は、情報セキュリティ委員会の議
を経て常勤理事会が行う｡
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個人情報の利用目的について

本学は、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個
人情報の適正な収集・利用に努め、安全管理のために必要
な措置を講じています。

また、本学で取り扱う個人情報は、本学が目指す教育・
研究・社会連携等の各事業を遂行するために、以下の利用
目的で適正に収集・利用します。

以下の利用目的の範囲を超えて収集・利用する場合は、
あらかじめ本人に対しその利用目的を明示します。

１．学生（科目等履修生、研究生、聴講生、留学生等を含む）
　　の個人情報

○履修・修学関係
履修指導　修学指導　履修登録　授業・試験運営
　各実習・介護等体験　フィールドワーク　修学
及び研究活動支援　成績処理・管理　単位認定　
進級・卒業・修了判定　諸資格判定　諸資格申請
　学位記授与　各種証明書発行　国際交流　海外
留学　各種統計・調査

○学籍関係
休学・復学・退学・停学・再入学・復籍・転学部・
転科手続き　各種統計・調査

○学生生活関係
学生証交付　学生生活相談　課外活動支援・管理
　福利厚生　奨学金手続き　短期貸付手続き　学
生傷害保険加入・請求手続き　入寮・退寮時の手
続き寮生活支援・管理　各種証明書発行　弔意・
災害見舞　健康診断・管理・相談　家庭教師斡旋
　卒業アルバムに関する手続き　各種統計・調査

○施設及び貸出品の利用関係
図書館及び図書の利用環境の提供　パソコン、タブ
レット等情報端末や周辺機器の利用、各種システム
の利用環境の提供　教室及び視聴覚設備の提供　体
育・課外活動施設の提供　駐車場の提供　大学の備
品等貸出　各種統計・調査

○進路関係
就職活動支援　進路調査　就職斡旋　インターン
シップ手続き　課外講座・就職支援講座運営　各
種統計・調査

○その他
各種連絡・通知・案内　学費等納入・管理　各種
統計・調査　式典・行事運営　学園広報活動

２．保証人・保護者等の個人情報
学生の学校生活に関する連絡・通知　各種送付物 （成
績表、式典行事案内、学費納入案内） 発送　保証人変
更に関する手続き　募金依頼　萼の会事業実施・運
営　名簿作成　卒業アルバムに関する手続き 各種統

計・調査

３．卒業生の個人情報
各種証明書発行　施設設備の利用　進路調査　就職
活動支援　就職斡旋　募金依頼　館友会（同窓会） 事
業実施・運営　名簿作成　奨学金返還　各種統計・
調査

４．入学志願者・資料請求者の個人情報
各種送付物 （大学案内、オープンキャンパス案内、進
学相談会・説明会案内、願書、受験票、合否通知、
入学手続き書類） 発送　入学試験運営　入学手続き　
入学前教育　入学辞退手続き　入学辞退時の学費等
返還各種統計・調査　各種統計・調査

５．講習会受講者の個人情報
各種送付物（講習会案内、願書、合否通知、受講手
続き書類） 　資格判定　資格申請　受講料納入・管理
講義運営　成績処理・管理

６．各種公開講座等受講者の個人情報
講座運営　講座案内発送　各種統計・調査

７．記念事業協力者の個人情報
名簿作成　各種統計・調査　各種会議案内・運営

８．本学役員・教職員 （本学と雇用関係にあるもの）の個
　　人情報

採用　異動　退職　労務管理　給与等支給　研修　
健康管理　福利厚生　保健　保険　租税　各種証明
書等発行　研究業績・研究費管理　各種送付物 （広報
誌・各種通知・物品・行事案内・募金依頼） 発送　各
種統計・調査　名簿作成　各種会議等運営　登記　
自己点検・評価　その他組織運営に関する業務

９．第三者提供について （保証人への成績通知等） 
　本学では、学生に対して適切な教育的指導・支援
を行っていく上で、保証人の皆様のご理解とご協力
を得ることが不可欠であると考え、保証人の皆様に
対し、学生の成績通知及び履修状況に関すること、
その他学園生活全般に関することの連絡・相談を行っ
ています。
　また、全国各地で開催する萼の会（父母等懇談会）
においても、学生の単位修得状況や進級・卒業要件
の充足度などを提示しながら、学生の進学や就職、
学生生活に関して個別面談を行っています。
　本学では、個人情報保護法が完全施行された平成
17 年度以降につきましても、特に申し出のない場合
は、継続して前記のことを実施していきます。
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　また上記の他、海外留学、業務外部委託、学外実
習等必要に応じて関係機関に個人情報の提供を行い
ます。

10．館友会（同窓会）との個人情報共同利用について
　本学では、卒業後も個人情報を管理する他、広報誌・
各種案内状の送付など卒業生の親睦や互助に資する
ことを利用目的の範囲内として、大学の同窓会組織
である館友会と共同で個人情報を利用させていただ
きます。
　共同利用する個人データ：氏名、卒期、学部学科、
住所、電話番号、勤務先

皇學館情報セキュリティポリシー

１．皇學館情報ネットワーク利用ガイドライン
　本学の情報機器や個人の情報機器を用いて皇學館
情報ネットワークを利用する場合は、以下のことを
遵守する。

（１）皇學館情報ネットワークの目的以外の利用禁止
皇學館情報ネットワークの利用者は、以下の目

的以外の利用を行わない。
（ア）皇學館情報ネットワークは、本学の情報資

産であり、メールや Web サイトの利用などに
おいて、教育研究以外の目的で使用しない。

（イ）皇學館情報ネットワーク上に、メールサー
バや、Web サーバ、FTP サーバなどを構築し
ない。

（ウ）他人の利用者 ID を用いて、皇學館情報ネッ
トワーク上のサーバ、システムにアクセスしない。

（エ）利⽤者は、故意もしくは不注意を問わず、
皇學館情報ネットワーク上のサーバ、システム
に対して、許可されたアクセス権限以上のアク
セスを行わない。

（オ）公序良俗に反する行為はしない。
（カ）法令、条例、規則及び倫理に反する行為は

しない。
（キ）プライバシーを侵害する行為はしない。

（２）皇學館情報ネットワーク接続時の注意事項
皇學館情報ネットワークに情報機器を接続する

場合は、以下のことを行う。
（ア）利用者が皇學館情報ネットワークに情報機

器を接続し利用する場合には、事前に総務部情
報担当に申請し、IP アドレスを取得する。

（イ）利用者は、与えられた IP アドレス以外の IP
アドレスを使用しない。

（ウ）皇學館情報ネットワークに接続する情報機
器はウィルス対策を行う。
詳細は「不正プログラム対策ガイドライン」を
参照する。

（エ）利用者は皇學館情報ネットワークに接続中
の情報機器をその他の情報通信接続機器（電話
回線、携帯電話、PHS、無線 LAN、専用線など）
を利用して、学外のネットワークへ接続しては
ならない。

２．インターネット利用ガイドライン
　本学の学生が本学の情報機器や自宅の情報機器、
携帯電話などでインターネットを利用する場合は、
以下のことを遵守する。

（１）インターネット利用上の禁止行為
インターネットを利用する場合は、以下の利用

を行わない。
（ア）本学の情報機器からインターネットを利用

する場合は、メールや Web サイトの利用など
において、教育研究以外の目的で使用しない。

（イ）他人の利用者 ID を用いて、インターネット
上のサーバやシステムにアクセスしない。

（ウ）利用者は、故意若しくは不注意を問わず、
インターネット上のサーバやシステムに対し
て、許可されたアクセス権限以上のアクセスを
行わない。

（エ）インターネット上に利用者が知り得た本学
の情報をむやみに掲載しない。

（オ）公序良俗に反する行為はしない。
（カ）法令、条例、規則及び倫理に反する行為は

しない。
（キ）プライバシーを侵害する行為はしない。

（２）Webサイト閲覧における注意事項
Web サイトの利用者は、以下のことを注意する。

（ア）出会い系やアンダーグラウンドなどの信頼
できない Web サイト、情報発信者が不明な
Web サイトヘアクセスをしない。

（イ）出会い系やアンダーグラウンドなどの信頼
できない Web サイト、情報発信者が不明な
Web サイトからソフトなどをダウンロードし
ない。

（ウ）署名の無いあるいは出会い系やアンダーグ
ラウンドなどの信頼できない Web サイトの
ActiveX や Java、JavaScript、VBScript などの
コードを実行しない。

（エ）学外の Web サーバに対して、サイバー攻撃
等不正なアクセスを行わない。また、サイバー
攻撃や不正なアクセスを目的として学内外のシ
ステムを利用しない。

（オ）本学の情報を本学とは関係のない Web に掲
載しない。

（カ）ブログ、プロフに自分や他人の個人情報を
掲載しない。

（３）メール利用時の注意事項
メールの利用者は、以下のことを注意する。
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（ア）個人認証のID 、パスワードを他人に教えない。
（イ）発信者に心当たりのないメールや添付ファ

イルは、不正プログラムやコンピュータウィル
スの可能性があるため開封しない。また、記載
された URL についても有害なサイトへの誘導
の可能性もある事から安易にクリックし、接続
しない。

（ウ）メール受信時は、添付ファイルも含めアン
チウィルスソフトでウィルスチェックを行う。

（エ）添付ファイルを送信する際は、ファイルサ
イズに注意し、巨大なファイルは分割する。

（オ）メール送信時は、宛先に誤りがないことを
確認するとともに、CC や BCC の設定について
も誤りがないか確認する。

（４）インターネット接続時の注意事項
インターネットに接続する情報機器は、以下の

ことを行う。
（ア）本学からインターネットにアクセスする場

合は、与えられた IP アドレス以外の IP アドレ
スを使用しない。

（イ）インターネットに接続する情報機器はウィ
ルス対策を行う。
詳細は「不正プログラム対策ガイドライン」を
参照する。

（ウ）学生寮・クラブ合宿所からのインターネッ
ト接続は、事前にインターネット接続管理者に
利用者、接続する情報機器の情報、情報機器の
セキュリティ対策状況を示し、申請する。イン
ターネット接続管理者は、申請書受領後に利用
者に対して ID、パスワードなどを配布する。

（エ）学生寮・クラブ合宿所からのインターネッ
ト利用においては、利用者の認証を行う。

（５）ソーシャルメディアの利用時の注意事項
Twitter や LINE などのソーシャルメディアの利

用では、以下のことを注意する。
（ア）本名を公開する場合は、公開対象の他人、

友人の範囲及び公開する個人情報、プライバ
シー情報の範囲等の設定を行う。

（イ）誹謗中傷、公序良俗に反する発言、他人の
権利を侵害する発言、誤解を招く発言は行わな
い。ソーシャルメデイアでの発言は、「自分自
身が責任を取る」という自覚を持つ。

（ウ）自分の価値観と異なる他人の発言に対し、
攻撃的な対応を行わない。

（エ）ウィルス感染や個人情報、ID、パスワード
を搾取するための Web サイトに誘導しようと
する不自然な発言、非常識な発言や有名人にな
りすましたアカウントに注意する。

（オ）通信事業者が提供する公式サイト以外の提
供元が不明なアプリケーションを安易にインス
トールしない。インストールしてしまった場合

は、あわてずに削除する。
３．システム利用ガイドライン

　本学が提供するシステムを利用する場合、以下の
ことを遵守する。

（１）システムの目的以外の利用禁止
システムの利用者は、以下の目的以外の利用を

行わない。
（ア）システムは、教育研究以外の目的で使用し

ない。
（イ）皇學館情報ネットワーク上に、メールサー

バや、Web サーバ、FTP サーバなどの各種サー
バを構築しない。

（ウ）利用者は本学の情報を私的に利用しない。
（エ）公序良俗に反する行為はしない。
（オ）法令、条例、規則及び倫理に反する行為は

しない。
（カ）プライバシーを侵害する行為はしない。

（２）システム利用時の個人認証
システムの利用者は、アクセスするシステムの

情報区分に応じ個人認証を行う。
（ア）他人の利用者 ID を用いて、サーバ、システ

ムにアクセスしない。
（イ）利用者は、故意若しくは不注意を問わず、サー

バ、システムに対して、許可されたアクセス権
限以上のアクセスを行わない。

（ウ）個人認証の ID、パスワードを他人に教えな
い。又は容易に窃取される様に保管しない。

４．不正プログラム対策ガイドライン
　自宅や本学で個人の情報機器を利用する場合は、
以下のことを遵守する。

（１）アンチウィルスソフトの導入
アンチウィルスソフトを導入し、不正プログラ

ムに感染後の駆除や既知の不正プログラムに感染
することを防ぐ。
（ア）ファイルヘのアクセス時、アンチウィルス

ソフトでウィルスに感染していないかチェック
を行う。

（イ）アンチウィルスソフトのパターンファイルが
新たなコンピュータウィルスに対応するまでに
時差があることから、既に蔵置されていないか
確認するため、定期的に最新パターンファイル
でシステムの完全スキャンを行い、コンピュー
タウィルスに感染していないか確認を行う。

（ウ）アンチウィルスソフトのパターンファイ
ルを定期的にアップデートし、最新の状態で
（ア）、（イ）を行う。

（エ）（ア）、（イ）、（ウ）が自動的に行われるよう
アンチウィルスソフトの設定を行う。

（２）脆
ぜいじゃくせい

弱 性への対策
OS、ミドルウェア、オフィスソフトなどのアプリ
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ケーションの脆弱性対策を行う。
（ア）ベンダーから提供されるパッチを適時、適

用する。
（イ）ベンダーのサポートが終了したOS、ミドルウェ

ア、アプリケーションは、新たな脆弱性が発見
されても、パッチが提供されないため、サポー
トが切れる前に新たなバージョンに移行する。
※脆弱性：コンピュータやネットワークなどの

情報システムにおいて、第三者が保安上の脅
威となる行為（システムの乗っ取りや機密情
報の漏洩など）に利用できる可能性のあるシ
ステム上の欠陥や仕様上の問題点のこと。

（３）不正プログラム感染時の対処
不正プログラムの感染、蔵置を発⾒時には、す

ぐに以下の対処を行う。
（ア）皇學館情報ネットワークに接続時は LAN

ケーブルを抜き、ネットワークから隔離する。
無線 LAN で接続している場合は端末の電源を
切る。

（イ）コンピュータウィルスへの感染を認知した
際は、直ちに検出したコンピュータウィルスの
内容を確認し、エスカレーションルールに従い
報告するとともに、検出したコンピュータウィ
ルスの内容について確認し、その結果について
も報告する。
エスカレーションルールについては、セキュリ
ティインシデント対応ガイドラインを参照する。
※エスカレーションルール：例えば、何か問題

が発生した時にその内容に応じて、管理者や
責任者層に連絡することで、簡単なトラブル
などの場合には、上位者に連絡することなく
対応し、事後でこのような障害があったとい
う事後報告で終わるようなことがある。しか
し、重大なトラブルの場合には、深夜であろ
うと責任者に連絡して指示、判断を仰がなけ
ればならない。
このような情報連絡や伝達の仕組みをエスカ
レーションと呼び、その決まりを示したもの
をエスカレーションルールと呼ぶ。

（ウ）ウィルス感染したファイルはアンチウィル
スソフトにて駆除を行う。隔離されたウィルス
感染ファイルを駆除する際には、アンチウィル
スソフトベンダーが提示する方法に従い実施す
る。とくにレジストリの編集が必要な場合は、
アンチウィルスソフトベンダーが提示する方法
をよく読み、注意して行う。駆除後は、最新の
パターンファイルに更新したアンチウィルスソ
フトでスキャンを行い、ウィルスが駆除された
ことを確認する。アンチウィルスソフトで復旧
しない場合は OS の再インストールも検討し、
実施する。

※レジストリ：Windows 95 以降の Windows
系 OS において、システムやアプリケーショ
ンソフトの設定データが記録されているデー
タベース。

５．情報機器利用ガイドライン
　本学の情報機器及び自宅や本学で個人の情報機器
を利用する場合、以下のことを遵守する。

（１）情報の保存
個人情報は原則、情報機器に保存しない。

（２）情報機器の設定
個人の情報機器でも、以下の設定を行う。

（ア）情報機器の立ち上げ時には、利用者認証を
行うよう設定する。

（イ）離席時には情報機器をロック、又はパスワー
ド付きのスクリーンセーバで保護する設定を
行う。

（３）ソフトウェア
本学の情報機器に許可なくソフトウェアのイン

ストールを行わない。また個人の情報機器でも信
頼のできない Web サイト、情報発信者が不明な
Web サイトが提供するソフトウェアをインストー
ルしない。

（４）遵守するガイドライン
本学の情報機器を皇學館情報ネットワークに接

続し利用する場合は、「皇學館情報ネットワーク
利用ガイドライン」、「インターネット利用ガイド
ライン」、「システム利用ガイドライン」、「不正プ
ログラム対策ガイドライン」を遵守する。

（５）皇學館情報ネットワークヘの個人の情報機器の接続
個人の情報機器を皇學館情報ネットワークに接

続し利用する場合は、以下を遵守する。
（ア）総務部情報担当に以下の項目を添え、事前

申請する。
● 利用者名
● 所属
● 連絡先
● 利用場所
● 皇學館情報ネットワークの利用目的
● 利用する情報機器の MAC アドレス
● ウィルス対策ソフトのインストールの有無

（イ）本学の情報資産を個人の情報機器には保存
しない。

（ウ）「皇學館情報ネットワーク利用ガイドライ
ン」、「インターネット利用ガイドライン」、「シ
ステム利用ガイドライン」、「不正プログラム対
策ガイドライン」を遵守する。

６．可搬媒体利用ガイドライン
　USB メモリなどの可搬媒体（持ち運び可能な記憶
装置）を利用する場合、以下のことを遵守する。
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（１）情報の保存
本学に関する情報や本人、他人を問わず個人情

報は可搬媒体に保存しない。
（２）情報機器などに接続して利用する可搬媒体

情報機器などに接続し可搬媒体を利用する場合
は、以下のことを遵守する。
（ア）学園外に本学に関する情報を可搬媒体に格

納して持ち出さない。
（イ）学園内で本学に関する情報を可搬媒体に格

納し移動する場合は、AES-256 以上の強度を
持った暗号化アルゴリズムで暗号化する。
※ AES-256：米国国立標準技術研究所（NIST）

が政府の標準暗号方式として選定した AES
のうち、256 ビットの暗号鍵を用いる方式。 
AES で用いられる３種類の暗号鍵の中で最も
長く、安全性が高いとされ、現在、標準的に
使われている。
アルゴリズム：コンピュータを使ってある特
定の目的を達成するための処理手順。

（ウ）可搬媒体もウィルス対策の対象とし、アン
チウィルスソフトで感染していないかチェック
を行う。

（エ）可搬媒体は施錠した机の引き出しや、ロッ
カーなどに、適切に保管する。

（３）可搬媒体の再利用、廃棄
可搬媒体を再利用、廃棄する場合は、以下のこ

とを遵守する。
（ア）可搬媒体を再利用する場合は、保存してい

た情報を再生できない方法で消去する。
（イ）可搬媒体を廃棄する場合は、物理的に破壊

するか、再生不能な状態にする。

７．セキュリティインシデント対応ガイドライン
　セキュリティインシデントに遭遇したときの対応
を以下のように定める。セキュリティインシデント
に遭遇したときは一人で悩まず必ず相談をする。

※セキュリティインシデント：情報セキュリティ
にかかわる事故・事件など。

（１）セキュリティインシデント時の基本的な対応ガイドライン
セキュリティインシデントに遭遇した場合、総

務部情報担当に相談する。情報機器を紛失した場
合は、警察に紛失届を出す。

（２）外部の相談窓口
総務部情報担当に相談しにくい場合は、下記の

URL に相談窓口が紹介されており、これらを参考
に相談先を見つける。

https://www.iajapan.org/hotline/consult/
（インターネットホットライン連絡協議会　相談窓

口をお探しの方）

　また、三重県警ではサイバー犯罪に関する相談窓
口を用意しており、サイバー犯罪の被害に遭い緊急を

要する場合は、以下の三重県警の本相談窓口を利用す
る。三重県警に相談後速やかに、総務部情報担当、親、
指導教員などにその旨を報告する。

電話番号
＃ 9110（携帯電話・PHS からも使用可）
又は、059-224-9110
（相談の受付は、祝日を除く月曜日から金曜日の午

前９時から午後５時まで）

８．情報セキュリティ教育に関するガイドライン
　本学が開催する、又は推奨する情報セキュリティ
教育を受講する。

９．参考情報
参考情報として、青少年が被害者となった携帯電

話でのインターネット利用における事件、事故の概
要を紹介する。

多くの事件、事故に共通していることは安易に自
分の名前、住所を出会い系サイトやブログ、プロフ
に掲載し、脅迫されるケースが多いことである。

とくにカメラ付携帯端末の普及により、裸の写真
を撮影、メールで送信させ、さらにそれを元に金銭
の要求や、ストーカー行為など青少年が被害に遭う
事件が多発している。（GPS 機能付情報機器での写真
撮影では、写真に GPS デークが付くことで、撮影場
所が特定できてしまう）

また、最近の傾向では利用者を限定した SNS（ソー
シャルネットワーキングサービス）において、身分
を偽り加入した未成年が SNS 内での書き込みから被
害に遭うという事件や、個人情報の流出、誹謗中傷
及び悪ふざけ画像掲載による所属機関の信用失墜等
も発生している。

このような事件に巻き込まれないためにも、自分
の個人情報を安易にホームページなどにアップし
ないことや、軽い動機での不適切な意見、画像等を
SNS で投稿などしないことであるが、以下の警察庁
サイバー犯罪対策のサイトでも注意すべきことを説
明しており、このようなサイトを利用し自分自身の
知識を高めることが必要である。

https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/index.html
（警察庁　サイバー警察局）

なお、インターネットは匿名性が高い、と思われ
がちであるが、現状はパソコン、携帯端末いずれに
おいても情報の書き込み元の特定が可能となってい
ることを理解する。

また、一度ネット上に置かれたものは消すことが
できないことも理解が必要である。
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● 教室の番号について
教室の番号は、1桁目が「建物」、2桁目が「階数」を表しています。

2 3 1 教室

２号館

（例）

３階
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設
図（
屋
内
避
難
経
路
入
り
）



来  客
（多目的）
トイレ

女  子
トイレ

男  子
トイレ

4号館
↑ 教職員連絡室

国際
交流担当

倉 庫管理室 湯沸室

理事長室

応 接 室

学 長 室

役 員 室

理 事 室

小会議室

大 会 議 室

資料室

教務担当

学生担当

企画・広報担当
地域連携推進室

受

　付

会
計
担
当

ミーティング
ルーム1

応 接 室

倉庫

女  子
トイレ

男  子
トイレ

倉庫

倉庫

ロビー

倉庫

ステージ 客　　　席 ステージ
上部

設備スペース

客 席 上 部 客　　席

調光室

映写室

ロビー

ロビー

設備スペース

B1階 1階（大学事務局・出版部）

2階（講堂） 3階（講堂）

人
事
担
当

記
念
事
業・

教
学
振
興
担
当

総
務
担
当

出
版
部

管
財
担
当

倉 庫

倉 庫

自動証明書
発行機

電話交換機室

機械室

障がい学生支援室

Ａ　Ｅ　Ｄ：
車　椅　子：

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：

168人 168人

168人 168人

202人

5号館

5号館

5号館

講　義　室

＜231＞ 講　義　室
＜233＞

講　義　室
＜234＞

3号館へ

3号館へ

3号館へ

３階

講　義　室

＜221＞

講　義　室

＜222＞

ロ　ビ　ー

ロ　ビ　ー

講　義　室
＜223＞

講　義　室
＜224＞

２階

講　義　室

＜211＞

講　義　室

＜212＞

ロ　ビ　ー

４号館
外階段

４号館
外階段

入試担当
アドミッション・オフィス

室長室

アドミッション
・オフィス

機械室 保健室
学　生
相談室

学　生
相談室

保健室

ボランティアルーム

男

　子

ト
イ
レ

男

　子

ト
イ
レ

女　子
トイレ

男

　子

ト
イ
レ

１階

412人 202人88人

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

洗面所

洗面所

担
架

女　子
トイレ

女　子
トイレ

担架

車　椅　子：

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
担架担　　　架：
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　記念講堂（大学事務局・出版部）　



来  客
（多目的）
トイレ

女  子
トイレ

男  子
トイレ

4号館
↑ 教職員連絡室

国際
交流担当

倉 庫管理室 湯沸室

理事長室

応 接 室

学 長 室

役 員 室

理 事 室

小会議室

大 会 議 室

資料室

教務担当

学生担当

企画・広報担当
地域連携推進室

受

　付

会
計
担
当

ミーティング
ルーム1

応 接 室

倉庫

女  子
トイレ

男  子
トイレ

倉庫

倉庫

ロビー

倉庫

ステージ 客　　　席 ステージ
上部

設備スペース

客 席 上 部 客　　席

調光室

映写室

ロビー

ロビー

設備スペース

B1階 1階（大学事務局・出版部）

2階（講堂） 3階（講堂）

人
事
担
当

記
念
事
業・

教
学
振
興
担
当

総
務
担
当

出
版
部

管
財
担
当

倉 庫

倉 庫

自動証明書
発行機

電話交換機室

機械室

障がい学生支援室

Ａ　Ｅ　Ｄ：
車　椅　子：

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：

168人 168人

168人 168人

202人

5号館

5号館

5号館

講　義　室

＜231＞ 講　義　室
＜233＞

講　義　室
＜234＞

3号館へ

3号館へ

3号館へ

３階

講　義　室

＜221＞

講　義　室

＜222＞

ロ　ビ　ー

ロ　ビ　ー

講　義　室
＜223＞

講　義　室
＜224＞

２階

講　義　室

＜211＞

講　義　室

＜212＞

ロ　ビ　ー

４号館
外階段

４号館
外階段

入試担当
アドミッション・オフィス

室長室

アドミッション
・オフィス

機械室 保健室
学　生
相談室

学　生
相談室

保健室

ボランティアルーム

男

　子

ト
イ
レ

男

　子

ト
イ
レ

女　子
トイレ

男

　子

ト
イ
レ

１階

412人 202人88人

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

洗面所

洗面所

担
架

女　子
トイレ

女　子
トイレ

担架

車　椅　子：

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
担架担　　　架：
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　2号館（講義棟・アドミッション·オフィス・入試担当
　　　　　　　　　　　　　　  学生相談室・保健室・ボランティアルーム）　



研究室
（212）
上小倉

予備室 E V

男
子
ト
イ
レ

湯
沸
室

研究室
（211）
松　本

研究室
（210）
松　下

研究室
（209）
髙　野

研究室
（208）

DX学修支援室

研究室
（207）
木　村

研究室
（206）
田　中

研究室
（205）
齋　藤

研究室
（204）
大　島

研究室
（203）
平　石

研究室
（202）
千　邑

研究室
（201）

＜321＞
大学院演習室

兼
大学院研究室

（文）

国文学科
研 究 室

研究室
（213）
岡野（裕）

予備室

研究室
（109）

ディチェロ

玄関
ホールE V

男
子
ト
イ
レ

ロ
ッ
カ
ー
室

女
子
ト
イ
レ

湯
沸
室印

刷
室

研究室
（108）

張

研究室
（107）
豊　住

研究室
（106） コミュニケーション学科

研　究　室

コミュニケーション学科
プロジェクト・ラボ

研究室
（104）

栗　野

研究室
（103）
中山（真）

研究室
（102）
髙　沢

研究室
（101）

芳　賀

講師控室 倉　庫

２階

１階

研究室
（312）

谷　戸

予備室
国史学科
研 究 室

E V
男
子
ト
イ
レ

湯
沸
室

研究室
（311）
遠　藤

研究室
（310）
多　田

研究室
（309）

長谷川

研究室
（308）
玉　田

研究室
（307）
松　浦

研究室
（306）
岡野（友）

研究室
（305）
田　井

研究室
（304）

館史資料室（2）・
人文学会

研究室
（303）
中山（郁）

研究室
（302）
新田（惠）

研究室
（301）
堀　内

大学院
研究室
（史）

＜331＞
大学院
演習室

研究室
（３１６）

館史資料室（1）

研究室
（313）
谷　口

学　生
部長室

史料編纂所
書庫（2）

神道学科
研 究 室

コピー室E V
男
子
ト
イ
レ

湯沸室

女
子
ト
イ
レ

文　学
部長室

大学院
研究室
（神）

＜341＞
大学院
演習室

研究室
（401）
板　井

研究室
（402）
河　野

史料編纂所
事　務　室

京　泉

史　料
編纂所
研究室
（3）
荊　木

史　料
編纂所
研究室
（1）

名　誉
教授室

学　事
顧問室

史　料
編纂所
整理室

史料編纂所
書庫（１）

４階

３階

２号館

２号館

5号館
外階段

5号館
外階段

3号館
外階段

3号館
外階段

3号館
外階段

備蓄倉庫

担
架

EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：

担架担　　　架：

エレベーター：
Ａ　Ｅ　Ｄ：

男子便所

３階 準備室

女子トイレ

男子トイレ

映写室

EV

EV

EV機械室

渡り廊下

２
号
館

２階
情報担当

視聴覚教室
＜431＞
196人

女子トイレ

男子トイレ

講堂（2階へ）

渡り廊下

２
号
館

マルチメディア
教室

＜421＞

１階

女子トイレ

男子トイレ
多目的
トイレ

ホール

本　館

２
号
館

資料室

就
職
担
当

神
職
養
成
部

面談室面談室

面談室

面談室面談室

面談室

70人

機械室

倉　庫

倉　庫

エレベーター：

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
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　3号館（研究棟、神道・国文・国史・コミュニケーション学科研究室、史料編纂所）　



研究室
（212）
上小倉

予備室 E V

男
子
ト
イ
レ

湯
沸
室

研究室
（211）
松　本

研究室
（210）
松　下

研究室
（209）
髙　野

研究室
（208）

DX学修支援室

研究室
（207）
木　村

研究室
（206）
田　中

研究室
（205）
齋　藤

研究室
（204）
大　島

研究室
（203）
平　石

研究室
（202）
千　邑

研究室
（201）

＜321＞
大学院演習室

兼
大学院研究室

（文）

国文学科
研 究 室

研究室
（213）
岡野（裕）

予備室

研究室
（109）

ディチェロ

玄関
ホールE V

男
子
ト
イ
レ

ロ
ッ
カ
ー
室

女
子
ト
イ
レ

湯
沸
室印

刷
室

研究室
（108）

張

研究室
（107）
豊　住

研究室
（106） コミュニケーション学科

研　究　室

コミュニケーション学科
プロジェクト・ラボ

研究室
（104）

栗　野

研究室
（103）
中山（真）

研究室
（102）
髙　沢

研究室
（101）

芳　賀

講師控室 倉　庫

２階

１階

研究室
（312）

谷　戸

予備室
国史学科
研 究 室

E V
男
子
ト
イ
レ

湯
沸
室

研究室
（311）
遠　藤

研究室
（310）
多　田

研究室
（309）

長谷川

研究室
（308）
玉　田

研究室
（307）
松　浦

研究室
（306）
岡野（友）

研究室
（305）
田　井

研究室
（304）

館史資料室（2）・
人文学会

研究室
（303）
中山（郁）

研究室
（302）
新田（惠）

研究室
（301）
堀　内

大学院
研究室
（史）

＜331＞
大学院
演習室

研究室
（３１６）

館史資料室（1）

研究室
（313）
谷　口

学　生
部長室

史料編纂所
書庫（2）

神道学科
研 究 室

コピー室E V
男
子
ト
イ
レ

湯沸室

女
子
ト
イ
レ

文　学
部長室

大学院
研究室
（神）

＜341＞
大学院
演習室

研究室
（401）
板　井

研究室
（402）
河　野

史料編纂所
事　務　室

京　泉

史　料
編纂所
研究室
（3）
荊　木

史　料
編纂所
研究室
（1）

名　誉
教授室

学　事
顧問室

史　料
編纂所
整理室

史料編纂所
書庫（１）

４階

３階

２号館

２号館

5号館
外階段

5号館
外階段

3号館
外階段

3号館
外階段

3号館
外階段

備蓄倉庫

担
架

EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：

担架担　　　架：

エレベーター：
Ａ　Ｅ　Ｄ：

男子便所

３階 準備室

女子トイレ

男子トイレ

映写室

EV

EV

EV機械室

渡り廊下

２
号
館

２階
情報担当

視聴覚教室
＜431＞
196人

女子トイレ

男子トイレ

講堂（2階へ）

渡り廊下

２
号
館

マルチメディア
教室

＜421＞

１階

女子トイレ

男子トイレ
多目的
トイレ

ホール

本　館

２
号
館

資料室

就
職
担
当

神
職
養
成
部

面談室面談室

面談室

面談室面談室

面談室

70人

機械室

倉　庫

倉　庫

エレベーター：

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
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　4号館（情報担当、就職・神職養成担当）　



▲

▲

出版部倉庫

（屋外階段）

書道教室
＜513＞
32人

講義室
＜512＞
60人

講義室
＜511＞
118人

書道
準備室

3
号
館

3
号
館

3
号
館

2号館

学生ホール

ピロティ

中庭

中庭上部

中庭上部

倉庫

女子トイレ

男子トイレ
多目的
トイレ

女子トイレ

男子トイレ
多目的
トイレ

女子トイレ

男子トイレ
多目的
トイレ

1階

教育開発
センター

心理面接室心理面接室
心
理
検
査
室

心
理
検
査
室

心
理
実
験
室

心
理
実
験
室

（屋外階段）

情報処理
教室

＜523＞
44人

情報処理教室
＜522＞
70人

講義室
＜521＞
118人

情報処理
準備室

2号館

２階

（屋外階段）

演習室
＜535＞
40人

演習室
＜534＞
40人

演習室
＜533＞
40人

講義室
＜537＞
60人

演習室
＜538＞
40人

講義室
＜536＞
60人

演習室
＜532＞
40人

演習室
＜531＞
40人

2号館

テラス

出版部倉庫

3階

テラス

EPS

EPS

EPS

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
救　助　袋： ▲

２階

１階

３階

教室
＜622＞
120人

ＰＣ教室
<631>
70人

教室
＜621＞
306人

学生ラウンジピロティ 玄　関
ホール

上部吹抜

渡り廊下

渡り廊下

情報準備室

空　調
機械室

EPS

エレベーター： EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
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　5号館（講義棟・教育開発センター）　



▲

▲

出版部倉庫

（屋外階段）

書道教室
＜513＞
32人

講義室
＜512＞
60人

講義室
＜511＞
118人

書道
準備室

3
号
館

3
号
館

3
号
館

2号館

学生ホール

ピロティ

中庭

中庭上部

中庭上部

倉庫

女子トイレ

男子トイレ
多目的
トイレ

女子トイレ

男子トイレ
多目的
トイレ

女子トイレ

男子トイレ
多目的
トイレ

1階

教育開発
センター

心理面接室心理面接室
心
理
検
査
室

心
理
検
査
室

心
理
実
験
室

心
理
実
験
室

（屋外階段）

情報処理
教室

＜523＞
44人

情報処理教室
＜522＞
70人

講義室
＜521＞
118人

情報処理
準備室

2号館

２階

（屋外階段）

演習室
＜535＞
40人

演習室
＜534＞
40人

演習室
＜533＞
40人

講義室
＜537＞
60人

演習室
＜538＞
40人

講義室
＜536＞
60人

演習室
＜532＞
40人

演習室
＜531＞
40人

2号館

テラス

出版部倉庫

3階

テラス

EPS

EPS

EPS

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
救　助　袋： ▲

２階

１階

３階

教室
＜622＞
120人

ＰＣ教室
<631>
70人

教室
＜621＞
306人

学生ラウンジピロティ 玄　関
ホール

上部吹抜

渡り廊下

渡り廊下

情報準備室

空　調
機械室

EPS

エレベーター： EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
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　6号館（講義棟）　



２階

１階

３階

4階

5階

6号館へ

9号館へ

6号館へ

8号館へ

8号館へ 8号館へ

8号館へ

教室
＜712＞
98人

教室
＜711＞
98人

教室
＜722＞
120人

教室
＜721＞
120人

教室
＜733＞
98人教室

＜732＞
98人

教室
＜731＞
98人

教室
＜743＞
46人

教室
＜742＞
46人

教室
＜741＞
46人

教室
＜746＞
46人

吹抜

吹抜

教室
＜745＞
46人

教室
＜744＞
46人

倉庫

管理室

設備機械室
(電気)

玄関ホール

女子トイレ
男子トイレ

EV

女子トイレ

男子トイレ

女子トイレ 男子トイレ

多目的
トイレ

渡り廊下

玄関ホール渡り廊下 廊下

渡り廊下

渡り廊下

男子トイレ

倉庫

女子トイレ

EV

渡り廊下

男子トイレ

多目的
トイレ

女子トイレ

EV

渡り廊下

男子トイレ
女子トイレ

EV EV

EPS

PS
PS

EPS

EPSEPS

EPS

753B
演習室
24人
753A
演習室
24人
75２B
演習室
24人
75２A
演習室
24人
75１B
演習室
24人
75１A
演習室
24人

755B
福祉実習室

755A

754B
演習室
24人
754A
客員研究員
研究室

PS

PS

PS
PS

PS

PS

PS

PS

9号館へ

9号館へ

756
特別支援教育
実習室

Ａ
Ｅ
Ｄ

Ａ　Ｅ　Ｄ：
エレベーター： EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：

担架担　　　架：

担架

車　椅　子：

822B

822A

２階

１階

３階

4階

5階

7号館へ

7号館へ

7号館へ

7号館へ

体育実習室
＜812＞

保育実習室
＜811＞

受水槽
ポンプ室

図画工作室
＜821＞
60人

被服実習室
＜832＞
40人

心理学教室
＜831＞
40人

調理実習室
＜833＞
40人

化学実験室
＜842＞
48 人

物理実験室
地学実験室
＜843＞
48 人

生物実験室
＜841＞
48 人

音楽室
＜851＞
70人

テラス

園庭

体育準備室

保育準備室

幼児用トイレ

倉　庫

給湯器置場

浄化槽機械室

女子トイレ

多目的
トイレ 男子トイレ

玄関ホール

EV

渡り廊下

工作
機械
置場

工作
機械
置場

図画工作準備室

女子トイレ

作品倉庫
男子トイレ

調理準備室被服準備室

心理学準備室

女子トイレ

男子トイレ

渡り廊下

EV

物理準備室化学準備室

生物準備室

薬品
庫

女子トイレ

渡り廊下

男子トイレ

音楽準備室
楽器倉庫

女子トイレ

男子トイレ

渡り廊下

ピアノ練習室

ピアノ練習室

個人
指導室
1

個人
指導室
2

個人
指導室
3

EV

ピアノ練習室

EV

EVEPS

EPS

EPS

EPS

EPSPS

PS

PS

PS
PS

PS

PS

PS

PS
PS

PS
PS

PS

PS

エレベーター： EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
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　7号館（講義棟）　



２階

１階

３階

4階

5階

6号館へ

9号館へ

6号館へ

8号館へ

8号館へ 8号館へ

8号館へ

教室
＜712＞
98人

教室
＜711＞
98人

教室
＜722＞
120人

教室
＜721＞
120人

教室
＜733＞
98人教室

＜732＞
98人

教室
＜731＞
98人

教室
＜743＞
46人

教室
＜742＞
46人

教室
＜741＞
46人

教室
＜746＞
46人

吹抜

吹抜

教室
＜745＞
46人

教室
＜744＞
46人

倉庫

管理室

設備機械室
(電気)

玄関ホール

女子トイレ
男子トイレ

EV

女子トイレ

男子トイレ

女子トイレ 男子トイレ

多目的
トイレ

渡り廊下

玄関ホール渡り廊下 廊下

渡り廊下

渡り廊下

男子トイレ

倉庫

女子トイレ

EV

渡り廊下

男子トイレ

多目的
トイレ

女子トイレ

EV

渡り廊下

男子トイレ
女子トイレ

EV EV

EPS

PS
PS

EPS

EPSEPS

EPS

753B
演習室
24人
753A
演習室
24人
75２B
演習室
24人
75２A
演習室
24人
75１B
演習室
24人
75１A
演習室
24人

755B
福祉実習室

755A

754B
演習室
24人
754A
客員研究員
研究室

PS

PS

PS
PS

PS

PS

PS

PS

9号館へ

9号館へ

756
特別支援教育
実習室

Ａ
Ｅ
Ｄ

Ａ　Ｅ　Ｄ：
エレベーター： EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：

担架担　　　架：

担架

車　椅　子：

822B

822A

２階

１階

３階

4階

5階

7号館へ

7号館へ

7号館へ

7号館へ

体育実習室
＜812＞

保育実習室
＜811＞

受水槽
ポンプ室

図画工作室
＜821＞
60人

被服実習室
＜832＞
40人

心理学教室
＜831＞
40人

調理実習室
＜833＞
40人

化学実験室
＜842＞
48 人

物理実験室
地学実験室
＜843＞
48 人

生物実験室
＜841＞
48 人

音楽室
＜851＞
70人

テラス

園庭

体育準備室

保育準備室

幼児用トイレ

倉　庫

給湯器置場

浄化槽機械室

女子トイレ

多目的
トイレ 男子トイレ

玄関ホール

EV

渡り廊下

工作
機械
置場

工作
機械
置場

図画工作準備室

女子トイレ

作品倉庫
男子トイレ

調理準備室被服準備室

心理学準備室

女子トイレ

男子トイレ

渡り廊下

EV

物理準備室化学準備室

生物準備室

薬品
庫

女子トイレ

渡り廊下

男子トイレ

音楽準備室
楽器倉庫

女子トイレ

男子トイレ

渡り廊下

ピアノ練習室

ピアノ練習室

個人
指導室
1

個人
指導室
2

個人
指導室
3

EV

ピアノ練習室

EV

EVEPS

EPS

EPS

EPS

EPSPS

PS

PS

PS
PS

PS

PS

PS

PS
PS

PS
PS

PS

PS

エレベーター： EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
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　8号館（実験・実習棟）　



２階

１階 ３階

4階

5階

エレベーター： EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：

女子トイレ

ラウンジ
給湯
コーナー

研究室
（301）
瓜　田

研究室
（303）
鵜　沼

研究室
（302）
川　村

研究室
（304）
榎　本

研究室
（305）
津　田

研究室
（306）
関　根

研究室
（307）
土　谷

研究室
（308）
筒　井

研究室
（311）
岸　川

研究室
（310）
新田（均）

研究室
（312）
橋　本

研究室
（313）
藤　井

研究室
（314）
村　上

研究室
（315）
大　井

研究室
（316）
中　野

研究室
（317）
千　田

研究室
（318）
池　山

研究室
（319）
濱　谷

EV

男子トイレ女子トイレ

大学院
演習室
＜921＞

地域課題
学修支援室

大学院
研究室
1

特別招聘
教授室

エントランス
ホール

講師控室

給湯室

現代日本
社会学科
研究室

現代日本社会
学部長室

多目的
トイレ

教育学科
研究室

EV

EV

男子トイレ女子トイレ

教育学部長室

７号館

EV ７号館 EV ７号館 EV ７号館

EV ７号館

小会議室１
皇學館
サービス
株式会社

管理室
兼
テレビ
スタジオ
テレビ
スタジオ

学習支援室
UNIVAS

主体的学修スペース
「百　船」

男子トイレ

EV
給　湯
コーナー

女子トイレ

大会議室

EV

女子トイレ

多目的
トイレ

給湯
コーナー

研究室
（501）
渡　邉

研究室
（502）
松　村

研究室
（503）
市　田

研究室
（504）
金　戸

研究室
（505）
井　上

研究室
（506）
片　山

研究室
（507）
服　部

研究室
（508）
信　川

研究室
（509）
大　杉

研究室
（510）
勢　力

特　別
研究室

男子トイレ

給湯
コーナー

EV

男子トイレ女子トイレ

研究室
（402）
小　川

研究室
（401）
大　野

研究室
（403）
中　條

研究室
（404）
駒　田

教材室

研究室
（405）
中　松

研究室
（406）
松　尾

研究室
（407）
高　橋

研究室
（408）
吉田（直）

研究室
（409）
佐　藤

研究室
（410）
村　瀬

研究室
（411）
上　野

研究室
（412）
濵　畑

研究室
（413）
萩　原

研究室
（414）
　澤　

研究室
（415）
山　本

教材室

研究室
（416）
野々垣

研究室
（417）
吉田（明）

研究室
（418）
加藤（茂）

研究室
（419）
加藤（純）

研究室
（309）
今　井

教職支援
担当

面談室 通用口

▲

女子トイレ

女
子
ト
イ
レ

男
子
ト
イ
レ

倉
　
　
庫

２階

ラーニングコモンズ

1階

集密書庫

男子トイレ

受
付
カ
ウ
ン
タ
ー

会
議
室

出
入
口

事務室

特　別
資料室

館長室

EV

多目的
トイレ

EV

EV

３号館

３号館

３階

書　　　庫

書　　　庫

閲覧室

機械室

機械室

３号館

女子トイレ

男子トイレ

1階へ

1階へ

書　　　庫

エレベーター： EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
緩　降　機： ▲

車　椅　子：
Ａ　Ｅ　Ｄ：

Ａ
Ｅ
Ｄ
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　9号館（教育研究棟、百船、教職支援担当、教育・現代日本社会学科研究室、皇學館サービス）　



２階

１階 ３階

4階

5階

エレベーター： EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：

女子トイレ

ラウンジ
給湯
コーナー

研究室
（301）
瓜　田

研究室
（303）
鵜　沼

研究室
（302）
川　村

研究室
（304）
榎　本

研究室
（305）
津　田

研究室
（306）
関　根

研究室
（307）
土　谷

研究室
（308）
筒　井

研究室
（311）
岸　川

研究室
（310）
新田（均）

研究室
（312）
橋　本

研究室
（313）
藤　井

研究室
（314）
村　上

研究室
（315）
大　井

研究室
（316）
中　野

研究室
（317）
千　田

研究室
（318）
池　山

研究室
（319）
濱　谷

EV

男子トイレ女子トイレ

大学院
演習室
＜921＞

地域課題
学修支援室

大学院
研究室
1

特別招聘
教授室

エントランス
ホール

講師控室

給湯室

現代日本
社会学科
研究室

現代日本社会
学部長室

多目的
トイレ

教育学科
研究室

EV

EV

男子トイレ女子トイレ

教育学部長室

７号館

EV ７号館 EV ７号館 EV ７号館

EV ７号館

小会議室１
皇學館
サービス
株式会社

管理室
兼
テレビ
スタジオ
テレビ
スタジオ

学習支援室
UNIVAS

主体的学修スペース
「百　船」

男子トイレ

EV
給　湯
コーナー

女子トイレ

大会議室

EV

女子トイレ

多目的
トイレ

給湯
コーナー

研究室
（501）
渡　邉

研究室
（502）
松　村

研究室
（503）
市　田

研究室
（504）
金　戸

研究室
（505）
井　上

研究室
（506）
片　山

研究室
（507）
服　部

研究室
（508）
信　川

研究室
（509）
大　杉

研究室
（510）
勢　力

特　別
研究室

男子トイレ

給湯
コーナー

EV

男子トイレ女子トイレ

研究室
（402）
小　川

研究室
（401）
大　野

研究室
（403）
中　條

研究室
（404）
駒　田

教材室

研究室
（405）
中　松

研究室
（406）
松　尾

研究室
（407）
高　橋

研究室
（408）
吉田（直）

研究室
（409）
佐　藤

研究室
（410）
村　瀬

研究室
（411）
上　野

研究室
（412）
濵　畑

研究室
（413）
萩　原

研究室
（414）
　澤　

研究室
（415）
山　本

教材室

研究室
（416）
野々垣

研究室
（417）
吉田（明）

研究室
（418）
加藤（茂）

研究室
（419）
加藤（純）

研究室
（309）
今　井

教職支援
担当

面談室 通用口

▲

女子トイレ

女
子
ト
イ
レ

男
子
ト
イ
レ

倉
　
　
庫

２階

ラーニングコモンズ

1階

集密書庫

男子トイレ

受
付
カ
ウ
ン
タ
ー

会
議
室

出
入
口

事務室

特　別
資料室

館長室

EV

多目的
トイレ

EV

EV

３号館

３号館

３階

書　　　庫

書　　　庫

閲覧室

機械室

機械室

３号館

女子トイレ

男子トイレ

1階へ

1階へ

書　　　庫

エレベーター： EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
緩　降　機： ▲

車　椅　子：
Ａ　Ｅ　Ｄ：

Ａ
Ｅ
Ｄ
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　図書館（ラーニングコモンズ）　



食　　堂

厨　房

売　店

厨　房　

2Fへ

1Fへ1Fへ

ロビー

会館管理室 食　堂

コンビニエンス
ストア

女
子
ト
イ
レ

男
子
ト
イ
レ

女
子
ト
イ
レ

男
子
ト
イ
レ

2階

1階

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
車　椅　子：

濡
　
縁

茶
室

茶
室

日
月
庵

玄関ホール
事務室

皇學館
館友会
事務局

茶
室

茶
室

濡
　
縁

濡
　
縁

茶
室

茶
室

茶
室

茶
室

濡
　
縁

濡
　
縁

茶
室

茶
室

玄　関
（唐破風）

女子トイレ

男子トイレ

スロープ

教　室
（兼会議室）

教　室
（兼会議室）

茶　室

茶　室

日月庵 水
屋
水
屋

床
脇

床
脇

床
脇

床
の
間

床
の
間

床
の
間

水屋水屋

収納棚

台　所

展示室
濡

　縁

濡

　縁

濡　縁

応接室
廊

　下

ホ
ー
ル

倉　庫

間仕切収納庫
収納庫

玄　関 下
足
入

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
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　倉陵会館（学生食堂）　



食　　堂

厨　房

売　店

厨　房　

2Fへ

1Fへ1Fへ

ロビー

会館管理室 食　堂

コンビニエンス
ストア

女
子
ト
イ
レ

男
子
ト
イ
レ

女
子
ト
イ
レ

男
子
ト
イ
レ

2階

1階

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
車　椅　子：

濡
　
縁

茶
室

茶
室

日
月
庵

玄関ホール
事務室

皇學館
館友会
事務局

茶
室

茶
室

濡
　
縁

濡
　
縁

茶
室

茶
室

茶
室

茶
室

濡
　
縁

濡
　
縁

茶
室

茶
室

玄　関
（唐破風）

女子トイレ

男子トイレ

スロープ

教　室
（兼会議室）

教　室
（兼会議室）

茶　室

茶　室

日月庵 水
屋
水
屋

床
脇

床
脇

床
脇

床
の
間

床
の
間

床
の
間

水屋水屋

収納棚

台　所

展示室
濡

　縁

濡

　縁

濡　縁

応接室
廊

　下

ホ
ー
ル

倉　庫

間仕切収納庫
収納庫

玄　関 下
足
入

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
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　記念館（皇學館館友会事務局）　



２階

第1収蔵庫

第２収蔵庫
兼工作室

第３収蔵庫

ロビー
展示室

1階へ

EV

EV

中庭上部

第１展示室 第２展示室

１階

講義室

男 子
トイレ

女 子
トイレ 会議室

階段

多目的
トイレ

エントランスホール

神道研究所・
神道博物館

書　庫

研究室
佐　野

共　同
研究室

研究室
塩　川

研究室
小　林

研究室
浦　野

研究開発
推進センター

事務室

研究開発
推進センター
長室

閲覧室

貴賓室前室

湯沸室

トイレ

中　庭

資
料
室

エレベーター： EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：

車　椅　子：

１階へ

１階へ

1階へ

物入

柔道場

剣道場
薙刀道場

防具庫 防具庫

倉庫
６

メインアリーナ

倉庫
４

倉庫
３

倉庫２

倉
庫

多目的
トイレ

多目的シャワー室 女子シャワー室

多目的
シャワー室

男子
シャワー室

女子
更衣室

男子更衣室

エントランスホール↑
ス
ロ
ー
プ

↑
ス
ロ
ー
プコーチング学研究室

（救護室）

教員室
102

教員室
101

体育
演習室 2

管理室

カ
ウ
ン
タ
ー

倉庫
１

EV

サブアリーナ

トレーニングルーム

器具庫

倉　庫

多 目 的
スペース

1階へ

EV

体育演習室 1
１階へ

ライト
コート

（外部）

吹　抜

吹　抜

A

B

ラ
ン

ニ
ン

グ
コ

ー
ス

ラ
ン

ニ
ン

グ
コ

ー
ス

物入

倉庫５

女子トイレ

男子
トイレ

吹
抜

ランニングコース

ランニングコース

下足

2階

1階

１階へ１階へ

１階へ

担架

Ａ　Ｅ　Ｄ：
エレベーター： EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：

担架担　　　架：
車　椅　子：
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　佐川記念神道博物館（研究開発推進センター・神道研究所・神道博物館）　



２階

第1収蔵庫

第２収蔵庫
兼工作室

第３収蔵庫

ロビー
展示室

1階へ

EV

EV

中庭上部

第１展示室 第２展示室

１階

講義室

男 子
トイレ

女 子
トイレ 会議室

階段

多目的
トイレ

エントランスホール

神道研究所・
神道博物館

書　庫

研究室
佐　野

共　同
研究室

研究室
塩　川

研究室
小　林

研究室
浦　野

研究開発
推進センター

事務室

研究開発
推進センター
長室

閲覧室

貴賓室前室

湯沸室

トイレ

中　庭

資
料
室

エレベーター： EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：

車　椅　子：

１階へ

１階へ

1階へ

物入

柔道場

剣道場
薙刀道場

防具庫 防具庫

倉庫
６

メインアリーナ

倉庫
４

倉庫
３

倉庫２

倉
庫

多目的
トイレ

多目的シャワー室 女子シャワー室

多目的
シャワー室

男子
シャワー室

女子
更衣室

男子更衣室

エントランスホール↑
ス
ロ
ー
プ

↑
ス
ロ
ー
プコーチング学研究室

（救護室）

教員室
102

教員室
101

体育
演習室 2

管理室

カ
ウ
ン
タ
ー

倉庫
１

EV

サブアリーナ

トレーニングルーム

器具庫

倉　庫

多 目 的
スペース

1階へ

EV

体育演習室 1
１階へ

ライト
コート

（外部）

吹　抜

吹　抜

A

B

ラ
ン

ニ
ン

グ
コ

ー
ス

ラ
ン

ニ
ン

グ
コ

ー
ス

物入

倉庫５

女子トイレ

男子
トイレ

吹
抜

ランニングコース

ランニングコース

下足

2階

1階

１階へ１階へ

１階へ

担架

Ａ　Ｅ　Ｄ：
エレベーター： EV

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：

担架担　　　架：
車　椅　子：
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　総合体育館　



芝　生弓道場 的場

鑑的

鑑的上壇

まきわら
道　　場

外 陣 神 殿

祭器庫

祭器庫

教員
控室

女　子
更衣室

男　子
更衣室

1

男　子
更衣室

2

男　子
更衣室

3

倉　庫

給湯室

ホール

女子
トイレ

男子
トイレ

祭　式　教　室

神　　殿

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
車　椅　子：

３階

２階

１階

▲

▲

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
避難はしご： ▲

女子トイレ

1階へ

男子トイレ

バイク駐輪場

多目的
トイレ
シャワー室

2階へ 倉風第２ルーム

倉風第１ルーム
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　祭　式　教　室　

　武　道　場　

　弓　道　場　



芝　生弓道場 的場

鑑的

鑑的上壇

まきわら
道　　場

外 陣 神 殿

祭器庫

祭器庫

教員
控室

女　子
更衣室

男　子
更衣室

1

男　子
更衣室

2

男　子
更衣室

3

倉　庫

給湯室

ホール

女子
トイレ

男子
トイレ

祭　式　教　室

神　　殿

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
車　椅　子：

３階

２階

１階

▲

▲

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
避難はしご： ▲

女子トイレ

1階へ

男子トイレ

バイク駐輪場

多目的
トイレ
シャワー室

2階へ 倉風第２ルーム

倉風第１ルーム
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　倉風ハウス　



3階

２階

柔　道 サッカー

学友会
EV

11人乗

EV
11人乗

ギター
マンドリン

よさこい
雅

軽音楽
（Rock）マンガ写　真考古学

倉庫１ 倉庫２ 手　話 日本
文化研 書　道

雅　楽軽音楽
（JAZZ）茶　道文　芸ダンス

ソフトテニス女子
軟式野球 フットサル

硬式庭球

弓　道 合気道 バスケット

硬式野球駅伝競走陸上競技 居合道

廊　下

卓　球

印刷室

倉庫１

多目的ルーム

レクリエーション 華道部演劇部 学友会

多目的ホール

通　路２階

１階

考古学

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：
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　第１クラブハウス　

　第２クラブハウス　



3階

２階

柔　道 サッカー

学友会
EV

11人乗

EV
11人乗

ギター
マンドリン

よさこい
雅

軽音楽
（Rock）マンガ写　真考古学

倉庫１ 倉庫２ 手　話 日本
文化研 書　道

雅　楽軽音楽
（JAZZ）茶　道文　芸ダンス

ソフトテニス女子
軟式野球 フットサル

硬式庭球

弓　道 合気道 バスケット

硬式野球駅伝競走陸上競技 居合道

廊　下

卓　球

印刷室

倉庫１

多目的ルーム

レクリエーション 華道部演劇部 学友会

多目的ホール

通　路２階

１階

考古学

消　火　器：
避 難 経 路：

消　火　栓：

学
内
施
設
図（
屋
内
避
難
経
路
入
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施設の使用について

学
内
施
設
図（
屋
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）

学
内
施
設
図（
屋
内
避
難
経
路
入
り
）

●施設を使用する場合は、大学の許可が必要です。「施設・物品使用申込書」を使用する１週間前までに学生担当に提出
してください。（総合体育館は、9：00～17：00の間、授業等で使用していない場合は、体育館管理室に申し込んだうえで、当日使用可能）

●通常講義期間中の部・同好会の活動は、原則として、月曜から金曜は17：00から、土曜は13：00からです。
●部・同好会の活動でも、自主練習等（活動時間帯に授業がない者に限る）であれば、下記の「利用時間」のとおり施設
を使用することができます。

●主に部・同好会の活動場所として使用されていますが、空いていれば任意の団体や友達同士でも使用することができま
す。（「施設・物品使用申込書」には、指導教員などの承認が必要です）

※施設の利用に関して不明な事がありましたら、学生担当までお問い合わせください｡

施　　　設 利用可能数 曜 日 利用時間 備　　　　　　　考

教 室 棟 ※下記に該当しない施設

月
曜
～
土
曜
（
日
曜
・
祝
日
に
つ
い
て
は
、
使
用
す
る
１
週
間
前
ま
で
に
学
生
担
当
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
）

9：00 ～ 20：00
( 授業使用時除く )

記 念 講 堂 客席：1005 席 9：00 ～ 19：30

倉
陵
会
館

１
階 食　堂 430 席 9：00 ～ 20：00

（食堂営業時除く)
会合や談話の場や倉陵祭などの学内行事にも利
用可能｡ 各階には放送設備もあります｡２

階 食　堂 412 席

多目的ホール
（第2クラブハウス2階)

9：00 ～ 21：00 発表会などの練習場所としても利用可能｡

倉風ハウス 9：00 ～ 20：00

総　
　
　

合　
　
　

体　
　
　

育　
　
　

館

メ イ ン
ア リ ー ナ

バスケットコート・バレーコー
トいずれか 2面又はハンドボー
ルコート 1面又はバドミントン
コート 6面 9：00 ～ 21：00

（授業使用時除く )

9：00 ～ 17：00 の間で、授業・部活動等で使
用していない場合は、体育館管理室に申し込ん
だうえで、使用可能です。また、下記の物品を
管理人室で貸し出しています。

バレーボール・バスケットボール・バドミントンラケット・シャ
トルコック・卓球ラケット・ピンポン球・ソフトバレーボール・
バレーボールネット

サブアリーナ
バスケットコート・バレーコー
トいずれか 1面又はバドミント
ンコート 3面

柔　 道　 場 公式 2面

9：00 ～ 21：00
（授業使用時除く )

※総合体育館の使用にあたっては、次頁の「体
育施設使用の規則」を確認してください

剣道場（薙刀 ) 公式 1面
多目的スペース 卓球台 2台

トレーニング
ルーム

各部位にあわせた筋肉トレーニ
ングが可能な機器のほか､ 骨密
度や血圧測定器､ ランニングマ
シンなどを設置

● フリーウエイトトレーニング器具は、所定の
講習を受けた者しか使用できません。

● 利用希望者は、体育館管理室に当日申し込ん
でください。

その他の施設

[1階 ]
男子更衣室……………130 名分
男子シャワー室…………… 4 室
男子多目的シャワー室…… 1 室
女子更衣室……………100 名分
女子シャワー……………… 4 室
多目的シャワー室………… 1 室

9：00 ～ 21：00
（授業使用時除く )

● 貴重品は、「貴重品ロッカー」に入れてくだ
さい。

● 気分が悪くなった場合は､ 緊急用ブザーを押
してください｡

体 

育 

施 

設

第１グラウンド 9：00 ～ 21：00
（授業使用時除く ) 次頁の「体育施設使用の規則」を確認して下さい。

武 道 場
弓 道 場
テニスコート等

9：00 ～ 21：00
（授業使用時除く )

芝生広場 9：00 ～ 20：30 次頁の「芝生広場の使用について」を確認して下さい。
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● 全体的なもの
１．利用時間

● 総合体育館	
● 第一グラウンド	

9：00～21：00

	
（授業使用時除く）

２．授業および部活動による使用中、関係の無い者の立ち
入りは禁止します。また、立ち入りがなくても、授業や
部活動に支障が出るような行為があれば、施設から離れ
るよう指示することがあります。その際は、授業および
部活動責任者の指示に従ってください。

３．部活動用品や私物を施設内に放置（倉庫、ロッカー代
わりに使用）しないでください。利用時間を過ぎて放置
されている物は遺失物として扱います。

４．体育授業用の物品は貸し出しできません。貸し出し用
の物品または各自用意したものを利用してください。

５．施設使用後は必ず、清掃および整理整頓、現状復帰（原
状回復）をおこなってください。

６．施設や物品を損壊、汚損した場合、すみやかに学生支
援部学生担当に報告してください。

７．体育施設およびその周辺は、健康増進法の観点から、
禁煙スペースです。喫煙は、所定の場所でおこなってく
ださい。

８．貴重品の管理は各自でおこない、盗難に気をつけてく
ださい。また、盗難等の被害があっても大学は責任を負
えません。

● 体育館用
１．授業、部活動による使用以外で体育館の利用を希望す
る時は、管理室前の利用届に必ず名前、学生番号、入退
館時間などを記入してください。

２．体育館使用時は、必ず体育館シューズ（室内履き）に
履き替えてください。また、柔道場および剣道場では室
内履きも脱ぎ、素足（靴下は可）で入室してください。
トイレでは、専用スリッパに履き替えてください。

３．体育館玄関で脱いだ靴は靴箱に必ず入れてください。
靴箱、ロッカー等に私物を放置しないでください。利用
時間を過ぎて放置されている物は遺失物として扱います。

４．本学の体育館はバリアフリー（ユニバーサルデザイン）
の認証を受けています。出入り口付近、点字ブロックな

体育施設使用の規則
どに物を置かないでください。

５．勝手に冷暖房の調整や照明の消灯をせず、必ず管理室
に申し出てください。

６．メインアリーナ中央の仕切りネットの開閉は、管理室
に申し出てください。

７．トレーニングルーム内へのボール類の持込を禁止します。

８．フリーウェイトトレーニング器具使用講習会を受講し
ていない者・団体は、フリーウェイト器具の利用を認
めません。

● グラウンド用
１．雨天時の利用は禁止します。

２．車両（バイク、自転車など）の乗り入れは禁止します。

３．グラウンド利用後は、必ず整地をしてください。

芝生広場の使用について
● 禁止事項
１．サッカー、野球、ゴルフなどの球技を行うこと

２．喫煙・飲酒

３．花火などの火気の使用

４．ごみのポイ捨て

５．ペットを連れての立ち入り

● 利用上の注意事項
１．固いボールやバット、テニスラケット使用などの危険
行為や他人の迷惑となる行為は禁止です。

２．サッカーボールやバレーボールなどの軟らかいボール
によるパスゲーム（ウォーミングアップ程度）は使用
可能です。

３．人工芝の為、野球や陸上の先のとがったスパイクは禁
止です。

４．原則、芝生の全部または一部を独占して使用すること
はできません。
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キャンパス周辺マップ

① 伊勢市役所
　岩渕1-7-29 ☎ 23-1111 2-B

② 伊勢市福祉健康センター
　八日市場町 13-1 ☎ 27-2425 2-A

③ 伊勢市中央保健センター（福祉健康センター内）
　八日市場町 13-1 ☎ 27-2435 2-A

④ シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢
　岩渕1-13-15 ☎ 28-5105 2-B

⑤ 伊勢市観光協会
　本町 16-2 ☎ 28-3705 2-B

⑥ 伊勢郵便局
　岩渕 3-6-10 ☎ 28-6350 2-C

⑦ 伊勢市消防本部
　楠部町 159-11 ☎ 25-1261 2-D

⑧ 伊勢警察署
　神田久志本町 1481-3 ☎ 20-0110 2-D

⑨

休日・夜間応急診療所 （内科・歯科）
　伊勢市八日市場 13-1
　福祉健康センター内１階、別棟１階
　診 療 日：内科：平日夜間、日曜･祝日、年末年始
　　　　　　歯科：日曜 ･祝日、年末年始
　診療時間：昼間：10：00～12：00、 13：00～17：00
　　　　　：夜間：19：30～22：00（ 内科のみ ）

内科
☎ 25-8795

歯科
☎ 27-0829

2-A

三重県救急医療情報センター
（急な診察や重症の時､ 24時間病院紹介 ) ☎ 059-229-1199

名
張

　三重県の中南部に位置する伊勢市は､ 古くから伊勢神宮の門前町として栄え､ 現在では伊勢志摩国立
公園の表玄関としても大きな役割を担い､ たくさんの観光客を迎えている街です｡ 四季折々の表情が楽
しめる豊かな自然と､ 伝統ある歴史・文化が息づく街“伊勢”で､ 充実した大学生活をおくってください。
施設の情報はホームページ等で確認してから利用しましょう。

● 伊勢市内の公共施設　（市外局番は0596）

● 交通機関
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1

A

2

3

伊勢ひかり病院

田中病院

伊勢神宮外宮

●

伊勢神宮外宮

NTT

早修小

宇治山田高

山田上口駅

宮町駅

伊勢市立
図書館

2 3
910

■

■

銀行 ガソリンスタンド

⑩ 伊勢市立図書館
八日市場町 13-35 ☎ 21-0077 開館時間

休 館 日 
9：00 ～ 19：00
毎週水曜日・毎月第２金曜日（図書整理日）・特別整理期間・年末年始 2-A

⑪ 伊勢市生涯学習センター ｢いせトピア｣
黒瀬町 562-12 ☎ 21-0900

開館時間
貸館時間
休 館 日 

8：30 ～ 22：00
9：00 ～ 22：00
第１・３月曜日（及び第５月曜日）､ 年末年始

2-D

⑫ ダイムスタジアム伊勢
楠部町 159-1 ☎ 22-4323 使用時間

休 場 日
9：00 ～ 22：00
12/29 ～ 1/3 2-D

⑬ 市営庭球場
古市町 355-3 ☎ 28-6386 開放時間

休 場 日
9：00 ～ 17：00
12/29 ～ 1/3

4月～10月のみ
18：00～ 21：00の
ナイターも可

砂入り人工芝コート12面 3-C

⑭ 神宮徴古館・農業館
神田久志本町 1754-1 ☎ 22-1700

開館時間
休 館 日 

9：00 ～ 16：30 （ 入館は 16：00 迄）
木曜日（祝日の場合はその翌日）、
12/29 ～ 31

三館共通　700円
徴古館・農業館　500円
美術館　500円

皇學館大学生は、学生証の提示に
より観覧料が無料になります。

2-C

⑮ 神宮美術館
神田久志本町 1754-1 ☎ 22-5533 2-C

⑯ 式年遷宮記念「せんぐう館」
豊川町前野 126-1 ☎ 22-6263 開館時間

休 館 日 
9：00 ～ 16：00 （ 観覧は 16：30）
毎月第2・第4火曜日 （祝日の場合はその翌日 ） 2-B

● 伊勢市内の文化・スポーツ施設　（市外局番は0596）
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キャンパスマップ

● 教室の番号について
教室の番号は、1桁目が「建物」、2桁目が「階数」を表しています。

2 3 1 教室

２号館

（例）

３階

防災倉庫防災倉庫

防災倉庫防災倉庫

防災倉庫
（3号館1階）

防災倉庫
（3号館1階）

第２クラブハウス

第3クラブハウス

総合体育館

芝生広場

自転車

記念館

精華寮

武道場
駐輪場

駐輪場

第１グラウンド

倉風ハウス
祭式教室

正門

4号館

倉陵会館

記念講堂
大学本部

2号館

3号館

佐川記念神道博物館

図書館

伊勢高校へ

至  外宮・宇治山田駅

バス停  皇学館大学前
皇学館大学前

バス停  徴古館前
バス停

至  内宮・五十鈴川駅

神宮文庫 黒門

神宮司庁神宮文庫

5号館

6号館
（講義棟）

7号館
（講義棟）

8号館

（学生食堂）
（コンビニ）

（売店）

テニスコート

★……多目的トイレ設置場所

●……スロープ設置場所

▲……エレベーター設置場所

■……AED設置場所

◆……担架設置場所

　……車椅子設置場所

Rest room for the disabled

Wheelchair ramp

Elevator

皇學館高校・中学
精華寮・貞明寮・弓道場へ
皇學館高校・中学
精華寮・貞明寮・弓道場へ

皇學館 クラブ合宿所

駐輪場

■

■

■

◆

◆

■

■

バイク

バイク

9号館

（実験・実習棟）

（講義棟）（講義棟）

（講義棟）

（研究棟）

1Ｆ 百船
（研究棟）

第２駐車場

第３駐車場

第１駐車場

夜間スクールバス乗車場所

P

P

P

P

◆

◆

Sagawa Memorial Museum of Shinto and Japanese Culture

Soryo Dining Hall

Main Office and Memorial Auditorium

Building 4 Building 2

Building 5

Building 3 (Research Building)

Library

Jingu Library

Gymnasium

Parking Lot 3 
Clubhouse 3

第1クラブハウス・学友会
Clubhouse 1・Gakuyukai

Tennis Court

Clubhouse 2

Seika Men's Dormitory

Teimei Women's Dormitory

Parking Lot 2

Sofu House
Shinto Ritual Classroom

Bike Bicycle Parking Space

Bike Bicycle Parking Space
Martial Arts Training Hall

Parking Lot 1

Kogakkan Sports Dormitory

Building 7

Building 6

Memorial Hall

Building 9 (Research Building)

Building 8

Bicycle Parking Space

Lawn Space

First Track and Field Ground

Main Gate

貞明寮

皇學館中学校・高等学校

キ
ャ
ン
パ
ス
マ
ッ
プ

キ
ャ
ン
パ
ス
マ
ッ
プ
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防災倉庫防災倉庫

防災倉庫防災倉庫

防災倉庫
（3号館1階）

防災倉庫
（3号館1階）

第２クラブハウス

第3クラブハウス

総合体育館

芝生広場

自転車

記念館

精華寮

武道場
駐輪場

駐輪場

第１グラウンド

倉風ハウス
祭式教室

正門

4号館

倉陵会館

記念講堂
大学本部

2号館

3号館

佐川記念神道博物館

図書館

伊勢高校へ

至  外宮・宇治山田駅

バス停  皇学館大学前
皇学館大学前

バス停  徴古館前
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★……多目的トイレ設置場所
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■……AED設置場所

◆……担架設置場所

　……車椅子設置場所

Rest room for the disabled

Wheelchair ramp

Elevator

皇學館高校・中学
精華寮・貞明寮・弓道場へ
皇學館高校・中学
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■

■
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■
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災害時の屋外避難経路
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● 災害時は、第１グラウンドへ 避難してください。

● 各教室の避難経路については、P.107～P.124を
　 参照して下さい。

★ 防災倉庫

災
害
時
の
屋
外
避
難
経
路






